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１　森林の利用に関する景観地の特質と課題

１　森林の利用に関する景観地の特質と課題

を選択した。さらに、重要地域の中から選んだ８地域で詳

細調査も実施している。

２次調査の結果、Ⅰ：土地利用に関連するもの、Ⅱ：風

土に関するもの、Ⅲ：伝統的産業及び生活を示す文化財と

一体となり周辺に展開するもの、Ⅳ：Ⅰ～Ⅲの複合景観、

という４分野への分類の可能性が示された。Ⅰはさらに、

水田景観や畑地景観といった種別に分けられるが、そのな

かの４番目の項目が「森林景観」となっている。

２次調査対象となった地域の中で、森林景観に該当する

ものは 36件である（複合景観も含む）。これら 36件の内

容を確認したところ、以下の５つに分類することができた

（表１）。

Ａ　育成林業に関する景観（15件）

Ｂ　防災林に関する景観（12件）

Ｃ　特用林産物に関する景観（５件）

Ｄ　ランドマークとなっている景観（３件）

Ｅ　複合生業に関する景観（１件）

36件中 15件は、Ａ：針葉樹での造林によって木材生産

をおこなう育成林業に関するもので、最多である。ただし、

その中身を具体的にみていくと、林業地全体を捉えるもの

から、その一角に象徴的に残されている林を取り上げるも

のまで、様々であることが分かる。次に多いのがＢ：防災

林で、12件に及ぶ。奥羽本線の鉄道のための防雪林以外

はすべて海岸の砂防林である。Ｃ：特用林産物に関する景

観は５件で、タケノコやシイタケといった食料や、漆や木

蝋２）といった原料を生産する地域が挙げられている。宮

沢賢治に関連する記念林、沿道にある風景林２件は、Ｄ：

ランドマークとしてまとめた。Ｅ：山稼ぎは、育成林業と

特用林産物の生産が混在した山村の複合的な林業の結果と

しての、モザイクの林相を挙げたものである。

調査対象となった物件は、現在の重要文化的景観が捉え

る地域全体というものよりも、その中に残されている１群

の林のほうが多い。それでも、育成林業に関する景観が占

める割合が高いのは明らかである。「農山漁村地域の自然、

歴史、文化を背景として、伝統的産業及び生活と密接に関

１　はじめに

森林資源を暮らしの中で積極的に利用してきた日本列

島において、文化的景観の対象に森林が加わることは、必

然と言って良いだろう。国土に占める森林の割合は時代に

よって変化しながら、現在の日本では約７割が森林となっ

ている。その森林は、平地にある場合もあるが、多くは山

地にある。日本列島の地形は起伏に富み、国土の４分の３

が山地（火山や丘陵を含む）という中で、森林といえばま

ず山の風景を思い浮かべることもまた、日本の文化的景観

ではごく当たり前のことと言える。

こうしたことから、文化的景観の概念が文化財保護法に

加わる以前、文化庁での検討段階から、森林に関する景観

はすでにその１種別とされた。また、令和６年（2024）３

月現在までに選定されている重要文化的景観 72件の中で、

19件が森林の利用に関する景観地の要件を含んでいる。

そこで、『山の風景史』という本書の導入にあたり、ま

ずは、文化的景観での森林の取り扱いについて改めて整理

しつつ、本書の目的を述べることとする。

２　農林水産業に関する調査研究

文化財としての文化的景観の保護制度は平成 16 年

（2004）に創設されたが、それ以前に、文化庁では文化的

景観の概念や保護の可能性についての検討をおこなってい

た。特に、平成 12年度（2000）から平成 14年度（2002）

にかけて実施した「農林水産業に関連する文化的景観の保

護に関する調査研究」では、文化的景観の定義を定めた上

で、これに該当するものを対象とした１次調査を実施して、

全国的な所在状況を把握した。この際の文化的景観の定義

は、「農山漁村地域の自然、歴史、文化を背景として、伝

統的産業及び生活と密接に関わり、その地域を代表する土

地利用の形態又は固有の風土を表す景観で価値が高いも

の」１）とされた。１次調査で挙げられた 2,311 件の中から

502 件を２次調査対象とし、その中から 180 件の重要地域
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文化的景観を重要文化的景観に選定する場合には、以下

の重要文化的景観選定基準が用いられる。

一　地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土

により形成された次に掲げる景観地のうち我が国民の基盤

的生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特

のもの

（１）水田・畑地などの農耕に関する景観地

（２）茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地

（３）用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地

（４）養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地

（５）ため池・水路・港などの水の利用に関する景観地

（６）鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関する	 	

	 					景観地

（７）道・広場などの流通・往来に関する景観地

（８）垣根・屋敷林などの居住に関する景観地

二　前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち我が国

民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なも

の又は独特なもの

以上のうち、選定基準３「用材林・防災林などの森林の

利用に関する景観地」に該当する選定地は令和６年（2024）

３月１日現在で 19件に及ぶ。そこで、各重要文化的景観

における森林の役割を調査報告書や保存計画から読み取る

と、以下の５類型に分けられた（表２）。

ア　育成林業を主とした評価（１件）

イ　育成林業を含んだ評価（８件）

ウ　域内での特定の生業のための燃料・原料としての評価

	 				（３件）

わり、その地域を代表する土地利用の形態又は固有の風土

を表す景観で価値が高いもの」として示された当時の文化

的景観の定義は、育成林業と結びつきやすいものだったと

言える。

３　森林の利用に関する重要文化的景観

次に、重要文化的景観選定地における森林の取り扱いに

ついてみていく。

種類 都道府県 名称

Ａ：育成林業

青森県

大畑町のヒバの切り出し
（下北半島のヒバ林）　＊
佐井村のヒバの切り出し
（下北半島のヒバ林）　＊

宮城県 津山町の杉林
秋田県 長木沢杉林
茨城県 八溝山の杉木立
千葉県 山武杉のある景観
富山県 宮島杉
京都府 北山杉の林業景観　＊

奈良県
下多古の森
吉野杉の林業景観　＊

鳥取県
ダドコ美林（智頭の杉林）　＊
大屋の森林景観（智頭の杉林）　＊
沖の山の植林地（智頭の杉林）　＊

高知県 魚梁瀬の林業景観　＊
長崎県 赤坊の谷

Ｂ：防災林

北海道 百人浜の緑化地帯（襟裳岬）　＊

青森県
屏風山の黒松林
車力村の海岸防災林　＊
七里長浜の防砂林　＊

秋田県 能代の砂防林

山形県
奥羽本線関根一号林
庄内砂丘と砂防林（庄内平野）　＊

茨城県 大洗海岸の松林
石川県 八田の松林
和歌山県 煙樹ヶ浜
鳥取県 弓ヶ浜の松林（弓ヶ浜）
高知県 琴ヶ浜松原

Ｃ：特用林産物

岩手県 吉田・馬洗場の漆植栽地
京都府 美濃山の竹林
佐賀県 佐賀平野東部のハゼノキ
熊本県 菊池川とハゼ並木　＊
大分県 櫛来のシイタケホダ場

Ｄ：ランドマーク
岩手県 羅須地人協会跡と森林

（宮沢賢治に関連する文化的景観）　＊
秋田県 矢立峠の秋田杉林　＊
和歌山県 発心門の杉林

Ｅ：山稼ぎ 宮崎県 諸塚村のモザイク林相

表１　２次調査対象の中で森林景観に該当する物件

表中の＊は重要地域を指す。 図１　智頭の林業景観（芦津）
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１　森林の利用に関する景観地の特質と課題

含むものの、価値の中では育成林業の比重の方が高い重要

文化的景観である。

ウは、域内での特殊な生業が価値の主眼で、その生業の

ための燃料・原料の供給源として森林も評価されるもので

ある。島根県奥出雲町「奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化

的景観」は製鉄のための燃料（図３）、大分県日田市「小

鹿田焼の里」は焼き物のための燃料、長崎県五島市「五島

列島における瀬戸を介した久賀島及び奈留島の集落景観」

は椿油の生産のための森林である。

エは、集落での暮らしそのものが価値の根幹で、薪炭や

用材、林産物の生産の場としての里山を、暮らしをつくり

あげてきた環境の一部として評価する。４件が該当し、例

エ　里山としての評価（４件）

オ　その他（３件）

アは、育成林業を重要文化的景観の価値の主としたもの

で、鳥取県智頭町「智頭の林業景観」のみが該当する（図１）。

イは、育成林業が価値の一部を占めるもので、８件が

該当する。高知県西部の５市町が連携して選定を受けた

「四万十川流域の文化的景観」では、近代以降の国有林事

業と河川流通による木材搬出の歴史を取り上げる（図２）。

熊本県南小国町と産山村の「阿蘇の文化的景観」では、草

原と用材林の土地利用が評価されている。一方、宮崎県日

南市「酒谷の坂元棚田及び農山村景観」は、棚田と用材林

がセットで語られる。これらは里山としての森林の利用も

表２　森林の利用に関する重要文化的景観

分類 所在地 名称 選定基準（一） 選定基準
（二）1 2 3 4 5 6 7 8

ア：育成林業を主とした評価 鳥取県	智頭町 智頭の林業景観 ○

イ：育成林業を含んだ評価

高知県	津野町 四万十川流域の文化的景観　源流域の山村 ○ ○ ○ ○ ●
高知県	梼原町 四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田 ○ ○ ○ ●
高知県	中土佐町 四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村と流通・往来 ○ ○ ○ ○ ○ ●
高知県	四万十町 四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村と流通・往来 ○ ○ ○ ○ ○ ●
高知県	四万十市 四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来 ○ ○ ○ ○ ○ ●
熊本県		南小国町 阿蘇の文化的景観　南小国町西部の草原及び森林景観 ○ ○ ●
熊本県		産山村 阿蘇の文化的景観　産山村の農村景観 ○ ○ ○ ●
宮崎県	日南市 酒谷の坂元棚田及び農山村景観 ○ ○ ●

ウ：域内での特定の生業のた
めの燃料・原料としての評価

島根県	奥出雲町 奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観 ○ ○ ○ ○ ○ ●
大分県	日田市 小鹿田焼の里 ○ ○ ○ ○ ●
長崎県	五島市 五島列島における瀬戸を介した久賀島及び奈留島の集落景観 ○ ○ ●

エ：里山としての評価

長野県	飯山市 小菅の里及び小菅山の文化的景観 ○ ○ ○ ●
滋賀県	近江八幡市 近江八幡の水郷 ○ ○ ○ ○ ●
滋賀県	長浜市 菅浦の湖岸集落景観 ○ ○ ○ ○ ●
大分県	豊後高田市 田染荘小崎の農村景観 ○ ○ ○ ○ ●

オ：その他
北海道	平取町 アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観 ○ ○ ○ ○ ○ ●
石川県	加賀市 加賀海岸地域の海岸砂防林及び集落の文化的景観 ○
岐阜県	岐阜市 長良川中流域における岐阜の文化的景観 ○ ○ ○ ○ ●

図２　四万十川流域の文化的景観（四万十町小野） 図３　奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観（福頼）
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岸砂防林及び集落の文化的景観」では砂防林を、岐阜県岐

阜市「長良川中流域における岐阜の文化的景観」は川湊と

材木問屋街を価値とする（図６）。

４　育成林業に関わる文化的景観研究の必
要性

「農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査

研究」でも、重要文化的景観の選定地でも、森林の利用に

関する景観地として取り上げられるものの中で、育成林業

に関わるものが最も多い。本稿の冒頭で、日本は国土（3,779

万 ha）の約７割が森林（2,502 万 ha）であると記したが、

その内、約４割が人工林（1,009 万 ha）である（令和４年・

2022 現在）３）。その人工林の内、スギやヒノキ、カラマ

ツといった針葉樹（975 万 ha）が９割以上を占めている。

人の手で植えられた針葉樹林が国土の４分の１を占めると

いうなかで、真っすぐに伸びた円錐形の針葉樹が山一面を

覆う風景と、その風景を創り上げてきた育成林業は、日本

を代表する営みのひとつとなっている。

こうした背景もあり、奈良文化財研究所景観研究室では

これまでに、２ヵ所の地方公共団体から育成林業に関わる

文化的景観の調査を委託されてきた。

まず、平成 27年度（2015）から 30年度（2018）にかけて、

京都市からの依頼により、北山林業に関する文化的景観の

調査を実施した。北山林業の中心地である京都市北区中川

を対象とするもので、「北山杉の里」という呼び名を持つ

地域でもある。「農林水産業に関連する文化的景観の保護

に関する調査研究」では、詳細調査対象の１つに選ばれて

いる。

この調査研究から、中川は中世以来の山稼ぎの村であ

り、近世から続く北山林業の発祥の地であることを確認し

た。また、中川という集落自体が職住一体の場で、北山林

業に関わる山の工場としての様相をいまに伝えているこ

と、田畑はほぼなく米や農作物は購入するという林業に特

化した特異な暮らしの場であることを見出した（図７・８）。

一方、絵画やメディアで取り上げられてきた山一面に北山

杉があるという風景は、昭和中期以降に生まれたもので、

持続的なものではないことも分かった。

その後、鳥取県智頭町から、重要文化的景観「智頭の

林業景観」の整備活用計画策定に向けた調査の依頼があ

り、令和元・２年度（2019・2020）に現地調査を実施した。

えば、滋賀県近江八幡市「近江八幡の水郷」では居住域の

背後の薪炭林（図４）、大分県豊後高田市「田染荘小崎の

農村景観」ではため池や社が集まる山裾の利用について取

り上げる。

残る３件は個別解で、オ：その他とした。北海道平取町

「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」

は、アイヌの人々と森林との関わりと近代開拓による牧野

林を評価する（図５）。石川県加賀市「加賀海岸地域の海

図６　長良川中流域における岐阜の文化的景観（川原町）

図４　近江八幡の水郷（円山町）

図５ アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観
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１　森林の利用に関する景観地の特質と課題

註
１）文化庁編（2005）、17頁。
２）熊本県の「菊池川とハゼ並木」は、菊池川の堤防の根固め
もかねて植えられたもので、防災林にも該当する。

３）林野庁「森林資源の現況（令和４年３月31日現在）」より。

参考文献
阿蘇市教育委員会教育部教育課世界文化遺産推進室編（2016）
『「阿蘇の文化的景観」保存調査報告書』Ⅰ：総論、阿蘇
市・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村

飯山市教育委員会編（2014）『小菅の里―文化的景観』
近江八幡市（2021）「重要文化的景観「近江八幡の水郷」保存
活用計画書」

奥出雲町教育委員会編（2013）『奥出雲町文化的景観調査報告
書―奥出雲たたらと棚田の文化的景観』

加賀市編（2020）『加賀海岸地域の文化的景観保存調査報告
書』

岐阜市教育委員会（2015）『長良川中流域における岐阜の文化
的景観保存調査報告書』

五島市文化推進室編（2011）『五島市久賀島の文化的景観保存
計画』五島市

四万十川財団（2009）『四万十川流域の文化的景観』
智頭町教育委員会編（2017）『智頭町の林業景観保存調査報告
書』

智頭町（2022）「重要文化的景観「智頭の林業景観」整備活用
計画」

長浜市文化財保護センター編（2014）『菅浦の湖岸集落景観保
存活用計画報告書』滋賀県長浜市教育委員会

奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室編（2019）『京都中川
の北山林業景観調査報告書』京都市文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課

日南市（2013）『酒谷の坂元棚田及び農山村景観　文化的景観
保存計画』

日田市（2007）『小鹿田焼の里文化的景観保存計画』
平取町（2018）『平取町文化的景観保存計画書―３次選定申出
版』

文化庁「重要文化的景観について」https://www.bunka.go.jp/
seisaku/bunkazai/shokai/keikan/（令和６年３月１日閲
覧）

文化庁文化財部記念物課編（2005）『農林水産業に関連する文
化的景観の保護に関する調査研究報告書』

豊後高田市教育庁総務課（2016）『田染荘小崎の農村景観2次選
定文化的景観保存計画』豊後高田市教育委員会

林野庁「森林資源の現況（令和４年３月31日現在）」https://
www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/r4/index.html
（令和６年３月１日閲覧）

その結果、智頭町は中国山地における育成林業の先進地で

あることは確かであるが、それが確立されるのは明治中期

以降であること、中川のように集落内が育成林業に関わる

作業場となることはほとんどないものの、田畑があり、複

合的な林業生産活動がおこなわれてきたこと、こうした特

性が浮かび上がってきた。

この２件の事例から、育成林業に関わる文化的景観と

いっても、その在り方は地域によって様々であることがよ

く分かった。育成林業に関わる文化的景観としてひとくく

りにするのではなく、比べることで各地の個性を浮き彫り

にさせながら、地域らしさを捉えていくことが必要である。

一方、文化財において価値があるということは、その価値

を将来にわたって守るということになるが、歴史を通じて

みたときに、吉野や北山などを除いた多くの育成林業地帯

が生まれてくるのは近代以降のことで、いまだに安定的な

営みとなっていない場合が多いことも、その取扱いの難し

さを生んでいるように感じる。

また、文化的景観では、農業を主産業としてきた地域

は「農業景観」ではなくて「農村景観」と呼ぶのに対して、

育成林業に関わる地域では「林業景観」と呼ぶ。それは、

前者がムラ（住居の一集団）とノラ（耕作する田畑）とヤ

マ（利用する山林原野）を一体として捉えてきたのに対し

て、後者はヤマだけを捉えがちだったことも理由にあるの

ではないだろうか。こうしたことも、育成林業という営み

の新しさゆえのように思う。

こうした針葉樹の育成林をめぐる戸惑いは、文化的景観

だけでなく、史跡・名勝といった他の文化財の保存活用の

現場や、景観計画の策定の際でも見受けられる。山の風景

をどう理解し、どう取り扱っていくべきなのだろうか。そ

の答えは容易には見出せないだろうが、まずは日本におけ

る育成林業の立ち位置を冷静に振り返るとともに、変化す

る中で変わらないもの（変わりにくいもの）が何なのかを

確認することが第一歩だろう。そこには、山とともにある

持続可能な暮らしを考える上でのヒントがあるのではない

だろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　（惠谷	浩子）
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２　調査研究の概要と報告書の作成

２　現地調査の経緯

（１）「智頭の林業景観」の概要

鳥取県八頭郡智頭町は千代川の源流に位置し、智頭杉と

呼ばれるスギ生産の拠点となってきた町である。それを支

えたのは、智頭で大正期に確立した赤
あかざし

挿苗という苗木生産

方法である。この苗木の母樹が生育し、近代に大規模な伐

採と植林がおこなわれた東山・沖ノ山地区、その麓にあり、

苗木生産の拠点となった芦津地区、こうした森林資源で財

を得た智頭宿、これらが一体となった景観が評価され、平

成 30年（2018）に「智頭の林業景観」として重要文化的

景観に選定された。

奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室では、令和元・

２年度に「智頭の林業景観」の整備計画策定に向けた調査

を、智頭町から受託して実施した。

（２）現地調査の実施

智頭町での現地調査は、表１の日程・内容で実施した（図

１）。調査員は以下の通りである（所属・役職は令和元・

２年度時点のもの）。

奈良文化財研究所文化遺産部

　部長　島田	敏男

　景観研究室長　中島	義晴

　景観研究室研究員　惠谷	浩子

１　調査の目的

前節で記した本調査研究の目的を整理すると、以下の２

点である。

・	日本列島において、森林と人々との関わりは歴史的にど

のように変化してきたのか、そのなかで育成林業はどう

位置づけられるのかを検討すること。

・	特に、スギの育成林業を主産業としてきた地域を対象

に、文化的景観という観点から現地調査を実施して、価

値づけや保全の方向性について検討すること。

この目的のもと、奈良文化財研究所文化遺産部景観研究

室では、他研究室とも連携を図りながら、現地調査と研究

会、シンポジウムを通じて議論を重ねてきた。

図１　智頭町芦津での石造物調査

表１　智頭町での現地調査一覧

日程 内容

令和元年６月 26 ～ 28 日

＜東山・沖ノ山＞森林鉄道、＜芦津＞土
地利用、水利、建造物、聞き取り（武田
知子氏、武田儀一氏、小宮山靖士氏、寺
谷就雄氏）、＜智頭宿＞水利

令和元年９月 11 ～ 13 日 ＜芦津＞水利用施設、石造物、聞き取り（寺
谷恒雄氏）

令和元年 10 月 17 日 ＜智頭宿＞水利

令和元年 11 月 26・27 日 ＜芦津＞建造物、＜智頭宿＞建造物

令和２年２月 29 日 ＜芦津＞建造物

令和２年７月 31 日 鳥取県立博物館所蔵絵図の撮影

令和２年９月８日 ＜芦津＞水利用施設、＜智頭宿＞構成要素

令和２年 10 月 26 ～ 28 日 ＜芦津＞䖝井神社例祭、＜智頭宿＞構成
要、＜智頭町内＞類例集落

令和２年 12 月 17・18 日 ＜芦津＞籠堂、聞き取り（武田昭雄・静
江夫妻）、＜智頭宿＞構成要素

令和３年３月８日 ＜東山・沖ノ山＞構成要素、芦津財産区
有林
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２　調査研究の概要と報告書の作成

奈良文化財研究所都城発掘調査部

　主任研究員　前川	歩

　遺構研究室研究員　福嶋	啓人

奈良文化財研究所企画調整部

　写真室技術職員　飯田	ゆりあ

京都府立大学

　大学院生　竹内	祥一朗、蔵薗	悠介

　大学生　鈴木	更紗

なお、類例調査として、令和４年（2022）９月 20・21日に、

宮崎県日南市において飫肥林業の調査も実施した。日南市

では日南市教育委員会の協力のもと、重要文化的景観「酒

谷の坂元棚田及び農山村景観」の坂元棚田保存会の古澤家

光会長から話を伺うこともできた（図２）。古澤氏は元 JA

職員で、地元での育成林業にも携わってきた人物である。

３　研究会・シンポジウムの開催

（１）文化的景観研究会

現地調査を通じて持った育成林業に関する疑問から、令

和５年（2023）３月９日に、奈良文化財研究所において「ス

ギ林業地の文化的景観はどのように捉えられるのか」と題

した文化的景観研究会を開催した。この研究会では以下の

４本の報告をおこなった。

「遺産として見出される林業景観」奥敬一（富山大学）

「近代日本のスギ主産地と文化的景観」惠谷浩子（奈良

文化財研究所）

「景観変遷にみる北山・智頭・飫肥林業地域の特性」竹

内祥一朗（奈良文化財研究所）

「山の風景の多様性−計画制度から保全活用を考える」

小浦久子（神戸芸術工科大学）

この報告ののち、大住克博氏（鳥取大学名誉教授）、菊

地成朋氏（九州大学名誉教授）、村上忠喜氏（京都産業大学）、

森本仙介氏（奈良県）らとディスカッションをおこなった

（図３）。

議論の中で、針葉樹の育成林業は近世に生まれたもの

の、それは局所的なものであったこと、近代になり新政府

による統括的な林政がスタートして、草山や芝山が拡大造

林の対象となり、さらに戦後には薪炭林や奥地の天然林の

針葉樹人工林化が進められたこと、などが話題に上がった。

針葉樹の育成林業は一部の伝統的林業地帯を除いて非常に

新しい営みであり、持続的なものとなっているわけではな

く、文化財の価値として捉えるには引き続き検討を進めて

いく必要があることを理解した。

（２）文化的景観研究集会

上記の文化的景観研究会での課題認識から、第 11回目

の文化的景観研究集会を、育成林業と文化的景観をテーマ

に開催することにした。「山の風景史−育成林のとらえ方

とその保全−」と題して、令和５年９月１日に奈良文化財

研究所で開催した。オンライン配信もおこない、会場とオ

ンラインとで 143名の参加があった。

シンポジウムの冒頭、惠谷浩子が「育成林は重要文化的

景観として評価できるのか」と題して趣旨説明・報告をお

こなった。その後、林学・森林生態学の専門家である大住

克博氏から「林業景観の成立過程」、景観史・植生史の専

門家である小椋純一氏（京都精華大学名誉教授）から「里

図２　坂元棚田での聞き取り調査 図３　文化的景観研究会の様子
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山景観の変遷」と題して講演いただいた（図４・５）。そ

して、「山の風景のこれまでとこれから」というタイトル

でパネルディスカッションをおこなった。パネリストは両

講演者と菊地成朋氏、小浦久子氏で、モデレーターは惠谷

が務めた。このシンポジウムの記録が、本書のⅢ部である。

４　報告書の作成

（１）報告書の構成

Ⅰ部では、智頭町からの受託調査として実施した「智

頭の林業景観」の調査成果を取りまとめた。Ⅱ部は、執筆

者それぞれの学術の専門分野から、育成林業に関わる文化

的景観について問い直す論考とした。そして、Ⅲ部として、

文化的景観研究集会（11回）の記録を掲載した。

（２）報告書の作成

本書の編集は、奈良文化財研究所文化遺産部の惠谷浩子

が担当した。各項の執筆者と編集・図面作成協力者は以下

の通りである。なお、各人の所属は本書の刊行時のもので

ある。

序言　　　　　惠谷	浩子

Ⅰ部

　１章１・２　竹内	祥一朗

　　　　３　　惠谷	浩子

　２章　　　　竹内	祥一朗

　３章　１　　竹内	祥一朗

　　　　２　　福嶋	啓人

　４章　１　　竹内	祥一朗

　　　２・３　惠谷	浩子

　　　　４　　竹内	祥一朗

　５章　１　　惠谷	浩子

　　　　２　　中島	義晴

　６章　　　　惠谷	浩子

Ⅱ部　　１　　惠谷	浩子

　　　　２　　竹内	祥一朗

　　　　３　　小浦	久子

Ⅲ部　　１　　大住	克博

　　　　２　　小椋	純一

　　　　３　　パネルディスカッション記録

編集・図面作成協力者

　岩本	悠梨、御田	智美、北野	陽子、柴田	将吾

（惠谷	浩子）

図４　大住克博氏の講演 図５　小椋純一氏の講演



Ⅰ部

「智頭の林業景観」の成り立ちと構造
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１　智頭町の地勢

１　智頭町の地勢

トをなしていることがわかる（図２）。東部には標高 700

～ 1,000 ｍの山々が連なる東山・沖ノ山山地が広がる一方

で、西部は山々の間に智頭盆地が開けている。こうした地

形のなりたちには地質条件が密接に関わっている（図３）。

町域の地質は花崗岩を基本とするが、中央部には断層に

沿って泥質片岩が食い込んでいる。この地質は花崗岩より

も河川などの侵食を受けにくいため、高い山々がそびえる

東山・沖ノ山の山地が保たれたとみられる。なお、東山・

沖ノ山山地のなかでも花崗岩の地質をもつ町域東部では河

川の侵食によって平地が形成されており、その流れは緩や

かである。

智頭町域を流れる河川はすべて千代川水系に含まれる。

こうした河川は山地に河谷を刻み、智頭盆地の底を流れな

がら谷底平野を形成してきた。なかでも北股川や土師川、

新見川は水量・川幅とともに比較的大きく、千代川に土師

川と新見川が合流する智頭宿一帯ではとくに広い谷底平野

が形成されている。河川の結節点には町場的な集落が形成

されることが知られているが、千代川流域では智頭宿をは

１　中国地方における智頭町の位置

東西 500 ㎞にわたる中国山地は、その脊梁を境として

山陰・山陽地方を画する。中国山地東部に位置する鳥取県

智頭町は、山陰地方に属し、気候は冬季の積雪が顕著な日

本海側気候である。

その一方で岡山県美作市、奈義町、西粟倉村に南接し、

西は津山市に接しており、鳥取平野と岡山平野や津山盆

地、播磨平野などの山陽方面を結ぶ地点に位置する（図１）。

鳥取市街からは中国横断自動車道を介して自動車で 40 分

ほどでアクセスすることができる。また、京阪神方面とは

中国自動車道や智頭急行で２時間程度の所要時間で結ばれ

ている。

２　東西でコントラストをなす地形と地質

224.7 ㎢におよぶ町域は起伏に富んだ地形である。町内

では千代川の最下流部にあたる市瀬の標高は 130 ｍであ

るのに対して、町内最高峰の東
とうせん

山の頂上は 1,388 ｍであり、

1,000 ｍ以上の比高差がある。なお、集落に限れば標高が

最も高いのは約 530 ｍの奥新田である。

鳥取県と岡山県の県境をなす中国山地脊梁部から日本

海の地形を模式的に捉えると、階段状に形成された侵食

平坦面を見出すことができる１）。こうした地形は脊梁部の

隆起にともなって河川侵食が進んだ結果生じたものであ

る。階段の平面にあたる地形面は標高 1,000 ｍ程度を最高

として、700 ～ 800 ｍ、500 ｍ、300 ｍの面に大別されるが、

智頭町域は 1,000 ｍから 700 ～ 800 ｍ及び 500 ｍの地形面

に相当する。

町域の地形をより細かく見ていくと、顕著なコントラス
図１　智頭町の位置

基図に「地理院地図」を使用。
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市瀬付近に比べて、最高部の奥新田では気温は 3℃ほど低

い。また、盆地と比較して山地の降水量は年間を通じて多

い。特に寒気の強まる 1 月から 2 月は町域東部が豪雪とな

る。こうした産地の低温多雪の気候は、スギの育林に関わ

る前提条件となってきた。　　　　　　　  （竹内 祥一朗）

註
１）経済企画庁総合開発局国土調査課編（1974）、２頁。

参考文献
経済企画庁総合開発局国土調査課編（1974)『縮尺20万分の１　

土地分類図付属資料　鳥取県』
鳥取県智頭町教育委員会（2017）『智頭町の林業景観　保存調

査報告書』

じめ、用瀬や河原、若桜といった町場が河川合流点に発達

している。

3　山あいの気候風土

鳥取県の気候は日本海式気候に属すが、智頭町を含む県

南部の山地の気候は日本海式気候のなかでも中国山地型気

候に分類される。平成３年（1991）から令和２年（2020）

までの年間平均気温は 13.1℃、年間降水量は 1972.2 ㎜で

ある（図４）。冬季には北西の季節風にともなって 60 日程

度の降雪日数があり、豪雪地帯、豪雪山村に指定されている。

町内の気候は、先に見た智頭盆地と東山・沖ノ山山地で

異なる（鳥取県智頭町教育委員会 2017）。標高が最も低い

図３　智頭町の地質
『智頭町誌』附図より。

図２　智頭町の地形
標高を２倍に強調。「地理院地図」より作成。
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図４　智頭町の平均気温及び降水量
気象庁資料から作成。
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２　集落立地の指向性

２　A. 谷口指向型

A. 谷口指向型は山地と平地の接点である谷口２）に立地

するものであり、町内の多くの集落が該当する。この立地

は、洪水のリスクを避けて微高地を選好した上で、生活用

水として谷水も押さえようとしたものと考えられる。集落

の立地と形態をより細かく見ていくとさらに２つのタイプ

が見出せる。

A の大多数を占めるのは、平地集村タイプである。これ

は土師川や新見川、千代川といった比較的大きな河川沿い

にみられるもので、これらの河川に流れ込む谷口に塊状に

展開する。この立地点は智頭盆地の土師川沿いで顕著に見

られるような河川の侵食・運搬作用によって形成された段

丘であったり、明瞭な段丘ではなくとも山地と平地の境

１　はじめに

その土地に住むということは、単に家屋を構えるだけ

ではなく、自然環境に影響を受けつつそれを利用して生計

を立て、その地域社会に帰属して生きていくことである１）。

居住の累積によって形成された集落の立地や形態からは、

こうした住まい方の履歴や指向を読み取ることができる。

図１は智頭町域における建造物を地形とともに示した

ものである。図中の建造物（家屋）の群が集落で、町内に

はおよそ 80 の集落が存在する。それらは単独で大字をな

すこともあれば、いくつかの集落が合わさって大字を構成

する場合もある。特に集落が密集する町内西部の大字には、

複数の集落を抱えるものが多い。町域の集落立地からは大

きく分けて２つの指向性が読み取れる（図２）。

図１　智頭町域における建造物の分布
赤色が建造物を示す。「地理院地図 vector」、「基盤地図情報」をもとに作成。
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２　集落立地の指向性
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プに比べて傾斜が大きい。この谷のなかにはさらに小さい

谷が多数形成されているが、家屋はその小さな谷ごとに数

軒ずつ立地する（図４）。そのため、宅地は１ヵ所に集中

することはなく、棚田や山林をはさんで散在する。こうし

た傾斜地散開タイプと平地集村タイプの違いは集落内の標

高差にあらわれ、前者は 40m に及ぶところもあるのに対

して、後者は 30m 以内におさまる。

界の微高地や緩斜面であることが多い（図３）。そのため、

集落内の高低差はさほど大きくない。

このタイプ以外にも、真鹿野や大屋、新田、奥新田に見

られる傾斜地散開タイプが存在する。これらの集落は、上

記のような大きな河川沿いではなく、そのさらに支流の谷

に展開する。こうした谷は智頭盆地の東縁部から東山・沖

ノ山山地西部にかけての崖錐にあたるため、平地集村タイ

図２　智頭町域における集落立地のパターン

図３　谷口の段丘上に立地する木原の集落　　　　　　　　　 図４　傾斜地上に散開する奥新田の集落

平地
集村タイプ

傾斜地
散開タイプ

近世街村タイプ 近代駅前タイプ 現代ロードサイドタイプ

谷口指向型

街道指向型
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２　集落立地の指向性

提としたもので、既存の集落とは異なる文脈を持つ。また、

商工業地として利用されている土地は、工場や広い駐車場

を備えた大型店舗など、大規模な土地利用がなされている。

昭和 51 年（1976）の空中写真と比較すると、水田跡地へ

の顕著な増加が判然する（図７）。こうした土地は谷底平

野であることが多く、いったん河川が氾濫すれば浸水のリ

スクが高いことに留意する必要がある。

４　小結

以上で見てきた谷口と街道への指向性は相容れぬもの

ではなく、実際には双方を兼ね備えている場合が多い。近

世後期の史料には備前街道が通る土師川右岸９集落と智頭

街道が通る千代川沿い２集落のうち、６つの集落は往還（街

道）から「少々引込」み、5 つは「往還通り」であること

が記される７）。街道に面して両側に町並みを形成すること

はなかったとしても、街道が集落内を貫くのは珍しいこと

ではなかった。反対に、街村の様相が色濃い集落でも、谷

口への立地は見られ、中原や大内は谷底の街道沿いから谷

の中腹にかけて集落が形成されている。また、智頭宿もそ

の中心部は谷口であり、下町の一部は近世には智頭街道に

面さずに山裾に位置して農地と山林に挟まれていた。

重要文化的景観「智頭の林業景観」の選定範囲には、智

頭宿と芦津の集落が含まれる。智頭宿はどちらかといえば

街道への指向性が強く、智頭往来に面して形成された街村

であるのに対し、芦津は集落北部の山麓の谷口から発展し

たと考えられる（４章参照）。このように、両地区は智頭

町内の集落立地の二つの指向性をそれぞれ備えていると言

える。　　　　　　　　　　　　　　　　　（竹内 祥一朗）

３　B. 街道指向型

もう一方の指向性は、谷水ではなく街道に対するもので

ある。交通路が歴史のなかで変遷してきたことに応じ、町

内にはそれぞれの時代の交通条件に即した集落ないし地区

が成立した。

第一は近世の街道沿いに軒を並べる街村である。因幡街

道（智頭往来、上方往来とも）沿いの智頭宿や駒帰、備前

街道沿いの野原などがその典型例である（図５）。近世の

智頭町域における宿駅はこの３ヵ所であった。なお、近世

後期には智頭に 22 頭、駒帰に９頭、野原に５頭の伝馬が

常備されており３）、頭数から３地区の宿駅機能の規模が類

推できる。

第二は近代の鉄道の駅前に形成された地区で、那岐駅

前、土師駅前、智頭宿河原町付近に顕著にみられる。因美

線の智頭駅―津山駅の全線開通は昭和７年（1932）のこと

だが、駅位置をめぐっては大正期以降、地域側からの誘致

があった４）。土師駅を例にとると、大正 15 年（1926）、土

師村議会は「土師村永遠ノ福祉を招来センガ為メ、交通至

便物資集散ニ最適ノ中央地点」への駅の設置を請願してい

る５）。現在、土師駅前の土師停車場線沿いには、林業倉庫（田

中林業有限会社）や理髪店を含んだ町並みが形成されてい

る（図６）。地図や空中写真から少なくとも昭和７年には

土師停車場線が開通し、昭和 22 年（1947）には駅前に林

業倉庫と思われる大規模な建物や住宅街が確認できる６）。

第三に、現代にかけて形成が進んだ、国道や県道のロー

ドサイドの地区がある。特に国道53号の智頭インターチェ

ンジ付近や智頭駅以南において住宅や商業地としての土地

利用が進んだ。このような住宅地の成立は、区画整備を前

図５　近世には宿駅であった野原の町並み　 図６　土師駅前の林業倉庫と町並み
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参考文献
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１）宮本・野中編（2014)、15頁。
２）地理学では、谷口集落を比較的大きな河川の谷口にあたる

山間部と平地部の接点に位置し、山間部と平野部の物資が
やりとりされる町場色の強い集落を指す。しかし、本稿で
の「谷口」はそれよりも小規模な河川の谷口を意味する。
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1947年10月４日撮影空中写真「USA-R515-1-28」から確認で
きる。

７）智頭町誌編さん委員会編（2000)、808-815頁。

図７　ロードサイドへの家屋・工場の建設
1976 年空中写真：「地図写真閲覧サービス」より昭和 51 年（1976）11 月８日撮影「CCG-C78- ７」、

2018 年空中写真：「Google Earth Pro」より平成 30 年（2018）５月 24 日撮影。

1976年 2018年
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３　智頭林業の歴史的展開と特質

２　近世の植林から近代の育成林業へ

（１）近世の資源枯渇と植林

智頭で山林の取り扱いに関わる記録が残るのは、江戸

時代以降のことである。藩政時代、藩が所有する山林は御

立山と呼ばれて管理された。智頭町内には９ヵ所の御立山

が設けられ、それは、西宇塚、真鹿野、栃本、市瀬、駒帰、

大屋、十日市、尾見、篠坂に所在した３）。また、駒帰と慶

所に山奉行を置き、伐採と保護のコントロールの他、国境

の番所役も兼務した。こうした藩による林業政策の背景に

は、江戸時代前期に起こった森林の大量伐採と資源枯渇の

影響が考えられる。豊臣・徳川の時代になり、城や寺社の

建築、都市の整備などのために大量の木材が求められた。

日本各地の大径木の天然性針葉樹が伐採され、17 世紀に

は資源が枯渇していたという（タットマン 1998）。

そうしたことから、鳥取藩では植林も進めるようにな

り、藩で仕立てたマツやスギ、ヒノキの苗木を村々に無償

で交付した。「天保二年因伯御群々新植場根帳」（天保２年・

1831) ４）からは、智頭の 15 村で植林がおこなわれていた

ことが分かる。智頭町内の私有林の売渡証文に杉山や杉山

林といった名称が出てくるのはそれよりもさらに１世紀ほ

どさかのぼる 18 世紀半ば以降のことだが５）、これらが植

林によるものかどうかは不明である。植林がされていたと

しても、それは小規模なもので、育林技術も未熟なものだっ

たと推察される。

（２）近代育成林業の展開

智頭で育林技術が飛躍的に発達するのは、明治以降のこ

とである。政府による植林の推奨や日清・日露戦争後の木

材需要の高まりを受けて、明治 30 年代に入ると、智頭に

も植林ブームが到来した。

智頭では、深山であった東山・沖ノ山山地に生育する天

然スギから苗木を調達した。下枝が雪に埋もれ、その部分

から発根したものを利用したのである。これは伏条更新と

いい、多雪地帯のスギ林で見られる栄養繁殖のひとつであ

る。明治後期の芦津では、天然スギから伏条の大きな苗を

１　智頭林業の立ち位置

スギには、林業や園芸といった利用目的によって様々な

品種がある。特に林業用の品種は、実生でつくられたもの

と、挿木によってつくられたものとに大別される。智頭で

の育成林業において利用されてきた沖ノ山杉は、東山・沖

ノ山山系の天然スギに由来するもので、日本のスギ品種の

なかでは、挿木によることが特徴であった。この沖ノ山杉

を用いてきた智頭林業は、日本のスギ生産地のなかでどの

ような位置にあるのだろうか。現在の育成林業は、木材価

格の低迷や補助金制度等を背景に地域性が見えにくくなっ

ているため、過去の様相からその立ち位置について検討す

る必要がある。そこで、高橋（1950）による昭和前～中期

のスギ生産地の状況を手掛かりにし検討することとした。

高橋（1950）は、昭和 10 年（1935）、20 年（1945）、21

年（1946）の都道府県別のスギ伐採量から、主要生産県を

挙げている１）。それは、秋田県、福島県、栃木県、群馬県、

新潟県、静岡県、三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、愛

媛県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、

の 17 県である。ここに鳥取県は挙がっていない。ただし、

この主要な生産県には入らないけれども、地域的には生産

量が多く、かつ、施業や利用上の特異性が高いスギの産地

として、千葉県山武郡、埼玉県秩父郡及び入間郡、京都府

北桑田郡及び愛宕郡、徳島県木頭地方、鳥取県智頭地方の

５地域を取り上げている。智頭地方については、「千代川

上流八頭郡一円は藩政時代にも良く保護管理に意が用いら

れたが明治中葉より積極的な奨励策が講ぜられスギ挿木造

林地として名がある。伐期は比較的長く樽丸太、電柱材に

適する特長をもつている」２）と記される。

全国的にみると鳥取県全体としてはスギの主産地とは

言えないが、智頭に特化してみると生産量が多く、さらに、

地域性のある施業をしていた。「智頭林業」という呼び名も、

他地域との違いが際立つからこそ生まれたのだろう。本稿

では、智頭林業の成り立ちを振り返りながら、その地域性

の在処について考えたい。

３　智頭林業の歴史的展開と特質
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地方から実生苗を移入して失敗した例もあって、信仰的に

まで発展した」９）と指摘する。

しかし、戦後になると、赤挿苗の母樹が多く分布する

国有林で、天然林の伐採が進んでいった 10）。その一方

で、昭和 33 年（1958）からの戦後拡大造林の動きを受け

て、苗木の需要はさらに増加し、赤挿苗の供給不足による

価格の高騰が起きていた。これに対応するため、昭和 34

年（1959）、国立関西林木育種場山陰支場が智頭町穂見に

設置され、また、地元の森林組合や篤林家のグループも研

究を進めたのである。スギの個体の育成と選抜が進められ

た結果、昭和 40 年（1965）頃から採穂園から採った枝を

育てる「青挿苗」による植林がおこなわれるようになって

いった。

芦津での赤挿苗生産　　この苗木の生産の中心となったの

が芦津である。東山・沖ノ山の麓の集落という立地を活か

して赤挿苗の産地となった。第二次世界大戦後は、拡大造

林による植林ブームを受けて、芦津に苗木生産組合も生ま

れた（図１）。芦津では山から採ってくる枝を「ホギ（穂

木）」や「ナエホギ（苗穂木）」と呼び、集落の半数ほどの

家が生産に関わっていたという 11）。

なお、昭和中期の芦津での赤挿苗生産については、本項

末尾に補足として記載する。

（２）小規模・集約的な林業と大径木の生産

次に育林と製品の特徴をみていこう。岸本（1950）は

智頭林業の特徴について以下のように述べる 12）。

200 ～ 300 本採取して、それを植林していたという６）。採

取型の伏条苗には生産量に限界があったことや、当時の造

林ブームから、明治 20 年（1887）頃、地域の有力者であ

る石谷源蔵と大呂甚八は吉野へ出向き、土倉庄三郎の教え

を受けた。この時の経緯を、源蔵の孫である石谷貞彦は以

下のように記している７）。

木材の需要が急増したこの時期に吉野林業が先頭を

切った。「赤松亡国論」で余りにも有名な本多博士が

始めて当地方に足を踏入れられたのもこの頃のこと

で、博士の地方行脚がここで民間造林熱に点火する結

果となった。吉野林業の名声は当地方民に大きなシヨ

ツクであった。吉野を見習え！吉野の銘木と美林は

智頭の到達すべき理想とされ、忽ち吉野産スギ種子

が取り寄せ造林に使われだした――ところが、間も

なくわかってきたことは、これら吉野系スギ造林木

には団子をまぶしたほどの多くの実がのり、来る年々

の雪に折られ曲げられ成長を停止するものが続出し

たので、これは駄目だ！ということになってしまっ

た。地元沖ノ山産伏条性とり木苗の再認識と実生苗に

対する不信がここに根を下ろした。

大呂甚八はここから改めて伏条苗に目を向けることに

なる。そして、芦津の奥にある沖ノ山の天然性のスギから

採取した枝を、清流に浸し、干した水田に挿して発根させ

るという苗木の生産方法を、大正３年（1914）に編み出し

た８）。

３　智頭林業の特徴

（１）「赤挿苗」という苗木生産

赤挿苗の特徴　　大呂氏のアイデアにより生産されるよう

になった伏条苗を、智頭林業では「赤挿苗」と呼ぶ。その

挿穂は、沖ノ山の樹齢 100 ～ 150 年生以上の天然スギの

老木を母樹として、その伏条性の太い枝条から不定芽のよ

うに発生している小枝が利用された。山から採ってくる枝

は木肌の赤褐色の部分が全体の半分以上ついているものが

適当とされ、こうしたことから「赤挿」という名称がつい

た。河島（1970）は、「このように赤挿苗の養成は、当地

方で考え出された独特の育苗法であり、過去において吉野
図１　芦津農協前の赤挿苗の出荷
寺谷敦男氏撮影、智頭町教育委員会提供。
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業を効率的に進めるために、ムカデ梯子と呼ばれる道具も

考案された（図２）15）。

いずれにせよ、各家が所有する山林が小規模であったこ

と、大径木を目指した林業であったこと、こうした点が集

約的な施業と品質の良さにつながり、智頭林業の名声を高

めてきたと考えられる。

（３）複合的な生産の場としての山林

智頭町では古くから焼畑の慣習があり、カリョウやカリ

オと呼ばれた。造林する場合にも、地拵えをして火入れを

した後、苗木が育つまでの間、大根、小豆、そばといった

農作物を作ることがあったという 16）。こうした農作物の

栽培方法を間作という。

智頭では平成までこの間作が続いた。その対象となった

のは、オウレンというキンポウゲ科の常緑多年草で、日本

特産の薬用植物である。日本のオウレンの主な産地は、福

井県（越前黄連）、京都府中西部（丹波黄連）、鳥取県（因

州黄連）が挙げられ、日本海側の山村の生業となっていた

ことがわかる。智頭は近世からオウレン生育の適地として

知られ、近代もスギ育成林の林床作物として栽培がおこな

われてきた。

昭和 50 年代の資料によると、この頃は鳥取県内のオ

ウレン生産量のほとんどを智頭町が占めていたという 17）。

智頭では木材とともにこのオウレンが貴重な現金収入に

なっており、昭和 40 年代後半からオウレンの研究会や生

産組合を創設して、畑での栽培に力を入れてきた。しかし、

平成に入ると安価な中国産のオウレンが市場に流通するよ

うになり、また、シカの食害も増加したため急激に衰退し

た。平成 17 年（2005）以降は生産されていない。

本地方の特色として今一つ、大面積所有者の少いこと

がある。比較的大規模な所有者でも 30 町歩以上に出

る者は甚だ少い。しかも小規模所有者程、所有地中造

林地の占める割合が高いといわれる點より、各所有者

はその自作農的綿密さを以つて各自の所有山林に對

して極めて集約な經営を實行していることが想像せ

られる。

また、河島（1970）は智頭の山林経営のあり方につい

て次のように指摘する 13）。

智頭林業は、私有林に発達した林業であり、ごく少数

の大森林所有者を除けば、ほとんど五ヘクタール前後

の山林を所有する零細林業家である。したがってその

所有する山林はいずれも財産保持的な性格の濃いも

ので、経営的な考え方、収益性を考えた林業ではなく

山林を所有するものの出し得る全能力を十分に発揮

して立派なスギ林を成立させてきた林業である。した

がって林業生産は、樽丸材の生産を目標とした伐期

六十年生以上という長伐期皆伐施業がとられてきた。

ただし、石谷（1962）は、幕末の造林地が明治中期に

大径木となっていたため樽丸材として利用できたこと、ま

た、電柱用丸太としての利用価値や、大正初期からスギの

柾板の生産がおこなわれるようになったことが、智頭林業

の長伐期的性格を支えたと分析する 14）。

節が少なく年輪が詰まった樽丸材の生産を目指す中で、

智頭では強度の枝打ちがおこなわれてきた。その枝打ち作

図３　智頭駅前に集められた木材
智頭町教育委員会提供。

図２　ムカデ梯子を利用したスギの枝打ち
河島（1970）より転載。
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こと、図４右下）。手で 30 本ほど持つと体の正面の袋に入

れ、それが一杯になると背負っている籠に入れた。穂を採

るのは５月 20 日から６月 10 日頃までで、遅くなると出て

きた芽が「ボロける」のでよくない。

その頃は国有林の奥地には道が全く整備されておらず、

手つかずの状態だった。国有林の営林署では、300 本ほど

の枝が伸びるスギの株を「ダングイ」と呼んでいた。

刈り穂・杉苗の生産と販売　　山から採ってきたスギの穂

は、「刈り穂」としてそのまま出荷される場合と、苗畑で

約２年かけて生育して「杉苗」として売る場合とがあった。

芦津でこれら苗木の生産に関わっていたのは 80 人ほどで、

農協前の広場で販売した（図１）。

刈り穂の場合、１週間ほど集落内の水路や湧き水等につ

けた後、30 本ずつ束にして、１本１円ほどで売った。杉

苗は、成長した苗 20 本を１束、20 束を１足として、１本

３～ 3.5 円ほどで販売した。出荷先は、智頭町内の育林家

や国有林の営林署はもとより、県内外に及んだ。

需要の高まりから、赤挿苗の相場は上がっていった。そ

の当時、山仕事ではおよそ 500 円の賃金だったが、赤挿苗

だと１人 1,000 本ほどの穂を採取すれば、その倍ほどの売

り上げになった。赤挿苗の生産は、智頭町内では芦津以外

ではほとんどおこなわれていなかったが、東山・沖ノ山を

挟んで東に位置する若桜町では生産されていた。

国有林では、植林に赤挿苗を用いることは少なく、智頭

町中心部に設けられた苗畑や、大山山麓の赤崎（現在の鳥

取県東伯郡琴浦町）の苗畑など、各地で生産された苗木が

植えられた。平成中期頃に国有林から芦津財産区が買い戻

した 164ha の官行造林地に、現在、様々な木があるのは

このように、スギを育てるだけではなく、根菜や豆類、

穀類、薬草と共存する農林複合経営であることも、智頭の

林業の特徴であった。

＜補足＞昭和中期の芦津の赤挿苗生産

以下は、令和２年（2020）12 月 17 日に実施した武田昭

雄氏（昭和５年・1930 生まれ）からの聞き取りをもとに

記す。武田氏は、芦津で昭和 23 年（1948）頃から芦津財

産区での林業に携わってきた。

山からの穂木の採取　　赤挿苗の穂木は、沖ノ山の国有林

に採りに行った。国有林での採取は制限されたこともあっ

たが、無償で立ち入っていた。

天然スギなどに垂れ下がる枝のうち目線より下の枝か

ら、20 ～ 25cm ほどの穂木を採った。また、細い木の苔

むした根の部分から生えるものが良く活着した。その頃に

刈っていた穂は、伏条に限らず、前時代までよりかなり小

さいサイズであった。芦津の苗木生産組合では、一人役（イ

チニンヤク）が 1,000 本とされていたが、１日に 2,000 本、

3,000 本も刈り取ってくるような人もいた。

刈り取った穂木は、持ち帰りやすいように、専用の鎌を

使って山のなかで「バラいて」くる（枝葉を切って整える

図４　武田昭雄氏による赤挿苗生産に関わる図解
右下：山での穂木の整枝作業、左上：苗畑での発根の状況。

図５　旧土場の苗畑での作業風景
昭和 32 年（1957）４月撮影。寺谷敦男氏撮影、智頭町教育委員会提供。
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そのためであろう（５章１節図２参照）。

杉苗の生育方法　　芦津では 15 ～ 16 軒ほどが田畑を苗畑

として、杉苗を育てた 18）。大呂など芦津以外の集落の田

を借りて杉苗を育てる者もいた。

春に山から採ってきた穂は、苗畑に 10cm ほど斜めに挿

して、遮光をしながら育てる（図４左上）。秋にその遮光

を取り除くと、翌年の５月頃に新芽が出て、真っすぐに育っ

ていく。２尺が最高で、だいたいは１尺２寸（30 ～ 35 ㎝）

の杉苗が生産できた。１反に２万本ほど植えていた。生育

不良の「ガリ苗」は、もう１年育てなければならず、畝が

足りなくなる時もあった。

杉苗の遮光には、山から採ってきた「スギバ（スギの

枝葉）」を斜めに挿して利用していた。その後、自分たち

で竹を編んで作った簾を利用するようになり、こちらは

「タケノス」と呼んだ（図５）。タケノスの材料となる竹は、

芦津周囲の山林から採取していた。タケノスは丈夫だが製

作に手間がかかるため、入手しやすいスギバと併用した。

杉苗は養分が豊富な土壌を好むため、畑よりも肥沃な田

のほうが生育が良かった。しかし、何年も畑で苗を生産す

ると「土をもって逃げ」てしまい、「イヤジリ」になり連

作障害も出てしまう。田で米を作るより苗畑として貸し出

すほうが収入は良かったが、田が痛むし、米を購入する必

要が出てくるため、貸さない家もあり、芦津全体としては

苗畑よりも水田の方が多かった。食糧が貴重だった当時は、

米の収穫高の３～４倍の借り賃を払わないと田を苗畑にで

きなかった。

苗畑での作業は主に女性の仕事で、男性は雨で山仕事に

行けない時などに手伝った（図５）。

芦津の青挿苗　　沖ノ山の天然スギの伐採が進み、徐々に

赤挿苗の枯渇が起きたため、昭和 40 ～ 50 年頃、芦津でも

沖ノ山杉での青挿しを試みた。区有林に２ヵ所ほどの親木

となるスギを育てたが、青挿苗は根の張りが悪く、生育を

断念した。 （惠谷 浩子）
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２章　智頭宿と芦津の立ち位置

２　中世智頭盆地における土豪の台頭

行政組織としての郡や郷の崩壊に伴って移行した中世

社会において、新しく地域の有力者となったのは地頭たち

であった。智頭郡の場合、智頭盆地中央部にあたる智土師

郷の地頭たちの活動が確認されている。鎌倉後期には智土

師郷は相模国金沢の称名寺が領有したが、やがて現在の若

桜町を本拠とする国人領主によって横領されていく。

室町期の因幡国は山名氏の分国となったが、智頭郡の地

域社会では地侍と呼ばれた在地の土豪がそれぞれの村々で

小領主として成長していった。智頭宿一帯の場合、土豪の

宮本家の活動が確認できる（第３章参照）。町域に 25 ヵ所

存在する中世山城はこうした土豪たちの活動の痕跡である。

また、戦乱のなかで村落は自衛などのために共同体として

団結を強めるようになっていった。

３　鳥取藩領智頭郡上構の町村と生業

近世の幕藩体制による平和と秩序のなかで、智頭郡の

村々は鳥取藩による統治を受けた。鳥取藩では各郡に郡奉

行が置かれたが、郡の内部を構という行政単位に分割し、

各構の大庄屋が村々の庄屋を統括するかたちで村請制が確

立した。智頭郡の場合、北部の下構と南部の上構に分けら

れた。上構は現在の智頭町域に相当し、枝郷を含めて 56

村と１町が存在した２）。こうした町村を束ねた大庄屋のほ

とんどは、智頭町（智頭宿）の石谷家や国米家らから輩出

された３）。

幕藩権力による安全の保障と身分の固定は、百姓のエ

ネルギーを自治自衛から生業活動へと向かわせた（水本

2013）。智頭郡上構の村々の生業に関しては、安政５年（1858）

本節は「智頭の林業景観」選定地区である智頭宿と芦津

および東山・沖ノ山の３地区を、智頭町域という空間スケー

ルと古代から現在までの時間スケールから概観し、その位

置づけを図るものである。なお、以下では近世の村や町に

端緒を持ち、地域の根幹的なまとまりをなしている大字ご

との検討を主とする。そのため、智頭宿は選定地区よりや

や広い大字智頭宿で捉え、芦津と東山・沖ノ山の２地区は

両地区を含む大字芦津のスケールから把握したい。

１　古代智頭郡の行政と交通

現在の智頭町域は明治 29 年（1896）の八頭郡発足まで

智頭郡に含まれてきた。智頭郡が「知頭郡」と表記されて

いた古代律令制下、地方は国・郡・里（郷）の３重の圏か

らなる行政区画に編成され、それぞれが国司、郡司、里長（郷

長）を長とする行政組織となった。知頭郡は 10 世紀の『和

名類聚抄』には因幡国の７郡のひとつとして記される。こ

こでは知頭郡に５つの郷が挙げられるが、そのうちの三田

郷に郡の役所である郡衙が置かれたと考えられている。三

田郷は現在の智頭宿一帯であり、郡衙の具体的な所在地は、

現在石谷家住宅（国・重要文化財）や興雲寺が位置する付

近と考えられている。郡衙推定地に隣接して興田古墳が存

在することから、古墳の築造にかかわった豪族が、律令制

下の郡司もしくは郷司へと成長していったことが推測され

ている１）。

古代の智頭宿一帯は智頭郡の政治的な中心であるだけ

でなく、交通上の拠点でもあった。千代川や新見川、土師

川が合流する智頭宿一帯は、志戸坂峠、物見峠、黒尾峠か

らそれぞれの河川沿いに延びた道の結節点でもある。この

地点が古代の駅家である道俣駅と考えられている。

１　智頭町域の歴史における智頭宿と芦津
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１　智頭町域の歴史における智頭宿と芦津

いても記載がある。

図１からは、物産の多くが木材や山菜、きのこ類などの

山林資源であることが注目される。特に、黄連をはじめと

する薬草が名産品となっていたようである。具体的な生産

地が挙げられる新野見村や口波多村、波多村、上板井原村

などは、前述したような農業生産力の乏しい地域であった。

こうした点から、農業生産力の低い山村では農業だけでな

く山林資源の採取と合わせた生活・生業形態がなされてい

たことが想定される。

また、智頭駅（宿）や、本野見村、新野見村などでは

茶の栽培もみられた。中世山城のかつての城主の家系の農

民によって城山の山腹に開墾されたことが記されるように、

智頭盆地の開析がすすんだ丘陵地の斜面に茶畑が展開して

いったことが確認できる。ただし、茶の品質には差異があ

り、新野見村の茶は「郡中の上品」であるが本野見村のも

のは「下品」と評価されている。なお、智頭宿の茶に関し

ては品質への評価はないが、「国中に交易して足る」とい

う記述があり、ここからは流通・往来の拠点としての智頭

宿の特性が垣間見える。

の石高（村高）と戸数のデータからは各村の農業生産力が

概観できる。石高とは幕藩権力に認定された農地を中心と

した土地の生産性であり、その値を村の戸数で割ることで、

各村の農業生産力を比較することができる（図１）。

智頭郡上構の諸村における１戸あたりの石高の平均値

は約 7.5 石である。智頭盆地の底にあたる土師川沿いなど

の村々では、１戸あたり 10 ～ 15 石であるところが多く、

谷底平野での水田耕作の優位性がうかがえる。その反面、

芦津を含む智頭盆地周縁部や東山・沖ノ山山地の諸村での

数値は３石を下回る所も多い。ここからは一見すると山村

の生産力の低調さが確認できるが、山方の村々には米の生

産量から規定される石高のほかに、山林資源を主とするさ

まざまな小物成が課せられていたと考えられる。また、「村」

ではなく「町」として藩に認められていた智頭町の数値は

約 3.8 石である。

米以外のさまざまな物産に関しては、近世後期に編纂さ

れた地誌である『因幡誌』からその様相を垣間見ることが

できる（図１）。ここでは、いくつかの村からなり、古代

中世の三田郷などを引き継ぐ３つの「郷」のレベルで物産

の記載がなされるが、場合によっては特定の村の物産につ

図１　近世後期の智頭町域における農業生産力と物産
平凡社地方資料センター編（1992）『鳥取県の地名』平凡社、『因幡誌』をもとに作成。太字は田畑の栽培品種ではない山野の資源と考えられるもの。
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こうして現智頭町内の諸地域が行政上の編成を遂げる

一方で、地域のなかでも様々な変化が見られた。交通面で

は、明治前期の運輸は人力や馬車を主体とするものであっ

たが、昭和期以降、自動車の普及と鉄道の開設が進み、林

産物を含む貨物輸送にも使用されていった。産業面では、

戦前には地主制が拡大するなかで農事改良が進展を見せた

ほか、林業以外にも製糸業や畜牛などの産業が展開された。

戦後には農地改革の実施や農協の設立、圃場整備事業の開

始などを経るなかで、農畜産物の生産は稲作の比率が低下

する代わりに果樹や和牛生産の割合が高まっている。

また、戦後には大字の共有林所有の法人化が推進され、

大字の山林などの資産を管理する財産区が成立した。智頭

町域には合併前の旧村を単位とするものと、智頭、芦津、

市瀬、南方といった大字を単位とするものが組織されてい

る５）。　　　　　　　　　　　　　　　　　（竹内 祥一朗）

註
１）智頭町誌編さん委員会編（2000b)、175頁。
２）智頭町誌編さん委員会編（2000a)、789-791頁。
３）智頭町誌編さん委員会編（2000a)、201・240頁。
４）智頭町誌編さん委員会編（2000a)、372頁。
５）鳥取県立公文書館県史編さん室編（2016)、93頁。
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史』民俗１－民俗編、鳥取県
水本邦彦（2013)『徳川社会論の視座』六一書房

４　近代以降における行政区画の変遷と諸
産業

幕藩体制下で組織されていた智頭郡上構の町村は、廃

藩置県後の紆余曲折を経ながら編成されていった（図２）。

町村制が施行された明治 22 年（1889）にかけて、それぞ

れの大字が区や連合としてまとめられていくなかで、智頭

宿と芦津はそれぞれ異なる区や連合に属した。区や連合の

役場が置かれた智頭宿は、広域の行政地域のなかの中心的

な役割を果たした。一方、芦津は大呂・八河谷との䖝井村

ではその中心的存在となったが、より広域の区や連合の戸

長役場が置かれることはなかった。

明治 22 年の町村制の施行により、現智頭町域の行政村

は７か村にまとめられた。この７村は、明治 31 年（1898）

には合同で智頭高等小学校を智頭宿に設置するなど、村域

を超えたつながりも有した４）。そののち智頭町を主体とす

る合併を繰り返し、昭和 31 年（1956）に智頭町域は現在

の範囲となった。

図２　行政区画の変遷
智頭町誌編さん委員会（2000a）をもとに作成。
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２　統計資料から捉える智頭宿と芦津の現況と特徴

２　田畑面積

図４に示した大字ごとの田畑面積からは、市瀬、南方、三

田、埴師といった千代川・土師川沿岸の大字での農地の広さ

がまず見て取れる。智頭盆地の谷底平野が農耕に適している

ことを示している。また、こうした大字では田の割合も高く、

水平面を利用した水田耕作がなされていることがうかがえる。

逆に、それ以外の大字では畑の割合が比較的高い。

智頭宿は 43 の大字のなかでは中規模の 21ha を有する

が、前掲の人口の多さを鑑みれば１人あたりの農地は微小

であり、農業従事者の少なさが想定できる。一方で芦津は、

26ha の中規模の農地を有する。この値は自然基盤を共通す

る東山・沖ノ山山地の大字のなかでは比較的大きく、山間

の上流部にありながらも開けた農地を有していると言える。

３　山林面積

図５には、山林面積の大きさを天然林・人工林の別とと

もに記した。当然ながら、広い面積を有する大字では山林

１　人口　

智頭町域には近世の藩政村を母体とする 43 の大字が存

在する。大字の分布と広さは、西部の智頭盆地と東部の東

山・沖ノ山山地の大字で顕著なコントラストをなしている。

前述した集落の分布と同様に、智頭盆地の特に千代川沿い

には多くの大字が密集し、東部の東山・沖ノ山山地の大字

の分布は疎であり、その面積は広大である。

図３には、智頭町の大字ごとの令和２年（2020）７月

時点の人口を示した。さて、大字の人口の平均値が 159 で

あるなかで、智頭宿のそれは 2,435 と智頭町の総人口の３

分の１以上を占める。智頭宿は前述のように古代以来智頭

町域の中心地域であり続け、現在では町役場が置かれる中

心市街地である。歴史的な中心地は千代川北岸であるが、

南岸は智頭駅前を中心に近代以降市街地化・宅地化されて

きた。

智頭宿を除いた大字の人口平均は 105 だが、30 ～ 50 程

度の大字と 150 ～ 200 程度の大字に二極化していること

も読み取れる。人口 199 の芦津は後者に属する。

図３　各大字の人口
智頭町提供データをもとに作成。
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図５　各大字の人工林と天然林
智頭町提供データをもとに作成。

図４　各大字の田畑面積
智頭町提供データをもとに作成。
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面積も大きくなる。そのなかでも、2,037ha の山林面積を

もつ芦津は、町域随一の豊富な森林資源を抱える大字であ

ることがわかる。一方で、広い農地面積を持つ土師川沿岸

の大字では山林面積は小さい。このことは近世後期の生業

活動でも確認したような、農村と山村という智頭町域の２

つの生業形態を再度示している。

また、智頭町域の人工林率は 78.9％に達する。この割合

は令和元年（2019）度の鳥取県の人工林率である 54.6％

を大きく上回り、県内では日吉津村に次ぐ第２位となっ

ている１）。日吉津村の山林面積は智頭町の 0.02％に満たず、

その山林も海浜のマツ林が中心と考えられることから、智

頭町は実質的には県内一の林業地域であると言える。こう

したなかにあって、芦津は林野面積の 43.8％が天然林とし

て保たれており、未干渉の森林資源をなお蔵している。

	 	 	 （竹内	祥一朗）
註
１）鳥取県ウェブページ「鳥取県林業統計」https://www.pref.
tottori.lg.jp/100539.htm（最終閲覧令和６年３月１日）
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３章　智頭宿の変遷と現況

峠から智頭宿に至る道が用いられているが、この道は古代

には山陰道と畿内を結ぶ主要ルートであった。

古代の智頭宿一帯は交通上の拠点であっただけでなく、

因幡国７郡の内の智頭郡の郡衙所在地であった。時代は遡

るが、智頭宿で確認されている興田古墳は郡衙推定地であ

る小字宝古庵に隣接しており、同一の豪族が 6世紀から

７世紀にかけて郡司や郷司などの地域の有力者に成長して

いったと推測されている３）。

（２）中世後期の土地集積と景観構成要素

中世の智頭宿の様相をうかがい知るため、近辺の土地の

売買を記した大原家文書の史料から土地の所有者の移動と

譲渡地の地名や地目などを示した（表１）。

表 1からは宮本家による顕著な土地集積が確認でき、土

１ 古代・中世の智頭宿

（１）律令制下における行政と交通の要衝

中国山地から日本海へと注ぐ千代川は、上流部で土師

川・新見川と合流する。その合流点が智頭宿一帯であり、

またそれぞれの川の侵食によってもたらされた３つの谷が

出会う地点であると同時に、谷底を走る道の結節点でもあ

る。こうした地形と交通の条件は智頭宿を智頭町域の中心

地たらしめてきた。

智頭宿付近は、７世紀初頭の駅家である道俣駅に比定さ

れている１）。智頭宿が次に史料に現れるのは 11世紀末で、

国司が任国である因幡国と京都を往復する際に、駅家で饗

応や贈答を受けたことが知られている２）。この際、志戸坂

表１　中世後期の土地集積と景観構成要素

智頭町誌編さん委員会 (2000a:760-769) をもとに作成。「周辺の地目」は譲渡地の四至を記したものなどで、東西南北の順に記入した。

文書名 年次 所有者の移動 譲渡地の地名 譲渡地の地目 周辺の地目
円成下地寄進状案 1413 円成→太相 北方，市瀬法善 田 (2.5 斗 ) ‐
宗松・くろいわ基則連署下地売券 1490 宗松・黒岩基則 (→鹿苑庵 )→宝光庵 三田 (1 段 ) ‐
入江藤衛門下地売券 1497 入江藤衛門→天王社 上市八幡之御前道 祭田 (0.5 段 ) ‐
宮本三郎衛門尉下地売券 1514 宮本三郎衛門→宮本彦三郎 たなをのはな 田 みた川、道、岸

宮本治部等連署田畠屋敷等売券 1517 宮本某→宮本彦三郎

コヲリノ宝光庵ノ前 田 (60 歩 )
マタウエ 屋敷 (1 所 )
宝光庵ノセいしやう 小畠
同宝光庵 畠
風呂屋 畠

宮本某田畠山林等譲状 1525 宮本治部→宮本彦三郎

さつへい 田 (1 段 )
三月三日 田 (1 段 )

‐ 屋敷 (2 ヶ所 )
‐ 田 あさ畠
‐ 山林 ひきを、したのよこかけをころつり松のを

田やの二郎三郎下地売券 1533 田やの二郎三郎→宝光庵 一ノ瀬 田 (8 升蒔 ) 河、ヨコアセ、イテ、道
宮本二郎三郎山林売券 1536 宮本二郎三郎→桃薬 北方分、宝光庵上 山林 ヲ之道、道、同道、たねをの田しりの上芝を
和谷与四郎・同四郎左衛門連署田地売券 1560 和谷与四郎→九朗兵衛 南方福地 田 (1 段 ) きし、きしちゃゑん、きし、いて
中原太郎兵衛下地売券 1572 中原太郎兵衛→宮本三郎左衛門 南方中島大 田 (0.5 段 ) あせ、岸、岸、岸
しのさか六郎衛門畠地売券 1576 しのさか六郎衛門→宮本三郎左衛門 しのさか村 畠 五郎兵衛さかへ、ウわ田畠ノ土石、小河
和谷弥惣衛門田地売券 1577 和谷弥惣衛門→よこはた太郎兵衛 南方 田 (0.5 段 ) ミそ、たにかわ、あせ
和谷弥宗衛門尉田地売券 1577 和谷弥宗衛門尉→宮本内儀 南方石田之むかい 田 (6 升蒔 ) あせ土石、谷河、道、河
大郎左衛門下地売券 1581 大郎左衛門→与三右衛門 左近名 (1 段未満 ) アせ、あせ、みそ、あせ
大郎左衛門尉下地売券 1581 大郎左衛門尉→大原与三右衛門尉 下波田左近名 (1 段 ) 横あせ、麻畠、なわて、みそ
四郎五郎下地売券 1595 四郎五郎→弥五郎 ‐ ‐ あせ、きし、かハ、あせ

１　智頭宿における景観と生業活動の変遷史
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砂の堆積によって「カンマチザカ（上町坂）」と呼称され

る微高地が形成された可能性が指摘されている４）。そして

その地すべり跡地に植林された杉は、現在「慶長杉」と呼

ばれる樹齢 350年以上の巨樹林を形成している。標高と地

すべり地形の分布を併記した図１からは、たしかに興雲寺

北東の谷口の標高 181mから 200 ｍの地点に緩やかな土砂

の堆積が確認でき、その後背には地すべり箇所が認められ

る。 

２　智頭郡上構における智頭宿の中心性

（１）鳥取藩政下の役割

第２章で述べたように、近世の智頭町域は智頭郡上構と

いう行政区画に相当し、上構の 57の町と村を束ねる大庄

豪的な存在による地域社会の運営の一端が見て取れる。

売券からは当時の土地利用を断片的に垣間見ることも

できる。表１には譲渡地と、その境界をなす四至の地目も

示した。その具体的な地目としては、尾や岸といった地形

的な要素だけでなく、「あせ土石」（畔土石）、「みそ」（溝）、「イ

テ」（井手）、「なわて」（畷）といった灌漑と水田耕作に関

わるような人工物も確認できる。そのほか、「あさ畠」（麻

畑）や「ちゃゑん」（茶園）も存在していた。

（３）高麗水による地形条件の変容　　

これまでの智頭宿の景観に対して、文禄２年（1593）

の「高麗水」と呼ばれた洪水によって引き起こされた地す

べりは大きなインパクトを与えたものと考えられる。

興雲寺の伝承によると、同年８月に発生した大雨によっ

て会下山の崩落が発生して寺を押し流したと言い、その土

図１　智頭宿の標高差と地すべり地形
「地理院地図」をもとに作成。
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や馬屋に用いられ、一部は農地として払い下げられた９）。

上の御茶屋は広大な敷地と建造物を備えており、藩主が

千代川での鵜飼を見物するなど遊興の場となる場合もあっ

た。御茶屋は藩の所有地として地域から隔絶していたわけ

ではなく、その維持と運用には地域の労働力や資源が密接

にかかわっていた。「御本陣御用知頭宿御普請村々人夫辻

帳」には、御茶屋の修築にあたって、安政６年（1859）３

月に智頭郡上構の 48か村から 640 人の労役が徴発された

ことが確認できる 10）。

また、修築に必要となる資材も周辺から調達されていた

ようである。安永元年（1772）には、「知頭宿御茶屋御荘り」

に用いる竹 70本を大庄屋が調達していた 11）。大庄屋は藩

主の御茶屋利用時に炊事や桶の材料に用いられる竹材を調

達したことも併記される。

（２）周辺地域と結びついた生活生業

以下では、大庄屋を務めた石谷家に残された石谷家文書

から、近世智頭宿の生活と生業の一端を明らかにしたい。

智頭宿には、酒造業や染物業などさまざまな生業の商家

が存在した 12）。こうした商家の雇い主のもとで働く奉公

人について、延享元年（1744）時点に智頭宿で働いていた

85人の出自が判明する 13）。智頭宿内からの奉公人は 23人

屋の多くは智頭町（智頭宿）から輩出された。大庄屋の担

い手は、当初は前述の宮本家のように地域住民の多くを従

える「土豪的存在」であった。しかし、18世紀後半以降

は零細百姓の自立によって土豪的存在の基盤が揺らぎ、彼

らとは異なる出自を持つ石谷家や国米家が大庄屋を務める

ようになったとされる５）。

智頭宿は藩の地方支配の中心地域であるだけでなく宿

駅でもあり、因幡街道と備前街道が交わる交通の要衝とし

ても位置づけられた。むしろ、こうした交通の利便性を背

景に在郷町として発達していたからこそ、地域の中心的な

役割を担ったといえる。智頭宿入口に立てられた制札には、

駄賃・入足賃・宿賃だけでなく木材を筏に組んで運送して

いた筏師の賃金まで明記されており６）、陸上交通の拠点と

してだけでなく水運の基地としても藩に位置づけられてい

たことがうかがえる。

さらに、遅くとも 1630 年代には参勤交代などの際に藩

主や家老が滞在する施設である上の御茶屋（智頭宿では御

本陣と呼称される）が設けられた７）。近世後期には奉行所

としても用いられており、地域行政の拠点として機能して

いたようである８）。また、参勤交代時の中下級藩士たちの

宿舎である下の御茶屋も設けられたが、近世後期には牢屋

図２　智頭郡上構における筏師の分布
「智頭郡上構筏師人別帳」（鳥取県立公文書館県史編さん室 2018）をもとに作成。ベースマップに「地理院地図」を使用。
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らしを支えていたと言える。

（３）近世智頭宿の景観形成

以下では、近世智頭宿の景観について、天保 15年（1844）

作製の「智頭郡智頭宿田畑地続全図弐枚之内壹」（図４）

から確認したい。鳥取藩では、天保 10年（1839）以降の

土地把握の刷新に伴って、各村で地続全図が作製されてお

り 16）、本図もその１幅とみられる。鳥取藩では寛文 10年

（1633）作製の「御田帳」が土地把握の基本資料とされて

きたが、近世後期には「御田帳」に追記するだけでは把握

が困難となっていた 17）。

こうした絵図作製の背景は、景観分析の上で興味深い

描写内容をもたらしている。特に顕著なのは宅地について

の描写である。図３において、赤色で屋根をかたどった家

形がみえる土地が絵図作製時の宅地である。このうち、黒

字で「屋敷」と書かれるものと、「上田」、「上畑」などと

記載されるものがあることが確認できる。この黒字は寛文

10年（1633）作製の「御田帳」の内容を反映した記載と

考えられる。すなわち、家形かつ黒字「屋敷」の宅地は寛

文期から存在したものであり、家形がありながらも黒字「屋

敷」以外の記載がある部分は寛文期から天保期の近世中後

期に成立した宅地と評価できる。なお、黒字で「屋敷」の

記載がありながらも家形が施されていない場合もあり、こ

れは近世中後期の間に屋敷以外の土地利用に変化したこと

を示すと考えられる。

こうした点も踏まえつつ、絵図の図幅のうち、重要文化

的景観の選定範囲を中心に分析を加えた（図５）。以下で

にとどまり、その他は外部からの流入であった。特に芦津

村を含む智頭郡内の村々から 52人が奉公に来ており、そ

のほかにも智頭郡以外の因幡国諸郡から９人、遠くは美作

国から３人、播磨国から１人が確認できる。一方、同年に

智頭宿から外部へ奉公に出た者は 24人であった。その半

数は智頭郡内へ出ているが、そのうちの半数は智頭郡下構

の中心的な町場である用瀬町への転出であり、現智頭町域

への奉公は少ない。なお、その他には「鳥取御家中」を含

む鳥取市街へ奉公に出ている者が 10人、邑美郡と大坂へ

出ている者が１人ずつ確認できる。

このような外部、とくに智頭郡上構の諸村との結びつき

は、林業に関わる面でも確認できる。図２には文化 12年

（1815）の智頭郡上構の筏師の分布を示した。ここからは、

険しい山々を抱える現町域の周縁部に筏師が居住していた

ことがわかる。智頭宿は筏流しの拠点でありながら、その

担い手の多くは周辺諸村の人々であった。

このように智頭宿は商業や運送業に必要な労働力のか

なりの部分を外部に依存していたことが確認できるが、こ

うした傾向は農業にも当てはまる。「万日記帳」の弘化４

年（1847）の記録を例にとると、５月２日から 10日の内

の６日間でおこなわれた田植えに対して、計 79人分の労

力が投下されていた 14）。そのうちの 20人は智頭宿以外に

居住していることが明記され、彼らは中島村や岩神村、毛

谷村など、石谷家住宅から直線距離にして４㎞圏内に居住

している。このほか、史料に出自が明記されない人々のな

かには一定程度の奉公人が含まれたことが想定でき、外部

の労働力が地域の農業を支えていたと言える。

一方で、智頭宿の商家の顧客はどういった地域からやっ

てきたのであろうか。この点についても引き続き「万日記

帳」から確認したい。

「万日記帳」の「入口勘定覚」15）には、弘化４年の年間

の収入が記される。店頭販売を指すと思われる「取銭」と、

「酢粕代」を除いた、酒代などを主とする 48の取引には、

41人の取引相手の氏名と居住地が記される。居住地が特

定できた取引相手 39人のうち、智頭宿内の者は 18人、智

頭宿を除いた上構の者は 20人であった。

以上の点からは、智頭宿の生活生業は周辺地域の支えな

くしては成り立たないものであったことが判明する。同時

に、智頭宿の生業は周辺地域の人々に対して、生活や生業

を立てる上で不可欠な商品や稼ぎを供給し周辺の農村のく
図３　宅地の表記例

「智頭郡芦津村田畑地続全図」（鳥取県立博物館所蔵）より。
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図４　智頭郡智頭宿田畑地続全図弐枚之内壹
鳥取県立博物館所蔵。461 ㎝× 209 ㎝。
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図５　近世智頭宿の土地利用
「智頭郡芦津村田畑地続全図」（鳥取県立博物館所蔵）をもとに作成。
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模な上町や下町といった町と軒を接し、最終的には取りこ

まれていったと想定できる。この点を踏まえて図５をみる

と、橋詰や田中のあたりには後発の宅地が確認でき、17

世紀後半以降に街道沿いの町並みが拡大したことを示唆さ

せる。

一方で、新町は『因幡誌』で「裏小路」と表現されるよ

うに、因幡・備前街道には面さない。この界隈の形成には、

河川からの物資の荷上場としての機能が影響したと考えら

れる。新町の南に広がる河原は前述した筏流しの中継点と

されるが、絵図にも備前橋以東の河原が「山きし草原葭幷

ニ藪」の凡例で表現されるのに対して、この河原は「河原

石かき葭無」として描写される。物資の中継・荷上場とし

て利用するために葭などが繁茂しないように整備していた

と考えられる。つまり新町は、街道ではなく、河原に面し

て発展していった。

街道と河川がそれぞれに結節する智頭宿では基本的に

は複数の線状に伸びる街道と荷揚場という流通往来の場と

寄り添いながら宅地が形成され、ある程度の広がりをもっ

た町場へと発展していった。この点は単線的な形状をもつ

一般的な宿場町に比して、智頭宿の特性を示すものとして

位置づけられよう。

水田跡地などに近世中後期に成立した宅地を除くと、裏

側には小区画の畑が設けられる場合が多い。畑地は屋敷裏

手だけでなく、山裾にも分布した。畑地のさらに裏手には

水田が営まれることも多い。上の御茶屋東南方向の河川沿

いにも水田は広がるが、その等級は「下々田」などと低く、

浸水する可能性もあった遊水地として捉えることもできる。

なお、図５の枠外には高麗水に伴う地すべり跡地の利用が

垣間見れる。地すべりが発生した山地の尾根には「慶長

杉」が植えられ、谷には土羽の棚田や畑が営まれた。また、

農業用水に関わる水路は南西から北東方向に流れているが、

御本陣の南東を流れる水路など、高麗水に伴う地すべりに

よって堆積した微高地を避けるように流れるものもある。

智頭宿の墓地は河川沿いや山裾に立地している。また、

寺社は山裾や山腹、平地に立地する。平地の神社は上下の

御旅屋に併設され、絵図では下の御茶屋に隣接した社は「稲

荷」と表記される。いずれも御茶屋の屋敷神であったと考

えられる。

は図５をもとに近世智頭宿の景観を探究したい。

図５からは因幡街道と備前街道沿いに町場が形成され

ている様子が確認できる。こうした町場を構成する社会組

織としての「町」について、近世を通じて図６のような変

遷が想定される。まず、延宝８年（1680）に新町の名が

見え、「新」町に対置されるべき本町（古町）が存在して

いたこととなり、本町は上町・下町であると想定されてい

る 18）。ただし、この史料は智頭宿のすべての町の存在を

示しているとはいいがたく、この時点の町は３町以外にも

存在した可能性はある。一方で、延享３年（1746）以降は、

智頭宿内に存在した町を過不足なく示していると思われる。

延享３年（1746）には７町が存在したが、文化 13年（1816）

には４町に収斂されている。橋詰や田中の局所的に存在し

た家屋のまとまりが、市街地が拡大するなかで比較的大規

図６　智頭宿における町の変遷
　智頭町誌編さん委員会（2000a）、『因幡誌』をもとに作成。
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着所が設けられた。なお、大正期には人力車夫の詰所も因

幡街道と備前街道の交差点に存在した。

大量輸送を可能とする鉄道の開設は、人馬に頼っていた

これまでの流通往来を一変させるだけでなく智頭宿の景観

にも変化をもたらした。図７には明治 31年（1898）から

昭和 39年（1964）までの旧版地形図から智頭宿近辺の状

況を示した。まず、明治 31年には因幡街道沿いにやや市

街地が拡大しているが、近世後期の市街地と大きく変化し

ない。 

対して、昭和２年（1927）には智頭宿西南に鉄道と駅

３　近代智頭林業地域における流通拠点と
しての確立

（１）流通往来の構造変化と市街地の拡張

前近代における智頭宿の歩みに深く関わっていた流通

往来という要素は、近代以降も顕著に智頭宿の生活生業や

景観に影響を及ぼしていくこととなる。

近世の宿駅廃止後、智頭宿には陸運会社や郵便取扱所が

設置されていたが 19）、道路改修を経て智頭宿―鳥取間で

乗合馬車の運航が可能となると、智頭宿の西端には馬車発

図７　近代智頭宿の街路の変遷
各地図の線はその時点に存在した街路を示す。

明治 31年：明治 31年（1898）測図 1/50,000 地形図「智頭」、昭和２年：昭和２年（1927）鉄道補入 1/50,000 地形図「智頭」、
昭和７年：昭和７年（1932）要部修正 1/50,000 地形図「智頭」、昭和 24年：昭和 24年（1949）資料修正 1/50,000 地形図「智頭」、
昭和 39年：昭和 39年（1964）補測調査 1/50,000 地形図「智頭」を使用。

明治 31 年 昭和２年 昭和７年

昭和 39 年昭和 24 年

図９　鉄道開通後（昭和 15 年頃）の智頭宿
智頭町教育委員会所蔵。

図８　大正 12 年以前の智頭宿
智頭町教育委員会所蔵。
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１　智頭宿における景観と生業活動の変遷史

外にも国岡源市商店、植木益一商店、中島公一商店が存在

し、京阪神方面に林産物を出荷していた 27）。

大正 12年（1923）の鳥取から智頭への山陰線の開通後

は、駅前に材木倉庫や木炭倉庫が林立した。鳥取・島根県

の鉄道沿線の観光案内である『山陰小観』によれば、大

正 13年（1924）度に智頭駅で１日に到着する貨物の平均

値は 12トンであったのに対して、発送量はその３倍の 36

トンであった 28）。「主要物産」として木材と木炭が挙げら

れており、発送される貨物の多くは林産物であったことが

想定される。

智頭駅が林産物流通の起点となったことで、その周囲に

は保管施設だけでなく製材所も成立した。明治40年（1907）

の木原徳蔵の製材所をはじめ、水車を用いた製材所が千代

川沿いなどに設けられた 29）。昭和期に入ると電力を用い

た機械製材へと移り変わっていき、智頭駅前などに電気製

材の丸鋸を備えた製材工場が設立された 30）。

昭和 20年（1945）以降は、復興材としての需要の高ま

りを背景に林業従事者も増加し、木材の売買に関わって多

くの金融機関が設立された 31）。木材の伐り出しにチェー

ンソーや架線、集材機が用いられるようになり、輸送には

鉄道よりもトラックが用いられるようになった。昭和 27

年（1952）の鳥取大火を受けて需要も高まり、戦前以来の

「第二次黄金時代」を迎えた 32）。

近代に智頭林業が盛況を迎えるなかで、智頭宿は流通

の拠点としての性格をより明確にした。特に大正 12年の

智頭駅の開設の影響は大きく、駅前の市街地形成を進めた

だけでなく、材木を製材したり保管する比較的広い敷地を

もった工場や会社、組合を成立させた。また、会社や組合

を立ち上げて智頭林業を活発化させたのは、大地主から成

長した地方名望家層であった。この点は中世に宮本家が土

地の集積を図って地域住民を率いる土豪的な存在となって

いたことや、近世に庄屋層が奉公人や小作人を抱えて家業

を成り立たせていたことなどにも類似する。

すなわち、智頭宿では智頭町域の中心地域となる立地特

性を前提に、流通往来の場と寄り添いながら、地域のリー

ダーの主体的な運営によって産業が展開してきたというこ

とができる。

が確認でき、駅の東口には備前街道と駅前通りに沿って市

街地が拡大していることがわかる。この鉄道は因美線であ

り、大正 12年（1923）に智頭駅で開通式がおこなわれた。

昭和７年（1932）以降の地形図から分かる通り、その後は

智頭駅以南にも路線が伸びるとともに駅前の河原町付近の

市街地が拡大している。こうした変化は古写真からも読み

取ることができる。因美線開通時に発刊された図８とその

後の図９の間で市街地が拡大していることがわかる。 

河原町方面へ膨張した市街地は、低地の水田を宅地に

造成して形成されたものであった。そのため、昭和 18年

（1943）の洪水をはじめ、智頭町ではたびたび水害の被害

に遭った 20）。こうしたなかで、昭和 29年（1954）に土師

川の河川改修事業が実施され、土師川は河原町の西に逸れ

る流路へと変更され（図７）、旧河道は宅地に造成された
21）。一部の反対がありながらも河川改修が進んだ前提には、

筏流しが陸上交通の発達のなかで衰退し、さらに水力発電

所をもつ山陽電気に水利権が移譲されたことで大正９年

（1920）を最後に消滅しており、流通往来の場としての河

川の役割が低下していたことも挙げられる。

（２）流通の拠点としての確立と発展

既出の石谷家は近世段階で多くの奉公人と小作人を抱

えていたが、明治前期にはさらに土地集積を進めた 22）。

慶応元年（1865）から明治 19年（1886）の間に田畑・宅

地を 12町５反、山林を９町３反買収した。こうした資産

形成を通して地主と小作の階層はより顕著となっていき、

明治 22年（1889）の石谷家は 67人の小作人を抱えていた。

こうした地主層のなかでも、石谷源蔵は明治38年（1905）

に八頭郡木材同業組合の設立に大きく関与した。この組合

は千代川上中流域である八頭郡 23）の木材の製造販売業者

や仲買業者を組合員としており、産地問屋的な性格を有す

るとともに、造林の推進などにも関与する森林組合的な性

格を兼ね備えたものであった 24）。昭和 10年（1935）の組

合員全体に占める智頭町域の業者の割合は、製造業者では

約 63％、仲買業者では 10％であった 25）。

大正７年（1918）には米原章三によって智頭倉庫運送

株式会社が、翌８年（1919）に智頭町の町議会議員も務

めた米井信次郎により八頭倉庫運送株式会社が設立された
26）。両社は智頭の谷々から集められる木材や木炭を集約し

て流通させるものであった。大正期の智頭町域には２社以
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10) をみても、因幡街道沿いの御茶屋跡地に町役場が立地

していることがわかる。また、智頭町埋蔵文化財センター

保管地図（図 11）によれば、御茶屋跡地にはそれ以前に

も明治 25 年（1892）に小学校が、明治 31 年に高等小学

校が建設されていた。小学校の建設には御茶屋の部材が用

いられたとされ、その建物は現在中町公民館（登録有形文

化財）として御茶屋跡に残る。

このように、近代には御茶屋とその跡地が公共施設に

転用された一方、それ以外の上下の御茶屋跡地は藪となり、

宅地の背後に緑がある独特の景観構成を形作っている。

前述のように近代には宅地の拡張がなされた。多くの場

合、新しく成立した宅地は近世と同じように田畑であった

場所に造成された。図 12に写した付近は空中写真の判読

に基づけば昭和 51年（1976）以降に宅地化がなされている。

しかし、ハサ置き場はなお残され、水路とあわせてかつて

は水田であった記憶をとどめる。

４　近世―近代―現代における景観形成

ここでは、上記のような歴史をたどった智頭宿の景観の

変遷を、前述した近世後期や現代の状況も交え、近世から

現代に至るまでの長期的な景観の変化と持続を検討したい。

前掲の図７の各地図の地図記号からは官公庁の移動が

把握できる。昭和２年までは智頭宿東南部に役場が位置し、

因幡街道と備前街道の交差点に郵便局が所在したのに対し、

昭和７年からは両者が入れ替わるような配置となっている

ことがわかる。

昭和７年以降の町役場は現在の下町公民館（登録有形文

化財）と考えられる。下町公民館は大正３年（1914）に

建築され、昭和３年（1928）に移築されたことが知られ

ているが 33）、地形図から移築元の所在地は近世に御茶屋

が所在した付近であったことがわかる。石谷仙蔵が大正

３年（1914）時点の智頭宿を復原した「智頭町街図」(図

図 10　智頭町街図
智頭町教育委員会所蔵。
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１　智頭宿における景観と生業活動の変遷史

を免れていることがわかる（図 14）。「木ベヤ」はさきの「物

置」に相当すると考えられる。図 13の「物置」は宅地の

裏面に出入口をもつが、裏面には近世段階と同様に畑が存

在していたことが地籍図から判明する。「土蔵」や「塩噌蔵」

が食糧や家財の貯蔵・保管の場であったのに対して、「物

置」、「木ベヤ」は農具などが置かれた空間であったのであ

ろう。

前掲の図８を参照すると、左方の町場が上町・下町な

宅地のなかの家屋配置について、明治 27年（1894）に

作成された家相図（図 13）からは、街道に面して主屋が

存在し、炊事場まで水路が通じていたことが確認できる。

そして、主屋の背後には土蔵造と想定される「宝蔵」や「塩

噌蔵」34）が存在し、その奥には「物置」が配置されていた。

こうした家屋配置は智頭宿内で広く見られたようで、明治

22年に発生した大火の被害状況を示した地図からは、屋

敷裏手に「土蔵」や「木ベヤ」がみえ、土蔵の多くが全焼

図 13　明治 27 年の建物配置の例
智頭町教育委員会所蔵。

図 12　水田跡地のハサ置きと水路

図 11　御茶屋跡地の範囲
智頭町教育委員会所蔵。
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コントラストが評価されている点は興味深い。

前述のように山地には地すべり地形を基盤とする田畑

が営まれていた。図７をみてもここの耕地は昭和 39年に

は水田の記号が消え、現在では残された耕作放棄地の石垣

が往時の記憶を伝える。

また、智頭宿では近世には茶が第一の産物であり（第２

章参照）、現在も山際には茶畑が残る。しかし「町役場文

書」36）によれば、明治後期には「養蚕業ノ発達ニ伴ヒ漸

次桑園ニ変更スル為メ製茶量ノ減ヲ見ルニ至レリ」という

記載があり、明治 39 年（1906）に 130 戸で茶 120 貫目・

420 円だったものが、明治 45年（1912）には 72戸で煎茶

3貫目・39円、番茶 96貫目・48円に減少した。山麓では

こうした栽培植物の変化があったようである。

以上の変遷から智頭宿の景観形成の特性をまとめたい。

まず、16世紀末の「高麗水」に伴う地すべりがもたらし

た微地形は、現在も水路や石垣の配置などに影響を及ぼし

ている。また、宅地は街道や川原といった流通往来の場と

どのエリアであり、そのなかには興雲寺や石谷家住宅（石

谷源蔵旧宅）、米原家住宅（米原章三旧宅）、諏訪酒造など

現在にまで存続する建造物も認められる。こうした建物が

瓦葺きであるのに対して、図８には茅葺屋根も認められる。

また、千代川沿いの新町付近には周囲とは異なる小規模な

家屋群が確認でき、筏流しなどの舟運に関わる生業がなさ

れていたこの一帯の独自性も感じさせる。なお、上下の御

茶屋跡はすでに藪となっていたようである。

町場の背後の山に目を移すと、樹林が保たれている一

方で、そのさらに周囲は樹高の低い草生地となっているこ

とが確認できる。町場の背後のみに樹林が保たれている要

因としては、諏訪神社の鎮守の森や慶長杉が禁伐地として

神聖視されて保護されてきた可能性が想定できる。諏訪神

社は紅葉の名所としても知られ、昭和９年（1934）の『鳥

取県史蹟名勝案内』では「境内には、数多の楓樹ありて秋

時紅葉の際には真紅の色を呈し満山の翠杉と相映じて遠近

の眺望絶佳なり」35）と評される。落葉広葉樹とスギ林の

図 14　明治 22 年の家屋配置
赤線で囲われた建物は全焼、そのうち黒点が付されたものは半焼を意味し、黒線で囲われた建物は焼失を免れたものをさす。

「智頭大火地図」（智頭町教育委員会所蔵）より。
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に付属屋や土蔵も散見される。

土蔵の分布をみると、近代以降の市街地化した部分では

確認できない。また明治 22年（1889）の大火の類焼範囲

を確認できる史料（前節図14）では、先述の通り、主屋背

面に土蔵を配置する町家が数多く記されているが、大火以

後、現在までの間に多くの土蔵が取り壊されたとみられる。

寺院および神社は千代川右岸の牛臥山の山麓に、公共施設

は因幡街道沿いや江戸時代の御茶屋跡地に分布している。

２　智頭における建造物の建築年代

次に、各建物の建築年代をみていく。智頭宿にある現

況の建造物は、江戸時代から現代まで各時代のものが残る。

なお、年代判定は、外観から部材の風食具合や屋根勾配、

建具や壁面の仕様等を目視により観察して判定したもので

あり、現状の道路からの観察であるため、視認できない建

物は年代不明としている。

今回確認した 835 棟（千代川右岸 540 棟、左岸 295 棟）

のうち、江戸時代の建築は５棟、明治時代が 50棟、大正

時代が 58棟、昭和前期が 193 棟、昭和後期が 446 棟、平

成が 81棟、不明が２棟であった（図３）。江戸時代から昭

和前期までの伝統的建造物および工作物は全体のおよそ約

36.6％（306 ／ 835 棟）を占める。千代川右岸では 540 棟

のうち、江戸時代が４棟、明治時代が 44棟、大正時代が

43棟、昭和前期が 111棟、昭和後期が 262棟、平成が 74棟、

不明が２棟であった。千代川右岸の江戸時代から昭和前期

までの伝統的建造物および工作物の占める割合は約37.4％

（202 ／ 540 棟）、千代川左岸の同比率は約 35.3%（104 ／

295 棟）で、千代川右岸の智頭宿中心部は昭和前期以前の

伝統的建造物が多く残存しているものの、千代川左岸もほ

ぼ同程度の割合で伝統的建造物が残存していることが確認

できる。

江戸時代の建造物は石谷家住宅の江戸座敷など、現存数

は少ない。明治時代および大正時代の建造物は街道沿いの

旧智頭宿中心部によく残り、伝統的な町並を構成している。

２　智頭宿の建造物

智頭宿の伝統的建造物の分布および現況の把握を目的

として、悉皆調査をおこなった。調査範囲は図１に示す通

りとし、千代川右岸では 540 棟、左岸では 295 棟である。

ここでは悉皆調査の結果をもとに、智頭宿の景観を構成す

る伝統的建造物を中心に詳述する。

１　智頭における建造物の建築類型

現況の智頭宿に所在する建造物は、町家の主屋・付属屋

（門、塀などの工作物を含む）、土蔵、寺院、神社、公共施

設等に分類できる（図２）。他の宿場町と同様に、因幡街

道や備前街道などの街道沿いを中心として、街路に面して

主屋が建ち、その背面に付属屋や土蔵が立地する形式が一

般的である。一方で、石谷家住宅などの敷地の大規模な邸

宅や街道沿いではない裏通りに面する住宅では、道路沿い

図１　悉皆調査範囲
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２　智頭宿の建造物

図２　建築類型別分布図
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図３　建築年代別分布図
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２　智頭宿の建造物

1935）、納屋（昭和 10年頃）、外塀（明治 30年頃）。

・米原家住宅主屋（明治 39年頃・1906）、土蔵（明治中期、

昭和 30 年頃移築）、下門および塀（明治 39 年頃）、上

門および塀（大正前期）。

・下町公民館（大正）。

＜国選定登録記念物（名勝地関係）＞

・石谷氏庭園（石谷家住宅）。 ※県指定名勝

４　智頭の伝統的建造物および工作物の特徴

（１）家相図にみる町家の間取

 前節でも触れたが、明治 27年（1894）作成の家相図が

残る（前節図 13）。津山往来に面する敷地で、現在の千代

川左岸の川原町に所在した町家であろう。柱や壁などの断

面となる部分は黒色で塗りつぶされ、建具の具体的な描写

はないが、主要な出入口部分は朱色で塗られる。主屋は正

面右手に大戸口を設け、主屋南側を背面まで通り抜けの土

間通りとする。主屋北側は居室部で２列３室の間取りとす

るが、正面側の室は一室空間で、一部前土間形式である。

背面側には床の間をもつ座敷を設け、座敷と土間との間に

湯殿や便所を設けている。土間には２階へあがる階段の描

写もあり、２階が設けられていたことがわかる。

正面側の構えでは、建具等の具体的な形式は不明である

ものの、大戸以外の１階正面側は壁ではなく、建具もしく

は格子戸などの建具を入れていたことがわかる。

（２）伝統的町家の意匠的特徴

 智頭宿の伝統的町家のうち、千代川右岸の旧宿場中心地

に所在する町家を中心に、外観の意匠的特徴をまとめる。

概ね、千代川左岸の備前街道沿いの町家についても同様で

ある。江戸時代から昭和後期までの建築年代のうち、伝統

的町家の形式をもつ主屋の位置図は図４である。また、千

代川右岸の江戸時代から昭和後期までの年代別の伝統的町

家の外観は、本節末図 32～ 46のとおりである。

これらの伝統的町家から、江戸時代から昭和前期までの

伝統的町家を対象として、以下のような外観の意匠的特徴

が見いだせる（本節末表１・２）。

・木造平屋もしくは二階建、切妻造、桟瓦葺を基本とする。

・悉皆調査では、切妻造妻入が１件（№ 406・図 33）、入

母屋造平入が 1件（№ 248・図 18）。

・緩勾配の屋根は当初板葺もしくは杉皮葺とみられ、現状

昭和前期および昭和後期の建物だけをみると、全体の約

76.5%（右岸：69.0%、373 ／ 540 棟、左岸：90.2%、266

／ 295 棟）であり、現在の智頭の町並景観の大部分を占め

るといえる。

千代川左岸の河原町は、『因幡志』によれば江戸時代か

ら宿場町の一部として町場が形成されていた。さらに、本

章１節で述べたように、明治 22年の大火の延焼範囲を示

した史料では、河原町のエリアでも多くの家屋が火災の被

害を受けており、この被災状況から明治時代初頭の町並の

形成範囲を読み取ることができる。大火の影響もあり、現

状の河原町では江戸時代や明治時代初頭まで遡る伝統的町

家は、火災の影響もあり街道沿いには見受けられないもの

の、敷地背面側の付属屋や土蔵では伝統的な建物が一部で

確認できる。現況では、街道沿いにおいて、昭和前期およ

び昭和後期の町家が軒を連ね、因美線開通後の千代川左岸

のさらなる市街地拡大を物語る町家が多く見受けられる。

加えて、昭和 29年（1954）の土師川の河川改修事業に

ともない埋め立てられた旧河道には、宅地が造成され、昭

和 30年代以降の家屋が建ち並んでいる。これらの家屋の

敷地は奥行が浅く、背面側には備前街道沿いの敷地との背

割りの水路が通り、旧河道の痕跡を明瞭に留める。 

３　智頭の文化財建造物

すでに国に重要文化財に指定されたものや登録有形文

化財に選定されたものも数多く所在する。ここでは列記に

留めるが、これらの文化財建造物は「智頭の林業景観」の

重要な構成要素に位置付けられている。

＜国指定重要文化財（建造物）＞

・石谷家住宅主屋（昭和３年・1928）、江戸座敷（江戸）、

座敷棟（昭和初期）、家族棟（昭和３年・1928）、一号

蔵（大正９年・1920、附指定棟札）、二号蔵（大正９年）、

附指定棟札）、三号蔵・四号蔵（大正 11 年・1922、附

指定棟札）、五号蔵・六号蔵（明治前期）、七号蔵（明治

前期）、附指定（玄関棟、大工小屋、炭置場、裏門、車庫、

普請関係文書）。

＜国選定登録有形文化財（建造物）＞

・中町公民館（大正）。

・智頭消防団本町分団屯所（昭和 16年・1941）。

・塩屋出店主屋（明治 30年頃・1897）、洋館（昭和 10年頃・
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・２階正面側の建具は外側に格子戸もしくは板戸の雨戸と

し、内側に障子戸もしくはガラスサッシを入れていると

みられる。雨戸は戸袋を備えるが、格子戸は嵌め殺しの

ものと戸袋を備えるものと２種類ある。

・正面側の壁面では、小壁は土壁のまま、もしくは漆喰塗

とする。ただし、現状では張板や金属板等で覆うものも

存在する。

・妻壁は漆喰塗（№ 320・図 29など）もしくは下見板張（№

242・図 19など）や竪板張（№ 452・図 30など）とする。

明治 22年に大火のあった千代川沿いの町家では、妻壁

前面を漆喰塗とし、袖卯建を設けるものもある（No.452・

図 30）。

は鉄板葺とする。建築年代が新しくなるにつれて、２階

の階高や棟高を上げ、屋根勾配が急勾配に変化する。

・瓦葺の町家では、石州瓦（赤茶色）が主体であり、次い

で黒色の桟瓦葺、トタン葺が多く、一部ではセメント瓦

葺、トタン波板葺も確認される。

・主屋１階正面側は下屋とし、２階正面よりも半間程度前

面に張り出す。

・主屋１階正面側の居室（みせのま）は、掃き出し窓とし、

格子戸を設ける。格子戸は嵌め殺しのものと、戸袋を備

えて収納できるものと２種類ある。

・木製サッシのガラス窓は、建築年代が大正期頃のものか

ら現れる。

図４　千代川右岸の伝統形式の町家位置図
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２　智頭宿の建造物

項「建造物としての重要な構成要素」の対象とならない荒

神社について詳細を記す。

荒神社は、智頭宿の北西端に位置し、山裾のコンクリー

ト擁壁と合体した覆屋の中に本殿が建つ（図９）。現状に

は平成頃に改められたようで、かつての様子は不明である。

覆屋は擁壁から葺き下ろす片流れの屋根であり、擁壁と合

体した神社は珍しい。

（６）洋風意匠の伝統的建造物

　智頭宿には多くの洋風意匠の建物が残存し、登録有形文

化財や重要文化的景観の重要な構成要素となっている。対

象となるのは、中町公民館、下町公民館、智頭消防団本町

分団屯所、旧塩屋出店洋館（図 10）である。それぞれ外

壁は下見板張に仕上げる。建築年代は大正から昭和前期で

あるが、下見板張の意匠は明治期の洋風建築の影響であろ

う。林業が盛んであった当地では下見板用の板材が豊富に

入手できたのかもしれない。これら洋風建築は、智頭にお

ける近代化の影響、近代意匠の導入背景を伺うことができ、

明治以降における智頭の近代化を表象するものといえる。　

５　建造物としての重要な構成要素

悉皆調査成果も踏まえて、智頭宿の伝統的建造物のう

ち、重要な景観構成要素として以下の建造物が想定できる。

（３）土蔵

　先述の通り、中心部には土蔵が確認できる。土蔵は切妻

造、桟瓦葺を基本とする。石谷家住宅の一番蔵から六番蔵

までは国の重要文化財に指定されている。また、米原家住

宅の土蔵は国登録有形文化財に選定されている。これらの

他にも、醸造蔵など大規模な土蔵も数件確認できる（図５・

６）。特に、諏訪酒造の醸造蔵は水路際に立地し、石積み

基壇も良好に残り、土蔵群の景観を構成している（図７）。

（４）門および塀などの工作物

　伝統的な意匠を有する工作物として、門および板塀が挙

げられる。これらは主に石谷家住宅をはじめとした、因幡

街道に面する大規模な邸宅の敷地境を区画するものである。

門は一間一戸棟門、切妻造、桟瓦葺を基本とするが、な

かでも米原家住宅の上門は切妻造、桟瓦葺、三間一戸薬医

門で、大規模な門である（図８）。

板塀は切妻造桟瓦葺で、腕木庇をのばして屋根を支持す

る形式を基本とし、腰板は竪板張もしくは鎧板、下見板張、

打合せ板張など多様な形式が確認できる。小壁は漆喰塗が

多く、白色塗装や黒色塗装で仕上げられる。

（５）寺社仏閣の建造物

　今回の悉皆調査では、神社として、諏訪神社、荒神社、

寺院として興雲寺、光専寺が挙げられる。いずれも千代川

右岸の旧智頭宿中心部の牛臥山麓に位置する。ここでは事

図８　米原家住宅の上門 図９　荒神社 図 10　旧塩屋出店洋館

図５　土蔵（№ 265） 図６　土蔵（№ 456） 図７　明治時代（№ 406）
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和後期から平成の建築とみられる。なお、当社でおこなわ

れる柱祭りは県の無形民俗文化財に指定されている。

②興雲寺（社寺）

曹洞宗龍吟山。因幡街道に面する参道の石段をあがっ

た平坦地に本堂や庫裏、土蔵、鐘楼などが建つ。文禄２年

（1593）の「高麗水」によって地すべりがおき、境内の建

物が押し流されたという。その時に堆積した土砂の跡地に

境内が造営された。現在の本堂や土蔵、鐘楼は明治期の建

立とみられるが、本堂は近年大改修が加えられている。参

道の石段は幅広で、街道から本堂の大屋根が見える。興雲

寺は、智頭宿の地形条件を物語り、また街道沿いの歴史的

な景観を構成している。

③光専寺（社寺）

浄土真宗。智頭宿の北側の山麓に位置し、下町公民館西

の横道が参道を兼ねる。参道先の石段上の平坦地に本堂や

庫裏、土蔵などが建つ。天保３年の大火により堂宇は焼失

し、天保 11年に再建された。鐘楼は袴腰造とし、明治頃

の建立とみられる。本堂は入母屋造妻入、桟瓦葺で、本堂

正面からの妻面をみせた外観は圧巻である。その他、境内

の建物は昭和後期から平成頃の建築を中心とする。興雲寺

とともに、寺院建築として、智頭宿の歴史的景観を構成し

ている。　　

④智頭消防団本町分団屯所（消防団屯所）

寺社仏閣では、諏訪神社の本殿をはじめとした建物群や興

雲寺、光専寺が挙げられる。また公共施設としては、智頭

消防団本町分団屯所や中町公民館、下町公民館が挙げられ

る。住宅建築としては、国の重要文化財に指定されている

石谷家住宅の建造物および工作物をはじめ、米原家住宅や

塩屋出店などの国の登録有形文化財に選定された建造物お

よび工作物が挙げられる。その他、未指定の一般住宅およ

び土蔵については、11件が挙げられる。以下、個別に解

説する。

①諏訪神社（社寺）

旧宿場町北東にそびえる牛臥山の山麓、石谷家住宅の

背面側斜面の平坦地に鎮座する。現在の本殿は天保３年

（1832）の再建であり、平成 17年に修理がなされている。

本殿は、一間社入母屋造、正面千鳥破風付、正面向拝一

間、向拝軒唐破風付、銅板葺とし、四周に縁をまわす。大

棟の屋根には千木を３カ所、堅魚木を３本載せ、千鳥破風

の棟には千木を１カ所、堅魚木を１本載せる。意匠的特徴

として、各所に施された彫刻が挙げられる。身舎正面板扉

および小脇壁、身舎両側面の胴羽目、内法長押上の小壁、

頭貫木鼻、台輪上斗栱間、尾垂木先、向拝虹梁および木鼻、

向拝手挟、海老虹梁、向拝蟇股、懸魚および鼻隠板などに

施され、向拝虹梁と手挟は籠彫りである。拝殿および幣殿

は明治 37年（1904）の改築という。その他摂社などは昭

図 12　興雲寺

図 15　中町公民館

図 13　光専寺

図 16　下町公民館

図 11　諏訪神社

図 14　智頭消防団本町分団屯所
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創る大型の建物で、座敷の細部意匠も洗練されたつくりで

ある。石谷家住宅は、優れた意匠をもつ大型の近代和風建

築として重要であるとともに、質の高い土蔵などの附属屋

や庭園がよく残り、豪壮な屋敷構えを伝えている点でも価

値が高い。

⑧米原家住宅（住宅）

米原家住宅は因幡街道と備前街道の交差する角地に位

置し、主屋はこの角地に建つ。因幡街道に面して上門を開

き、塀で区画する。備前街道に面しては下門を開き、塀で

区画する。敷地南奥には土蔵が建ち、その他には現代建築

の離れが建つ。現在、主屋および土蔵、上門・下門、塀が

国の登録有形文化財に選定されている。

主屋は桁行 12間、梁間 7間と大規模で、屋根は入母屋造、

桟瓦葺で、四周に下屋をめぐらす。外壁は黒漆喰塗、腰は

モルタル洗出で破れ目地を切り、出格子を連続させる。良

材を駆使した座敷を多数有し、近代豪商の主屋の特徴を示

している。

土蔵は敷地南奥に建ち、桁行 6間、梁間 2.5 間、土蔵造

2階建、切妻造、桟瓦葺で北面に下屋を付す。1階は 2室

とし、北面に出入口を 2箇所設け、2階は一室空間とする。

外壁は漆喰塗で、1階腰壁と下屋上方は海鼠壁とし、目地

を山形断面に尖らせる。土蔵は上質な左官仕事を見せている。

上門は三間一戸薬医門で、控柱を表側に立て、両脇にの

びる塀の起点とする。屋根は切妻造桟瓦葺で、棟の輪違積

に十字紋をあしらう。両開板戸には大振りな八双金物を打

ち、天井に幅広の隠岐スギを使う豪壮な門塀である。下門

は切妻造桟瓦葺の一間棟門で、塀より半間奥に建ち、両脇

に塀が矩折で取付く。両開板戸に一枚板を張り、乳金物で

閂を受ける。棟は青海波で飾り、施釉の鬼瓦には当家の家

紋「菱木瓜」を入れる。

米原家住宅は因幡街道と備前街道の交点角地位置し、両

木造総２階建、切妻造、桟瓦葺。智頭街道に北面して建

つ。昭和 16年の建築。正面の屋根中央部を切妻破風に切

り上げ、大屋根には切妻造の火の見櫓をのせ、消防施設と

しての特徴が現れている。外壁は下見板張。正面中央壁沿

いの梯子段が切妻破風を貫通して櫓に至る特徴のある姿形

は、当地区のランドマーク的存在である。　　

⑤中町公民館（公民館）

木造２階建て、寄棟造、鉄板葺。当初は個人病院とし

て建てられ、その後、大正 11年（1922）より、幼稚園と

して使用される。外壁は鉄板で覆われていたが、近年鉄板

を取り外して下見板張が修理され、当初の姿に改修された。

外観は洋風であるが、内部は和風で纏められており、地方

の洋風建築の展開を示す一事例である。

⑥下町公民館（公民館）

木造２階建て、寄棟造、桟瓦葺。当初は智頭町役場とし

て建てられた。昭和３年に現在地に移築され、その後は町

役場や電報電話局として使用された。外壁は下見板張とし、

正面に玄関ポーチを設ける。全体的に装飾は少なく、簡素

な意匠とする。地方における洋風庁舎建築の一事例として

位置づけられる。

⑦石谷家住宅（住宅）

石谷家住宅は、山林経営を主として営んでいた旧家の住

宅で、大正 8年から昭和 4年にかけて屋敷全体の造営がお

こなわれた。主屋をはじめ、江戸座敷（江戸時代）や、座

敷棟（昭和初期）、家族棟（昭和３年）、一号蔵・二号蔵（大

正９年）、三号蔵・四号蔵（大正 11年）、五号蔵・六号蔵・

七号蔵（明治前期）が国の重要文化財に指定されている。

その他、玄関棟や大工小屋、炭置場、裏門、車庫、棟札等

は附指定である。

主屋は昭和３年の竣工で、智頭地方特産の良質な杉材な

どの銘木を用い、高度な架構技術により宏壮な土間空間を

図 18　米原家住宅 図 19　旧塩屋出店図 17　石谷家住宅
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街道の側溝に面した敷地境は切石積が施され、側溝には切

石の石橋がかかる。主屋は切妻造平入で、正面に玄関の別

棟が突出し、主屋と玄関棟に囲まれた部分に庭を設けてい

る。玄関棟は入母屋造で、街道に面して腕木庇を設け、木

製サッシの玄関扉と出格子を設けている。庭の通り側は切

妻造桟瓦葺の板塀を設け、街道沿いの景観を構成する。

石谷順一郎家住宅の最大の特徴は、街道から見える建物

の外壁が板張と土壁で構成されている点であろう。庭の板

塀は竪板張、主屋および玄関棟の壁面は一部の小壁を土壁

とする他は、すべて下見板張で構成される。開口部の建具

も木製サッシや出格子で造られ、木製の外装材によって街

道沿いの景観を構成している。また、前庭を設ける点でも、

町家型の屋敷構えとは異なり、近代から現代にかけての智

頭宿の町家および屋敷構えの変遷を物語る事例のひとつで

ある。

⑫福原家住宅（住宅）

福原家住宅は興雲寺の参道東隣、因幡街道沿いに面して

建つ。主屋は昭和前期頃の建築とみられ、間口は４間程度

とし、智頭宿の小規模町家の典型である。街道沿いの側溝

際は石積が残り、玄関前に石橋がかかる。１階の表構では、

玄関は木製サッシ、ミセノマ部分は掃き出し窓にガラス障

子戸とし、２階は間口両端の半間を除いて、ガラス障子戸

を設け、街道沿いに面して開口部を多く設けて開放的な印

象を与える。２階のタチも高く、昭和前期頃の近代的な変

遷を遂げた智頭宿の町家の典型例といえる。壁面はほぼト

タン波板で覆われているものの、外観を構成する部材は当

初材が多く残り、貴重な事例である。

⑬陶家住宅（住宅）

陶家住宅は、国重要文化財の石谷家住宅の西隣に位置

し、屋号は「砂や」である。因幡街道に面して伝統形式の

町家を建て、街道沿いの歴史的景観を構成している。主屋

街道の歴史的な景観を構成している。

⑨旧塩屋出店（住宅）

旧塩屋出店は、宿場町の中心地近くに位置し、因幡街

道に突き当たる備前街道に西面して建つ。敷地内には主屋、

離れの洋館および納屋、門および塀が建つ。これらは現在、

国の登録有形文化財に選定されている。

主屋は木造２階建、切妻造、平入で、長大な正面のほぼ

中央に玄関を置き、その北側をカミテ、南側をシモテとする。

正面２階のたちが低く古式を感じさせる点に特色がある。

離れの洋館は木造２階建、切妻造、桟瓦葺。昭和 10年

頃の建築。主屋の東方に独立して建つ。外壁は下見板張と

し、窓の額縁を柱型として表すなど、スティックスタイル

風の意匠を現わしている。

納屋は洋館の東方に接し、洋館のやや振れた棟方向に

揃えて建つ。桁行３間半、梁行１間、木造平屋建、切妻造、

桟瓦葺とし、南北両平側面の中央に出入口を設ける。簡素

な小屋であるが、洋館とともに屋敷構えの発展過程を知る

うえで必要な構成要素である。

旧塩屋出店は備前街道沿いの歴史的な景観を構成して

いる。伝統的町家だけでなく、洋館も建ち、智頭宿におけ

る屋敷構えの歴史的変遷を物語る貴重な事例である。

⑩諏訪酒造社屋・醸造蔵（事務所等）

諏訪酒造は宿場の西寄り、かつて因幡街道がクランクし

ていた角地に位置する。因幡街道を挟んだ対面にも醸造蔵

等の建物が建つ。社屋や倉庫等現代建築も建つが、醸造蔵

は伝統的な土蔵造とし、大規模な建物ばかりである。創業

は安政６年といい、宿場内の歴史的生業の景観および土蔵

群の景観を構成している。

⑪石谷順一郎家住宅（住宅）

石谷順一郎家住宅は智頭宿東端付近の因幡街道沿いに

位置する。短冊形の敷地に主屋、渡り廊下、離れが建つ。

図 21　石谷順一郎家住宅 図 22　福原家住宅図 20　諏訪酒造社屋・醸造蔵
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である。

旧醤油醸造業の主屋として、大規模かつ伝統形式をよ

く残し、因幡街道沿いの景観を構成する重要な建物である。

また醸造蔵も複数棟残り、歴史的な宿場内の生業を知る貴

重な事例である。

⑯塩田屋旅館（住宅等）

塩田屋旅館は智頭宿の中心部、因幡街道と備前街道の結

節点からやや西に位置する。割烹旅館を営み、主屋は鉄骨

造３階建である。敷地西面には土蔵、南面には座敷が建つ。

土蔵は切石基壇上に切石の土台をまわして建てられ、壁面

は竪板張とし、因幡街道沿いの歴史的景観を構成している。

⑰米原敏行家住宅（住宅）

米原敏行家住宅は塩田屋旅館の西隣、因幡街道沿いに位

置する。街道に北面して主屋が建ち、主屋背面に角屋が突

出する。敷地背面には土蔵も建つ。街道の側溝際は切石積

とする。主屋は街道からは１間程度セットバックして、敷

地の間口いっぱいに建つ。２階とし、街道に面した１階部

分には玄関の東に出格子、西に板塀で囲った庭を設ける。

２階正面には柱筋から前面にふかしてガラスサッシの窓を

設ける。１・２階とも開口部以外の壁面は、小壁を白色塗

装および白色ボード、その他を下見板張とし、景観に配慮

した意匠といえる。

⑱山白家住宅（住宅）

は表構のタチが高く、昭和後期頃の建築とみられるが、玄

関の木製サッシの入り口や正面の開口部に面格子を設ける

など、伝統的な意匠をみせる。智頭宿の伝統的町家の変遷

過程を知る事例のひとつである。

⑭中村家住宅（住宅）

中村家住宅は、因幡街道に南面して建ち、陶家住宅の西

隣に建つ。屋号は「徳や」である。主屋は町家形式で、１

階正面の玄関部分は２階正面の柱筋と揃えて、玄関西の部

屋部分のみ下屋として突き出す。２階正面側の開口部は柱

筋よりも前面にふかして、ガラスサッシを入れる。主屋は

昭和後期の建築とみられるが、智頭宿の町家主屋の変遷過

程を知る事例のひとつである。

⑮安東家住宅（住宅）

当家は智頭宿中心部の因幡街道北面に位置し、石谷家住

宅の西、中村家住宅の西隣に位置する。屋号は「花や」で、

かつては醤油醸造業を営んでいた。敷地内には、主屋背面

に付属屋や離れ、最背面には土蔵が建つ。主屋は明治期の

建築とみられ、間口６間半と大規模で、玄関は２階柱筋の

位置に引き込むが、その他は下屋として突き出し、みせの

ま部分は掃き出し窓に格子戸嵌め殺しとして伝統的な表構

えを残す。２階前面は開口部もしくは戸袋とし、格子をは

める。かつての醤油醸造蔵のいくつかは解体されたようで

あるが、現在も関連する土蔵が２棟残る。いずれも大規模

図 27　米原敏行家住宅 図 28　山白家住宅図 26　塩田屋旅館

図 24　中村家住宅 図 25　安東家住宅図 23　陶家住宅
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観の重要な構成要素である。

⑳上田家住宅（住宅）

上田家住宅は智頭宿中心部の千代川沿いの街道である

新町通りに面する。敷地真木地は大規模で、通りに面して

東半に主屋を建て、西半には板塀および庭門を構える。明

治 22年の大火では全焼したエリアであり、主屋は大火後

の建築とみられ、1・2階とも軒裏まで漆喰塗籠とし、東

端のみ 1・２階とも袖卯建を設けた珍しい形式である。表

構では、１階は１間半幅の玄関を東端に設け、おそらく土

間通りとするのであろう。その他西側は居室とし、格子戸

とその戸袋をみせる。２階は柱筋よりも前面に窓をふかす。

妻面は１階部分を竪板張とし、２階から軒裏にかけては漆

喰塗籠とする。敷地西半の板塀は腰壁を下見板張、上部を

漆喰仕上げとし、伝統的な意匠である。庭門も間口が半間

程度であるものの、桟瓦葺で重厚な印象を与えており、通

り沿いの歴史的な景観を構成している。

上田家住宅は大火後の智頭宿の町家の変容を物語る貴

重な事例である。１階の基肌を見せた格子戸と２階以上の

漆喰塗の対比は大火の歴史が表出した景観といえる。

㉑旧平野家住宅（住宅）

旧平野家住宅は上田家住宅の西隣に位置する。敷地の間

口は大規模で、新町通りに面して東半には主屋が建ち、西

半には板塀および門を構える。旧平野家住宅も明治 22年

の大火で全焼し、その後再建された建物とみられ、主屋屋

根両妻の螻羽は土で塗籠られ、１・２階とも正面側の両端

には板張の袖卯建が造られている。表構は１階を玄関と出

格子の格子戸およびサッシとし、現代的な変化を一部で見

せる。２階は木製サッシのガラス障子戸を残し、小壁は土

壁。その他は鋼板を被せる。上田家住宅とは異なり、軒裏

は漆喰塗籠とせず、伝統的な腕木庇の形式としている。主

屋両隣とも、現在建物はなく、妻壁は軒下まで竪板張とし

山白家住宅は智頭宿中心部の西より、因幡街道の北側に

位置する。敷地間口はおよそ８間と広く、敷地東端には車

用の門が建つ。街道側溝際には石積上に切石の延石を並べ、

玄関正面部分には切石の石橋をかける。主屋は切妻造平入

で、１階東端は２階よりも張り出す。主屋背面の付属屋は

切妻造で妻面を街道側に向け、主屋と取り付く。街道から

はこの付属屋の妻面が主屋屋根の上部から突出してみえる。

正面中央に玄関を設け、玄関部分のみトタン屋根の庇を出

し、庇柱を建て、主屋との間を壁面とする形式で、智頭宿

の中でも珍しい形式である。玄関の西は部屋を設けて、正

面側に出格子を造る。玄関の東は片引きの扉を設け、さら

に東側には窓に面して出格子を設ける。２階正面側は３ヵ

所に開口部を設け、柱筋よりも正面側に窓をふかす。山白

家住宅は、敷地および主屋の間口も広く、玄関部分の形式

は智頭宿の中でも特異である。町家の変遷過程を知る事例

のひとつとして位置づけられよう。

⑲山崎家住宅（住宅）

山崎家住宅は智頭宿中心部、備前街道沿いに位置し、塩

屋出店の対面にあたる。主屋は明治 22年の大火の延焼範

囲に入るものの、大きな被害はなかったようで、智頭宿の

町家の中でも最古級の建物である。間口は４間程度え、２

階正面のたちが非常に低く、古式の表構を留めているとみ

られる。２階はむしこ窓を２ヵ所設け、その他は漆喰塗籠

とし、両端に袖卯建を設ける。これらは大火後に変更され

たものかもしれない。１階は南側を土間通りとし、北側に

２室並べている。現状では、玄関を除いて街道に面して格

子戸を設け、この格子戸は北端の戸袋に収納可能とする。

格子戸の内側にサッシはなく、やや隙間を設けて、障子戸

を入れているようである。

山崎家住宅は智頭宿の中でも最古級の町家であり、古式

の表構をよく留めているとみられる貴重な事例であり、景

図 30　上田家住宅 図 31　旧平野家住宅図 29　山崎家住宅
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が可能であると考える。その後の昭和後期の町家は大正か

ら昭和前期の町家と比較して、軒高が若干高くなり、正面

側の下屋の有無や壁面、建具の仕様に時代的な変化はある

ものの、大きな変容はみられず、昭和後期の町家もそれ以

前の町家の延長線上に位置づけられる。大規模な敷地の邸

宅とは別に、近代以降のより普遍的な智頭の町家の変遷を

表象するものであり、棟数も多く、これら大正期から昭和

後期にかけての町家は、今後の智頭の景観を整備するうえ

でも非常に重要な要素といえる。加えて、千代川右岸の旧

智頭宿中心部だけでなく、左岸の備前街道に面した河原町

の町家にも共通する特徴である。

智頭の町並の特徴として、大規模な邸宅も主要な景観を

担っている。特に、因幡街道や備前街道に面して板塀や門

が建てられている。現代に建てられた門や塀もあるが、街

道と屋敷地を区画する機能およびその景観は、今後も必要

な要素に含まれると考える。

洋風意匠の近代建築は、当地域の近代化および洋風建

築の展開を示す事例として重要である。下見板張の外観は

伝統的町家にも使用されているものであり、洋風和風を問

わず、智頭の町並景観の構成要素のひとつであるといえる。

また、智頭消防団本町分団屯所が顕著な事例であるが、伝

統的な和風建築の町並の中に建つ洋風建築は、当地域のラ

ンドマーク的存在として親しまれ、町並に彩りと歴史の重

層性を与える重要な景観構成物である。	 （福嶋	啓人）

て、通りからの景観を構成している。西半の板塀および庭

門は塀の壁面と門扉を竪板張で統一し、ともに切妻造トタ

ン屋根をかけ、軽快な構成である。庭門は丸柱で、通り沿

いの景観にアクセントを与えている。

旧平野家住宅は上田家住宅と同様に、大火後の町家の変

化を物語るものである。外観細部は上田家とは異なった意

匠を呈し、智頭宿の明治期建築の町家のバリエーションを

うかがうことができる貴重な事例である。

６　まとめ

智頭の景観を構成する伝統的建造物は、寺社仏閣の建造

物、町家および土蔵などの住宅関連建造物、公共施設およ

び一般住宅などの洋風意匠の建築、門や塀などの工作物が

挙げられる。これらには江戸時代から昭和前期までの幅広

い建築年代がみられるが、それらのうち町家では、大きく

２点の特徴に区分ができる。

１点目は、江戸時代から明治時代の町家で、軒高が低く、

間口の広い大規模な町家が確認できる。これらは建具等の

変更があるものの、江戸時代の智頭宿の伝統的な町家形式

を良く留めているとみられ、特に因幡街道や備前街道に面

した町並の重要な構成要素である。

２点目は、大正期から昭和前期までの町家で、これらは

一般的な智頭の町家として正面側の外観については形式化
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表１　智頭宿の町家形式の主屋表構仕様一覧（その１）

整理
番号 年代 階数

屋根 1階建具

形式 1階庇・下屋 平入
妻入 葺き材 玄関 1階床上開口

形式 建具
21 昭和前期 総 2 切妻 庇 平入 トタン 木製 掃き出し窓 木製
53 昭和前期 総 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 掃き出し窓 サッシ

54 昭和前期 総 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 窓 サッシ

74 昭和前期 2 切妻 下屋 平入 下屋 : 桟瓦 ( 石洲瓦 ( 赤茶 ))
母屋 : セメント瓦

木製
片開戸 窓 木製

107 明治 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) 木製 掃き出し窓 格子戸 (戸袋あり )
108 昭和前期 総 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 窓 木製
155 昭和前期 つし２ 切妻 下屋 平入 トタン波板 木製 窓 木製
166 昭和前期 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) サッシ 前土間か 木製（新）
168 昭和前期 つし 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) 木製 前土間か 木製

187 昭和前期 総 2 切妻 下屋 平入 下屋・玄関 : トタン波板
母屋 : セメント瓦 木製 掃き出し窓 木製

188 昭和前期 つし 2 切妻 下屋 平入 トタン波板 木製 掃き出し窓 木製

192 大正 つし 2 切妻 下屋 平入 下屋 : トタン
母屋 : 桟瓦 ( 石洲瓦 ( 赤茶 )) サッシ 掃き出し窓

縁付き 木製

193 昭和前期 2 切妻 庇 平入 下屋 : トタン
母屋 : 桟瓦 ( 黒色 ) サッシ 窓 サッシ

217 昭和前期 2 切妻 下屋 平入 トタン サッシ 掃き出し窓 サッシ
220 昭和前期 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) 木製 窓 木製
234 昭和前期 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 掃き出し窓 サッシ
235 昭和前期 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 窓 サッシ
238 昭和前期 総 2 切妻 下屋 平入 下屋：トタン、母屋：桟瓦（黒色） 木製 掃き出し窓 サッシ
242 明治 つし 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) 木製 掃き出し窓 格子戸 (戸袋あり )
248 明治 2 入母屋 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) 木製 掃き出し窓 出格子 (戸袋あり )
258 明治 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) 木製 掃き出し窓 格子嵌め殺し (戸袋なし )
297 昭和前期 つし 2 切妻 下屋 平入 トタン サッシ 窓 サッシ
299 昭和前期 つし 2 切妻 下屋 平入 セメント瓦 サッシ 出窓 サッシ
316 大正 つし 2 切妻 下屋 平入 トタン波板 木製 前土間か 木製
318 昭和前期 2 切妻 庇 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) サッシ 掃き出し窓 出格子
320 昭和前期 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) 木製 掃き出し窓 出格子
348 昭和前期 総 2 切妻 庇 平入 桟瓦 (黒色 ) 木製 窓 サッシ
366 大正 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) サッシ 掃き出し窓 木製
367 大正 つし 2 切妻 庇 平入 下屋：トタン、母屋：トタン被せ 木製 窓 木製
368 大正 2 切妻 庇 平入 トタン 板引戸 窓 木製
375 大正 つし 2 切妻 庇 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 掃き出し窓 サッシ
393 昭和前期 平屋 切妻 下屋 平入 トタン サッシ 窓 木製
395 昭和前期 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 掃き出し窓 サッシ
404 昭和前期 総 2 切妻 庇 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 窓 サッシ
405 明治 平屋 切妻、緩勾配 下屋 妻入 トタン サッシ 一部掃き出し窓 サッシ
406 明治 平屋 切妻、緩勾配 下屋 妻入 トタン サッシ 窓 木製・サッシ
411 昭和前期 総 2 切妻 庇 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 窓 木製・サッシ
412 昭和前期 一部 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 掃き出し窓 サッシ
413 明治 平屋 切妻、緩勾配 下屋 平入 トタン サッシ 掃き出し窓 サッシ
422 大正 平屋 切妻 なし 平入 トタン サッシ なし なし
429 明治 平屋 切妻、緩勾配 なし 平入 トタン波板 サッシ 窓 サッシ（内側に木製建具）
430 昭和前期 総 2 切妻 下屋 平入 桟瓦（石州瓦（赤茶）） サッシ 掃き出し窓 木製 (戸袋あり )
433 大正 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) 木製 掃き出し窓 サッシ
446 大正 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) サッシ 掃き出し窓 木製、格子戸 (一部サッシ )

452 明治 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 ))
袖卯建 ( 片側のみ ) 木製 掃き出し窓 格子戸 (戸袋あり )

477 明治 2 切妻 庇 ( 改修大、当
初は下屋か？ ) 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) 新品 窓（ガラス） サッシ・格子嵌め殺し

481 明治 つし 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) 木製 掃き出し窓 格子嵌め殺し (戸袋なし )
483 昭和前期 総 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) - 掃き出し窓 格子嵌め殺し (戸袋なし )

485 大正 総 2 切妻 下屋 平入 下屋 : 桟瓦 ( 石洲瓦 ( 赤茶 ))
母屋 : トタン 木製 掃き出し窓 木製サッシ＋雨戸

487 江戸 つし 2 切妻、緩勾配 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 ))、袖卯建 新 掃き出し窓 格子戸 (戸袋あり )
488 昭和前期 総 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) 木製 掃き出し窓 木製 (戸袋あり )
520 昭和前期 総 2 切妻 出梁 平入 桟瓦 (黒色 ) サッシ 窓 木製
522 明治 つし 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) サッシ 掃き出し窓 サッシ

526 昭和前期 総 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (黒色 ) 木製 出格子
掃き出し 木製

530 昭和前期 つし 2 切妻 下屋 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) サッシ 窓 木製
531 昭和前期 総 2 切妻 庇 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) サッシ 掃き出し窓 サッシ
533 昭和前期 総 3 切妻 庇 平入 桟瓦 (石洲瓦 ( 赤茶 )) 既製品 窓 サッシ
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表２　智頭宿の町家形式の主屋表構仕様一覧（その２）

整理
番号

2階建具 外装
2階床上開口 1階腰壁 2階腰壁 小壁 その他前面壁面 妻壁形式 建具

21 掃き出し窓 一部サッシ（戸袋あり）トタン波板トタン波板 土壁漆喰仕上げ（白色） トタン波板 トタン波板
53 窓（ふかし） サッシ - 鋼板 土壁 鋼板 鋼板、上部漆喰仕上げ

54 窓 木製 竪板 - 堅板 (1 階 )、
土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 )

堅板 (1 階 )、
土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) 不明

74 窓 木製 モルタル - 土壁漆喰仕上げ（白色） トタン波板（被せか） 不明

107 窓 雨戸木製 - - 土壁漆喰仕上げ (白色 ) - トタン
108 窓 サッシ モルタル モルタル モルタル モルタル トタン
155 窓 サッシ 鋼板 - 鋼板 鋼板、トタン波板 鋼板
166 窓 格子嵌め殺し (戸袋なし ) 洗出し - - モルタル吹付け（白色） 不明
168 窓 木製 ( 戸袋あり ) - - ガラス窓 全面ガラス開口部 トタン波板

187 窓 サッシ 下見板 トタン トタン波板 トタン波板 (2 階 ) 不明

188 窓 木製 - - - 土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) 下見板

192 窓 木製 - - - 土壁 (2 階 ) 不明

193 窓 サッシ - 鋼板 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 鋼板 不明

217 窓 木製 モルタル 鋼板 モルタル（1階）、鋼板（2階） モルタル (1 階 )、鋼板 (2 階 ) トタン波板
220 窓 格子戸＋木製カ ベニヤ - 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ（白色） 下見板
234 窓 サッシ - - 土壁漆喰仕上げ (白色 )(1 階 ) 鋼板 (2 階 ) 不明
235 窓 サッシ 鋼板 - 鋼板 トタン波板 (2 階 ) トタン波板
238 窓 木製 下見板 下見板 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁（２階） 下見板
242 窓 格子戸 (戸袋あり） 堅板 - 土壁 土壁 下見板(開口部面格子)
248 窓 格子戸＋サッシか 石張り - 土壁漆喰仕上げ (黒色 )(1 階 ) 土壁漆喰仕上げ (黒色 )(2 階 ) 窓＋雨戸戸袋
258 窓 格子戸 (戸袋あり ) 堅板 - 土壁漆喰仕上げ (白色 ) - 堅板
297 窓 木製 鋼板 - 鋼板 トタン波板 (2 階 ) 不明
299 窓 サッシ 洗出し - 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ（白色） トタン波板
316 窓 木製 - - 不明 トタン波板 (2 階 ) 下見板
318 窓（ふかし） サッシ 鋼板 鋼板 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 鋼板 (1 階 ) トタン波板、鋼板
320 窓 サッシ 堅板 - 土壁漆喰仕上げ (白色 )(1 階 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) 漆喰塗、鋼板
348 掃き出し窓 サッシ 鋼板 タイル 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) 漆喰塗 (1,2 階は鋼板 )
366 窓 サッシ - 鋼板 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ（白色） 不明
367 窓 木製 鋼板 板 土壁漆喰仕上げ (白色 )(1 階 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) 不明
368 窓 サッシ 下見板 下見板 土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) 下見板 (1 階 )、漆喰仕上げ 鋼板
375 窓 サッシ タイル - 土壁漆喰仕上げ (白色 )(1 階 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) トタン波板
393 - - トタン波板 - 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) 不明
395 窓 サッシ 下見板 下見板 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 鋼板
404 窓 サッシ タイル 下見板 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 下見板
405 - - 一部タイル - モルタル吹付け（白色） モルタル吹付け（白色） トタン
406 - - モルタル - モルタル吹付け（灰色） モルタル吹付け（灰色） 土壁
411 窓（ふかし） 木製 堅板 鋼板 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 鋼板
412 窓 サッシ 鋼板 - トタン波板 鋼板 下見板、鋼板
413 - - - - - モルタル吹付け（白色） -
422 - - モルタル - モルタル モルタル（灰色） モルタル
429 - - 下見板 - 土壁 下見板 土壁
430 窓 木製 洗出し - 土壁漆喰仕上げ (白色 )(1 階 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) 下見板・鋼板
433 窓 サッシ 鎧板 - 土壁 鋼板 (2 階 ) 鋼板
446 窓 木製 - - 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 鋼板 堅板

452 窓（ふかし） サッシ - - - 漆喰塗籠 (2 階 ) 堅板＋漆喰塗籠

477 窓 サッシ 竪板 - 土壁 土壁 下見板

481 窓 雨戸木製 堅板 - 土壁漆喰仕上げ (白色 )(1 階 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) 木目調鋼板
483 窓 格子嵌め殺し (戸袋なし ) 堅板 堅板 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 下見板

485 ２階前面はすべて鋼板で覆われる。開口等不明 トタン波板

487 むしこ窓 - - - 土壁漆喰仕上げ (黒色 )(1 階 ) 漆喰塗籠 (2 階 ) 不明
488 掃き出し窓 サッシ (外部にルーバー ) 堅板 堅板 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ (白色 ) トタン波板
520 掃き出し窓 木製 (戸袋あり ) 竪板カ 堅板 土壁 板張り（旧開口部か） 下見板
522 窓（ふかし） サッシ 堅板 - 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 土壁漆喰仕上げ（白色） トタン波板

526 窓 サッシ (雨戸あり ) 板張 - 土壁漆喰仕上げ (黒色 )(1 階 )、
土壁漆喰仕上げ (白色 )(2 階 ) - 下見板 (1 階 2 階は鋼

板 )
530 窓 サッシ 鋼板 - - 漆喰塗籠 (2 階 ) 鋼板カ
531 掃き出し窓 サッシ 堅板 - 土壁漆喰仕上げ (黒色 )(1 階 ) 玄関横出格子 トタン波板
533 窓（ふかし） サッシ 竪板 - 土壁漆喰仕上げ (白色 ) 鋼板（1階）、土壁漆喰仕上げ 下見板、鋼板
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図 32　明治時代（№ 107） 図 33　明治時代（№ 406）

図 40　昭和前期（№ 53）

図 41　昭和前期（№ 220） 図 43　昭和前期（№ 483）

図 44　昭和後期（№ 85） 図 45　昭和後期（№ 360） 図 46　昭和後期（№ 470）

図 34　明治時代（№ 477）

図 35　明治時代（№ 522） 図 36　大正時代（№ 192） 図 37　大正時代（№ 316）

図 38　大正時代（№ 367） 図 39　大正時代（№ 368）

図 42　昭和前期（№ 320）
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１　芦津における景観と生業活動の変遷史

４章　芦津の変遷と現況

分かれており、遅くとも近世前期の段階で家屋が確認でき

るのは中土居の一部であった（後述）。現在、中土居とそ

の山裾には同族集団である３つの「カブ」それぞれの本家

や祠、籠
こもりどう

堂が位置している（図１）。「カブ」の本家である

綾木氏や寺谷氏は、開村伝承に登場する一族と同姓である。

中世、この地区を核として集落や耕地の開発が進んだとす

れば、居住と耕作に際して谷底平野に流れこむ上田川の谷

水を求めたことが類推できる。１章２節で芦津の集落立地

を谷口指向型としたのはこのためである。

この仮定を裏付けるように、近世には上田川の谷水は

１　中世における集落の形成

東山沖ノ山の奥深くの谷底平野に広がる芦津は、中世の

落人によって開村されたと伝わる１)。天慶３年（940）の

平将門の乱で敗れた大呂一族とその郎党である綾木・寺谷

氏らは諸国を流浪した結果、宝治３年（1249）ごろから北

股谷の大呂を開拓した。５年後には綾木氏らは北股川をさ

らに遡って芦津を拓き、木地職で生計を立てたという。

この開村伝承は、現集落の立地から鑑みると的外れな

話ではない。芦津は「ドイ」と呼ばれるいくつかの地区に

１　芦津における景観と生業活動の変遷史

武田カブ 寺谷カブ綾木カブ

上

　田

　川

中　土　居 上　土　居

滝　の　木

中　土　居 上　土　居

滝　の　木

武田カブ 寺谷カブ綾木カブ

芦津部落事務所芦津部落事務所

…本家

…籠堂・祠

100m0m

図１　芦津におけるカブの本家と籠堂
綾木カブの本家は現在は堂本に移転している。
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また、「田畑地続全図」には、集落周辺に宅地以外に道

や墓地などがみえる。中土居の集落内に確認できる２つの

「堂」は近世後期の地誌である『因幡誌』の「辻堂薬師。観音。」

に相当すると考えられる。特に上土居の集落内部の堂の前

には「道場之草原」という地目表記となっている広場的な

スペースが存在した。また、集落中央には鎮守の森と思わ

れる山林に囲まれた宮が確認できる。この社は芦津神社の

前身の荒神社とみられる。なお、荒神社の社殿は智頭宿の

大工である小竹原善八郎によって文化７年（1810）に再建

された６）。

（２）耕地

　芦津村の耕地は中土居や滝ノ木の居住地の周囲だけでな

く、八河谷川の周囲や小字倉谷の奥部にあたる北股川の

最上流部にも散開している（図２参照）。こうした耕地は、

上田川沿いを含めて傾斜地に営まれる場合も多く、土羽の

畦畔を備えた棚田や段畑が確認できる。

田畑の別に注目すると、山裾や川沿いなどの用水が確保

しにくい地点や宅地の周囲に畑地が展開し、それ以外は水

田が営まれていたとわかる。また「畑田」という地目も多

く確認できるが、これは二毛作をおこなっていた耕地と考

えられる。

耕地からの収量を示す石高は、芦津村では、享保元年

（1716）に 69.803 石、天明６年（1786）に 126.272 石、天

保５年（1834）に 141.551 石と顕著な増加を見せた７）。特

に天明６年から天保５年にかけて、智頭郡上構の他の村々

が冷害を背景に石高を減じたなかで芦津村と隣村の八河谷

村のみが石高を増加させた。

こうした石高の増加に関して、嘉永元年（1848）の倉

谷の開墾の事例が紹介されている８）。そこでは、新たに開

墾した水田は４軒の家によって「出宿」をおこなっている

が、農地を結ぶ一本橋がたびたび流出するため、その修繕

の人夫賃の援助を藩に願い出ている。「出宿」とは、泊り

がけでの出作り、もしくは元の集落（中土居か滝ノ木）か

らの転出を指すと考えられる。再び「田畑地続全図」に目

を向けると、倉谷には「新」の文字が付された水田が非常

に多い点や、「出宿」していた４軒に相当するとみられる

近世中後期成立の宅地が畑地のなかに確認できる（図４）。

すなわち、倉谷の一帯（図５）は、近世後期の新田開発と

それに伴う家屋の建造によって成立した地区と位置づけら

れる。	

他の水路とは異なる意味づけがなされていた。文政 11年

（1828）の「智頭郡村々井手堰樋橋堤樋戸根帳	上構」（鳥

取県立博物館所蔵）によると、芦津村の用水 17筋のうち、

北股川に取水口をもつ 16の水路が「井手」として列挙さ

れる一方、上田川のみが「山下り」に分類されている。上

田川は「井手」とは異なり大規模な工事や管理を必要とし

ない自然河川であったことを意味しよう。開村期の芦津住

民は利用が容易な上田川の谷水を生活生業の基盤とし、中

世から近世の人口増加に伴って村民共同で「井手」を掘り、

水田を広げていったのではなかろうか。

２　近世における景観と生業の動態

伝統的な村落空間は、中心からムラ（集落）→ノラ（耕

地）→ヤマ・ハラ（山林・原野）の同心円的な圏構造によっ

て語られてきた２）。以下では近世芦津村の景観と生活・生

業を集落、耕地、山林の３つの領域ごとに振り返りたい。

集落と耕地の様相を知りうる史料に、「智頭郡芦津村田

畑地続全図」（鳥取県立博物館所蔵）がある（図２）。この

絵図をもとに、集落周辺の土地利用を復原したのが図３で

ある。鳥取藩領では天保期に、各村で地続全図が作製され

た３）。「智頭郡芦津村田畑地続全図」もそのうちの１つと

考えられる。作製年の記載はないが、署名がある大庄屋の

在任期間４）から、天保 10年（1839）から弘化４年（1847）

までの作製とみなしうる。

（１）集落　　

第３章で述べたように「田畑地続全図」の宅地は寛文期

（1661-1673）までに存在したものと、それ以降に成立した

ものに区分できる。このほか、絵図中には地目が「屋敷」

となっていても建造物を示す屋根形の印がない箇所がある。

絵図作製直前の文化 12年（1815）の火災５）により焼失し

た可能性も考えられる。

寛文期に存在していた宅地は中土居の中心部に限られ、

現在の滝の木、倉谷の宅地はそれ以降に成立したことが読

み取れる。堂本に関しては 19世紀半ばの段階でもまだ宅

地がなかったことになる。寛文期以降に成立した 24の宅

地のうち、４ヵ所が水田から、20ヵ所が畑地から転換さ

れた。水田からの転換は中土居の既存宅地の周囲に成立し

たものに限られる。一方で、新規に集落が形成された滝の

木と倉谷ではすべて畑地を利用して宅地が造成された。高

燥な畑地を宅地に充てたのであろう。
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１　芦津における景観と生業活動の変遷史

図２　智頭郡芦津村田畑地続全図
鳥取県立博物館所蔵。図中の表題は「智頭郡芦津村田畑地続絵図」。上：164 ㎝× 249 ㎝，下：251 ㎝× 249 ㎝。
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図３　近世芦津村の土地利用
「智頭郡芦津村田畑地続全図」をもとに作成。

谷
河

山根

あげさ 寺谷

中河原

河原向山上ミ

向山下モ

たきの木
河原

谷口
のふて

さきのふせ
釣懸ケ上ミ

岩花

きれ戸

筏河原

下モ河原

上
ミ
な
る

倉谷
一ツ岩口

岸
ノ
上
口ゑ

の
元

小雲ヶ鳴

堂本

滝の木
中土居

倉谷

上
田
川

上土居

堂本

滝の木
中土居

倉谷

上土居

北
股
川

氏神

水
田

畑 墓
地

川
原
葭
無
并

道
場
之
草
原
等

宅
地 ︵
古
︶

宅
地 ︵
新
︶

祠 川
井
手
筋

道
筋

石
垣
石
堤

筏河原

中土居…現代のドイ（村組）

…小字地名

…小字界

400m0

林
野

400m0



61

１　芦津における景観と生業活動の変遷史

てもらいたいと願い出ている。焼畑とスギの育林・伐採を

セットとした生業形態が確認できる。

久兵衛が新田開発を進めるなかで、次第に焼畑とスギの

生産を営む者たちは一帯から締め出されていき、嘉永７年

（1854）にかけて久兵衛一族と争論に発展した。最終的に

久兵衛らの全面勝訴となり、一帯は彼らの所持となった。

この一連の流れは、前述の倉谷の開墾と同様に、集落周縁

部の耕地化と捉えられる。

土地所有を明確化させていく久兵衛らに対して、他の

芦津村民が数十年にわたって抵抗した理由も切実であった。

天保７年（1836）に芦津村の吉三郎ほか 12人らが作成し

た藩への願書によると、吉三郎らの芦津村民たちは、焼畑

地が久兵衛一族に囲い込まれて火入れが制限されることで、

遷移が進んで小木が繁茂してしまい、火入れを通して保持

してきた「肥草刈場」が減少し、ついには刈敷を田畑に投

下できなくなり「農業手廻し悪敷作力劣」るのを危惧した。

このように焼畑地は畑地・植林地であるとともに刈敷をも

たらす草山でもあり、八河内村との山論と同様に芦津村民

にとって刈敷は不可欠の資源であった。

一般に、近世後期から金肥（購入肥料）が普及するなか

で、日本の村落は金肥を積極的に導入できる村と、芦津村

のように依然として刈敷などの草木を肥料に用いる村に二

極化した（水本 2003）。ただし、これは芦津村の後進性で

はなくむしろ優位性を示す。やや時代は下るが、明治 13

年（1880）の段階で、智頭宿の山林は草山 220 町歩、薪

炭山 145 町歩、材木山 27町歩であった 11）。草山は肥料や

家畜の飼料を採取するための場と考えられる。一方で明治

（３）山林

「芦津村田畑地続全図」で林野を示すのは、萌黄色に塗

られた部分である。集落周囲の傾斜地だけでなく田畑の間

などにも散在している。一方で、その外部に広がる山林は

絵図には描かれない。そのため、以下では争論に関わる史

料を中心に智頭林業成立以前の山林原野の植生や営みにつ

いて詳述したい。

近世芦津村の山林では、農業に関係する争論やできごと

は集落の周辺部で、林業関係はより遠隔地で発生した傾向

が認められる（図６）。	

農業関係のできごとに、八河谷村との山論がある。文化

６年（1809）、芦津村が小字桑原の水田耕作に際し、八河

谷村域の草山から肥料として刈敷を求めたことから争論と

なった９）。両村の檀那寺である西野村の歓喜寺や大呂・中

島・西野村が仲裁に入ったが、翌年の段階では八河谷村が

承知しておらず、最終的に内済がなされたかは不明である。

西平での争論も農業活動に関係するが、水田耕作と焼

畑、採草、伐林といったさまざまな生業活動が重層し、も

しくはせめぎあうものであった 10）。

まず、文化２年（1805）に芦津村は倉谷から砂子谷ま

での「切畑（焼畑）場所」の新田開発を願い出た。続いて

文化７年（1810）に願主久兵衛が五人組頭と庄屋、年寄の

連名で奥山にかけてさらなる開墾を願い出た。ここで着目

すべきは、その一帯には芦津村民によるスギの植林地であ

る「杉座」が存在していた点である。スギの伐採地ですぐ

に「土直り」するところは常畑相当の年貢を上納するが、「土

地悪敷場所」は今までどおり焼畑のままの年貢率で容赦し

図４　倉谷の新田と集落
「智頭郡芦津村田畑地続全図」（鳥取県立博物館所蔵）より。

図５　現在の倉谷集落
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図 6　近世の芦津周辺の山林での争論・できごと
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町域でスギの植樹が盛んとなった時期である 18)。

まず、天保３年（1832）芦津村は沖ノ山加連木原での

木材の伐採を藩に願い出ている 19）。林業活動は村の領域

にとどまらず、天保６年（1835）は杉板類の鳥取城下への

舟運による運送を計画し、天保 15年（1844）には芦津か

らは直線距離で 14㎞以上離れた八上郡久野寺村の御建山

で伐採に従事している 20)。また、鳥取藩の植林事業の一

環であるが、天保２年 (1831) には芦津村の「字かなみ谷口」

に杉 500本が植えられた 21)。

こうした奥山は藩の管理下に置かれており、芦津村民の

「稼ぎ場」であっても所有地ではなかった。そのため、杣

は１石６斗の山役米を藩へ納付する義務があり、その上納

は廃藩置県がなされた明治 4年 (1871）まで継続された 22）。

また伐採の許可を取り付ける必要があり、場合によっては

利用が制限された。時期が遡るが、享保 10年（1726）、芦

津を含む７か村は山林が荒廃したために「御用木」の上納

は困難であると藩に意見した 23）。しかし、御山奉行の見

分の結果、「杉四寸角、三寸角樽、幷栗丸太・雑丸太」は

確認できるためこれまで通り上納することが命じられ、さ

らに地域の生活・生業のための「渡世木」の伐採は差し止

められた。こうした規制の背景には鳥取城下の火災からの

復旧のための建築資材の不足も指摘されている 24）。また、

藩との関係で言えば、寛政７年（1795）には沖ノ山の砥石

が藩から国産品として着目され、商品化が図られた 25）。

９年（1876）の芦津の柴草山は 388町歩にも及ぶ 12）。

芦津村は他村よりも豊富に「肥草刈場」を抱えていた可

能性がある。この資源は、先に確認したように他の村々の

石高が伸び悩んだなかで、芦津村が石高を飛躍させた要因

となったとも想定できる。

一方、さらに深奥にあたる東山・沖ノ山では、刈敷の採

取によって草地が維持された里山的利用ではなく、地域外

の木地師や芦津村民である杣によって深山の森林資源を生

かした採取林業が展開した。

東山・沖ノ山で確認できる最初の生業活動は、明暦３

年（1657）の木地師 52人による木工業である 13）。彼らは

芦津村だけでなく現智頭町内の様々な村落の深山に出没し、

美作国方面から移動するなかで活動したことが指摘されて

いる 14）。同じく東山・沖ノ山の深山で活動した者であっ

ても、他国出身で流動的な木地師と異なり、杣と称された

林業従事者は芦津村民とされる 15)。

木地師と杣では生業活動の内容も異なり、木地師がブ

ナ材をもとに木工品を制作したのに対し、杣はスギから板

木や樽材を生産したとされる 16）。先に見た文化年間のス

ギの植林はこうした活動の一環と捉えることができ、文政

10年（1824）にも 27名の村民による植林が確認されてい

る 17）。ただし、芦津住民の主体的なスギ生産や杣として

の働きが確認できるのは、化政期や天保期などの 19世紀

以降である。このころは大庄屋である石谷家を中心に智頭



63

１　芦津における景観と生業活動の変遷史

ノ方法ヲ立テ」るために作成され、規約に違反した場合は

入山権をはく奪された。全 24条からなる条文には、会員

の条件や議決の方法が記されたのち、以下に掲出するよう

な林業活動に関わる記載がある 28)。

第八条　大字芦津村ハ毎年度、字中山、字カツラケ谷

ヨリ、大東仙字ワサピ谷、字砂子谷ヲ伐木シテ生計ノ

基礎ヲ窟立スルモノトス

　但シ保安林ニ属スル山林ハ官庁ノ指揮ヲ遵守スル

モノトス

第九条　前条林地ニハ杉桧栽殖適当ノ地所ナルヲ以

テ所轄村長ノ立会ヲ請ヒ、毎年度四千本ヲ毎戸ニ割当

ン殖植スルモノトス

　但シ最初ハ砂子谷ヨリ着手ス

第十条　第九条ノ山林ニ於テ樹木ノ伐採ニ従事スル

モノハ山手料トシテ、毎年度売上ケ高百歩ノ六歩ヲ大

字芦津村ニ納入スルモノトス、其納入期限ハ六月廿日

十月二十日ノ二期トス

第十一条　材務理事ハ山稼人惣体ノ取締ヲナシ共有

山ヨリ製出ノ物品ヲ取調へ打印ヲナシ、林務理事ノ打

印ナキモノハ総テ売却スル事ヲ得ス

第十二条　前条製出ノ山手料売上ケ高百歩ノ六歩ヲ

本大字芦津村基本財産トシテ貯蓄シ銀行又ハ駅逓局

二預ケ入レ、其通帳ハ所轄村長ニ保管ヲ乞ヒ、郡長ノ

竪督ヲ受クルモノトス

植林・伐採地はある程度固定されており、これは村中

持として画定された民有林の規模に規定されると考えられ

る。規約に登場する砂子谷、桂ケ谷、大東仙といった土地

は沖ノ山のなかでも集落寄りの部分にあたり、多くが明治

14年の山野の官民有化の際に民有地に残された場所であ

る。さらにさかのぼれば、この一帯では近世後期に久兵衛

一族による新田開発がなされ、焼畑をともなうスギの育林

がなされていた。つまり、明治 30年代のスギの育林地は

奥山部分というよりは、里山部分であり、焼畑による火入

れもおこなわれたであろう柴草山であった。

しかし、その林業活動の規模は久兵衛が「少々宛植杉仕

候場も御座候」29) と称したような立木が散在する様相で

はなく、毎年度 4,000 本の植林がなされた。聞き取り調査

によれば、当時の植林法は、沖ノ山に生育する天然スギか

３　近代における智頭林業の展開と芦津

（１）明治期における「村持山」の画定

　近代を迎えると、明治政府は地籍編纂や地押調査を通し

て国土の余白なき把握と帰属を推し進め、入会地の官没を

すすめた（荒木田 2020）。広大な山林を抱える芦津村もこ

の問題に直面し、明治 14 年（1881）、里山部分にあたる

と思われる柴草山のうち、168町が収公され、276町が「村

中持」として残された 26）。また奥山部分では、1,715 町 4

反 6畝 10 歩が官有地とされたのに対して、村所有の山林

は 277町７反２畝 10歩にとどまった。

こうした山林の収公に対して、明治 30年代には計 720

町歩の山林の下戻しを願い出ている 27）。このうちの青笹

という地区の 168町歩は先に官没された柴草山であり、ほ

かの土地は奥山部分の森林と考えられる。結局、この下戻

しは実現しなかったようである。

しかし、山林の多くを収公されてもなお、芦津は他の大

字と比して広大な森林資源を抱えていた。そもそも、第１

章で確認したように現在の智頭町域の各大字の官有林・民

有林双方を含めた面積の平均は 412ha であり、これは芦

津の明治 14年以降の民有林のみの面積である 548ha（553

町歩）を下回る。また、芦津と同時期に山野の下戻しを申

請した 10か村の申請地は芦津の申請地面積である 720 町

歩を大きく下回り、近世に植林と伐採が盛んにおこなわれ

ていた中原村でも 134町歩、明治中期から智頭林業を代表

する育苗法を開発していた大呂村でも 42町歩であった。

こうした点からは、山林の官民有化があまねく近代の

村々に影響を与えるなかで、芦津はむしろ比較的広い「村

持山」を保持できたと捉えることもできる。聞き取り調査

によれば、財産区は国有林の山林を買い戻していることが

確認でき、明治期以降、更に卓越した森林資源を確保して

いったと推測される。

（２）明治大正期の芦津の林業活動

　明治 20 ～ 30 年代は、智頭林業を特徴づける赤挿し苗

の生産方式が確立され、製材工場や材木生産組合が成立す

るなど、智頭林業のさらなる進展がみられた（第１章、第

２章参照）。この時期の芦津の林業活動については、明治

31年（1898）に作成された村内の取り決めである「大字

芦津村取締幷ニ経済会規約」が参考となる。この規約は芦

津に出自を持つ者のみを経済会の構成員とし、「経済維持
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なかった。こうしたなかで、鳥取営林署が大正 10 年（1921）

に着工した沖ノ山林道は、搬出方法に画期的な変化をもた

らした。

沖ノ山林道の敷設工事は、第一次世界大戦の影響によっ

て木材需要が増加していた大正９年（1920）に公布され

た「公有林野等官行造林法」を背景とする。林道に設けら

れた森林軌道では、当初はトロッコを牛に曳かせて木材を

運搬していたが、昭和 17 年（1942）に 60 馬力のディー

ゼル機関車が導入され、一度に 15 台のトロッコを牽引す

る大量輸送が可能となった 32）。この森林軌道は沖ノ山山

中に広がった。

国有林事業は、国有林内で完結したわけではなく、芦津

の住民と地域にさまざまな接点を持った。まず、森林軌道

は国有林のブナ材のみならず民有林のスギ材の運搬にも用

いられ 33）、「村持山」の林業活動を促進させた。また、森

林軌道の始点である芦津貯木場が昭和３年に芦津西部の堂

本に造成された（図７）。貯木場付近の北股川では、同時

期に河川改修工事がなされ、さらに堂本ではこの頃に宅地

の増加がみられるなど（後述）、この地区は昭和初期の土

木工事を契機に発展したと言える。

また、国有林事業には高知県や岐阜県、三重県などから

も労働者が流入した 34）。彼らは沖ノ山事業所に併設され

た宿舎に起居していたが、そこは芦津の山の神の祭りがお

こなわれるなど、国有林事業の従事者と芦津住民の交流の

場ともなった。

昭和 30 年代には、森林軌道周辺の国有林はほとんど伐

採されて搬出量も減少していった。さらに搬出の手段が自

動車に移り変わるなかで、昭和 36 年（1961）の第二室戸

ら伏条の太い苗を１日に 200 ～ 300 本採取しておき、植

林時にその苗を植えた。そして、売上げの６％は芦津村に

納入され、村の基本財産に貯蓄されていった。

伐採された木材の利用については、大正 11 年（1922）

の以下のような記述がある 30）。

（民有林は）毎日ノ生計ノ資料ヲ得ル秣場ニシテ、祖先

以来の唯一ノ生業地タリ。然ルニ明治二十年頃以来ハ

該山林内ニ埋没セル杉檜等ヲ採取シ、之レヲ樽底丸ニ

作製シ、三十余年間糊口ヲ凌キ居候傍ラ植林ヲ為シ来

リ居リ候

採取された木材は樽材などに用いられていたことがわ

かる。より興味深いのは、大正 11 年時点でも林内では秣

などの採集に主眼が置かれており、林内のスギ・ヒノキの

伐林と植林はあくまで生計を立てるための副次的な手段と

主張されている点である。嘆願書としての性格を差し引い

ても、大正期までの民有林では、秣場の維持にかなり重点

が置かれていたと言える。

この時期までの芦津では、伝統的な生業活動を継続し

て生きていくための糧を確保することを前提に、山林の官

民有化後の新たな局面で住民たちが協働的な植林と伐採に

活路を見出し、「経済維持ノ方法ヲ立テ」ようとしていた。

その方法としての毎年度 4,000 本のスギの植林が実を結ぶ

のは、スギが十分に成長する昭和期以降である。

（３）土木工事による林業活動の拡大

　明治 20 年、智頭林業地域では材木の搬出に「木馬」

が導入されたが 31）、搬出が重労働を伴うことに変わりは

図８　堂の広前での刈り穂の販売風景
寺谷敦男氏撮影、智頭町教育委員会提供。

図７　土場全景
寺谷敦男氏撮影、智頭町教育委員会提供。
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22 年（1889）～大正８年（1919）の間に作製された地籍

図である。以下では、この地籍図の復原図（図９）をもと

に、前後する近世後期や現代の状況を交えつつ、芦津を４

つの地区に区分したうえで景観の変遷をまとめたい。

（１）集落耕地西部（堂本）　

北股川南岸には近世後期・近代の時点で水田が確認でき

るが、前述のようにこの地に昭和３年に芦津貯木場が造成

された。現在では森林軌道跡や道路に貯木場の痕跡が残る。

また、地籍図には明治８年（1875）に開校した山形第二小

学校の用地も確認できる。

このように、この一帯は近代の開発の影響を大きく受

けた地区だが、その開発はそれまでの土地利用を引き継い

でいた可能性がある。「芦津村田畑地続全図」と「地籍図」

によれば、この一帯の小字地名は「筏河原」となっている。

智頭町内の村落には「筏場」という小字が散見されること

が報告されている 38）。「筏河原」が大正期まで木材の運搬

に用いられた筏流しの場を指すとすれば、芦津では近世以

来の木材運搬の起点に近接して貯木場が設けられたことに

なり、場の利用の連続性が感じられる。

（２）集落耕地中央部（中土居・上土居・滝の木）

中央部の谷に広がる宅地は、近世後期から明治期にかけ

て大幅に増加した。この背景には林業活動との関係が想定

できる。こうした活動を通じ、分家が可能となる経済的な

ゆとりを得たと考えられる。また、小区画の墓地が集落や

耕地に散らばって分布している様子が確認できるが、これ

も宅地の増加や分家が関係していると考えられる。

中土居の付近は中世にまで遡りうる地区であることは

先述した。その中心部の現在でも「ドウ（堂）」と呼ばれ

る図中の A では、昭和前期に近世以来の堂が撤去されて

農協へ変わり、その前では刈り穂の売買がなされた。現在

では農協の建物は芦津部落事務所と日用品を売る販売所と

して機能している。集落の中心が時代を通じて同じ地点に

あり続けながらも、時代ごとの生活や生業に応じて機能を

変化させたことが理解できる。

この一帯の田畑は、近代に微増を見せるものの、この時

期に水田が宅地へと転用されている点を考慮すると、近世

後期の段階が最も広く展開していたといえる。現在では上

田川沿いなどに休耕田が目立つ。

（３）集落耕地東部（倉谷）

倉谷は、近世後期の新田開発と出作りに端緒を持つ地区

台風による軌道の流出や寸断を受け、昭和 39 年（1964）

には鉄道輸送が停止された 35)。

（４）昭和30年代の杉苗生産の拠点としての確立

昭和 21 年（1946）以降、智頭町内に木材業や製材場が

数多く成立し、昭和 27 年（1952）には鳥取大火に復興に

際して需要が増大するなど、智頭林業は活況を呈した 36）。

こうした状況下の芦津の林業活動について、以下では聞き

取り調査の成果 37）からまとめたい（１章３節参照）。

昭和 30 年代には智頭林業全体の好況と植林の拡大をう

けて苗木の需要が高まっていた。芦津では苗木の生産組合

が設置され、苗木の生産拠点として機能していった。当時

の苗木は、天然スギなどに垂れ下がる枝を採取した「赤挿

苗」であった。５月 20 日からの 20 日間を中心に、沖ノ山

で１日に 2,000 ～ 3,000 本を採取した。智頭町域において

芦津が唯一にして最大の苗木生産の拠点となりえた理由の

ひとつには、天然スギの生育する山林が、国有林を含めて

豊富に存在したことが考えられる。

採集してきた穂木は、１週間ほど水に浸けて「刈り穂」

として出荷する場合と、育成してから「杉苗」として出荷

する場合があった（図８）。

杉苗の生育には出荷までに約２年間を要した。杉苗の生

育には豊富な栄養が必要とされるため、苗畑に用いるのは、

畑よりも肥沃とされた水田が好まれた。芦津で苗畑を営む

家は昭和 30 年代以降、15、16 軒にまで増え、芦津の水田

の一部は苗畑に転換されたほか、大呂など芦津外部の大字

の田を借りて杉苗を育てる者もいた。

智頭杉の生産から流通までの過程において、智頭宿が最

終局面にあたる流通の拠点として機能したのに対して、芦

津は出発点となる赤挿苗の生産地としての立場と役割を確

立していった。また、水田の苗畑への転換に象徴されるよ

うに、この時期には大正期まで高い比重が置かれていた水

田耕作ではなく林業活動を優先した生業のあり方へとシフ

トしたといえる。そして、赤挿苗の生産で成した財は家屋

の修築などにも充てられ、茅葺き・石置き屋根から瓦屋根

への転換や籠堂の建設など集落景観に変化をもたらした。

４　近世―近代―現代における景観の変遷
と持続

近代芦津の景観を知りうる史料に「智頭町大字芦津地

図」第壱号～参号がある。これは䖝井村が存在した明治
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図９　近代芦津村の土地利用
智頭町役場所蔵「智頭町大字芦津地図」第壱号～参号をもとに作成。
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１　芦津における景観と生業活動の変遷史

５　小結

「智頭の林業景観」の特徴として、人工林のなかでオウ

レンやダイコン・アズキを栽培するような、林業活動の複

合性が指摘されている（鳥取県立公文書館県史編さん室編

2019）。芦津でもこうした作物の栽培はみられたが、林業

活動と複合性という２点を拡張してみると、歴史のなかで

育まれた「芦津らしさ」は以下のようにまとめられる。

まず、林業活動を木材の生産に限らずに山の資源を用

いたさまざまな生業活動と捉え直すと、芦津は常に山の恵

みを活かしながら生活を豊かにしていたことに気づく。近

世には田畑へ投下する刈敷を山から得て収量を増やし、幕

末にはスギ生産にも手を伸ばした。明治期には本格的にス

ギの植林を広げ、昭和 30 年代には智頭林業地域における

杉苗生産の拠点としての地位を確立した。育成林業が落ち

着きをみせた現在も、山林で採取されたトチの実やキノコ、

山菜が生活を彩り、また山林と渓谷の美観は観光の資源と

なっている。

一方、複合性を林地での局面に限らずに各所に敷衍する

と、水田、常畠、焼畑、スギ生産、または杣としての出稼

ぎといった複合的な生業がなされてきたと指摘できる。大

正期までは水田耕作への比重が高かったが、昭和 30 年代

の杉苗生産期に農業と林業の比重が逆転するなど、社会変

容に応じて生業活動の組み合わせは変化していった。しか

しながら、杉苗生産が盛んとなり林業に傾斜した時期でも

田畑は保たれて農業と林業は共存し続け、現在の農林業景

観が形成されてきたといえる。

第三の特徴は、以上のような生業活動の運営が芦津村

や、芦津村経済会、芦津財産区といった共同体によって担

われてきたことである。これは大地主の個人プレーが林業

活動を牽引してきた智頭宿と相違する。芦津にも本家―分

家の関係は存在するものの智頭宿の大地主と小作人のよう

な関係ではなく、村社会の連帯が基盤となってきた。

以上のように、芦津は恵まれた山の資源を活かし、地域

の共同的な運営基盤のもとで社会状況に応じて生業活動を

複合的に営んできた歴史を有し、とりわけ智頭林業地域に

おいては杉苗の生産という林業活動の出発点を担ってきた

地域として位置づけられる。　　　　　　　（竹内 祥一朗）

である。近世後期から近代にかけては田畑に微増が見られ

るのみだが、近代から現在までの変化は著しい。倉谷集落

の西部は、近代までその多くが山林や河原であったが、明

治以降の河川改修を経て、現在は山菜料理店のみたき園や

豆腐工場が立地している。特にみたき園は近年、芦津の渓

谷美と山里の風情を活かした観光業の一角を担う施設とし

て利用されている。

新田開発やみたき園の開園などに見られる動きは、芦津

の歴史的変遷を反映している。倉谷は堂本と同様に芦津の

生活生業の歩みに応じて伸縮してきた。

（４）周辺の山林

　明治 31 年（1898）時点の植生を示した５章 1 節図８を

参照すると、芦津集落は針葉樹と広葉樹からなる山林に取

り囲まれ、その外側には荒地と広葉樹林が広がっていた。

荒地は刈敷の採取や焼畑がおこなわれた草生地と考えられ、

倉谷の南側に確認できる荒地では、前述のように、実際に

そうした利用やスギの植林がおこなわれた。

現在、草生地は山林へと移り変わっているが、一部では

かつての営みの痕跡が残されている。聞き取り 39）によれ

ば、戦後まで「カリョウ」と呼ばれた焼畑がおこなわれて

いた。隣近所の者と誘い合って、部落所有林を伐採した１ヶ

月ほど後に火入れをおこない、大根を播種した。焼畑では

２年目には小豆を植えたが、その後は放置した。倉谷の奥

に現在も残る雑木林は焼畑跡地の植生かもしれない。

一方、沖ノ山の森林は明治 34 年（1901）の段階では広

大な広葉樹林である。しかし、やがてここで杉苗が採取さ

れたことを勘案すれば、すべてが広葉樹で構成されたわけ

ではなく天然スギも一定程度含まれていたと考えられる。

現在、この一帯にもスギの植林地が多く確認でき、林業の

進展とともに植生も変貌していったことがうかがえる。

また、奥山部分は芦津の生業の場であるとともに景勝地

でもあった。北股川の源流部に存在する三瀧は、古くから

雨乞いの霊所として知られており、昭和 20 年代までは美

作国や播磨国方面からの参詣者も多かった 40）。近世後期

の『因幡誌』には滝下の泥亀淵とともに「名所」に紹介さ

れている。こうした名所を抱える芦津の渓谷は、天然林と

ともに紅葉の名所で知られ、森林軌道跡をたどる「森林セ

ラピー」の場にも利用されている。また、三瀧の付近には

昭和 12 年（1937）竣工の三瀧ダムとその水力を利用した

芦津発電所が存在する。
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２　芦津の水利用の変遷と特性

２　芦津の水利用の変遷と特性

上流側（東側）から、K1、K2、K3 と番号を付けて、それ

ぞれの水路網の概要を記す。

北股川水系の水路網　　幹線水路 K1（図１・２）は、北

股川右岸側の取水口から取水し、右岸と道路の間を 150 ｍ

ほど流下したのち、上土居地区から居住域に入る。そして、

K1 と５本の支線水路 K1-1 ～ K1-5 によって、等高線に沿

いながら、上土居と中土居の大部分を潤す。その範囲は、

北股川の右岸から上田川の左岸にかけてのエリアとなって

いる。

幹線水路 K1 と支線水路 K1-5 は、上土居と中土居の中

心部を流れ、末端は上田川に落ちる。この２本の水路は屋

敷地をめぐりながら、主に生活用水に利用される。一方、

支線水路 K1-1 ～ K1-4 は、上土居地区の北側と南側の農

地への灌漑を目的としたものである。K1-1 の末端は幹線

水路 K1 および上田川へ、K1-2 と K1-4 は北股川へ、K1-3

は K1-1 へ水を落とす。

次に幹線水路 K2 と K3 をみていこう。これら水路は K1

に比べると全長が短く、K2 は滝の木地区南側、K3 は堂本

地区の灌漑や生活用水に利用される。

上田川水系の水路網　　上田川からの幹線水路は３本とも

右岸側に引かれている。中土居と滝の木の、山裾から上田

川右岸にかけての水田を潤す。川の水量が限られているた

め幹線水路は短く、支線水路はなく、灌漑面積も狭い。幹

１　はじめに

芦津は北股川の源流に近く、集落内には水路が張り巡ら

され、一年を通じて北股川からの水が流れる。水路沿いに

は洗い場が設けられ、住民の方々がそこで野菜や農機具を

洗っている（図１）。

この暮らしの特性を明らかにするために、居住域となっ

ている北股川の右岸部分を対象として調査を実施した。現

地では水路の流路と利用状況を確認し、あわせて芦津の水

路利用者へのヒアリング調査を実施した。

２　水路網の現況と変遷

（１）現在の水路網の仕組み

対象地の水路網は、北股川の３ヵ所の取水堰および上田

川の３ヵ所の取水堰から引いた水から成る（図３）。

北股川は千代川水系の一級河川で川幅も広く、３ヵ所

の取水堰にはコンクリートによる常設の堰体がある。一方、

上田川は、芦津の上土居・中土居・滝の木地区北側の山か

ら流れる細い谷川で、そこに設けられた取水堰は簡易なも

のとなっている。上田川は谷を南流したのち、中土居地区

から滝の木地区にかけて西に流れて、北股川へ落ちる。

本稿では、北股川の３ヵ所の取水堰からの幹線水路を、

図 1　K1 水路（上土居） 図２　K1 水路（中土居）
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２　芦津の水利用の変遷と特性

路網に変化が起きている。

さらに、「智頭郡村々井手絵図面 上構」と「智頭郡村々

井手堰樋橋堤樋戸根帳 上溝」から文政期（1818-1831）の

水路の状況を確認した。「智頭郡村々井手絵図面 上構」の

「芦津村御用水井手絵図面」からは、北股川から対象地に

引かれる用水路として、上流から「ウワ井手」、「大井手」、「前

川井手」、「道ノ元井手」があることがわかる（図７）。ま

た、北側の谷から流れる「上エ田谷山下リ」も描かれてい

た。これら４本の水路と小河川を「智頭郡村々井手堰樋橋

堤樋戸根帳 上溝」で確認したところ、以下のようにあった。

北又谷川筋小曲り水口字筏河原・山根、朱壱番ゟ流未

字きれと上之朱之壱番迄、夫ゟ北又谷川筋江落候

一、道ノ元井手　長五拾間、横平弐尺五寸

　　（略）

北又谷川筋小曲り水口字前田、朱ノ七番ゟ流未字瀧ノ

木朱廿四番迄、夫ゟ北又谷川江落候

一、前河井手　長弐拾間、横平弐尺

　　（略）

北又谷川筋小曲り水口字中川シ之朱壱番ゟ流未字下

もさた朱拾壱番迄、夫ゟ北又谷川江落候

一、大井手　長六拾八間横平五尺

　　（略）

北又谷川筋小曲り水口字得居土居、朱壱番ゟ流未字堂

ノすへ朱壱番迄、夫ゟ大井手ニ落候

一、上ハ井手　長六拾七間、横平壱尺五寸

　　（略）

　　　同村山下り

上田谷山下り筋水口山ニ付字朱壱番無シ、流未字にけ

朱壱番迄、夫ゟ上ハ井手ニ落候

一、上田谷山下り　長弐百四拾間横平弐尺

この内容と全く同じ水路を現状の水路網から見出すこ

とはできなかった。しかし、天保～弘化期の「智頭郡芦津

村田畑地続全図」と文政期の「智頭郡村々井手絵図面 上構」

と「智頭郡村々井手堰樋橋堤樋戸根帳 上溝」とで、水路

の状況が抜本的に変化したとは考えにくい。そうすると、

「芦津村御用水井手絵図面」と「智頭郡芦津村田畑地続全

図」、そして現況を重ねてみたとき、「ウワ井手」と「大井手」

は現在の幹線水路 K1 とその支線水路、「前川井手」は幹

線水路の水は、上流側２本は上田川に戻り、最後の１本は

北股川へ落ちる。

上田川は居住域背後の山からの谷水で、そもそもの水量

は乏しい（図 17）。ここに幹線水路 K1 からの水が流れこ

むことで、灌漑にも利用できる水量となっているのである。

（２）近世・近代の水路網

こうした現在の芦津の水路網は、いつ頃から存在したの

だろうか。また、水路のルートに変化はあったのだろうか。

これらの点を検討するため、「智頭郡芦津村田畑地続全図」

（天保～弘化期、鳥取県立博物館所蔵、本章１節図２参照）、

「智頭町大字芦津地図」（明治中期～大正前期、智頭町所蔵）、

「智頭郡村々井手絵図面 上構」（文政 10 年・1827、鳥取県

立博物館所蔵）、「智頭郡村々井手堰樋橋堤樋戸根帳 上溝」

（文政 11 年・1828、鳥取県立博物館所蔵）を用いて、近

世からの芦津の水路網の変遷を検討した。

「智頭郡芦津村田畑地続全図」は、鳥取藩が土地把握を

目的に作成した「田畑地続全図」の１枚である。縮尺は１

間 1 分、つまり約 1/600 で作成され、近代測量が導入され

る以前のものであるが、正確に描かれている。製作年の記

載はないが、大庄屋の書名から、天保 10 年（1839）～弘

化４年（1847）の間につくられたと考えられる（本章１節

参照）。「智頭町大字芦津地図」は明治中期から大正前期頃

に作成された字図で、「田畑地続全図」と同じく１間 1 分（約

1/600）の縮尺で作成されている。なお、「智頭町大字芦津

地図」は滝の木地区の南側を欠損している。「智頭郡村々

井手絵図面 上構」と「智頭郡村々井手堰樋橋堤樋戸根帳 

上溝」は鳥取藩政資料である。「智頭郡村々井手絵図面 上

構」に各村の水路網の絵図が、「智頭郡村々井手堰樋橋堤

樋戸根帳 上溝」にそれぞれの水路の詳細が記されていて、

両者はセット関係にある。

まず、「智頭郡芦津村田畑地続全図」と「智頭町大字芦

津地図」から河川および水路の情報を抜き出したのが図４

と図５である。どちらからも、芦津の平地部を細かな水路

網がめぐっていることがわかる。さらに、これらと現状と

を照合したものが図６である。そうしたところ、屋敷地の

あたりを流れる水路は明治中期～大正前期頃から概ね変化

がないことが分かった。一方、圃場整備事業が実施された

農地のエリアと、中心部を東西に貫く町道芦津線の一部で

は、水路の経路が変わっていた。町道芦津線は既存の道路

を拡幅した部分と新設された部分とがあり、新設部分で水
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図４　江戸後期の河川および用水路（水色）と道（茶色）
「智頭郡芦津村田畑地続全図」より作成。

図５　明治中期～大正前期頃の河川および用水路（水色）と道（茶色）
「智頭町大字芦津地図」より作成。

図６　芦津の水路網の変遷

上
田
川
→

←北股川

江戸後期あり ・ 明治～大正あり

江戸後期あり ・ 明治～大正なし

江戸後期なし ・ 明治～大正あり

江戸後期なし ・ 明治～大正なし 100m0m
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２　芦津の水利用の変遷と特性

場が設置さられている。また、水路の水を屋敷地内に引き

込んでイケ（池）を設ける場合もある。

（１）イトバ

芦津では 45 件のイトバを確認した（図８の№１～ 45、

以下の№は図８中のものを示す）。イトバは基本的には各

家の個別のものだが、共同で利用されるものが１件（№

10、図 18）、イトバに面する２家が両岸からそれぞれ利用

するものが２件あった（№ 19・23、図９・28・29）。

イトバの用途　　聞き取り調査から確認した現在の用途は、

野菜の泥落とし、保存食の塩抜き、栃の実のあく抜き、農

機具や農作業着の泥落とし、鎌や包丁の研磨、焦げた鍋の

漬けおき、花木の水かえ、掃除用品の洗浄、洗車、であっ

た。昭和 40 年代に上水道が整備される前までは、料理や

風呂、洗濯といった水を必要とする生活のほぼすべての場

面で、イトバの水を利用していたという。飲み水は夜のう

ちにイトバから汲み、水瓶に溜めた。また、水
みずぐるま

車での里芋

の皮むきにも利用していたという家もあった。

塩抜きする保存食は、フキやタケノコ、ウドなどの山菜

が挙げられた。イトバの流水に２～３日漬けて塩抜きする。

線水路 K2、「道ノ元井手」は K3 水路の一部であると考え

られる。また、「上エ田谷山下リ」は上田川のことで良い

だろう。

（３）水路の呼び名

芦津での聞き取り調査によると、北股川はオオカワ、用

水路のうち生活用水として利用するものはカワと呼ぶとい

うことだった。コカワやツカイカワと呼ぶこともあるとい

う人もいた。鳥取県立公文書館県史編さん室編（2016）に

は「智頭町ではほとんどのムラでツカイミズという言い方

をしている」１）と記されているが、芦津ではそうした呼

び名は確認できなかった。

３　水の利用方法

芦津では水路からの用水を灌漑以外に生活用水として

も多用する。野菜や農具などの物洗、コイの飼育、道路の

消雪の他、かつてはスギの赤挿苗生産の際も利用された（１

章３節参照）。暮らしの様々な場面でこの水を利用するた

めに、水路には家ごとにイトバ（井戸場）と呼ぶ水の利用

図７　「芦津村御用水井手絵図面」（「智頭郡村々井手絵図面 上構」より、部分）
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２　芦津の水利用の変遷と特性

はイトバが併設された納屋という捉え方の方が近い。

イトバの分布と水系　　水路ごとのイトバの分布は、幹線

水路 K1 沿いが 16 件、支線水路 K1-1 沿いが２件、支線水

路 K1-3 沿いが２件、支線水路 K1-5 沿いが９件、幹線水

路 K2 沿いが２件、幹線水路 K3 沿いが５件、上田川沿い

が６件、湧水沿いが３件である（図８）３）。上土居と中土

居の屋敷地をめぐる K1 と K1-5 が圧倒的に多い。次いで、

滝の木を流れる上田川、堂本を流れる K3 にも多い。イト

バが民家とセット関係にあることが良くわかる。

調査の中で、№ 16 と№ 43 のイトバで湧水の利用が確

認された。№ 16 のイトバでは、K1 の用水と湧水を併用す

る（図 34・35）。町道芦津線を挟んだ北側の倉庫に水源地

があり、そこから土管で水を引く。この湧水を所有者の武

田堅史氏は「シミズ」と呼ぶ。上水道が整備される前まで

はこのシミズを飲み水や風呂水に利用し、近所の住民も汲

みに来ていた。シミズは上水事業の影響で水が湧かなくな

り、その後に再び出るようになったものの、水質が変わっ

たという。一方、№43のイトバは湧水のみを水源とする（図

20）。その下流の№ 44 と№ 45 もこの湧水から流れる水を

利用している。

イトバの信仰　　イトバには「カワの神さん」がいるとい

う。芦津では屋敷内の様々な神にスギの枝葉を供えるため、

イトバの神様にも同様にスギを供える（図 29・33）４）。

（２）イケ（池）

イトバ以外の水利用施設として、18 件のイケを確認し

た（図８のａ～ｒ）。イケは、周囲に自然石や庭木を配し

て庭の要素として設える場合と、水槽として設置される場

合とがある。18 件の内、前者の「庭型」（図 12）は 11 件、

智頭町にはズイキ（里芋の葉柄）を中心とした「やたら漬」

という郷土料理があり、塩抜きした山菜はこの漬物に加工

することもあるという。

秋になると、深山で採れる栃の実の加工が始まる。栃の

実はあく抜きのため１週間から 10 日ほど流水にさらす必

要があり、イトバが活用される。

イトバの構造と作業道具　　ほとんどのイトバでは、水路

の下流側に堰板や石、ブロックを設置して、流水の水深を

深くしている。また、水際にアプローチしやすくするため

に踏み段をつけたり、多少の作業スペースを設けたりする

ことが多い。豪雨などで用水路の水量が増すときは、氾濫

を防ぐために早めに堰板を外しておくという。

豪雪地帯ゆえにイトバに屋根や囲いを設けるという特

徴もある。そこで、イトバへの覆いの有無から３つの類型

に分けた。まず、覆いが全くないイトバは「露天型」とし

た（図 10）。家屋に水路が隣接する場合、イトバまで庇を

伸ばしたり、イトバを下屋の囲いの中に取り込んだりす

ることがあり、これを「取込型」とした（図 11） 。一方、

家屋から離れたイトバでは、敷地に余裕がある際に独立の

小屋を設ける場合があり、これは「小屋型」とした（図

32 ～ 37）。「露天型」は 35 件、「取込型」は６件、「小屋型」

は５件であった２）。特に小屋型のイトバは、集落内を歩い

たりする際に目立つ存在となっている。

洗い場としての機能を持つため、イトバにはたわしや

砥石が常に置かれている（図 10）。「取込型」や「小屋型」

のイトバには屋内空間が生まれるため、そこがバケツやザ

ルなどの道具置き場となる（図９）。「小屋型」の中には農

機具の収納場所として利用されているものがあり、これら

図 10　露天型のイトバ（№ 12）図９　２家で共有するイトバ（№ 19）
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図 11　取込型のイトバ（№ 15）

水を引いた池（９件）の存在を確認した（惠谷 2017）。若

さでは、前者はイトバ、後者はホリと呼んでいた。芦津で

の生活用水としての利用やイトバの存在は、鳥取県の山間

部での暮らしの典型と捉えられるだろう。

智頭町内にはおよそ 80 の集落が存在するが、芦津以上

の密度で水路やイトバ、イケが分布する地域はなかった。

その要因としては、芦津が北股川の源流近くに位置してい

るため水質が良いことや、近代林業の拠点となり農地を宅

地に変えて人口を増やしていったことがあると考えられる。

（惠谷 浩子）
註
１）鳥取県立公文書館県史編さん室編（2016)、29-30頁。
２）№19のイトバは水路に面する２家が両岸からそれぞれ利用

しており、右岸側の家は小屋を設け、左岸側の家は露天の
まま利用している。そのため、「露天型」と「取込型」と
「小屋型」を足すと46件となり、イトバの総数45件から１
件増加した数となる。

３）№16のイトバは幹線水路K1の用水と湧水を併用するが、分
布としてはK1沿いにあるため、そちらに分類した。

４）現在はスギを供えるが、以前はサカキを供えていたという
家もあった。

５）鳥取県立公文書館県史編さん室編（2016)、29頁。
６）鳥取県立公文書館県史編さん室編(2016)、425・434・435頁。
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後者の「水槽型」（図 25）は 7 件であった。

イケでは、以前は食用として鯉の飼育がおこなわれ、山

間にある芦津の貴重なタンパク源となっていた。現在は観

賞用として８件のイケで鯉が育てられている（図 25・26）。

ａやｇのイケでは、鯉のために冬場はイケに雪囲いをする

（図 27）。

（３）その他

町道芦津線の消雪パイプには幹線水路 K1 からの水が利

用される。№１のイトバの対面に消雪パイプ用のポンプ室

があり、そのイトバの上流側に取水口がある（図 14・15）。

聞き取り調査から、芦津を流れる用水路や上田川の水流

を利用した水車小屋が２件あったことも分かった。№ 14

のイトバがある場所には昭和 40 ～ 50 年代頃までは水車小

屋があり、２基の臼で経営していた。№ 38 の小屋型のイ

トバも元は水車小屋で、当時の石置き屋根を復原している

（図 36・37）。

４　芦津における用水利用の意味

鳥取県立公文書館県史編さん室編（2016）によると、鳥

取県東部・中部の集落では、灌漑用水を生活用水としても

利用するという慣行が顕著に認められるという５）。さらに、

県東部の山間地や里山のあるムラには、家の入り口付近に

イトバがあることも記されている６）。筆者が鳥取県若桜町

若桜でおこなった調査でも、用水の利用場（51 件）や用

図 12　庭型のイケ（ｄ）



77

２　芦津の水利用の変遷と特性

図 13　北股川の堰と幹線水路 K1 図 14　イトバ ( №１) と消雪用ポンプ場

図 16　支線水路 K1-3

図 26　イケでの鯉の飼育（ｇ）図 25　水槽型のイケ（ｑ） 図 27　イケの雪囲い（ａ）

図 23　洗い場としてのイトバ（№ 12） 図 24　イトバ横での栃の実の天日干し

図 15　K1 の用水を利用した散水

図 17　支線水路 K1-5 図 18　上田川上流部

図 19　共同で利用するイトバ（№ 10） 図 20 湧水点のイトバ（№ 43）　 図 21　露天型のイトバ（№ 26）

図 22　6 月のイトバの利用（№ 28）
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道具入れ ( タワシあり )

イトバ

お供えのスギ

堰板

図 28　対岸の２家が共同利用する露天型のイトバの図解（№ 23）

図 29　露天型のイトバの詳細（№ 23）
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２　芦津の水利用の変遷と特性

砥石

大きな鯉

堰板

スギが入ったバケツ

庭砥石

クワ
( 水路の砂を出す )

砂

堰板
取水口

ブロック塀

沖ノ山森林鉄道のレール断片

鉄の L字材
( 土砂が水路に落ちるのを防ぐ )

透明なビニール波板

明るいので、 内側に横木を付けて
タオルや雑巾などを干す。

図 30　鯉を飼育する取込型のイトバの図解（№ 33）

図 31　取込型のイトバの詳細（№ 33）
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ワラ

モップ

陶器の壺

バケツ

お供えのスギ

道からの入口

砥石

蛇口

図 32　塀と一体となった小屋型のイトバの図解（№７）

図 33　小屋型のイトバの詳細（№７）
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２　芦津の水利用の変遷と特性

複数の砥石

包丁

コテ

水槽型のイケ
( 以前は食用の鯉を飼育 )

木製の蓋

ホウキ

暗渠

沖ノ山森林鉄道のレール断片

透明なビニール波板

道路を暗渠で横断して
上田川方向へ流れる

図 34　小屋型のイトバと水槽型のイケの共存するケースの図解（№ 16・ｃ）

図 35　イトバと水槽型のイケの共存するケースの詳細（№ 16・ｃ）
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石置き屋根

蛇口

カマ
多くのバケツ

長い柄の網

農具

網

図 36　水車小屋跡のイトバの図解（№ 38）

図 37　水車小屋跡のイトバの詳細（№ 38）
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３　芦津の建造物

が、一部大規模宅地のみ、板塀を有する。近年、一部ブロッ

ク塀等で敷地を区画する事例も出現しているが、その数は

少ない。

宅地に接する道路の方向に、基本的に敷地（主屋）は

南側（川側）を正面とする。そのため、集落を東西に貫く

町道芦津線に面する南側の敷地では、敷地の南側を正面と

して敷地の北側（道路）に寄せて主屋が建つこともあるが、

その正面は北側の道路側でなく、川側を向いている。

敷地後方に主屋を配置し、主屋の前面には庭が設けられ

ることが多い。主屋は東西棟が多数を占める。土蔵は、多

くの場合、主屋の上手、すなわち座敷側に配置される。そ

の他納屋等の付属屋が適宜建てられるが、集落中央の東西

道路に面する宅地の面積は限られ、主屋・土蔵・付属屋が

建て詰まっている。

近年見られる変化として、道路に面して車庫が新設され

る事例が増えつつある。車庫は各宅地内に建てられる場合

もあるが、宅地から離れた道路沿い、すなわち、集落西側

３　芦津の建造物

本調査では、集落内すべての建築物および工作物に番

号を付し、調書作成と写真撮影をおこなった。なお、主屋、

土蔵等の建物種別は所有者に確認をとったものでなく、外

観から調査者が判断したものである。また、建築年代につ

いても、外観のみから調査者が推定したものである。リス

ト化した建造物は 521 件、うち、建築物は 475 棟、工作

物 46 件である。

１　現況

集落内の建築物は古くても明治期以降の建築と推定さ

れ、昭和前期（およそ昭和 30 年代）までに建築された伝

統形式の建築物は 161 件で、建物種別の内訳は、主屋 41 件、

土蔵 68 件、その他付属屋 52 件である（図３・４）。したがっ

て、リスト化した建築物のおよそ３割がこの伝統的形式の

建築で、集落全体に平均的に分布している。

なお、昭和後期以降の建築と推定される建築も、車庫等

を除き、およそ昭和前期に建築された形式に類似する。

２　建造物の配置

各宅地は接道し、不整形を呈する。

基本的に宅地を囲む塀等の明確な区画施設をもたない

図１　昭和 30 年頃の芦津
智頭町教育委員会所蔵。

図２　昭和 30 年代の芦津の民家
智頭町教育委員会所蔵。
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葺建物の小屋を組み替えたものの可能性も否定できないが、

建物内部の調査をおこなっていないので、現段階では可能

性を示すのみにとどめる。

大正期頃からは瓦葺が普及すると考えられるが、平屋建

瓦葺の建物も３棟ある（図 11）。大正期から昭和前期に建

てられた瓦葺建物は２階建が主流（21 棟）であり、主屋

については、大正期から昭和前期にかけて漸次、２階建瓦

葺の建物に建て替えられたものと考えられる（図 12・13）。

そして、近年の主屋は、２階建瓦葺が主流となっている。

茅葺主屋については、図６に示す建物の内部調査をおこ

なった。間取りは、トオリドマに４室を並べる典型的な整

形四間取り形式で、正面側上手の部屋を座敷として、仏壇

と床構を並べる。

いずれの主屋形式とも、壁は真壁造を基本とし、大壁造

のものも散見されるが、これらは後世の改造と考えられる。

の町道芦津線沿いや、集落南側の北股川に沿った町道沖ノ

山線沿いに建てられている。

３　建造物の特徴

（１）主屋

主屋の形式としては、平屋建茅葺（鉄板覆）、平屋建瓦葺、

平屋建鉄板葺、２階建瓦葺、２階建鉄板葺がある。

かつては平屋建茅葺が一般的な形式であったと考えら

れ、現存する茅葺主屋は４棟で、２棟は明治期（図５・６）

の建築、残る２棟は大正期の建築（図７・８）と推定され

る。なお、料理屋（みたき園）に移築された主屋は茅葺で

あるが、これは他所から移築されたものである。

平屋建鉄板葺の建物が５棟ある（図９・10）。これらは、

かつて板葺もしくは杉皮葺であった可能性、さらには、茅

100m0m

図３　用途別分布図（西部）
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３　芦津の建造物

昭和前期まえでに建築されたと
推定される伝統形式の建築物

主　屋

はなれ等（居室）

土　蔵

納屋等（作業場）

車　庫

事務所等

宗教施設

同族カブの籠堂

100m0m

出入口の脇の壁のみに腰になまこ壁を張るものが見られる。

窓は小規模なものが多く、掛子塗の開戸を設けるものもあ

るが、開戸を有さないものも多い。窓上には、庇を有する

ものが多い。

出入口側には下屋を付加するものが多く、当初から下屋

を付したと思われるものの他に、後世に大きく下屋を張り

出して前室的な空間を形成したものも見られる（図 15）。

（３）その他付属屋

宅地内には、主屋・土蔵の他に納屋等の付属屋が建てら

れる。昭和前期までに建築されたと推定される付属屋 52

棟のうち、水車小屋が１棟、居室をもつハナレと判断され

るものが８棟、納屋と判断されるものが 43 棟である。

昭和前期までに建築されたと推定される納屋は、平屋建

鉄板葺が主流で、かつては板葺もしくは杉皮葺であった歴

史を反映しているものと考えられる（図 16）。

後世の改造としては、下屋等によって床面積の増設を図

るものが多くみられ、後述の土蔵や付属屋とほぼ屋根を繋

げる事例も多く見られる。　

（２）土蔵

芦津地区では、土蔵を有する宅地が多く、68 棟の土蔵

を確認した。図 14 の蔵２棟は内部調査の結果、図左手の

土蔵は昭和 31 年（1956）、図右手の土蔵は昭和２年（1927）

の建築であることが判明した。

平屋建もしくは２階建とし、平屋建の場合でも、窓を比

較的高い位置に配するものがあり、外観上２階建のような

窓配置をもつものがある。屋根は置き屋根形式を基本とし、

瓦葺が主流である。壁面は、比較的高い位置まで腰板が張

られ、竪板目打ち張りが多く、下見板押縁形式もみられる。

腰板より上部は白漆喰、もしくは中塗仕上とする。出入口

は、掛子塗りの土扉、もしくは引戸の土扉とする。なお、

図４　用途別分布図（東部）
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を設ける。内部は 1 室とし、囲炉裏を備える。

（５）芦津部落事務所（芦津共同販売所）

正面の２階建の事務所棟（図 26）と背後の土蔵（図 27）、

事務所棟と土蔵の繋ぎ部（図 28）からなる。

事務所棟は２階建、切妻造、桟瓦葺で、壁面に下見板を

張る。後世の改造材で痕跡等の確認が充分にはできないが、

本来は、２階建部分で完結した建物と考えられ、中古に事

務所棟と土蔵間に繋ぎの建物が建てられ、その後にその北

に張出部が増築されたと考えられる。

土蔵の梁下に昭和２年の墨書があり、事務所棟と同時期

に建てられたものと考えられる。

現在の共同販売所の前は JA であったというが、それ以

前、建築当初の機能は確認できなかった。今後、資料等の

確認をおこない、芦津集落におけるこの建物の位置づけを

明確にする必要がある。　　　　　　　　　　（惠谷 浩子）　　　　　　

（４）籠堂と祠

集落内には、集落背後の斜面地に３つの籠堂と祠が配置

される。東から武田カブ、寺谷カブ、綾木カブの籠堂と祠

である（本章１節参照）。

籠堂は、集落の傾斜地に鎮座する祠の前もしくは横に建

てられたもので、祠を中心におこなわれる祭祀の場であり、

供宴の場である。籠堂は斜面地に位置するため、綾木カブ

の籠堂は懸造（図 18）とし、寺谷カブの籠堂（図 20）と

武田カブの籠堂（図 23）は石垣上に建てられる。

現在の３棟の籠堂の建築年代は資料によってあきらか

で、武田カブの籠堂は昭和 35 年（1960）、寺谷カブの籠

堂はかつては現状の半分程度の規模であったものが現状の

形態に増築改造されたのが昭和 33 年（1958）、綾木カブ

の籠堂が昭和 32 年（1957）の建築である。

いずれも平屋建、切妻造、桟瓦葺の建築で、妻に出入口

図８　茅葺主屋（大正期） 図９　平屋建鉄板葺の主屋 図 10　平屋建鉄板葺の主屋

図 11　平屋建瓦葺の主屋 図 12　２階建瓦葺の主屋 図 13　２階建瓦葺の主屋

図５　茅葺主屋（明治期） 図６　茅葺主屋（明治期） 図７　茅葺主屋（大正期）
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３　芦津の建造物

図 23　武田カブの籠堂 図 24　武田カブの籠堂 図 25　武田カブの祠

図 26　芦津部落事務所事務所棟 図 27　芦津部落事務所土蔵 図 28　芦津部落事務所繋ぎ部

図 20　寺谷カブの籠堂と祠 図 21　寺谷カブの籠堂 図 22　寺谷カブの祠

図 17　綾木カブの元本家（左）と籠堂 図 18　綾木カブの籠堂と祠 図 19　綾木カブの祠

図 14　土蔵 図 15　土蔵 図 16　平屋建鉄板葺の付属屋
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４　墓地と石造物の特徴

なって墓地が一定数増加を遂げたことは事実であろう。

一方で、墓地は宅地の裏側や山裾、北股川沿いに分布す

る特徴を見せる。墓地の年代を考慮すると、北股川沿いの

墓地は年代がやや新しい傾向にあることが確認できる。

規模については、墓石数が 20 基以下の小規模なものが

多いが、なかには 74 基、123 基を抱える大規模なものも

ある。ただし、大規模な墓地でも単一の姓の墓石からなる

ことも多く、すでに指摘１）されているように、同族の墓

はまとまりを持って分布する。

続いて、墓地内部の形態に着目すると、それぞれの墓地

には、墓石・墓碑・石灯籠が備えられ、スギなどの植栽が

存在する場合も多いことが確認できる（図１）。こうした

植栽や塀は、特に集落内の墓地では外部との境界として機

能している。

ほとんどの墓地には、その中心に「○○家之墓」と刻ま

れた墓が立つ。こうした形態は、昭和後期から平成初期に

かけて、古墓を集めてその墓に代表させるいわゆる「寄せ

墓」を通して形成されたものである。しかし、不要となっ

たはずの古墓は撤去されず、墓地の片隅に寄せ集められて

いることが多い。この理由として、撤去してしまうのは先

祖に忍びないので古墓を残した、という住民の意見も調査

の際に聞き取ることができた。

１　墓地の変遷と特徴

芦津の集落や畦道を歩くと、いたるところで墓地に出く

わすこととなる。散在する墓地の多くは小規模な個人墓で、

静かに屋敷や田畑の脇にたたずみながら芦津の農山村景観

を構成している。こうした墓地に対して悉皆調査を実施し、

その年代・分布・規模を特定した（図２）。

年代については、その墓地内で最も古い年紀をもつ墓石

の年次を文字史料から特定できる墓地形成の下限とみなし

た。芦津のなかで最古の墓石は、天和３年（1683）の「四

良左衛門」の墓である。この墓石は綾木カブ本家の墓地に

存在しており、綾木カブ本家に伝わる『綾木氏由緒』によ

れば、四良左ェ門は第二分家の祖にあたる人物とされる。

その他の多くの墓地では、18・19 世紀以降の墓石が確認

できた。

このように墓石に記された年代は 17 世紀以降であるが、

このことはかならずしも 17 世紀以前に墓地の形成、もし

くは人々の居住がなかったことを意味するわけではない。

一般に、墓石自体に年紀が刻まれるようになるのが 16・

17 世紀ごろからであり、それ以前の中世には五輪塔や宝

篋印塔が供養塔とされてきた。芦津の墓地内にも数多くの

五輪塔が残されていることから、17 世紀以前から墓地が

営まれていたことが想定できる。

本章第１節で述べたように、近世や近代の地図資料上に

も墓地はあらわれ、19 世紀中期から 20 世紀前期にかけて

墓地が増加したことが確認できた。ただし、19 世紀中期

の芦津を描いた「智頭郡芦津村田畑地続全図」では、税収

に関わる田畑や宅地は入念に調査・描写がなされたが、税

収と結びつかない墓地には関心が低く、見落とされている

可能性もある。またこの絵図は山林部分の描写が粗雑であ

るため、山林のなかに存在したであろう前述の綾木カブ本

家の墓地なども描き込まれていない。

しかしながら、墓地の新設は分家の成立と密接にかかわ

ることが想定されるため、第１節で確認したように、林業

活動が活発化していった明治中期からの宅地の造成にとも 　図１　墓地の例
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４　墓地と石造物の特徴

図２　芦津における墓地の年代・分布・規模
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図３　芦津における石造物・祠の分布と一覧
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仮 称

旧 山 形 小 学 校

創 学 百 年 記 念 碑

石 塔
石 塔

祠
不 動 明 王

地 蔵
念 仏 供 養 塔

光 明 真 言 塔

六 地 蔵

記 念 碑

﹁ 圃 場 整 備 記 念 ﹂ 碑

悠 女 地 蔵 菩 薩

祠 群
中 瀬 カ ブ の 祠

芦 津 神 社 鳥 居

芦 津 神 社 境 内 石 燈 籠

山 の 神 祠

地 蔵
　

石 燈 籠

掲 揚 台

武 田 カ ブ の 祠

清 水 カ ブ 先 祖 の 祠

大 神 宮 石 灯 籠

宝 篋 印 塔

石 塔
五 輪 塔

五 輪 塔

五 輪 塔

地 蔵
石 燈 籠

五 輪 塔

五 輪 塔

五 輪 塔

荒 神 様 鳥 居

地 蔵
祠

祠
祠

年 代

昭 和 5 0 年 ︵ 1 9 7 5 ︶

ー

元 文 ２ 年 ︵ 1 7 3 7 ︶

ー

天 保 ５ 年 ︵ 1 8 3 4 ︶

ー

享 保 1 0 年 ︵ 1 7 2 5 ︶

享 保 1 0 年 ︵ 1 7 2 5 ︶

ー
ー

ー

昭 和 6 0 年 ︵ 1 9 8 5 ︶

嘉 元 ２ 年 ︵ 1 3 0 4 ︶

ー

安 政 ６ 年 ︵ 1 8 5 9 ︶

宝 暦 ４ 年 ︵ 1 7 5 4 ︶

ー
ー

ー

明 治 3 5 年 ︵ 1 9 0 2 ︶

昭 和 1 2 年 ︵ 1 9 3 7 ︶

ー
ー

明 治 1 5 年 ︵ 1 8 8 2 ︶

元 文 ４ 年 ︵ 1 7 4 0 ︶

宝 暦 ７ 年 ︵ 1 7 5 7 ︶

ー
ー

ー

元 文 ４ 年 ︵ 1 7 3 9 ︶

／ 明 治 1 9 年 ︵ 1 8 8 6 ︶

正 徳 ４ 年 ︵ 1 7 1 4 ︶

ー
ー

ー

安 政 ６ 年 ︵ 1 8 5 9 ︶

天 明 ８ 年 ︵ 1 7 8 8 ︶

ー
ー

宝 暦 ３ 年 ︵ 1 7 5 3 ︶

祠

AAA

BBB
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４　墓地と石造物の特徴

石塔群が存在する地点よりやや下段には、地蔵と石灯

籠が存在する（図５）。これらの記銘からは信仰の歴史の

一端が垣間見れる。地蔵は３段の石材から構成されており、

上段と中段に記銘が確認できる。上段には「明治十九年戌

八月再建寺谷トキ女」とあり、中段には「当村女人中本願

□良左ェ門」、「為二世元文四年六月廿四日」とある。つま

り中段が近世中期の建立であるのに対し、上段は近代初期

に再建されたことになり、両者の時期差は 147 年に及ぶ。

時代の累積を感じさせるだけでも興味深いが、施主が近世

には「当村女人中」であり、近代には「寺谷トキ女」とい

う女性であった点は、芦津の女性たちを中心に信仰され続

けてきたことを示す可能性がある。また、地蔵横の石灯籠

は正徳４年（1714）の年紀をもつが、中台部分が天地逆と

なっており、倒壊した後も積み直されたと考えられ、近世

中期以降の継続的な管理を感じさせる。

このほかにも石造物の集中が確認できるのが図中 B の

元山形第二小学校（現山形第二地区公民館）前の一角であ

る（図６）。この一角は先の A のように前近代から長い歴

史をかけて石造物が累積していったものではなく、近代以

降の小学校の開設や整備によって周囲の石造物が集められ

たものと考えられる。この点は、第１節で述べた近代に開

発が進んだ堂本の歴史的文脈に即するものでもある。

ここに集積されている計 12 基の石造物のなかで、ひと

きわ大きいものが重要な構成要素となっている光明真言塔

と念仏供養塔である。両者とも享保 10 年（1725）の３月

上旬の建立であるが、念仏供養塔の建立主体が「芦津村中」

であるのに対して光明真言塔は「女人中」により建立され

ている。前述の地蔵の「女人中」と同様な集団であったこ

とが類推できる。また既述の石造物も含め、芦津では享保・

２　石造物が語る歴史的連続性

墓地が散在する一方で、石造物の分布には一定のまとま

りを見出すことができる（図３）。

多くの石造物が集積する図３の A は、第１節で述べた

ように「ドウ（堂）」と呼ばれる一帯であり、昭和前期に

現在の芦津部落事務所が建つまで実際に堂宇が存在した。

現在、ここで確認できる７点の石造物のうち、５点が五輪

塔や宝篋印塔などの石塔である（図４）。

このうちの２点に記銘が確認できた。１つは宝篋印塔で

あり、塔身に「施主当村彦四郎」、「元文四未七月吉日」と

いう表記があり、元文４年（1739）に芦津村民の彦四郎に

よって立てられたことが判明する。彦四郎が死没した親族

を追善したものか自身の生前供養（逆修）をしたものと考

えられる。もう１つは上部に突端をもつ卵形の卵塔（無縫

塔）で、「覚圓法師霊位」、「宝暦七丑年」、「正月廿日」と

いう表記が確認できた。「法師」の表記と僧侶の墓に用い

られることの多い卵塔の形態から、僧侶の供養塔であるこ

とがわかる。覚圓法師はここに存在した堂宇の運営や管理

に携わった人物であったのかもしれない。

この一帯は、江戸時代の「智頭郡芦津村田畑地続全図」

では「ハカ」と表記される。なお、他の「ハカ」とは異な

り山林を示す萌黄色で塗られており、地表にはある程度の

草木が繁茂していた可能性もある。こうした点を鑑みると、

この一帯は堂宇背後の墓地であったが、近世から近代の間

には、他の墓地のような継続的な墓石の設置がなされなく

なっていったと考えられる。ただし、ただ放棄されたわけ

ではないことは、図４にみえるように現在まで地域住民に

よる維持管理が引き継がれている点からも類推できる。

図４　ドウの石塔とその手入れ 図６　堂本の石造物群図５　ドウの地蔵と石灯籠
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とする分家の転出が影響していると見るのが妥当であろう。

そうであるとすれば、芦津の墓地のあり方には林業活動の

歩みが少なからず影響していると言えよう。

こうして形成された墓地は、墓石や垣根といった要素を

備えて集落や耕地のなかに独立性の高い空間を現出させて

いる。このような墓地空間は芦津の農山村景観におけるア

クセントとなり、地域の独自性を際立たせている。

墓地が芦津の生業活動と関わりあいながら変化を遂げ

てきたとすれば、石造物は芦津の信仰の連続性を示してい

る。再建された地蔵や現在もおこなわれる清掃作業などは

その典型例である。

また、石造物が累積する地点は、そこが地域の中心的な

意味づけを持っていたことを示す場合がある。特に「ドウ」

の一帯に累積する石造物は、現在も部落事務所や販売所が

置かれて地域の中心として機能する、場所の歴史的連続性

を物語る。　　　　　　　　　　　　　　　（竹内 祥一朗）

註
１）島根大学文化人類学研究室（1994)、68頁。
２）智頭町誌編さん委員会編（2000)、268頁。

参考文献
島根大学文化人類学研究室（1994)『芦津の民俗』
智頭町誌編さん委員会（2000)『智頭町誌』下巻－地域誌・民

俗・林業、智頭町
福田アジオ（1993)「村落景観の民俗的意味―東西日本論序説」

『国立歴史民俗博物館研究報告』50

元文年間（1715 ～ 1740）の銘を持つものが多い。この時

期に石造物の建立が進んだ背景として、『智頭町誌　下』２）

では藩の厳しい農村・杣所支配が指摘されているが、詳細

は不明である。

また、図３にはさまざまな祠の分布も示した。このうち、

カブで祀る祠が多く残り、綾木、武田、寺谷カブでは祠の

前に籠堂が存在する。ここには石灯籠や参籠時に旗を掲げ

る掲揚台などの石造物も備え付けられていることが多い。

一方、現在は廃絶してしまった中瀬カブの祠とみられるも

のも残っており、芦津に生きた人々の営みの痕跡を伝える。

３　小結

福田（1993）は、墓地の立地・分布のあり方と集落構

造の関係を指摘している。集村化が進んだ近畿地方では、

村落の単位で墓地が営まれ、集落から離れた村落周縁部の

山や河原に共同墓地（埋め墓）が存在する。一方で、散村

が広く見られる関東・中部地方の集落では、墓地は個々の

宅地に応じて設けられ、埋葬者は隣接する宅地に暮らす家

族であることが多いという。

墓地が散在する芦津の墓地のあり方は、関東・中部地

方の例に近しいと言えるが、集落形態は散村ではないため、

この二分類にはあてはまらない。こうしたあまり類を見な

い芦津の墓地のあり方には、やはり林業活動の隆盛を背景
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１　東山・沖ノ山の利用と現在

５章　東山・沖ノ山の変遷と現在

１　東山・沖ノ山の位置

智頭での育成林業発展の糸口のひとつに、天然スギか

ら採取した赤挿苗の存在がある（１章３節参照）。その母

樹となったスギが生育していたのが、智頭町東部の東山・

沖ノ山山系である。千代川支流である北股川の源流域にあ

たり、東山（1,388 ｍ）を最高地点に、沖ノ山（1,318 ｍ）

など、標高 1,200 ～ 1,300 ｍの山々が連なる。居住域から

離れた深山だったことから、人の手が大きく加わることが

なく、ブナ－スギ天然林や、ブナ－チシマザサ群落が広く

分布していた（図８）。

北股川の源流域の山々は、鳴滝山（1,287 ｍ）、東山（1,388

ｍ）、沖ノ山（1,318 ｍ）といった峰によりコの字型の稜線

がつくられ、そこが分水界となっている（図２）。北の東

山・鳴滝山側の谷からは大川が、南の沖ノ山側の谷からは

小
こ

川
かわ

が流れ、それらが合流したのち、北股川と呼ばれるよ

うになる。合流点には昭和 12 年（1937）に三滝ダムが竣

工した１）。三滝ダムより下流の２km ほどの区間は芦津渓

谷と呼ばれる景勝地で２）、そこからさらに２km ほど下る

と、芦津集落の居住域に入る。芦津渓谷にある三滝は古く

から雨乞いの霊所として知られ、昭和 20 年代まで山陽方

面からも大勢の参拝があった。

２　国有林と財産区有林の変遷

明治時代に入ると地租改正の一環として進められた山

林原野等官民区分処分法により、明治９年（1876）から山

林所有を明確化する官民有区分が実施された。それに伴い、

東山・沖ノ山一帯は、官有の国有林と芦津村の村有林に分

けられることになった。その広さはほぼ同じで、南側が国

１　東山・沖ノ山の利用と現在

有林、北側が村有林とされた。大正２年（1913）に芦津村

が合併して山形村となる際に芦津財産区議会が置かれ、村

有林はその財産区の財産となり、現在に至る３）。

沖ノ山国有林　　国有林の管理をおこなうため、沖ノ山に

は鳥取営林署により沖ノ山事業所が設置され、作業員が住

み込みで林業に従事した。沖ノ山事業所は当初は三滝ダム

から小川を少し遡った場所にあったが、天然林の伐採に伴

い、さらに奥の大川上流に移転した。

沖ノ山には大正 11 年（1922）に沖ノ山森林鉄道が敷設

され、さらに搬出量を増やしたが、昭和 42 年（1967）に

廃止された。そして、軌道敷の大部分を活かして現在の林

道が整備された。国有林では昭和 45・46 年頃までに天然

林を伐採しつくして、その後は造林地の伐採に変わったと

いう４）。

営林署では、三滝ダムの右岸側に三滝神社として山の神

を祀り、春と秋にそこで山神祭をおこなっていた（図１）５）。

芦津財産区有林　　平成４年（1992）２月の調査によると、

芦津財産区有林の面積は約 1,270ha で、その内、天然混交

図１　現在の三滝神社
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図２　東山・沖ノ山の土地所有状況等
芦津財産区提供資料及び林野庁「千代川森林計画区国有林野施業実施計画図」（令和３年度策定）より作成。基図に国土地理院の数値地図 25000 を使用。
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１　東山・沖ノ山の利用と現在

山の呼び名　　芦津の住民は、沖ノ山、東山、鳴滝山など

を含めた奥山一帯を沖ノ山と呼ぶ。一方、営林署ではこれ

らの峰をそれぞれ固有名詞として呼び分けていた 11）。

資源の保護　　一帯の大部分は、昭和 44 年（1969）に氷

ノ山後山那岐山国定公園に指定された（図７）。

国有林では伐採が進んだため、鳥取営林署は昭和 46 年

（1971）に沖ノ山国有林の 59 林班（88.16ha）を学術参考

保護林として指定をおこない、沖ノ山杉の保護を図った。

芦津渓谷の北側に位置する場所で、スギ、ブナ、トチノ

キ、ミズメ、ミズナラ等が生育する。この林班は平成３年

（1991）に材木遺伝資源保存林と名称が変わり、さらに現

在は、沖ノ山スギ・ブナ・トチノキ等遺伝資源希少個体群

保護林となっている。

昭和 52 年（1977）には、この林班の東側に接する芦津

財産区の所有地の一部（47.8ha）を、鳥取県が自然保護用

地として購入した（図６）。

林が 682ha、スギ・ヒノキの人工林が 588ha である（図３）６）。

芦津では気の合う者同士でグループをつくって財産区

有林での仕事をしていた。伐採場所は財産区が決めていた。

昭和 30 年頃は５～６名のグループが多かったという７）。

芦津財産区では平成 21 年（2009）から自伐型林業を進

めている。53ha の官行造林地を買い戻し、間伐を実施す

るなどしている８）。また、近年、新植をおこなった区画も

ある。財産区では１年に１回の総事（村の共同作業）があり、

各家から１人は出て山の除伐などをおこなう（図４・５）。

芦津住民の働き先　　営林署の作業員に芦津の住民は少な

く、地域外の出身者が多かった。それは、営林署では固定

給であったが、芦津財産区の仕事は成果報酬型の歩合制の

ため、多くの住民は財産区のほうに従事した９）。昭和 30

年頃は、財産区に８割、営林署に２割ほどの割合だったと

いう。また、国有林で雇用されるのは男性のみだったが、

財産区では女性も雇用した 10）。

図５　総事での除伐（智頭町教育委員会提供） 図６　三滝ダム北側の県有地

図３　小川沿いの芦津財産区のスギ林 図４　平成 31 年９月の総事（智頭町教育委員会提供）
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註
１）三滝ダムは、日本で建設された最後のバットレスダムであ

る。歴史的土木施設としての価値から平成14年度に土木学
会選奨土木遺産に認定された。

２）芦津渓谷には花崗岩の岩盤が露出し、いくつかの滝や甌穴
がある。この区間にある最大の滝が三滝で、江戸時代中期
の地誌『因幡誌』でもこの三滝が紹介されている。地元で
はここに龍神が住むと信じられてきた。

３）智頭町誌編さん委員会編（2000)、854頁。
４）寺田就雄氏からの聞き取り調査による。
５）島根大学文化人類学研究室（1994)、８頁。
６）島根大学文化人類学研究室（1994)、10頁、綾木（2017)、

７頁。
７）小宮山靖士氏からの聞き取り調査による。
８）綾木（2017)、8-10頁。智頭林業聞き書きプロジェクト

（2020)、126頁。
９）島根大学文化人類学研究室（1994)、10頁。
10）小宮山靖士氏、武田儀一氏からの聞き取り調査による。
11）島根大学文化人類学研究室（1994)、８頁。
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３　東山・沖ノ山のいま

最後に、東山・沖ノ山の現状について簡単にまとめる。

前項のとおり、南半分を主に国が、北半分を主に芦津

財産区が所有する。北東部を除いた大部分は氷ノ山後山那

岐山国定公園の指定地で、特に、南側の稜線部分と遺伝資

源希少個体群保護林、県有地は、国定公園の第１種特別地

域に指定されている。明治 31 年（1898）の地形図からも

分かるように、もともとは天然林が広がっていた（図８）。

近代に入ると伐採が進められ、その跡地に植林がおこなわ

れた。現在、国有林では、稜線の広葉樹林と遺伝資源希少

個体群保護林を除き、ほとんどがスギ・ヒノキの一斉林と

なっている（図９）。

芦津財産区有林では、芦津渓谷の南側、大川と小川の合

流点の上流側、東山と鳴滝山の麓で、スギ・ヒノキの植林

がおこなわれている。財産区有林全体の６割ほどが天然林

となっているが、この中には薪炭林や焼畑の跡地といった

天然生林も含まれる。東山の西側の谷に、芦津財産区の土

地に鳥取県がおこなった造林地がある。さらにその上流部

に、沖ノ山杉の母樹が生育する場所が残っている。

（惠谷 浩子）

図７　氷ノ山後山那岐山国定公園の指定範囲
氷ノ山後山那岐山国定公園区域及び公園計画図（その１）より作成。基図に国土地理院の数値地図 25000 を使用。

特別保護地区

第１種特別地域

第２種特別地域

第３種特別地域 0 1㎞
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１　東山・沖ノ山の利用と現在

図８　明治 31 年の植生
明治 31 年測図 1/25,000 地形図「坂根」より作成。基図に国土地理院の数値地図 25000 を使用。

図９　現在の植生
芦津財産区提供資料及び林野庁「千代川森林計画区国有林野施業実施計画図」（令和３年度策定）より作成。基図に国土地理院の数値地図 25000 を使用。

広葉樹林

針広混交林

荒地（草地） 0 1㎞

天然林(区別なし)

天然林(針広混交林)

天然林(広葉樹)

スギ・ヒノキ林 0 1㎞
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り、更新確保のために伐区面積とその配置について制限が

おこなわれ、また天下Ⅰ類による更新が導入された。更に、

景観の点から施業の制限を受けることとなった。

このように大面積皆伐方式は修正されて次期の鳥取地

域施業計画区第三次地域施業計画（調査昭和 50 年、計画

昭和 51 年から 61 年、実行昭和 51 年以降）では施業の面

では小面積皆伐方式により計画された。この内容は、智頭

地区のうち 2,453ha（79％）を前案同様の施業団で、残り

653ha（21％）をスギ 120 年伐期の施業団で計画するもの

であった。一伐区の面積は、両施業団とも 5ha 以下に制限

された。

２　沖ノ山森林鉄道

（１）森林鉄道の概要

　鳥取県八頭郡智頭町の東部は、東山（標高 1,338m）を

境に八頭郡若狭町と接しており、付近の沖ノ山（標高

1,318m）にかけて広がる斜面は沖ノ山杉の産地であり、

森林鉄道が敷設されていた。この沖ノ山森林鉄道を利用す

る芦津森林セラピーロードは重要文化的景観の構成要素と

なっており、『智頭町の林業景観保存計画』 2) には以下の

ように概説されている。

鳥取営林署沖ノ山森林鉄道は、沖ノ山国有林から伐り出

された木材を運び出すために大正 11 年に敷設が開始され

た。この森林鉄道の起点は芦津集落の入口に当たる堂本に

あり、運び出された丸太を集積する芦津貯木場が設置され

ていた。芦津貯木場から智頭駅まではトラックや馬車で輸

送され、鉄道貨車で全国へと運ばれた。

開設から昭和 16 年（1941）までは、トロッコの牽引は

人や馬によっておこなわれていたが、昭和 17 年（1942）

からは気動車が導入され、線路の規格も気動車が通る本線

は６キロレールから９キロレールに変更された。これによ

り輸送効率が大幅に向上した。当初は 3.5 ｔクラスの気動

車であったが、後には 5.0 ｔクラスが主流となった。総延

１　智頭の国有林野事業

日本の国有林は明治２年（1869）の版籍奉還、明治４

年（1871）の社寺上知により、それまでの藩有林、社寺

有林が明治政府に編入されて成立した。明治９年（1896）

からは山林所有区分を明確化する官民有区分が実施された。

明治 32 年（1899）に国有林野法及び森林資金特別会計法

が成立すると、国有林の森林整備をおこなう国有林野特別

経営事業が開始され、全国の国有林で経営計画となる国有

林施業案の編成が進んだ。大正 10 年（1921）までに、大

部分の国有林において施業案の編成が完了した。

智頭地区の国有林野事業については、魚住侑司が明治後

期から現代までを３期に分けて各期の施業の特徴を報告し

ており 1) 、その概要を整理すると以下のとおりである。

第一期　択伐補助造林方式及び皆伐方式期（明治43年

から昭和16年）　　智頭地区国有林野には主に二種類の

作業級がおかれたが、皆伐作業級には天然更新作業が多く

とり入れられ、択伐作業級では補助造林が多くおこなわれ

た。末期には漸伐に近い作業種も導入された。伐出過程は

流送から陸送へと移行し、ノコ―木馬―林鉄方式の時期と

いえる。

第二期　皆伐方式及び漸伐方式期（昭和29年から昭和

32年）　　第二期は皆伐作業級が主で、森林保続の単位

面積は拡大されたが、作業種の中に漸伐作業及び択伐作業

が多くとり入れられた。収穫規整は面積による規整から材

積による規整に移っていった。地元部落用に薪炭林作業級

が設定されたのも特徴であった。伐出過程は、第一期のノ

コ―木馬―林鉄方式が主体であるが、第三期のチェンソー

―集材機―自動車運材方式 へ移行していく過渡的時期で

あったといえる。

第三期　大面積皆伐方式期（昭和33年から昭和50年）

この地区ではほとんどが第一種林地に指定された。育林過

程には施肥及び林業用薬剤などが導入され、伐出過程は

チェンソー―集材機―自動車運材方式となって大面積皆伐

方式が展開した。しかし、育林の実行率が相対的に低くな

２　国有林野事業と森林鉄道
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２　国有林野事業と森林鉄道

いる。「中国自然歩道コース」が半日のコースであり、こ

れに「芦津源流コース」を加えると１日のコースになる。

芦津と智頭との間に位置する山形小学校跡には、沖ノ山

森林鉄道で使われたディーゼル機関車と運材台車が展示さ

れている（図 21・22）。現地の説明板には次のように説明

されており、昭和 58 年に山形財産区の協力を得て公民館

事業として機関車が保存、展示されることになったことが

わかる。車体には「協三工業」と浮き彫りされており、同

社で製造されたようである。

沖ノ山森林鉄道　機関車について

この地より東に約二十キロ、沖ノ山から東山に至

る広大な山地は、氷ノ山、後山、那岐山などと共に中

国山地に属し、昔から杉や広葉樹のうっそうたる森林

におおわれていた

これらの国有林を開発するため、大正十一年に軌

道が敷設され、その後の増設で総延長十・八五キロに

も達した

初期は牛により牽引されたが、昭和十七年に登場し

た機関車は子ども達の夢や地域の期待をのせ、杉、橅、

楢などの搬出に当たり、特に「沖ノ山杉」を世におくっ

て名声を博した

時の流れ（昭和三十八年代後半～四十年代前半）は

軌道をトラック輸送に換え、活躍した機関車も沖ノ山

の山麓に置き去りにされる運命となった

昭和五十八年五月数少ない森林鉄道機関車の保存

をとの声に財産区の協力を得、公民館事業として、こ

れを交通公園に持ち帰り人々の奉仕により補修を加

え、展示する運びとなった

　　　　　　　　昭和五十八年十一月

  　　　　　　　　　　　山形一地区公民館

  　　　　　　　　　　　山形小学校

その他、現況の詳細は以下のとおりであった。

【現況の詳細（踏査順）】

西（芦津貯木場跡）から東方向へ

・ 芦津貯木場は現存しない。山裾に軌道の地形が残ってい

る。軌道の西側には石積みがある。貯木のための池は現

存しない。『林鉄の軌跡』90・91 頁に昭和 31 年の芦津

貯木場のスケッチと写真が掲載されている。

長 17.794m、軌道幅 762mm であった。

奥地には、沖ノ山事業所が設置され、国有林の作業員が

寝泊まりしながら作業に従事した。沖ノ山事業所は当初は

三滝ダムの少し奥の小川沿いにあったが、その後は資源の

奥地化に伴って、大川の上流部へと移転された。

沖の山森林鉄道は芦津財産区有林などの民有林内も

通っていたことから、民有林材の輸送にも使用された。国

有林材と区別するため、民有林材の土場は芦津貯木場の北

股川対岸の川沿いにあった。

高度経済成長期の木材需要急増に対応して、沖ノ山国有

林や、東山山系の芦津財産区有林から天然スギをはじめブ

ナなどの広葉樹も数多く伐出された。しかし、沖ノ山森林

鉄道の歴史はやがて終焉することとなる。

昭和 36 年（1961）の第２室戸台風被害により、倉谷付

近の軌道が流出し、それ以降は倉谷土場からはトラック輸

送されるようになった。また、昭和 36 年に外材輸入が本

格化すると、木材需給の逼迫状況は次第に緩和されていく

一方で、伐採できる資源も減少したことから、昭和 42 年

（1967）に沖ノ山森林鉄道はついに廃線となった。

（２）森林鉄道跡の現況

　沖ノ山森林鉄道跡について、令和元年（2019）６月 26

日および 27 日に、かつての敷設ルートおよび遺構の状況

を調査するため、『林鉄の軌跡』に掲載されている図 3) を

参考とし、徒歩および自動車で移動して立ち入り可能な

ルートを踏査した（図１～ 19）。

図 20 に示すように、「自動車道に変更された区間」「地

形が残っている区間、または歩道として残っている区間」

「消失した区間」がある。遺構として認識しやすいのは、「地

形が残っている区間、または歩道として残っている区間」

であり、沖ノ山芦津貯木場跡、みたき園周辺、倉谷旧土場

周辺、中国自然遊歩道、中電雨量計周辺等にある。

現在、森林軌道跡は林道や遊歩道として利用されてい

る。東山・沖ノ山地区の西半部は、氷ノ山後山那岐山国定

公園に指定されており、軌道跡は中国自然歩道になってい

る。その一部は智頭町森林セラピー推進協議会によって森

林セラピーロードとして活用されている。ガイドとともに

歩くことができ、沖ノ山トンネル北端から三滝ダムまでの

「中国自然歩道コース」（2.3km）、三滝ダムを一周する「三

滝ダム周辺コース」（1.3km）、三滝ダムから上流に向かう

「芦津源流コース」（2.0km）の３つのコースが設定されて
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ｍ付近で東側に直角に曲がる。この付近の軌道の位置は

不明。手前の軌道跡は現在の自動車道より高い位置に石

積みが見える。その先は軌道跡らしい地形が残っていな

い。現在の自動車道整備のために改変されたものと思わ

れる。

・	倉谷旧土場のヘアピンカーブから南に 400 ｍ付近で東

側に直角に曲がる部分から進み、発電所の対岸を過ぎ

て、右（南）に曲がり、現在の自動車道のヘアピンカー

ブで合流する。平地と石積みが残っている。

三滝近くのトンネル西から遊歩道に入り東方向へ

・	森林鉄道の位置は、トンネルまでは現在の自動車道と同

じ。森林鉄道はトンネル北側の出入り口の西の位置から

川沿いに進んでいた。現在は中国自然歩道（森林セラ

ピーロード）になっている。三滝ダムで自動車道と合流

する。

・	平地が残っており、川側（下側）にところどころ石積み

が残っている。

・	三滝の南側近くの歩道沿いの斜面に、放置されたような

石材のたまりがある。

・	保護林の近くに撤去したレールが 10本ほど放置されて

いる。長さは５m以下。

・	プレート「昭和拾年製作　大阪　日本橋梁株式會社」の

付いた橋げたが現在も使われている。橋の長さ 3.2m。

・	ダム手前の現在のあずまや周辺には寄宿舎とヘアピン

カーブがあった。寄宿舎の基礎が残っている。ヘアピン

カーブがあり、盛土された軌道の地形と石積みが残って

いる。

・	プレート「昭和拾年製作　大阪　日本橋梁株式會社」の

付いた橋げたが現在も使われている。橋の長さ 4.84m。

・	三滝ダム付近ではダム湖の南沿いを走る。現在は自動車

道となっている。

・	三滝ダムの湖中央の南に合流筋の橋脚がある。草木に覆

われているが石積みの橋脚が残っている。

・	三滝ダムの東で森林鉄道が東と西に分岐する。北への分

岐はすぐに『林鉄の軌跡』に記載のある「高いピア」で

川を渡る。この橋脚はコンクリートの橋脚の部分と河岸

の橋台が残っている。現在の橋の西隣にある。

・	東へ分岐した軌道の跡は現在砂利道となっている。現地

は未確認だが、現況地形図に描かれている。

・	鳥取営林署の小屋。

・	鉄道は貯木場から川を渡っていたが、橋は現存しない。

南の岸のみ橋脚が残っている。コンクリート製。

・	川を渡った先はすぐに右に曲がり、現在はアスファルト

舗装の自動車道となっている。

・	みたき園手前で現在の自動車道から左に外れ、川沿いに

軌道のおおよそ幅３mの平地と川側に石積みが残って

いる。

・	みたき園東側の駐車場に合流し、軌道の地形がなくなる

が、駐車場を経て現在の自動車道と合流する。

・	倉谷橋の手前で現在の自動車道から左に外れ川沿いを

進む。右側は農地。

・	おおよそ幅３mの平地が残っている。分岐から 40m先

までは畑地側の石積みは改修されたもの。

・	その先は畑側に高さ 60cmほどの石積みが残っている。

分岐から 80mのところに対岸の民有林に渡る橋の遺構

がある。

・	倉谷橋からその手前の 120mほどは後世に盛土され、軌

道の地形は改変された。

・	倉谷橋を越えて30mほど先で現在の自動車道と合流する。

・	『林鉄の軌跡』の図に「倉谷旧土場」とある。倉谷橋か

ら南におよそ 1,100mのところで自動車道から右に分岐

する。すぐに２つのヘアピンカーブとなり、山裾を南北

方向に走る。

・	ヘアピンカーブの手前は草が繁茂しており、軌道跡は不

明。大きい石と木柱（ワイヤの支えか）があるが関連す

るものかは不明。

・	ヘアピンカーブの部分では高さ２m以上の石積みが残っ

ている。

・	山裾を南北方向に走る部分では２～５m幅の平地と裾

側に石積みが残っている。

・	『林鉄の軌跡』の図では、ヘアピンカーブ付近で東側に

曲がり、「旧線」と記されている。図では、この軌道は

発電所を過ぎて現在の橋の手前までは現在の自動車道

と同じ位置であるが、現在の橋の手前で川を渡りその先

は 200mほどで終わる。

・	鉄道が川を渡る橋は消失しているが、高さ約５mの石

積みの橋脚が残っている。

・	川を渡り 50mほどは裾側に石積みがある。その先は軌

道跡らしい地形が残っていない。

・	『林鉄の軌跡』の図では、ヘアピンカーブから南に 400
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ルは残っていない。この橋の東側の軌道は石積みが残っ

ている。

・	沖ノ山事業所北側から北東へ入る支線を探したが確認

できなかった。

・	沖ノ山事業所から南に入っていく軌道は、沖の山林道大

川線となっている。

・	道沿いに炊事場跡と思われる遺構がある。

・	『林鉄の軌跡』の図に書かれた木橋の跡と思われる石積

みの橋台が残っている。

・	『林鉄の軌跡』の図に「ピア」と書かれた場所には石積

みの橋脚が残っている。

・	幹線林道沖ノ山線の起点近くの林道入口。レールが放置

されている。

・	広域幹線林道沖ノ山線を東に移動し、中国電力株式会社

沖ノ山雨量観測所（中電雨量計）の近くから西方向へ

入ったところ。

・	橋が破損した状態で残っており、レールと枕木が部分的

に残っている。橋はコンクリート製で長さ 10ｍほど。

・	橋の西にはレールが残っている。『林鉄の軌跡』による

と、軌道残存区間約 400ｍ。

・	その 300 ｍほど西には川を渡るため、破損した「林道分

かれコンクリ橋」（『林鉄の軌跡』）がある。ここにはレー

図１　沖ノ山森林鉄道跡の写真撮影位置

図３　2 芦津貯木場の軌道跡 図４　3 みたき園付近の軌道跡図２　1 芦津貯木場跡
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　図 18　17 沖ノ山事業所炊事場跡 　図 19　18 林道分かれコンクリ橋　図 17　16 中電雨量計近くのレール

図９　8 発電所南東のピア 図 10　9 中国自然遊歩道の橋図８　7 発電所南東で川を渡った
南付近の軌道跡の石積み

図６　5 倉谷土場付近の
ヘアピンカーブの石積み

図７　6 倉谷土場付近の南北方向の
軌道跡

図５　4 倉谷橋北西の農地沿いの
軌道跡

　図 12　11 三滝ダム西の寄宿舎跡 　図 13　12 三滝ダム西のヘアピン
カーブの軌道跡

　図 11　10 中国自然遊歩道の切通

　図 15　14 三滝ダム東方の高いピア 　図 16　15 中電雨量計近くの橋　図 14　13 昭和 10 年製作の橋
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図 20　沖ノ山森林鉄道跡の現況

　図 22　機関車右側面　図 21　山形小学校跡で展示されている車両

３　全国の森林鉄道の遺産とその活用

（１）遺産とその評価

　全国の森林鉄道は、1960 年頃からトラック輸送の発達

によって減少し、1970 年代にはほとんどの路線が廃止さ

れた。現存しているものは、京都大学芦生演習林（京都府

南丹市）と屋久島安房の軌道の２件である。廃止された路

線の一部は、その後、地域の歴史、文化的遺産として評価

され、保存、活用されている。

森林鉄道の車両には、機関車のほかに、丸太を積載する

運材台車、人員を輸送する客車がある。機関車には蒸気機

関車、ディーゼル機関車、ガソリン機関車がある。その他

に職員の巡視用モーターカーがある。これらの車両は、全

国で約 140 両が保存されている４)	。森林鉄道の最盛期に

は国有林だけで総延長が１万 kmに達したという５)。その

軌道跡には、築堤や石積み擁壁などの遺構が存在している

場合が多い。また、路線の施設構造物には、木橋、鉄橋、

石積橋などの橋梁遺構や隧道遺構がある。それらの歴史文

化遺産としての評価は、以下のように様々な形でおこなわ

れている６)。

文化財指定では、宮崎県えびの市の「めがね橋」が平

成 10年（1998）に国の登録有形文化財となった。その後、

高知県東部の中芸地域に位置する魚梁瀬森林鉄道の９基の

橋梁、５ヵ所の隧道遺構が「旧魚梁瀬森林鉄道施設」とし
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（２）活用の事例

　森林鉄道遺産は全国各地で活用されるようになってきて

おり、武田泉がその形態と事例を整理している８)。それに

よれば、車両を動態保存し、乗車体験可能としているもの

が 9ヵ所、静態保存、展示しているものが 21ヵ所にある。

動態保存しているものは、丸瀬布森林公園いこいの森

（北海道遠軽町）、木曽赤沢自然休養林（長野県上松町）、

魚梁瀬丸山公園ほか（高知県馬路村）、真室川温泉梅里苑（山

形県真室川町）である。三笠トロッコ鉄道（北海道三笠市）、

那珂川清流鉄道保存会（栃木県那須烏山市）では一部の車

両のみを転用して乗車可能とした。王滝村松原スポーツ公

園（長野県王滝村）、遠山郷梨元ていしゃば（長野県飯田市）、

林野庁森林技術総合研究所林業機械化センター（群馬県沼

田市）では、イベント時のみ走行している。これらの事例

については、運行の経緯、方法、組織体制などの詳細が報

告されている９)。

車両以外では、路盤を遊歩道として供用したりガイドツ

アーをおこなっているもの、サイクリングや自動車用道路

へ転用したものがある。その他、ジオラマや大型模型、パ

ネルなどによる展示がおこなわれている。

鳥取県智頭町では、旧山形小学校に智頭林業資料展示室

が設置され、また、前述のように機関車と運材台車が静態

展示されている。	 （中島	義晴）
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り組み｣『高知人文社会科学研究』４

て、平成 21年（2009）に重要文化財に指定されている。

平成 17年 (2005) に出版された土木学会の『日本の近代

土木遺産－現存する重要な土木構築物 2800 選』には、西

ノ股支線隧道 (青森県むつ市、旧大畑町 )や王滝森林鉄道
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を目的とするもので、産業史や地域史のストーリーを軸に、

相互に関連する複数の資産により構成される「近代化産業

遺産群	33」が平成 19年（2007）度にまとめられ、翌年度

には「近代化産業遺産群	続 33」がまとめられた。この「続

33」には、「山間地の産業振興と生活を支えた森林鉄道の

歩みを物語る近代化産業遺産群」が含まれており、北海道

紋別郡遠軽町、山形県最上郡真室川町、群馬県沼田市、長

野県木曽郡上松町、京都府南丹市、高知県安芸郡安田町・

馬路村・北川村・田野町、鹿児島県熊毛郡屋久島町の森林

鉄道関連資産が構成遺産になっている。

一般社団法人日本森林学会は、日本各地の林業発展の歴

史を、将来にわたって記憶・記録していくための試みとし

て、平成 25年（2013）度から林業遺産選定事業を続けて

いる。遺産の種類（分類・形式）は、林業景観、林業発祥地、

林業記念地、林業跡地、搬出関連、建造物、技術体系、道

具類、資料群の９つが挙げられている。このうち、搬出関

連は「森林軌道、林道、筏場、木馬道等。現存・跡地を含

む」である。令和３年（2021）度までに全体で 48件が選

定されており、搬出関連では、群馬県沼田市の「林業機械

化センター保存の車両群、根利林業遺産森林鉄道遺構」な

どがある。

文化庁が認定する「日本遺産（Japan	Heritage）」は、地

域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語る

ストーリーであり、地域に点在する遺産を「面」として活

用し、発信することで、地域活性化を図ることを目的とし

ている。森林鉄道の関連では、平成 28年（2016）に認定

された「木曽路はすべて山の中	～山を守り	山に生きる～」

の構成文化財として、岐阜県木曽郡王滝村・上松町の王滝

森林鉄道が含まれている。また、平成 27年（2015）に認

定された「森林鉄道から日本一のゆずロードへ	～ゆずが

香り彩る南国土佐・中芸地域の景観と食文化～」には、先

述した「旧魚梁瀬森林鉄道施設」のほか、文化財に未指定

の旧営林署、機関車、写真資料が構成文化財になっている。
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西に向かって千代川の支流である北股川が流れ、その北股

川上流一帯にブナ－スギ天然林が発達した。	

一帯は深山で木地師たちの活動の場であったが、近代の

土地所有の再編を経て、現在は主に芦津財産区所有林と沖

ノ山国有林から構成されている。芦津財産区有林では、明

治中期以降、芦津集落の人々により植林が進められた。大

正期になると国有林事業の一環として沖ノ山森林鉄道が整

備され、天然林資源の搬出に利用された。

昭和後期に林業が低迷してくると天然林の一部を県有

林としたり、軌道跡の一部を遊歩道としたりするなど、山

林の多目的な利用を進めている。一方、国有林の一部は沖

ノ山スギ・ブナ・トチノキ等遺伝資源希少個体群保護林と

して、スギ、ブナ、ミズナラといった樹種の天然分布が保

護されている。	

３　芦津集落 ― 広大な森林資源を有する
林業集落 

東山・沖ノ山の麓に位置し、智頭町内最大の山林面積

を有するのが芦津集落である。智頭町東部の土師川一帯は

花崗岩地帯で連続した谷底平野が形成されているのに対し、

西部は主に泥質片岩であるため谷は狭く、特に芦津は上流・

下流を狭隘な谷に挟まれた凹地となっている。そのなかで

里山や深山の森林資源を活かして生業としつつ、集落内の

農地で米や野菜を育てて自給自足の暮らしをおこなってき

た。近代になると赤挿苗生産の拠点として、さらに沖ノ山

森林鉄道の起点としても活況を呈した。	

芦津集落は智頭町内でも最も谷奥に位置するため雪へ

の対応も欠かせない。集落内には水路が張り巡らされ、一

年を通じて北股川から引いた水が流れ、冬場には除雪にも

利用される。水路には家ごとにイトバと呼ぶ水の利用場が

設けられているが、豪雪地帯ゆえにイトバを民家の一部に

取り込んだり覆屋を設けたりする例が散見される。	

また、芦津集落には同姓の血縁集団であるカブが複数あ

り、それぞれのカブが小祠とともに籠堂（集会所）を有す

る。カブは鳥取県内各地でみられる慣習だが、各カブが籠

６章　智頭の林業景観の個性

前章までの調査内容を踏まえて、智頭の林業景観の個性

を整理する。	

１　中国山地における育林先進地としての
智頭町 

智頭町は中国山地に位置し、町域の約 93％は山地とい

う山間地である。広大な林野を背景に、近世には山林で得

られる木材や木地物、和紙、茸類、山菜、漆などを物産と

し、狭小な田畑で日々の食材を得てきた。江戸時代後期に

なると鳥取藩が植林を進め、智頭町内でもスギ苗の植え付

けがおこなわれるようになった。そして、明治中期になる

と地域の山林大地主であった石谷家や大呂家などが林業の

発展に尽力し、新しい技術を積極的に導入したり生み出し

たりしたことで、智頭町では近代の早い段階から造林地が

拡大した。こうした地域の有力者の存在により中国地方で

最も著名なスギ林業地となり、智頭林業や智頭杉といった

呼び名も生まれることになった。昭和 50年代以降は木材

の需要減少等から林業生産活動は停滞しているが、山菜や

茸類の採取・加工といった日常的な林産物の利用はおこな

われている。このように、平地が乏しい智頭町では農業生

産力が低いものの、豊かな森林資源の採取と農業とを組み

合わせた生活・生業が暮らしの基盤になっている。	

２　東山・沖ノ山 ― 智頭林業の基盤を育
てた森林 

現在につづく智頭林業の発展は、明治期に大呂甚平が雪

害にも強いスギ苗の育苗技術を開発したことが画期となっ

ている。天然スギから採った下枝を苗木にする方法で、そ

の技術により生産された苗は赤
あかざし

挿苗と呼ばれる。赤挿苗

の母樹となったのが、芦津東部に広がる東山（標高 1388

ｍ）と沖ノ山（標高 1318 ｍ）のブナ林中にある樹齢 100

～ 150 年生以上の天然スギ、沖ノ山杉である。	

東山・沖ノ山は岡山県・兵庫県との県境に位置し、山陰

と山陽とを分ける中国山地の脊梁部にあたる。両主峰から
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ている。	

なお、智頭宿北側の牛臥山山裾に鎮座する諏訪神社では

６年ごとに柱祭りがおこなわれる。智頭宿の山主が所有す

る智頭町内各谷筋の山林から４本のスギが伐り出され、若

者たちが神木として担いで町を練り歩き、諏訪神社本殿の

四隅に立てられる。智頭宿の中心性と林野との関係を象徴

する祭礼といえるだろう。	

５　智頭町の立地特性と雪への対応の典型
を示す集落 

智頭町内の集落はその立地から、谷口指向型と街道指向

型に分けられる。谷口指向型は小規模な谷の出口部分に立

地する集落で、谷水を暮らしに利用する。街道指向型は道

路に面して人家が帯状に発達し、集落近くの中規模の河川

を堰き止めて用水を導く。そして、谷口指向型も街道指向

型も、家々の正面をめぐるように、また集落内を貫流する

ように谷や河川からの水路が引かれる。その水は灌漑のみ

ならず生活用水としても利用されるため、水路には常に豊

富な水が流れている。	

用水の多目的な利用は、鳥取県東部から中部にかけての

集落で顕著に認められる慣行である。特に智頭町は中国山

地の深部に位置し、鳥取県内でも有数の多雪地であるため、

水路には積もった雪を排出する機能も持たされている。	

芦津集落は谷口指向型、智頭宿は街道指向型で、両者と

も生活用水にも用いる水路を備えており、智頭町の集落の

典型として捉えられる。　　　　		　　　　　（惠谷	浩子）

	

堂を有する事例はほかに知られていない。さらに、芦津で

は個人墓を基本とするが同姓の墓は特定の箇所に集中する

傾向にあり、カブの結束力の強さを表している。	

４　智頭宿 ― 因幡・備前街道と千代川水
運が交差する宿場町 

智頭町内の主要な河川、つまり、千代川、土師川、新見

川の合流点に位置する智頭宿一帯は、古代から智頭郡の政

治的な中心であり、交通の要衝でもあった。江戸時代には

智頭街道の宿場であり、千代川流域や土師川流域、新見川

流域から運ばれる物資の集積地（在郷町）としても郡有数

であった。智頭宿の石谷家や国米家が大庄屋を輩出して現

在の智頭町域の村々を束ねるようになるなど、智頭宿は一

貫してその中核としてありつづけてきた。	

智頭宿が他の宿場と大きく異なるのは、因幡街道と備

前街道の合流地にあって両街道の宿場として発達したこと、

そして、千代川舟運の筏流しの基地にもなったことが挙げ

られる。２本の街道と河川という交通路が交差する智頭宿

は、面的な広がりを持った宿場町という特性を備えること

となった。	

また、智頭宿は鳥取藩内にあり、参勤交代でも鳥取藩の

みが用いる宿場だったため、民間経営の本陣ではなく藩専

用の直営休泊所である御茶屋が設けられた。御茶屋は街道

に面した敷地ではなく、街道から引き込んだ敷地を利用し

て設けられたため、明治以降に解体・民有化が進み、人家

の裏に樹林地やホールがある現在の独特の景観につながっ



「智頭の林業景観」全覧図（智頭宿編）
奈良文化財研究所景観研究室作成



「智頭の林業景観」全覧図（芦津編）
奈良文化財研究所景観研究室作成



Ⅱ部

林業地の捉え方とその保全
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１　近代日本におけるスギ生産地の多様性

な経営によつてはじめて達成されるものであるとい

う信念から、村の人々に愛林思想を鼓吹し、積極的に

造林を押進めて来た地方を指している。

吉野や北山といった近世から積極的に植林をおこなっ

てきた地域を除き、多くの地域で本格的な育成林業が始ま

るのは明治以降であること、また、その時、山村の暮らし

をより良いものにしたいという篤林家の存在が大きかった

ことを指摘する。

さらに、この論考ではこの優良林業地の発展の要因とし

て以下の４点を挙げる（明永 1959）。

１．自然条件や輸送手段といった立地条件に恵まれている

こと。そのため、江戸時代から小規模ながら造林の経

験があり、この経験を明治期以降に活かせたこと。

２．純山村では耕地が狭く、農耕では生計が成り立たない

ため、山林経営が農家の主な生業（経済的基盤）となっ

たこと。

３．山林経営に積極的であった当時の山村内の指導者層の

貢献があったこと。

４．林業そのもの及び林業家自体の堅実性があること。

そして、この『山林』900 号発刊記念特集では、次の

14 地域を優良林業地として挙げている。北海道カラマツ

造林、岩手県簗川薪炭林択伐林、福島県立て立て伐り、岐

阜県今須時山林業、奈良県吉野林業、鳥取県智頭林業、熊

本県日田小国林業、熊本県芦北林業、宮崎県飫肥林業。

さらにその 10 年後の『山林』には、「生まれ変わる林業地」

という特集で、昭和 30 ～ 40 年代の資料をもと 92 の大小

さまざまな優良林業地を挙げる（表１）。この表１をみると、

92 ヵ所の内、82 ヵ所が針葉樹の人工林で、さらに、その

なかでスギを主とするものが 62 ヵ所と圧倒的に多いこと

が分かる。スギの育てやすさや加工のしやすさが、スギの

育成林業地の広がりにつながっていた。一方、10 ヵ所の

天然林や天然生林が挙げられていることも見逃せない。ま

ず、天然の針葉樹を伐採していたのは、北海道（天然林）、

青森（ヒバ林）、秋田（スギ林）、木曽（ヒノキ等天然林）、

１　近代日本におけるスギ生産地の多様性

１　はじめに

日本各地で木材生産を目的とする植林１）がおこなわれ

るようになるのは、江戸時代中期以降のことである。人口

の増加や都市の建設が進むなかで、大量の木材が消費され

た。その結果として起きた全国的な資源の枯渇に対応する

ために、18 世紀後半に入ってから日本全国で徐々に植林

がおこなわれるようになったのである。大都市に近く、河

川で木材を運搬しやすい地域では、民間レベルでの林業が

発達した。東北や四国、九州などでは藩が木材生産と造林

を主導した地域もある。しかし、育林技術の発達を伴った

全国規模での本格的な育成林業の開始は、明治という近代

の夜明けを待たなければならなかった。

明治時代を迎えると吉野林業方式の波及や、日清・日

露戦争による木材需要の高まりを受けて、各地で造林ブー

ムが起こる。吉野を参照しつつも、土着の育林方法を活か

して、地域ごとに特色ある育苗や造林の方法が模索された。

そのなかで、現在に至る林業地が形成されたのである。そ

のあり方は、近代化の過程のなかで徐々に収斂され、さら

に、第二次世界大戦後は統一的な規格での育林に変化して

いる。

そこで本稿では、各地域の特色が色濃かった近代の林業

のあり方を振り返ることで、文化的景観としてのスギ生産

地の評価の可能性について検討したい。

２　全国有名林業地の成立

大日本山林会では、会誌『山林』の 900 号発刊記念として、

昭和 34 年（1959）当時の民間の優良林業地の特集をおこ

なっている。その冒頭の論考「民間優良林業地の展望」（明

永 1959）はこのような書き出しから始まる。

優良林業地と一般にいわれているのは、明治年代に入

つて、資本主義経済がわが国に興隆しかけて来た時、

山村の先駆者が、山村の農家の安定は、山村の積極的
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表１　昭和中期の優良林業地

※表中の◆は天然林、◇は天然生林、〇は広葉樹人工林を示す。

府県名 山林名称 樹種（主なもの） 府県名 山林名称 樹種（主なもの）

北海道 沼の端山林 カラマツ 愛知 鳳来寺スギ造林 スギ

バイロットフォレスト カラマツ 三重 尾鷲林業 ヒノキ

川上の天然林　◆ トドマツ、エゾマツ 波瀬林業 スギ、ヒノキ

青森 青森のヒバ林　◆ 天然生ヒバ林 富山 マスヤマスギ スギ

岩手 釜沢模範林 スギ、アカマツ 福井 竹田林業 スギ

織詰模範林 カラマツ、スギ 足羽川林業（美山林業） スギ

大志田模範林 スギ、アカマツ 石川 能登のアテ アテ＝アスナロ

生出模範林 スギ、ラマツ 滋賀 比叡山林業 スギ

小岩井山林 アカマツ、カラマツ 甲賀林業 スギ、ヒノキ

小原山林　小原家所有林 スギ、アカマツ 大岨造林地　財産区林 ヒノキ（ほんぴ）

越喜来村山林 スギ、アカマツ 大山造林地　財産区林 ヒノキ

宮城 鶯沢共有林 スギ、ヒノキ 犬上郡組合林 ヒノキ

嗚子林業 スギ 田根林業 スギ択伐林

津山林業 スギ 京都 北山林業（京北林業） スギ

秋田 秋田スギ林　◆ 天然生スギ林 奈良 吉野林業 スギ

山形 川土居義務造林地 スギ 小川林業 スギ磨丸太

金山林業 スギ 多武峯林業 ヒノキ

田川林業 スギ 大阪 河内林業 スギ、ヒノキ

福島 田人林業 スギ 兵庫 富栖林業 スギ（さしき）

三和村造林地 スギ 和歌山 秋津川の炭材択伐林　◇ ウバメガシ等天然林

古殿村造林地 スギ 島根 布施林業 スギ

湖南村造林地 スギ 鳥取 智頭林業 スギ

立て立て伐り　◇ 天然広葉樹林 大山のマツ アカマツ、クロマツ

会津キリ　〇 キリ 岡山 河内造林地 スギ、ヒノキ

新潟 山北林業 スギ、ヒノキ、一部天 上賀茂造林地 スギ

峯岡林業 スギ、アカマツ 粟倉林業 スギ

栃木 日光林業 スギ 新庄林業 スギ

スギ灌水林業 スギ 山口 川上村林業 スギ、ヒノキ

( 茨城 ) 八溝林業 スギ 錦川林業 スギ（ヒノキ）

群馬 御荷鉾林業 スギ、ヒノキ 徳島 木頭林業 スギ

長野 八ケ岳造林地 カラマツ 樵木林業　◇ カシ他矮林択伐林

茨沢造林地 カラマツ 愛媛 大永山山林 ヒノキ、スギ

根羽村造林地 ヒノキ、スギ 玉川村組合林 スギ、ヒノキ

塩野造林地 スギ（くますぎ） 庄内県有林 ヒノキ、スギ

山の内造林地 スギ 久万林業 スギ（ヒノキ）

木曽谷林業　◆ ヒノキ等天然林 肱川林業 スギ、クヌギ

山梨 森村山林　森村家所有林 スギ、ヒノキ 高知 嶺北林業 スギ（ミツマタ）

万沢の混農林業 スギ、ヒノキ 魚梁瀬林業　◆ スギ天然林

シラベ人工林 シラベ（カラマツ） 福岡 八女林業 スギ（さし木）

千葉 山武林業 スギ（アカマツ） 佐賀 背振村村有林 ヒノキ、スギ、マツ

東京 青梅林業 スギ（ヒノキ） 大分 日田林業 スギ

神奈川 足柄林業 スギ、ヒノキ、マツ 熊本 小国林業 スギ（さし木）

埼玉 西川林業 スギ 芦北林業 アカマツ、クロマツ

岐阜 今須林業 スギ、ヒノキ択伐林 宮崎 飫肥林業 スギ（挿・播）

日出雲林業 スギ 鹿児島 蒲生林業 ヒノキ、スギ、ザツ

静岡 天竜林業 スギ（ヒノキ） 屋久スギ林　◆ 天然スギ林
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１　近代日本におけるスギ生産地の多様性

伐期によって小丸太、中丸太の生産を主に施業していた。

天竜川流域で生産されるスギは、現在も天竜杉の名前で流

通する。

三重県は、中部から伊勢にかけての一帯と、尾鷲を中

心とする北牟婁郡地方を主産地とし、前者は名古屋に、後

者は主に大阪市場へ移出されていた。尾鷲地方は江戸時

代、紀州徳川藩に属しており、藩により私的所有林が広く

認められて林業生産が奨励されていた。また、海運の便に

も恵まれていたため、尾鷲では企業的な山林経営が発達し

ていった。その頂点に立っていたのが土井家で、当初はス

ギだけを疎植して伐期も長いものであったが、幕末になる

とスギとヒノキの混植、密植となり、短伐期の集約的な経

営となった。明治中期からはヒノキの密植造林となり、ヒ

ノキの主産地となった。昭和 25 年頃の造林地は「檜８割、

スギ２割でむしろ檜の主産地に數えられるべきであろう」

（高橋 1950）という状況だったようである。

近畿地方　　近畿地方では、兵庫県、奈良県、和歌山県の

生産量が多い。

兵庫県は、大阪や神戸に近いことから、北関東と同様に、

第二次世界大戦後の昭和 20・21 年は特に生産量が多くなっ

た地域である。また、産地は多可郡や氷上郡などの中央分

水嶺南側の上流域が占めており、阪神圏への出荷のしやす

さが産地形成に影響していたと考えられる。

奈良県は他の産地と比べると林野面積は少ないものの、

「吉野川流域の他に北山川流域、十津川流域の天川、大塔、

野迫川の三郷等縣内山間部は到る處で古來集約なる林業」

が営まれてきた。奈良県南部で生産されるスギは吉野杉と

呼ばれ、吉野林業では多様な木材を同一林分から生産でき

ることを特徴としてきた。1 町歩あたり１万本を植える密

植、主伐までに 10 数回も収穫できる多間伐、100 年以上

生育する長伐期という集約的な造林技術体系を、18 世紀

中に確立した。それに加えて、優良木の種子から実生苗を

量産する育苗技術も発達させ、そうした品種化の技術が吉

野から日本全国に広がっていった。吉野林業発展の背景に

は、温暖多雨な気候のほか、借地林業制や吉野川・熊野川

の水運の発達も欠かせない。

四国地方　　四国では愛媛県と高知県の生産量が多い。主

産地は、愛媛県では肱川流域、高知県では仁淀川、奈半利

川、四万十川の流域で、流送の便にめぐまれていることが

条件となっていた。港に集められた材はそこから舟運で大

魚梁瀬（スギ林）、屋久島（スギ林）の６ヵ所で、この頃

は天然林からの採取林業がまだ続いていたことが分かる。

他４ヵ所は、広葉樹の薪炭林３ヵ所と、会津のキリ林１ヵ

所である。

３　近代のスギ主産地

（１）生産量の多い産地

高橋（1950）は、昭和 10 年（1935）、20 年（1945）、21

年（1946）の都道府県別のスギ伐採量（国有林以外）か

ら、当時の主要生産県を挙げ、それぞれの特徴を記してい

る。その情報を、伐採量、森林面積、生産地、特徴に分け

て整理したものが表２である。本項ではこれを手掛かりに、

昭和前期から中期頃の産地ごとの性格を、北から南にかけ

てみていくこととする。

東北地方　　東北では秋田県と福島県の生産量が多い。

秋田県はスギの天然分布の北限で、この天然林が広く

分布していた米代川流域や雄物川流域が林業の中心となっ

てきた。秋田でも江戸時代には天然性のスギの伐採が進み、

深刻な資源の枯渇が起きた。そのため、佐竹藩による山林

管理と用材生産が進められることになり、19 世紀に入り

植林もおこなわれるようになった。それでも、明治から昭

和にかけての時代も天然スギの採取林業を基本とするなか

で、スギの一大生産地となったのである。特に米代川河口

の能代市は木材産業の中心地となり、木都と称されるほど

の繁栄を誇った。なお、かつては天然のスギのみを秋田杉

と呼んだが、近年では育種・植林されたスギも秋田杉と呼

ばれている。

関東地方　　関東周辺は東京に近いことから、第二次世界

大戦の直後に、都市の復興のために木材の伐採が特に進ん

だ。そのため、昭和 20 年と 21 年は北関東の栃木県や群馬

県で生産量が多くなっている。栃木県は上都賀郡と那須郡、

現在の栃木県北部が主産地であった。

東海地方　　東海地方で生産量が多いのは静岡県、三重県

である。

静岡県の山林は大部分が民有地で、特に天竜川流域は規

模も大きく、県内生産量の約半数がこの流域より生産され

ていた。明治時代以降、金原明善などの実業家がこのエリ

アの林業の発展に寄与してきたことも特徴として挙げられ

る。造林は、比較的疎植を採用することで生育を早め、短
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の副業としておこなわれており、集約的な利用と経営に特

徴があった。

大分県では、林地に苗木を直に植える直挿しや挿穂苗に

よる造林がおこなわれていた。当時は、比較的疎植、短伐

期で、小丸太生産を特色とする林業地であった。

宮崎県は県南部、現在の日南市を中心とする南那珂郡が

主産地で、当時から飫肥林業として全国的に知られる存在

であった。旧飫肥藩では政策として山林への杉の直挿し造

林をおこない、そうして植林面積を増やしてきた。こうし

た経緯から、森林区域の約半数が国有林となっている。飫

肥林業では「一種の混農林業の形式をとり極度な疎植によ

る挿穗造林を行う前後に前作又は間作をおこない極度に肥

大成長を促進せしめて造船用材の生産を目的とする」（高

橋 1950）とあるように、農林複合経営と造船用材という

特徴があった。また、木材のほとんどは河口の油津港へ集

められたため、油津は集積地・積出港として大きく発展した。

鹿児島県は、宮崎県同様、薩摩藩の財政再建のため山林

阪・神戸や瀬戸内に運ばれた。

奈半利川上流の魚梁瀬は、多雨な気象条件を背景にスギ

の天然林が広く分布していたエリアである。江戸時代に藩

により伐採が制限され、阿波との国境には７ヵ所の山番所

が設けられて保護された。明治時代になると藩有だった山

が国有林に編入され、魚梁瀬の国有林の割合は約８割に及

ぶことになった。そして、ここに吉野から流材の技術が導

入された。筏流しを専門とする流材夫も、吉野から多く移

住した。大正６年（1917）には森林鉄道も開通し、スギ

天然林の伐採はさらに速度を増した。第二次世界大戦後は

トラック輸送の時代へと変化し、魚梁瀬の森林鉄道は昭和

38 年（1963）に役割を終え、その跡地は道路に変わった。

九州地方　　九州は、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、

鹿児島県が上がっていて、表２のどの年においても九州地

方が全体の生産量の３割以上を占めている。

熊本県は、北東の小国から南西の芦北にかけて、スギの

挿木造林地として知られていた。この地域の林業は、農家

表２　昭和中期のスギの主要生産県の状況

県名
生産量（石） 森林面積

（ha） 生産地 特徴
昭和 20 年 昭和 21 年 昭和 10 年

秋田 664 893 401 52 万 雄物川上流、男鹿半島および能代川（米代川）流域。 国有林の面積が多い（39 万 ha）。

福島 879 745 706 59 万 東白河郡文慈川流域および石城郡三坂村地方。 スギの挿木造林地として有名。

栃木 868 971 547 31 万 上都賀郡、那須郡。 国有林が過半数を占める。

群馬 760 672 346 35 万 記載なし。

新潟 969 844 741 55 万 下越地区が主、上越中越多い。 大部分が民有地。

静岡 680 851 1073 36 万 天竜川流域。近年、大井川、安部川流域も増大。 大部分が民有地。比較的疎植で、
小丸太・中丸太の生産が主。

三重 919 971 817 30 万 中部および南部伊勢地区、尾鷲中心の北牟婁郡。 大部分が民有地。

兵庫 916 1434 388 29 万 多可郡、氷上郡および宍粟郡方面 近年特に生産が多い。

奈良 628 833 1331 17 万 吉野川流域、北山川流域、土津川流域の天河・大塔、野迫川。 県内山間部各地で古くから集約
的な林業が営まれてきた。

和歌山 679 539 779 32 万 熊野川筆頭、日高川、古座川、日置川流域。 大部分が民有地で、中小丸太生
産盛ん。

愛媛 1158 707 1419 29 万 肱川流域（約半量）、新居・温泉・宇摩が続く。 小丸太生産が特徴で、舟運で阪
神や山陽方面へ移出。

高知 692 781 675 記載なし 吉野川上流地区が隋一、仁淀川・奈半利川・四万十川各流域。

福岡 466 960 1206 18 万 筑後川流域、朝倉地方、八女地方。

熊本 1213 2843 674 27 万 阿蘇郡小国郷中心に芦北郡水俣地方。 挿木造林地として有名。農家の
副業として集約的な経営。

大分 1058 1026 1237 37 万 筑後川流域日田郡および下毛郡内。 直挿や挿穂苗により造林、疎植、
短伐期での小丸太生産が特色。

宮崎 1639 702 761 42 万 南那珂郡。 混農林業。飫肥林業の名が著名。

鹿児島 862 734 549 31 万 姶良郡蒲生町、曽於郡、薩摩郡、日置郡。

※高橋（1950）より作成。国有林からの生産量は除外している。
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辺川流域であった。この一帯は西川林業地と呼ばれ、現在

の埼玉県南西部、飯能市、日高市、毛呂山町、越生町に及

ぶ。江戸に近いことから大火の際にも大量の木材が流送さ

れた。林業地としての本格的な発展は明治中期以降で、特

に日清・日露戦争や関東大震災を契機とした木材需要に対

応しながら植林を拡大させていった。昭和 25 年頃は「伐

期は 30 年で小丸太の生産を主體とするも伐期に際して生

育良好な主木を選んで殘置し二段喬林を作る特異な作業方

法をとるもの」（高橋 1950）があったという。

北山林業　　現在の京都市北区中川地区を中心に発展した

北山林業地帯である。中川は急峻な谷間に位置し、中世以

来、山の恵みを都へもたらす山稼ぎの村だった。仁和寺や

神護寺の領地であった一方で、朝廷に薪炭などを貢物とし

て納めていた。この都への近さから、消費者ニーズや流行

をそのままスギの生産工程に反映することができ、付加価

値の高い材を生産するようになる。そして、数寄屋建築に

欠かせない化粧材である北山丸太の生産に特化していった。

北山丸太は磨丸太と絞丸太に大別され、主に数寄屋建築の

化粧材として床柱、面皮柱、桁、垂木材に使用される。

北山杉の育林技術は、台杉仕立てと一本仕立てがあり２）、

優良品種の挿し穂栽培、枝打ちによる抑制・集約的育林施

業により形質に優れた材が生産されている（図２）。山林

は樹齢 10 ～ 40 年生の細かな林分に分かれ，それらが混在

するためモザイク状の林相が形成される。

木頭林業　　木頭地方は徳島県南部の那賀川上流に位置し、

明治中期に吉野から林業技術を学ぶなどして造林地が拡大

した。「木頭林業の特長は燒畑跡地に雑穀と共にスギ苗木

の育成に力を入れてきた歴史を持つ。

（２）地域的特色のあるスギ生産地

また、高橋（1950）は、都道府県単位では生産量が多

いわけではないものの、地域的にみると生産量が多く、特

徴的な施業を行う林業地帯として、千葉県山武郡、埼玉県

秩父郡及び入間郡、京都府北桑田郡及び愛宕郡、徳島県木

頭地方、鳥取県智頭地方の５地域を紹介する。その特殊性

から、それぞれ、山武林業、西川林業、北山林業、木頭林

業、智頭林業という呼称を有する。

山武林業　　山武郡は千葉県太平洋側の中央部、下総台地

に位置する。江戸中期に挿木苗によるスギの植林がおこな

われ、旧山武町を中心とする一帯が林業地帯となった。山

武地方は年間降水量が 1500 ㎜ほどと少なく、土壌は水は

けが良い火山灰土からなる関東ローム層と砂礫層が覆うた

め、スギの生育の適地ではない。しかし、九十九里浜での

鰯漁に使用する船材として、また、江戸の建築資材として、

その需要に応えるなかで植林が進められていき、山武杉と

いう名で広く名声を博した。

下総台地の乾燥しやすい土地での植林を進めるため、マ

ツの前植地にスギの挿木苗を植栽して、その後、マツを間

伐しながらスギの生長を促進するという方法が採られてき

た。また、造林の前後に雑穀を植えて、土壌を肥沃にする。

このように、マツとスギの二段造林、優良木からの挿木で

の造林、農林複合経営という特徴があった。

西川林業　　江戸時代、江戸の西方で生産され、川を利用

して筏で運ばれてくる木材を総称して西川材と呼んでい

た。その生産の中心地が、荒川支流の入間川、高麗川、越

図１　山武林業
大日本山林会編（1955）巻頭より転載。

図２　北山の台杉仕立て
京都府編（1908）より転載。
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年頃までの主産地として挙げた都道府県のうち、奈良県、

新潟県、和歌山県は 25 位以下に下がっている。

４　育林方法の地域性とその変遷

前項でみてきたように、スギの生産方法は自然条件や

歴史的背景のなかで産地ごとに様々に形成された。高橋

（1950）にそれをよく表した一文があるので、少し長いが

紹介したい。

これ等主産地を概觀するに各地區每に著しい特色を

有している。即ち吉野林業及び小國林業の如く密植に

より間伐木の完全なる利用と共に目的材種の健全な

る生育を計る集約なる林業あり、飫肥及び木頭林業の

如く疎植により各々最も用途に適した大徑木の生産

を目標とする林業あり、日田林業の如く短伐期により

小丸太生産を目指すもの、智頭林業の如く比較的伐期

を長くして特殊材の生産を計るもの、更に更新に當つ

ても直挿によるもの、床挿苗又は種苗による造林、萠

芽、伏條を利用するもの或いは天然更新によるもの等

各地で固有の方法が發達している。これ等はその土地

の立地的並びに地位的條件、市場及び用途方面からの

要求によつて最も合理的な特異な作業法をとるに到

を疎植し短期間に大徑木の生産を目標としている」（高橋

1950）とある。木頭では近世から住民の生活基盤が焼畑農

業にあったこと、そうした焼畑跡地にスギと農作物を植え

る間作造林がおこなわれてきたことが、近代の林業の在り

方にも影響を及ぼしてきたことが分かる。木頭地方で生産

されるスギは、現在は木頭杉の名前で流通する。

智頭林業　　智頭林業は、千代川上流の鳥取県八頭郡智頭

町一帯で営まれてきた。智頭では大正期から育林技術が発

達し、比較的長い伐期で、樽丸材や柾板を生産してきた。

この智頭林業を特徴づけていたものが、赤挿苗と呼ばれた

苗木である。智頭奥地の天然スギの伏条性の太い枝条から

採取した小枝を育てて苗木としたもので、この技術の確立

により智頭林業は発展を遂げた。

（３）主産地の変化

以上は、昭和中期までに主産地として捉えられていた地

域の概要であるが、その後の林業価格の落ち込み、山村の

過疎化、経営の仕組みや施業方法の変化などを背景に、主

産地の入れ替わりが起きている。表３は令和２年（2020）

の都道府県別のスギ・ヒノキの素材生産量を表したもので

ある。これを見ると、スギの生産量では宮崎県が 1739 千

㎥と飛びぬけて多く、国内の全生産量の約 15％を占めて

いる。スギに関しては、１位から９位までを九州地方と東

北地方が占めている状況である。高橋（1950）が昭和 20

表３　令和２年のスギ・ヒノキの素材生産量

※高橋（1950）より作成。国有林からの生産量は除外している。

都道府県 スギ（千㎥） ヒノキ（千㎥） 都道府県 スギ（千㎥） ヒノキ（千㎥） 都道府県 スギ（千㎥） ヒノキ（千㎥）

宮崎 ○ 1739 96 岐阜 196 140 京都 ◇ 87 25

秋田 ○ 989 - 鳥取 ◇ 187 35 富山 71 1

大分 ○ 824 179 兵庫 ○ 183 66 奈良 ○ 69 38

青森 701 0 静岡 ○ 163 152 佐賀 62 38

熊本 ○ 687 233 群馬 ○ 145 17 北海道 46 -

岩手 639 0 山口 141 50 滋賀 41 9

福島 ○ 604 60 三重 ○ 130 132 千葉 ◇ 35 4

宮城 478 3 福岡 ○ 124 37 山梨 31 9

鹿児島 ○ 426 61 広島 115 93 長崎 31 48

栃木 ○ 360 133 福井 112 1 埼玉 ◇ 25 11

愛媛 ○ 305 216 愛知 104 80 東京 14 10

茨城 294 88 石川 101 4 神奈川 6 4

高知 ○ 279 208 岡山 99 222 大阪 6 3

島根 274 48 和歌山 ○ 96 65 香川 3 5

山形 250 0 新潟 ○ 93 0 沖縄 - -

徳島 ◇ 207 45 長野 91 53 合計 11663 2722
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吉野の影響を受けた三重県の波瀬では、密植と長伐期が選

ばれた。明治期の吉野では 10,000 本 /ha の密度で植えて、

間伐を繰り返しながら、80 ～ 100 年の伐期を採っていた。

両地域の森林計画からは、現在も密植が続いていることが

読み取れる。

智頭では、吉野ほどの極端な密植は採用しないものの、

比較的密度の高い植林がおこなわれていた。そして、樽丸

材の生産を目的とした長伐期のものとなっていた。智頭の

苗木は伏条苗で、吉野や波瀬の実生苗とは違い生産量に限

界があったことも、植栽密度に関係していたのだろう。昭

和に入ると智頭でも挿木苗の技術が確立され、明治期に

3,000 本 /ha だった密度が、昭和 35 年（1960）頃からは 3,500

～ 4,500 本 /ha と密植に傾いていった（石谷 1959・河島

1970）。

密植×短伐期　　小丸太を生産した京都の北山や埼玉の西

川では、密植が選ばれた。

北山では、京都市中に向けて、台杉仕立てでの北山丸

太の生産がおこなわれていた。明治に入り一本仕立てが導

入され、明治後期から大正にかけて、台杉仕立てから一本

仕立てへの大きな転換が起きた。床柱はより成長が早い一

本仕立てで生産されるようになり、伐期も早まった。一方、

垂木の生産のため台杉仕立ては存続していたが、昭和 35・

36 年（1960・1961）の建築基準法の改正により都市地域

の防火基準が強化され、軒下に化粧材を用いることができ

なくなった。そのため、昭和 30 ～ 40 年代にかけて、残る

台杉林もほとんどが一本仕立て林へと変わった（本間・和

田 2019）。平成以降は床柱の需要も激減しているが、それ

でも現在も北山丸太の生産は続いている。

西川では東京市場に向けた柱材・山角材、足場丸太の

生産のために、短伐期となっていた。特に第二次世界大戦

後の需要にこたえるため、小径木の傾向がより強くなっ

た（林業発達史調査会 1957）。都市域に近い林業地域で

は、密植×短伐期での小径木材の生産に特徴があったと言

える。西川は都市化の影響もうけて、現在の生産量は極め

て少ない。

疎植×長伐期　　船舶用の弁甲材の産地であった飫肥は、

疎植と長伐期が特徴とされるが、歴史を通じて同じ状況

だったわけではない。江戸末期～明治中期は 3,000 ～ 5,000

本 /ha と密植の傾向があった。それが、明治末期～大正初

期は 2,000 ～ 3,000 本 /ha、大正中期～昭和初期は 750 ～

つた結果であつてその地區の林政學的沿革と共に主

産地の特性を決定付けるに到つたものと言うことが

出來よう。

かつては苗木づくりや林地での植栽、枝打ちなどのそれ

ぞれの工程に、明らかな地域的差異があった。立地条件や

求められる木材の内容によって、各地に特色ある林業地域

が形成されてきたのである。しかし、昭和中期以降、森林

施業の集約化・標準化が進むなかで、そうした地域性は徐々

に見られなくなっている。そこで、著名なスギ林業地を対

象に、育林方法の地域的な違いと、明治期から現在にかけ

てのその変化を把握した。それを整理したのが表４で、以

下はこの表をもとに記す。

（１）苗木生産

苗木は主に、実生苗と分殖苗に分けられる。実生苗は、

種子から育った苗のことで、さらに２つに分けられる。ま

ず、採取した種子を播種して育てた苗木を播種苗、母樹か

ら自然に落下した種子から育った苗木を天然生苗と称する。

分殖苗は無性繁殖により得られた苗木であり、挿木苗、分

根苗、伏条苗などがある。これらのうち、育成林業に用い

られるのは、大量かつ安定的に得ることができる実生の播

種苗と分殖の挿木苗である。

植林の際に播種苗を用いてきたのが、奈良県の吉野と静

岡県の天竜川流域である。一方、挿木苗を用いた林業地は、

京都府北山、福岡県八女、熊本県小国、大分県日田、宮崎

県飫肥などが挙げられる。北山では苗床で生育したものを

苗木としたが、八女、小国、日田、飫肥という九州地方で

は、母樹から切り取った穂木を直接林地に挿し付ける、直

挿しと呼ばれる方法が主流だった。飫肥では大正中期頃ま

では直挿しだったという（塩谷 1970）。鳥取県の智頭では

天然スギから採取した伏条苗を利用した。

挿木苗を生産する際、その挿し穂の母樹となるスギの樹

齢は、地域によって異なっていた。柴田（1950）によると、

昭和 13 年（1938）当時、智頭では４～５年生以上、飫肥

では 7.8 ～ 15.6 年生、京都北山の中川村では 14.5 ～ 30 年

生のスギを母樹とした。さらに、挿し穂に用いる枝の位置

や畑での育成期間も異なり、地域の条件により様々な手法

が採られていた。

（２）植栽密度と伐期

密植×長伐期　　樽丸用の大径木の生産を目指した吉野、
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表４　近代から現代にかけての育林技術の変遷

地域
明治期 昭和中期 現在

参考文献
苗木生産 植栽本数

（本/ha） 伐期（年） 間作の
有無

植栽本数 
（本/ha） 伐期（年） 植栽本数（本/ha） 伐期（年）

吉野 実生苗 10000 80～100 なし 6000～10000 45～60
密仕立て：7,000
中仕立て：5,000

粗仕立て：2,000～3,000

磨丸太：10～30
一般建築材：45

一般造作材：85～
銘木造作材：100～

岩水（1969）、
岩水（1970）、

吉野地域森林計画

波瀬 実生苗 6000~8000 60～80 なし 5000～6000 40～45
密仕立て：6,000
中仕立て：3,000

粗仕立て：1,000～1,500
35 岩水（1971）、

松阪市森林整備計画

智頭 挿木苗
（伏条苗） 3000 70～80 あり 3500～4000 40~50 中仕立て：3,000

疎仕立て：1,600 40

石谷（1959）、
石谷（1962）、
河島（1970）、
河島寛（1970）

飫肥 挿木苗
（直挿し） 2000～5000 50～70 あり 1500～2500 50～70 中庸仕立て：2,000～3,000 一般構造用材：35

一般大径材：56～

山内（1950）、
塩谷・鷲尾（1965）、

塩谷（1970）、
日南市森林整備計画

北山 挿木苗 2500～4000
（台杉仕立て）

20～25
（垂木）、

50
（丸太）

なし

4000～5000
（台杉仕立て）、

4500～6000
（一本仕立て）

20～30
（垂木）、

25～40
（柱）

〈スギ〉
中仕立て：3,000～4,000

疎仕立て：2,000
〈丸太仕立てスギ〉

密仕立て：6,000
中仕立て：5,000
疎仕立て：4,500

スギ：40
丸太仕立てスギ：15

重本（1950）、
岩水（1975）、
岩井（1986）、

京都市森林整備計画

西川 不明 3000 40～50 なし 4000～4500 35～40
密仕立て：4,000
中仕立て：2,500
粗仕立て：1,500

40

林業発達史調査会（1957）、
浅野（1967）、
清水（1972）、

飯能市森林整備計画

天竜 実生苗 2000～3000 30～40 あり 3300～4200 60～80
密仕立て：4,000～5,000
中仕立て：3,000～3,500

粗仕立て：2,000
40

中村（1950）、
横山（1970）、

浜松市森林整備計画

小国 挿木苗
（直挿し） 750～1800 不明 あり 3000 35 中仕立て：2,000～3,000 一般：50

大径木：80

仁科（1954）、
佐藤（1959）、

小国町森林整備計画

日田 挿木苗
（直挿し） 1000～2000 30年以下 あり 3500 36 1,000～3,000 35

佐藤（1959）、
佐藤（1962）、

日田市森林整備計画

秋田 不明 4000～5000 天然林の伐採 なし 3000～4000 40～60

中庸密度仕立て：
2,501～3,000

疎～中庸密度仕立て：
2,101～2,500

疎密度仕立て：
1,500～2,100

50
三宅・寺崎（1950）、

浦田（1969）、
北秋田市森林整備計画

木頭 不明 800～1500 天然林の伐採 あり 3000～3500 30～40
密仕立て：3,500～4,000
中仕立て：2,500～3,500
疎仕立て：1,000～2,500

40

中島（1970）、
岡田（1971）、
有木（1974）、

那賀・海部川地域森林計画

八女 挿木苗
（直挿し） 不明 天然林の伐採 あり 3500～4500 25～30 1,500～3,000 35

谷口（1961）、
野田（1961）、

八女市森林整備計画

1,300 本 /ha、昭和中期～昭和 30 年は 1,000 ～ 1,500 本 /ha、

という変遷があった（塩谷 1970）。弁甲材の需要のない現

在、疎植はおこなわれていない。

疎植×短伐期　　対して、小国や日田、天竜では疎植と短

伐期が選択された。

小国では、直挿しで 750 ～ 1,800 本 /ha だったが、明

治 20 年代に吉野式の林業技術が導入されると 6,000 ～

10,000/ha の密植が試みられ、間もなく 2,000 ～ 3,000 に

落ち着いた（仁科 1954）。日田では古くは 600 ～ 1,000 本

/ha ほどだったという記述もある（佐藤 1962）。こうした

地域は短伐期で、かつては地域内消費が主だったと考えら

れる。

天竜では、植林が始まった江戸後期には 1,000 ～ 1,500

本 /ha と、疎植×短伐期の傾向があったが、ここでも明治
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１　近代日本におけるスギ生産地の多様性

作業に端を発しているといっても過言ではない」とする。

昭和前期に全国的な焼畑の調査を実施した農林省山林

局は（農林省山林局 1936）、焼畑は、山岳地で農地が限ら

れていることから農作物の収穫を目的に行う場合と、造林

の経費を抑えるために地拵えを兼ねて行う場合とに大別す

る。さらに、当時、全国の焼畑総面積とされた 77,414 町

歩の内、前者が 31,612 町歩、後者が 45,802 町歩で、林業

とセット関係にある焼畑の割合のほうが高かったことを示

している。

造林と連動した焼畑を、佐々木（1972）は林業前作農

業型と呼び、農作物の収穫のみだった伝統的な焼畑と林業

生産が結合したもので、新しい焼畑の輪作形態であるとし

た。前作の期間は、第二次世界大戦前は４～５年だったも

のが、戦後になると耕作期間が短縮されるようになって

いった。約半数の地域で１年目の耕作と同時に針葉樹の苗

の植付を行うようになり、林地への転換が進んだという。

明治期に疎植で間作をおこなっていた地域は、それ以前

から焼畑をおこなっていた地域であり、その後、農業と育

成林業が複合した営みへと変化した。そして戦後になると、

それが育成林業だけの場となったのである。

５　小結

スギの生産地といっても、どこで、どういった材を生産

するかによって、そのあり方は様々だった。全国の林業地

を俯瞰して、明永（1959）はこう指摘する。

一概に優良林業地といつても、その経営形態は千態万

様である。これはその地域の立地条件と社会的条件と

を要因として、それに最も適合した造林技術と経営方

式とを、何代にも亘つて作りあげたものである。この

点については何人もその独創性に敬意を払わないも

のはないであろう。

その後の木材価格や需要の低迷、施業の標準化を受け

て、各地で模索された技術は忘れられつつある。もちろん、

環境が変わるなかで、そうした技術が変化するのは当たり

前のことである。しかし、生産の背景を容易に伝える・受

け取る仕組みが整い、生産物の来歴も含めて大切にすると

いう価値観の変化が起こりつつある現代において、木材と

中期には吉野林業の影響を受けて 4,000 本 /ha が試みられ

た。木材需要がひっ迫した第二次世界大戦後、伐期は 40

年になり、さらに、輸入木材量が増加するまでは 30 ～ 35

年にまで短縮された時期もあった（横山 1970）。

天然林の伐採　　秋田や木頭では、天然林の伐採が主だっ

たため、本格的な造林がおこなわれるようになったのは遅

い。木頭では明治 30 年代になってからのことである（中

島 1970）。　

（３）疎植と間作―農林複合型の生業

疎植を選択してきた地域に共通する事柄として、間作が

挙げられる（図３）。間作とは、苗木が生長するまで、そ

の株の間に農作物を栽培することで、九州では木場作とも

呼ばれた。多くの地域では、植林の前年や数年前から山を

焼いて開墾して、前作をおこなっていた。

調査対象とした地域では、天竜、智頭、木頭、八女、小国、

日田、飫肥、で間作造林がおこなわれていた。一方、密植

が採用された秋田、西川、吉野、波瀬、北山では、間作が

おこなわれていなかった。農作業と共存する間作は、地拵

えや下刈といった作業を省略でき、かつ、土地を高度に利

用できる。間作と疎植は密接な関係にあった。この方法は

昭和 30 年代頃までおこなわれていた。

明永（1959）は、前作・間作が「藩政時代から明治中

期までの一般的な造林法の伝統をひくものと思われる。こ

の時代までの山村の農家は、普通の耕地には特用農林産物

を作り、現金収入の途を図り、その代わりに林地に粗放な

農耕をして食糧の自給のたしにしていた」と分析する。さ

らに、中島（1970）は、「木場作造林というものは昔は全

国的に広く行われたもので、有名林業地の殆どがこの造林

図３　菊芋の間作
有村（1939）より転載。
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いう商品を超えた付加価値が求められているのではないだ

ろうか。その時、過去に試みられてきた地域固有のスタイ

ルでの林業の中に、その答えのひとつがあるように思う。

では、こうしたスギ生産地は、重要文化的景観としてい

かに評価できるのだろうか。ひとつには、吉野や北山といっ

た近世からの伝統を持ちつづけている生産地を、その育成

林業の特殊性から評価することができるだろう。一方、近

代以降に育林技術を模索してきた地域は、育成林業だけを

評価するのは難しいが、そうした地域の多くでは焼畑や間

作がおこなわれ、農業と林業とが一体となった暮らしが続

いてきた。文化的景観として育成林業のみを切り取るので

はなくて、山とともにある持続的な暮らし全体を評価して、

その表出としての景観地を継承していくことは、文化財の

取り組みとしても大事ではないだろうか。　　（惠谷 浩子）

註
１）造林には、造林予定地に種子を直接播く直播造林（播種造

林)、苗木を植える植樹造林（植付造林)、挿穂を造林予定
地に直接挿す直挿造林などがある。最も多くおこなわれる
のは植樹造林で、これを一般的には植林という。

２）北山林業で用いる用語。台杉仕立ては、地上高60～70cmの
ところから、複数本の細い立木が立つように育てる仕立て
方のこと。一本仕立ては、１本の立木から１本の丸太を作
る一代限りの仕立て方のこと。
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1　はじめに

国土の 7 割を山地と丘陵が占める日本列島では、豊富な

森林を活かして林業が広く営まれてきた。「林業」といっ

て想起するのは、植林や育林、伐採や製材からなる、スギ

やヒノキの育成林の生産・加工であろう。しかしながら、

そうしたイメージは林業の狭い部分を表しているに過ぎな

い。広義には、林業は森林資源を活かした営み全般を指す。

狭義の林業は育成林業と称される。それ以外の林業は採取

林業と呼ばれ、自然木や山菜、キノコなど、多様な山の幸

を活かした生業全般にわたる。

昭和後期に造林事業が進展するまで、採取林業は活発に

展開した。日常生活のなかで燃料や肥料、飼料、材料、食

料の採取を繰り返してきた結果、集落近くの里山では低植

生の景観が形成・維持されてきた。こうした山野の利用は

発掘調査によれば先史時代から、文字資料では飛鳥時代か

ら確認できる。中世には、荘園に組み込まれた村落では所

持する山の領域が確定するのに伴い、その利用も過密化し

た（水野 2015）。近世には激増する人口と農地を、山から

採取される草肥や燃料が支えた。こうした利用を決定的に

転換させたのは昭和中頃のエネルギー革命である。山から

の燃料などの採取が減退するに伴って、山々は全国的な造

林事業のなかでスギ・ヒノキの人工林へと置き換わって

いったのである。こうした山と林業の歴史を踏まえると、

育成林業という営みは、奈良の吉野や京都の北山といった

先駆的な林業地を除けば、現代ないし近代に勃興した生業

ということになる。

比較的新しい営みである育成林業に対して、民俗学や

地理学からの反応は冷淡であった。むしろ、これらの分野

ではより古くからおこなわれてきた採取林業に関心が寄せ

られてきた。多様な山の利用や景観の実態が明らかにされ、

ときには採取林業を中心とする山の生活文化に山
さんそん

村や「山

の民」の起源や系譜が見出された。

一方で、経済学を中心とする林業史研究では、育成林業

とその展開が議論されてきた。いかにして採取林業から育

成林業へ移行・専業化し、著名な林業地が形成されていっ

たかが焦点とされた。

民俗学や地理学からの採取林業を重視する視点は、多様

な山の利用や文化を総体的に捉えることができる反面、現

在の山村地域に展開する育成林業への説明を果たしえない。

一方の経済学からの林業史研究は、現在に至る育成林業の

展開と構造に対する説明がある程度可能であるが、他の多

様な林業活動や林地以外で展開される地域の生業全体への

位置づけが難しい。

こうした研究動向のなか、松尾（1997）は多様な林業

活動のひとつとして育成林業を相対的に捉え、山村そのも

のを過不足なく理解する必要性を説いている。地理学の山

村研究の立場から、育成林業を適切に山村に位置づけ、地

域特性の把握を目指す姿勢である。

松尾の提言を含む先学の成果を踏まえ、文化的景観とし

て育成林業とその景観を捉えるとすれば、いかなる接近法

があり得るだろうか。そもそも、文化的景観における景観

は単なる視覚的な像ではなく、各種の要素からなる、意味

ある地域のまとまりを指すことは周知の通りである。構成

要素どうしを同一平面上で結びつけるのは、地域の生活・

生業である。同時に、生活・生業が移り変わるなかで、要

素は絶えず変化し、時代ごとに結びつき方も異にする。い

わば景観は経過する時間軸と伸縮する空間軸のなかで変化

する、要素どうしのネットワークである。育成林業のみを

文化的景観として評価しようとすると、この時間・空間の

スケールがどうしても狭くなる。新興の生業である育成林

業のみでは地域の生業の来歴を振り返るには限界がある。

また、分析を育成林業に絞ると、主な作業がなされる林地

以外の検討は希薄になる。

だとすれば、松尾の指摘にもあるように育成林業を林業

活動全体のなかに位置付ける、さらには地域の生業活動全

体のなかで考えることが肝要である。

さしあたって着目すべきは、「村」というスケールであ

る。集落・耕地・山林原野からなる村落景観は、まとまり

ある地域の基礎単位である。同時に、地縁に基づくコミュ
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つづけている。当初は一本の株木から複数本の枝が繰り返

し採取できる台杉仕立てが主流で、生産された細い材は数

寄屋建築の垂木に好まれた。明治後期以降は挿し木による

一本仕立てが主流となり、さらに丸太の表面に文様を施す

人工絞丸太の生産へと専門化を遂げた。これらは一般住宅

の高級床柱材として高い需要を集めた。昭和終盤から平成

初頭のバブル景気以降は、和室の減少とともに生産は縮小

傾向にある。

限られた山林面積のなか、都市の需要に応えながら単

価の高いスギ丸太を生産してきた北山林業は、高頻度な枝

打ちをはじめとする作業が非常に労働集約的におこなわれ

る。そのため管理が行き届くように一つの林分は細分化さ

れ、モザイク状の山林や密植の風景を生んでいる。さらに

集落内には特徴的な加工場である納屋や林業倉庫が建てら

れている。また北山杉の木立の風景は審美的にも評価され、

川端康成の『古都』の舞台となり、東山魁夷の絵画の題材

とされた。

（2）智頭町芦津地区―智頭林業

日本海と鳥取砂丘に土砂を供給する千
せんだい

代川は中国山地

の沖ノ山に源流を発する。沖ノ山のふもとに広がるのが智

ニティとしてのムラは、地域の生活・生業の運営を担う基

本的な社会組織である。本稿では、村のスケールから林業

とその景観の展開を捉えることで、地域における林業の歴

史とその位置づけを図りたい。もちろん、林業という営み

は、村落という系に閉じこもるわけではない。流通や消費

の場となる町場や都市も含めて、林業を介したつながりに

注視する。

こうした試みの手はじめに、本稿では３つの林業地に着

目する。京都府京都市北区・右京区等でなされる北山林業、

鳥取県八頭郡智
ち づ

頭町を中心に展開する智頭林業、宮崎県日

南市等に広がる飫
お び

肥林業である。いずれも日本の著名な林

業地でありながら、自然基盤や歴史、または消費先との位

置関係を異にしており、比較検討に適している。奈文研文

化遺産部景観研究室では、平成 27 年（2015）から平成 30

年（2018）に「京都中川の北山林業景観」、令和元年（2019）

から令和 2 年（2020）に「智頭の林業景観」の調査研究

を地方公共団体から受託してきた。なお、飫肥林業につい

ても令和 4 年（2022）9 月に現地調査を実施した 1）。本稿

ではこれらの成果を活かし、３つの林業を営む村落の比較

を通してそれぞれの林業の文化的景観の形成過程と特性の

抽出を試みる。

以下では、まず、林業史研究の蓄積を踏まえて村落と育

成林業の概要を述べる。その上で、村落を取り巻く林業地

域の植生変化から山と林業の推移を巨視的に把握するとと

もに、個々の村落のスケールでの林業の文化的景観の形成

過程を記述する。これを通して、林業の文化的景観はいか

に形成され、地域のなかにどう位置づけることができるの

かを考えてみたい。

2　村落と育成林業の概要 

（1）京都市中川地区―北山林業

「北山杉」で名高い北山林業地域は京都盆地北方の丹波

山地に位置する。より厳密には、桂川源流域やその支流の

清滝川上流の京都市北区・右京区が北山林業地域にあたる。

なかでも中川は北山林業の歴史的な中心地である。丹波

高地の南縁に位置し、狭隘な谷に営まれた中川では、林地

は狭く急峻である。その一方で京都近郊の山村という立地

条件を活かして育成林業が展開してきた。近世中期にスギ

丸太の人工生産を実現して以降、スギ林業地として歩みを 図２　中川の林業倉庫と北山杉

図１　中川地区の位置
「地理院地図」に加筆。
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（３）日南市坂元―飫肥林業

飫肥林業地域は宮崎県南端部の日南市付近に広がり、そ

の範囲は近世の飫肥藩領にも重なる。飫肥藩でのスギ林業

の開始は近世初期に遡るとされる。田畑からの税収に限り

があった藩内では、専売品の１つとして林産物の生産が奨

励された。近世中期に山林資源の枯渇に陥ってからは、19

世紀初頭を画期として造林が進められた。近世から近代の

間、長大な飫肥杉は造船材として重用された。造船材の需

要が低下した 1960 年代以降は、建材などの用途で生産加

工されている。

流通の拠点は油津港や城下町の飫肥であり、生産の中心

地は日南山地に位置する旧北郷村、旧酒谷村、旧飫肥町で

あった（いずれも現日南市）。旧酒谷村の坂元は「坂元棚田」

で知られる農山村であり、平成 25 年（2013）に重要文化

的景観に選定されている。文化的景観としての価値評価

の主眼は棚田であるが、「酒谷の坂元棚田及び農山村景観」

という選定名称に見られるように、山林も一定の評価がな

されている。選定に際しては「近代農業土木技術の水準を

示す坂元棚田および分（部）一山制度に起源をもつ当地独

特の営林方法によって形成された独特の土地利用の在り方

頭林業地域で、鳥取県智頭町一帯にあたる。

東山・沖ノ山山地の山村では近世後期から育成林業が展

開し、明治後期には多雪の気候風土に適した「赤挿し苗」

が開発された。昭和中期には、深山で国有林事業が展開し

「沖ノ山杉」の名を高めた。東山・沖ノ山山地のなかでも

最深部に位置する村落の一つである芦津は、スギ丸太だけ

でなくスギ苗の生産が盛んで、智頭林業の拡大を支えた。

芦津は智頭町域の大字のなかで最大の山林面積を抱え、

ブナを中心とする天然林も豊富に残されている。「赤挿し

苗」は、こうした天然林の母樹から採取された。現在では

天然林と人工林が織りなす渓谷美も景観資源となっている。

また、智頭町北西部で千代川、土師川、新見川が合流す

る地点に位置する智頭宿は智頭町の中心市街地であるとと

もに智頭林業の流通拠点である。智頭宿の貯木場や製材所

に集積される材木は現在はトラックで、大正期ごろまでは

筏で智頭宿から延びる三方向の谷筋の村々から運ばれてき

た。こうした智頭林業の形作る景観のうち、芦津と智頭宿

は平成 30 年に国の重要文化的景観「智頭の林業景観」に

選定されている。林業を主軸とした価値評価がなされた重

要文化的景観は、令和６年（2024）現在で当所のみである 2）。

図４　智頭宿のスギ林 図６　酒谷の坂元棚田及び農山村景観

図３　芦津地区の位置
「地理院地図」に加筆。

図５　坂元地区の位置
「地理院地図」に加筆。
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必要とする北山杉を育成し、周縁の山地では雑木やマツを

より粗放的に利用してきた営みの積み重ねがあったと指摘

している。 

一方で松田（2019）が指摘するように、平成 16 年（2004）

には山地のほとんどが北山杉に覆われ、広葉樹やマツは岩

盤が露出して植林が困難な地点にわずかに残るのみである。

つまり、中川の山々に現在のような密植の北山杉の木

立が形成されたのは、垂木材用の台杉林が床柱用の一本仕

立て林に置き換わり始めた明治末期以降ということになる。

さらにその増産期である昭和期にかけて、山一面にスギ林

が広がっていったのであろう。

（2）智頭林業地域

図９には現智頭町域における明治 31 年（1898）時点の

植生を示した。図 10 の現在の植生図では、山々の大部分

をスギ・ヒノキが覆っているのに対して、明治期にはスギ・

ヒノキの植林地と考えられる針葉樹林はごくわずかだった。

針葉樹は水田と広葉樹林の間の山裾に確認できる。こうし

た集落近くの山地は、アクセスがしやすく管理が容易で、

スギの植林に着手する適地であったと想定できる。この点

は、北山林業地域との類似が指摘できる。

一方で、山野の大部分を覆っていたのは広葉樹林と荒地

は、この地域における生活・生業を理解する上で欠くこと

ができない」と評価されている（文化庁文化財部 2013）。

山林は棚田のための水源涵養林というだけでなく、棚田

造成以前からの稼ぎの場であり、戦後の減反政策や果樹栽

培縮小後には林業は再び生業の中心となっている。

3　植生図にみる林業の展開

（1）北山林業地域

近現代における北山林業地域の植生変遷は、松田（2019）

に詳しい。ここでは、当該地域で最初に作製された測量に

基づく地形図と現在の植生図の比較から植生の変遷を明示

している。以下、その成果を紹介する（図７・８）。

明治 22 年（1889）の地形図から判読できる植生のほと

んどがマツ、雑木林、荒地（ススキなどの低植生の草地）

であり、スギはごく一部であった。地形的には、谷から尾

根までの広い範囲にマツが、山腹に雑木林と荒地が分布し、

杉は一部の谷筋に限られた。こうした配置の背景には、谷

から尾根の斜面は高燥で地味が悪い一方、谷筋は水分・養

分が多く植林に適するという自然条件がある。そして同時

に、アクセスが容易な集落近くでは労働集約的な手入れを

図７　明治 22 年仮製地形図にみる植生
　松田（2019）より転載。

図８　平成 16 年の植生
　松田（2019）より転載。
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たのである。

こうした広葉樹林や荒地は現在では多くが姿を消した

が、芦津の周辺ではいまなお広大なブナの天然林が確認で

きる（図 10）。芦津の周辺に広がる豊かな天然林の存在は、

智頭林業の展開においても重要な役割を果たした（後述）。

（3）飫肥林業地域

飫肥林業地域の植生変化は智頭林業地域と似て非なる

ものである（図 11・12）。現在の植生がスギ・ヒノキ林を

主体としていることは共通しているが、明治期の段階でも

すでに針葉樹林が一定程度広がっていた。多くが広葉樹と

針葉樹の混交林であり、正確な針葉樹の程度は不明だが、

その比重が智頭林業地域よりも高いことは明白である。こ

の違いには藩政期における林業施策の進展差が関係してい

よう（後述）。一方で純粋な針葉樹林が低山に分布する点

であった。広葉樹林は天然林を母体とし、燃料や建材の確

保のために日常的に利用された雑木林のような山々と考え

られる。荒地は人為による攪乱がさらに進んだ状態である。

燃料となる柴木のほか、田畑の肥料や牛馬の飼料として草

が採取され、低植生の草山となっていたものと考えられる。

明治 11 年（1878）の智頭宿の山林は草山 220 町歩、薪炭

山 145 町歩、材木山 27 町歩であった（智頭町誌編さん委

員会編 2000）。この比率は図９の針葉樹林と広葉樹林およ

び荒地の広がりとも整合的である。スギなどを生産する「材

木山」はほんのわずかで、多くは里山的な利用がなされて

いたのである。こうした草山は営農上不可欠であった。ま

とまった農地を持たず、食糧を外部から購入していた中川

地区とは異なり、智頭町域の農山村にとって、牛馬からト

ラクターに乗り換えるまで、草山は重要な意味を持ってい

図 10　現在の植生
基図に環境省作成 1/25,000 植生図「智頭」「郷原」「大背」「坂根」を使用。

図 9　明治 31 年の智頭町域の植生
基図に明治 31 年測図 1/50,000 地形図「智頭」「坂根」を使用。
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もあることがわかる。現在の中川では、山を覆う密植の一

本仕立て林や、集落に点在する林業倉庫や納屋がその景観

を特徴づけている。これらは、限られた面積のなかで、労

働集約的に良材を生産・加工する北山林業の特性を反映し

た景観構成要素である。一本仕立て林の林内では、伐採ま

でにさまざまな工程がある。これらを管理がいきわたる範

囲で進めるため、自然と一つの林分は狭小になり、年生や

所有者が異なる細かい林分が山を覆うことで、モザイク状

の山林が生まれている。主屋に隣接する納屋や林業倉庫は、

材の加工や乾燥の場となっている。ここには皮を剥いて材

に磨きをかけたイケ、材を立てかけるモタシなど、多様な

林業関係の設備で充填されている。山林の中に設けられた

山小屋も、山仕事の休憩や道具の保管に用いられるもので、

労働集約的な管理のなかで生み出された産物と言える。

は智頭林業地域と同様である。また、生活や営農上不可欠

であった荒地がこちらでもある程度分布していた。荒地に

含まれると考えられる茅場は、屋根葺き材とともに牛馬の

飼料をもたらした。

4　林業村落の景観形成過程

（1）中川

中川の景観形成のプロセスについては、すでに保存調査

報告書（奈文研景観研究室編 2019）で指摘している。こ

の成果をもとに景観形成過程の概略を示したのが図 13 で

ある。

図からは、中川にはさまざまな景観構成要素が存在し、

それらはこれまでの林業活動のありようを語る証拠物件で

図 12　現在の植生
基図に環境省作成 1/25,000 植生図「園田」「槇原」「油津」「尾平野」「飫肥」「鵜戸」「山王原」「坂元」「郷之原」を使用。

図 11　明治 35 年の植生
基図に 1/50,000 地形図「末吉」「飫肥」「都城」「折生迫」を使用。
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２　村から捉える林業景観史

広い谷底平野を持たない中川は水田耕作に不向きで、わず

かな谷底も集落に利用して、林産物に拠って生計を立てて

きた。近代にはわずかな田畑も開発の素地となり、集落や

林業倉庫へと変化した。京都で林産物を売り、食糧や生活

必需品を買うという従来のスタイルが、北山丸太の需要増

大によってさらに明確になり、水田の必要性がより低下し

たのかもしれない。

明治後期に周山街道が開通するまで、北山丸太はもっぱ

ら菩提道（京道）という山道を介して、地域の女性たちの

頭上運搬で京都市街へもたらされた。菩提道の京都側の終

点である鷹峯で、丸太や薪炭を売却し、食糧を購入してき

たのであろう（図 14）。近世史料には中川村の住人と鷹峯

の商人の間での金銭の貸借が確認でき、日常茶飯のつきあ

いがあったことがうかがえる。周山街道の開通以後は、ト

ラックを用いた移動・搬出も可能となり、京都への林産物

一方で、中川の景観には過去の山の生活・生業を語る景

観構成要素も潜んでいる。現在わずかに残る落葉広葉樹林

やアカマツ林は、育成林業発達以前の薪炭やマツタケ生産

の歴史を語る。中川は中世には朝廷へ林産物を貢納してお

り、近世には京都に薪炭を供給していたのである。山裾の

台杉林も、一本仕立て林が卓越するまではより広範囲に広

がっていた。

現在では山菜やきのこの選別、または林産物の保管場所

となる集落内の小屋は、本来は販売用の薪炭の保管用に使

われていた。北山林業の最盛期には、用途を変じて顧客を

もてなす離れ座敷に改築される場合もあった。屋敷地の中

央にある前庭は、主屋や納屋、小屋をつなぐ空間でもある。

前庭には、台杉やマツ、山野草など地域の植物を取り込ん

だ植栽がなされ、そこを畑として野菜を生産する家もある。

その一方、水田は現在の中川には存在しない。そもそも

図 13　中川の林業景観の変遷模式図
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（2）芦津

芦津の景観変遷はⅠ部第 3 章で詳述したが、中川と比較

することでその特性が際立つ。中川同様、芦津の景観も多

様な要素から構成されるが、林業に関わる要素の広がりや

展開に大きな相違がある（図 16）。まず、育成／採取林業

に関わる要素は現在では山林域に限られ、中川のように集

落内にまで及ぶことはない。集落内の納屋は、山仕事の道

具の保管に用いられることはあっても、基本的には農業用

である。農業で言えば、芦津の田畑は中川と比べるとはる

かに広大で、村落の空間は山林―集落―耕地から構成され

る。この点は芦津の林業と景観の特性を考える際の重要な

ポイントとなる。

芦津の村落形成は中世に求められるが、歴史史料に山

とのかかわりが見え出すのは近世である。近世初頭には山

林内の奥山に生育するブナを目当てに、外部から木地師が

集まって天然林を利用していた。一方で、集落にほど近い

里山部分では刈敷の採取がおこなわれており、近世を通じ

て周囲の草山から得た刈敷を田畑に投入して収量を上げて

いった。幕末にはいよいよ、里山での焼畑における土地利

用サイクルの一つとしてスギが植えられ始めた。近世の里

山の後継にあたる共有林では、明治期になるとスギ・ヒノ

キの集団的な育林が開始された。しかし、地域の生業活動

のなかで主要な位置を占めるものではなかった。大正期の

史料からも、木材生産よりも農業生産に重点が置かれてい

たことがうかがい知れる。芦津は本来的には農業村落であ

り、山は農耕を維持するための緑肥や牛馬の飼料を得る場

としての位置づけが強かったのである。

供給の窓口は千本通銘木街へと変化した。交通路の変化に

より中継点が鷹峯から千本通へと移り変わったといはいえ、

京都市街の縁辺にあるような町場を介して消費地と結びつ

くあり方は変わらない。

このように、中川は決して農林業に適した自然条件に

恵まれなかったが、京都至近の山村という立地特性を生か

し、都市の需要を敏感に嗅ぎ取って林産物を生産してきた。

こうした中川の特性がもっとも先鋭的に立ち現れているの

が、昭和期の床柱材の需要増大を背景として成立した、美

しい北山杉の木立と林業倉庫が立ち並ぶ現在の景観である。

しかし、この景観は過去からの山と林業の積み重ねの上に

ある１つの表層であることにも留意せねばならない。中近

世から続く中川の林業の歴史のなかでは、都市需要に応じ

て生産物を薪炭材や垂木材、そして床柱材と転換してきた。

生業の変化にともない、景観もまた変貌を遂げてきた。こ

うした動態的な中川の変遷のなかにも、通底する特性を見

出せる。それは、都市と呼応し、山を糧に生きていくあり

方である。こうした生活様式は景観にも反映されており、

山林―集落―道―都市という景観の骨格は継承されてきた。

山林で伐り出した林産物を集落内で保管・加工する職住

一致の様式は、中川の生活・生業を特徴づけている。集落

に取り込まれる林産物は、育成林業の産物に限らない。現

在も山野草やマツタケなどの山の恵みが、中川の生活に個

性的な彩りを添えている。中川の集落のなかで、育成林業

が生み出す北山丸太と採取林業の産物が交錯する前庭は、

中川の生活様式や林業の多様性と奥深さを象徴する景観構

成要素かもしれない（図 15）。

図 14　鷹峯の家屋
深い廂は林産物の保管に用いられたか。

図 15　中川の前庭
ダシと呼ばれる縁側は歓談の場となる。
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２　村から捉える林業景観史

林・天然林はツーリズムにも活用されている。

一方で、採取林業で得られる山の恵みは、育成林業の盛

衰とは関係なく、一貫して芦津の生活を彩ってきた。育林

の契機となった焼畑では、大根や雑穀、オウレン（薬草）

が生産された。焼畑は昭和中頃までおこなわれており、現

在その跡地は遷移が進んで雑木林となっている。そして、

キノコやトチノミといった味覚も重要な森林資源である。

秋の芦津では、トチノミが各所のイトバという水流を利用

した洗い場で洗われたり干されたりしている光景を目にす

ることができる（図 17）。イトバは林産物のほか農作物を

洗うためにも用いられており、山と里の恵みを生活に取り

入れるフィルターのような位置づけにある。歴史を通じた

芦津の生活・生業の特質は、イトバの風景に立ち現れるよ

うな、山林と耕地の産物を取り込んだ生活様式であるかも

しれない（図 18）。だとすれば、里の田畑で食糧を確保し、

農村である芦津で林業生産が活発になっていくのは昭

和 30 年代である。明治期に智頭林業地域の多雪の風土に

適した赤挿苗は、天然林の母樹から採取された。智頭林業

の生産拡大に伴い杉苗の需要が増大するなか、芦津では育

林だけでなく広大な天然林を活かした苗生産が展開した。

苗は天然林から採取したものをそのまま出荷する場合と苗

畑で数年生育してから出荷する場合があった。苗畑は田畑

を転換して設けられた。この時期は、林業の比重が農業よ

りも高まった瞬間かもしれない。ただし、すべての田畑を

苗畑に切り替えるのには躊躇したようで、食糧を得るため

の田畑は維持されたという。また、相前後して国有林事業

も展開し、林道や森林軌道、貯木場などが整備された。こ

の昭和 30 ～ 40 年代は、育林に関わる要素が集落や耕地

へも飛び火した、育成林業の全盛期であった。現在は育成

林業も落ち着きを見せており、耕地から苗畑は消え、人工

図 16　芦津の林業景観の変遷模式図
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（3）坂元

図 19 には保存計画書（日南市 2013）を基に、一部聞き

取りで得た情報を補足して坂元の景観変遷の概略を示した。

中川や芦津と比べ、坂元の近世・近代の展開については筆

者の分析が至らず不明瞭な部分が少なくない。飫肥杉の育

成についても、坂元で近世からおこなわれていたかどうか

は確かではない。飫肥杉の育成・商品化は、飫肥藩の主導

によって展開した。飫肥藩では、限られた農業生産に代わ

る専売品として豊富な森林資源に着目した。近世前期は天

然林を伐り出す採取林業的な展開を見せたが、近世中期に

資源の枯渇に陥ってからは植林を基礎とする育成林業の歩

みを進めた。飫肥藩領において、坂元を含む酒谷村は薩摩

藩との国境警備のために下級武士が定住した地域であった。

彼らは国境警備の任に当たるとともに、森林の管理を担っ

た。森林管理に関与した彼らが、飫肥杉の生産を牽引した

可能性も想定できる。

飫肥藩領で育成された飫肥杉は、山中は牛馬で搬出さ

れ、酒谷川や広瀬川で筏流しによって飫肥城下町や油津港

へ集積された。とりわけ、中世からの港である油津港では、

木材の搬入を容易にするために近世前期に堀川運河が開削

された。

多雨温暖の気候で育てられる飫肥杉は、短期間で成長す

る上に油分が多いため、長大な船材である弁甲材として流

通した。瀬戸内海の港町のほか、近代には朝鮮半島や台湾

へもたらされた。

近世近代の坂元は耕地―集落―茅場―山林からなる土

地利用があった。なかでも茅場は家屋の屋根葺き材だけで

山の資源でさらなる生活の充実を図るのが基本であり、育

成林業に邁進した時代の方が特殊といえる。もちろん、そ

の育成林業は芦津の自然や歴史的文脈から逸脱した営みで

はない。芦津の山に息づいた広大な天然林の特性に立脚し

て成立した、芦津の生活・生業の発展型といえよう。

都市との関わりでいえば、芦津は中川ほど都市からの影

響を受けて生業や景観を変化させてきたわけではない。自

給的な農業生産が継続されており、都市の顔色をそこまで

うかがう必要がなかったためであろう。また、木材の搬出

手段は筏流しからトラック輸送に変化したが、地形の制約

もあり経路や流通拠点となる智頭宿との関係性も大きく変

じていない。

ついでながら、景観のハード面以外での、中川との相

違点を指摘しておきたい。それは、強固な村落共同体の存

在である。カブと呼ばれる同族の結びつきが濃厚な芦津で

は、一族でともに行事をおこなうための建物である籠り堂

が存在する。いくつかの同族集団の集合体として村落共同

体が維持されており、芦津財産区で維持管理される所有林

も広大に展開する。個人所有の山林が細分化され、パッチ

ワーク状の山林を呈している中川とは大きく異なる。さら

に、強固なコミュニティの結びつきを象徴する景観構成要

素が集落内の共同販売所である。これは近代には農協とし

て用いられ、近世にはこの場所に辻堂が立っていた。いず

れも地域住民の拠り所として同一地点で機能してきた。こ

うした共同体を基盤として山林と耕地の恵みを享受してき

た点に、芦津の生活・生業の個性が表れているのかもしれ

ない。

図 17　イトバに置かれたトチノミ 図 18　イトバのある風景
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２　村から捉える林業景観史

にその利用は減退していく。昭和 30 年代には集落の家屋

の屋根は茅から瓦へ移り変わり、農耕・林業用の馬も昭和

40 年代前半から頭数を減らしていった。最後まで残され

ていた茅場の一画は周辺の山林とともに樹園地となり、ク

リやミカンが栽培された。

しかしながら、果樹の好況は長くは続かなかった。輸

入規制の撤廃の影響を受けて昭和 50 年代からは飫肥杉へ

の改植が進められた。飫肥杉への改植は減反政策を背景に

山麓の耕地でも進められた。スギ林は竹林や薪炭林にも広

がった。このように、近年の坂元では、飫肥杉は住民の生

計を支える重要な資源となっている。例えば、家族の結婚

や出産、家屋の新築などの際の資金として保持しておくス

ギ林もあったという。ただし、近世以来の飫肥林業の慣行

で、スギが伐採の適齢になる以前に油津や飫肥の取引業者

へ売却されてしまうため、坂元のような育林現場への収益

なく、馬の飼料をもたらす場でもあった。馬は耕作や林業

に欠くことのできない動力であった。聞き取りによれば、

各家でたいてい一頭は馬を保有し、農業だけでなく林業に

も使役する馬は体躯の大きなものであったという。農林業

を持続的、または効率的に営むために茅場や馬は重要な役

割を負っていた。

昭和８年（1933）に造成された坂元棚田は、牛馬耕を

前提とした耕地設計がなされた。牛馬耕は、近代日本に普

及したいわゆる「明治農法」の特徴の一つであった。「新田」

と呼ばれる坂元棚田でも馬による耕耘に適した長方形に耕

地が整理され、それぞれの耕地に馬道が設けられた。これ

により、近世以来の小面積かつ不整形な「古田」での馬の

耕耘や移動の不便さが解消された。

坂元棚田は茅場に造成されたものの、すべての茅場がた

ちまち姿を消したわけではなかった。しかしながら、徐々

図 19　坂元の林業景観の変遷模式図
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るには販売を目的とした経営戦略が必要となる。京都の至

近に位置する山村であった中川では、早くから育成林業に

特化する生業形態を採った。このように、林業の文化的景

観の形成を考える上で、都市との結合関係と育成林業の展

開時期は重要な論点となる。

景観形成過程に差異が見られた一方で、山と林業をめ

ぐる生活様式には共通点を見出すこともできる。３地域に

はそれぞれ特色あるスギ林業が展開している一方、採取林

業自体も地域性を保ちながら継承されている。中川での山

野草栽培や芦津のトチノミ採取はその好例であろう。坂元

においても、筆者の調査が十分ではないだけで、多様な山

の恵みが秘められているのであろう。育成林業だけでなく、

広く林業や山との関係を見つめ直すと、地域の育成林業の

到達点を示すスギ林の「極相」もさることながら、多様な

要素を介して山との関係性が取り結ばれていることに気づ

かされる。こうしたさりげない林業活動も含めて、地域と

山の過去を紡ぎ直し、未来の山と林業の方向性を探ること

が肝要ではないだろうか。 （竹内 祥一朗）

註
１）令和４年（2022）9月21日、古澤家光への聞き取り調査を実

施した。なお、以下の坂元に関わる記述での伝聞情報はこ
の時の聞き取りによるものである。

２）令和５年（2023）現在、1選定基準(3)「用材林・防災林など
の森林の利用に関する景観地」に適合する19件の国選定重
要文化的景観のうち、他の選定基準との複合が見られない
のは「智頭の林業景観」のみである。

参考文献
智頭町誌編さん委員会編（2000)『智頭町誌』上、智頭町
奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室編（2019)『京都中川の

北山林業景観調査報告書』京都市文化市民局文化芸術都市
推進室文化財保護課.

日南市（2013)「酒谷の坂元棚田及び農山村景観　文化的景観保
存計画」日南市
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の還元率は比較的低い。

飫肥林業の施業の特徴として、林地で二間竿を振り回せ

るくらい疎植であったことが指摘される。こうした特徴は

営林署からの指導によって密植が採用されていくなかで失

われていったが、元来は林内での育林以外の多様な活動を

受け入れるものでもあった。植林前の地ならしの際には焼

畑をすることがよくあった。「コバ」と呼ばれる焼畑では、

大豆や麦を栽培していたという。そのほか、昭和前期には

山で炭焼きや瓦づくりがおこなわれており、これらに従事

する人々は外部から林内に一時的に移り住んで活動してい

たという。

このように、現在の坂元において、飫肥杉という景観要

素は坂元棚田とともに欠くことのできない存在になってい

る。他の生業が不振に陥った際にただちに代替の手段とし

て林業を選択できた前提には、近世前期からの歴史を持つ

飫肥林業の歴史の蓄積があったことは言うまでもない。採

取林業も含めた視点で振り返れば、昭和 30 年代までの重

要な景観構成要素であった茅場は、カヤやススキなどの植

物を採取する場として機能・保持されてきた。坂元の林業

は農業技術や産業構造の変化を背景に、採取林業から育成

林業へと転換したものと捉えられる。こうした展開は芦津

と同じく、中山間地の村落における山と林業の歴史を示す

一類型として理解できる。

5　むすびにかえて

今回対象とした３地域のうち、芦津と坂元は若干の時代

の前後はあるといっても同様な軌跡を示したといってよい

だろう。村落というスケールで捉え直すと、両地域ともに

農業を基幹とした農山村であり、近現代のある時点で育成

林業への比重を高めた。一方、中川は記録に現れる時期か

らすでに林業生産に特化しており、近世から近代に育成林

業に集中した。農産物と違い、林産物の生産で生計を立て



135

３　森林の風景 ― 林業の山・都市の山麓

３　森林の風景 ― 林業の山・都市の山麓

今も山の暮らしは複数の営みによって成り立っている。

スギ林業地である智頭の芦津集落では、林業だけでなく、

トチの実を収穫し、薬草を栽培する複合的な営みで暮らす。

日本の暮らしでは複数の生業で生活を成り立たせているこ

とは一般的である。四万十川流域では、川漁と柚子などの

商業作物の組み合わせる暮らしがあり、夏はカヌー教室、

冬は自伐型林業で川の環境を守る U ターン居住者もいる。

これも現代的な複数の営みによる山の暮らしといえる。

山は、林業のための森林だけではない。都市に近い山

は、景勝遊楽の場や信仰の対象として生活に近い森林であ

る。里山は燃料を得る薪炭林であり、肥料を得る農用林で

あり、きのこや山菜などの栽培採集の場となり、都市経済

とつながる。都市生活に近い山は、その多面的な利用によ

り地域の暮らしを支え、都市の風致を育む。

こうした里山の環境は、手をかけて使われることで維持

されてきたが、使われなくなると、雑木林から地域の潜在

自然植生の林相へ移っていく。

２　林業がつくる森林

（1）土地利用基本計画と森林地域

生活に近い山も林業の山も同様に、国土利用法で規定さ

れる土地利用基本計画では、森林地域に区分される。各都

道府県は、土地を都市地域、農業地域、森林地域、自然公

園地域、自然保全地域の 5 つに区分し、開発や保全などの

土地利用を調整する。5 つの類型ごとに、都市地域は都市

１　生活風景に表れる山

（1）山麓の植林地

山地が多く可住地が限られる日本の生活風景には日常

的に山が現れる。必ずしも中山間でなくても、山が暮らし

の場に近いところは多い。現在、こうした生活に近い山の

風景には、林業地でなくてもスギやヒノキなどの針葉樹一

斉林のまとまりを見ることがある。これは第 2 次世界大戦

中の大量伐採の跡地での造林、また、戦後の高度成長期の

木材需要に対応した山麓部での伐採と造林において、多く

のスギやヒノキが植林されたことによる。

日本の国土の 66％は森林である１)（図 1)。戦後の開発

で農地の宅地化は進んだが、森林の割合は減っていない。

現在、森林の約 4 割が人工林で、その 44％をスギ、25％

をヒノキが占めている２)。こうした針葉樹一斉林の多くは

戦後の造林であり、現在、伐期になっているものの木材価

格の低迷により経済的に産業として成り立たなくなり、放

置された植林地のまとまりが居住地に近い山麓部の山の景

観にも目立つようになってきている。

地域の山の植生と無関係に造林された小規模な一斉林

は、人工的で、四季の変化がほとんどなく、冬でも黒い緑

の樹形が見え、山の風景の色合を変える。こうした密植さ

れた針葉樹一斉林は人の手が入らないと林床に光が入らず

遷移も進まない。

（2）生活文化とつながる山

日本での林業の歴史はそれほど古くなく、17 世紀頃に

天然林を使い尽くす頃から始まるといわれる。長く薪炭な

どの燃料や用材として山麓の森林は利用され、江戸期に森

林資源の枯渇が深刻になったところで、留山による森林保

全や造林が見られるようになる。

山の暮らしでは、焼畑が 1950 年代まで広く営まれてお

り、林地の伐採と焼畑と植林がつながっていた。焼畑によ

る耕作地で栽培される作物の間にスギやヒノキの苗を植え

たところから生業としての林業が始まったとされる。焼畑

のあとに再生された森が二次林となる。 図１　国土の土地利用構成
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地利用管理から外れていることがある。

5 つの地域はそれぞれ独立した土地利用管理の考え方で

計画される。森林地域は森林計画に基づく持続可能な林業

経営のために、農業地域では農業振興地域の整備に関する

法律に基づく農用地区域を指定することにより、土地利用

転換と開発が厳しく規制される。その一方で、森林や農地

がそれぞれの論理で規制解除され開発が認められると、都

市地域と異なり開発コントロールが効かないことが多く、

大きく土地利用が改変されることがある。

（2）森林整備計画（森林法）

森林地域を管理する森林法では、国の全国森林計画に

即して、民有林は都道府県による地域森林計画、国有林は

森林管理局による地域別の森林計画が策定される。地域森

林計画に適合するように策定される市町村森林整備計画は、

森林施業の現場に最も近い実践的な計画として、森林所有

者の伐採、造林を管理し、森林の保護などの方針を示す。

 昭和 26 年（1951）に制定された森林法では、市町村の

位置づけはなかった。都道府県により森林整備市町村に指

定された自治体のみが市町村森林整備計画を策定すること

ができるとされていた。昭和 58 年（1983）に市町村が主

導する人工林の保育・間伐のための森林整備計画が森林法

に位置づけられ、平成 10 年（1998）からは地域森林計画（都

道府県）の対象となっている民有林について、すべての市

町村が森林整備計画を策定することとなった。伐採届の管

理などの森林整備に関する権限も都道府県から市町村に委

譲され、現在は市町村が施業管理の主体となっている３)。

令和３年（2021）の林野庁の通達４) では、法第 10 条 5

項 2 に示される市町村森林整備計画で決めるべき事項を解

説している。森林整備の基本方針では、森林の多面的機能

を総合的に発揮できる健全な森林資源の維持造成を基本と

し、地域の自然や社会の特性に応じた公益的機能の要請を

踏まえて望ましい森林資源の姿を描き、伐採、造林、保育

等の森林整備を行うことが求められている。

森林整備において森林施業の技術的事項だけではなく、

地域の環境特性に応じて、水源涵養、防災、レクリエーショ

ンや文化等に寄与することが意識されるようになった。こ

れは森林・林業基本法（平成 13 年・2001）において木材

生産主体から森林の有する多面的機能の持続性へと政策転

換が図られたことによる５)。

市町村森林整備計画で決めるべき項目は森林法で設定

計画法、農業地域は農業振興地域の整備に関する法律、森

林地域は森林法、自然公園地域は自然公園法、自然保全地

域は自然環境保全法と特定の管理法があり、個別に管理さ

れる。

これら５つの地域は重複して指定されているところも

あり（図 2、表１）、特に都市地域と農業地域は他の地域

と重複するところが多い。重複したところでは、両方の土

地利用管理に規定する法制度が関わる。都市部の暮らしに

近い山麓では、都市地域と森林地域の 2 つの地域が重なっ

ていることが多い（図６・７）。

森林地域は、林地（国有林と民有林）を対象とすること

から、林業の担い手が暮らす集落地が森林地域に入らない。

農業地域は、農地とその所有者や耕作者が住まう集落は一

体的に指定されるが、急峻で農地がほとんどない山村は土

表１　5地域の指定面積

注 1：地方圏面積及び全国面積には、歯舞、色丹、国後及び択捉の各島の面積は含まれ
ていない。

注 2：土地利用の必要性から、五地域が重複して指定されているものもあり、五地域を
単純に合計した面積は全国土面積に対して約 1.6 倍となっている。

注 3：三大都市圏は、東京圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）、名古屋圏（岐阜、愛知、三重）、
大阪圏（京都、大阪、兵庫、奈良）である。

注 4：総数と内訳の計が一致しないのは、四捨五入によるものである。

図２　5地域の重複指定のイメージ

　全国 　三大都市圏 　地方圏
　面積 　割合 　面積 　割合 　面積 　割合

都 市 地 域 10,225 27.4 2,841 52.9 7,384 23.1

農 業 地 域 17,218 46.2 1,609 29.9 15,609 48.9

森 林 地 域 25,371 68.0 3,136 58.4 22,235 69.7

自然公園地域 5,472 14.7 1,057 19.7 4,415 13.8

自然保全地域 105 0.3 19 0.3 87 0.3

五 地 域 計 58,391 156.6 8,661 161.2 49,730 155.8

白 地 地 域 253 0.7 32 0.6 221 0.7

単 純 合 計 58,644 157.3 8,694 161.8 49,950 156.5

国 土 面 積 37,292 100.0 5,372 100.0 31,920 100.0
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施業が、林業の山に求められている。しかし、そのための

目指すべき山の姿が地域ごとの森林整備計画に描かれてい

るとは言い難い。

森林整備計画に示されている施業に関する事項におい

て、立木の標準伐期齢は、京都の北山丸太のような特殊な

林業を除けば、スギだと 35-40 年、ヒノキは 40-50 年、マ

ツは 30-40 年とどこも比較的短く設定されており（表２）、

主伐方法は、面積をかぎっての皆伐更新が基本となってい

るようである。

皆伐は山に局所的に急激な変化をもたらし、その結果、

林業の山は部分的にハゲたまだら模様になる（図３）。北

山スギ林のように比較的短い時間で更新する山もあるが、

多くの皆伐後の伐採跡地は、造林であれ天然更新であれ、

長い時間をかけて森林に戻っていくことになり、山全体の

風景はゆっくりと変化していくことになる。

皆伐の林分がモザイク的に現れるこの人工的な風景は

林業景観のひとつといえる。大規模な林業地では、こうし

た皆伐型の山の風景が現れる。皆伐型の林業の山の景観は、

局所的に変化しつつ山全体としては時間をかけて緩やかに

変化を続けることになる。この長い変化のサイクルが文化

的景観における林業の山の進化的保全と考えることはできる。

森林の多面的機能を発揮させる持続可能な林業のあり

方として、皆伐ではなく択伐を繰り返す方法の可能性が指

摘されている。林業景観を価値づけた重要文化的景観の選

定地を有する智頭町では、比較的大規模な林家や専業の林

業者による森林施業が基本となっているが、択伐により長

期的に山を育てる小規模な自伐型林業が注目されるように

なってきている。町も町有林を提供するなど支援を始めた。

されており、各市町村は、それぞれの地域と民有林の特性

に応じて計画することになるが、森林整備の基本方針はど

こも同じような内容になりがちである。都市に近い山では、

森林の多面的機能や公益性が森林を地域社会に開いていく

ことにつながりやすいが、山間の林業地では、経済活動と

しての施業管理が主であり、森林資源の姿は法定項目に対

する一般的表現にとどまる６)。森林整備計画では目指すべ

き山の姿は見えない。

（3）林業のつくる山の景観

現在、多くの林業地でスギやヒノキなど単一の樹種を育

林することでモノカルチャー化していることに対し、生物

多様性など森林の多面的機能や公益性が発揮できる持続可

能な森林資源となるよう、林業のあり方が問い直されてい

る。その一方で、国内産の木材利用を促進する政策がとら

れ、戦後の造林地での皆伐が進められている。持続可能な

森林環境と林業生産における経済合理性を共存させる森林

表２　スギ林業地の標準伐期齢（森林整備計画より）

図３　飫肥林業地の山の風景 図４　京都中川北山の磨き丸太生産地の山

樹種 京都市 智頭町 日南市
スギ 40 40 35

（大径材） 56 以上

丸太仕立てスギ 15 ―

ヒノキ 45 45 40

（大径材） 64 以上

マツ ― 35 30

アカマツ 40 ― ―

アスナロ 60 ― ―

その他針葉樹 40 45 40

クヌギ・コナラ ― 10 10

広葉樹 15 20 10
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活とつながる山麓が対象となっているところも確認できる。

林野面積の割合が高いところだけでなく１割以下の都

市であっても森林整備計画が策定されていた。それらは林

業地ではない都市に近い小さな森林や木立を対象とする計

画と考えられ、森林の多面的機能に重点が置かれた方針が

示されている。ところが森林整備計画の計画項目が法定さ

れているため、森林施業のない都市でも施業に関する事項

が計画に示されており意味がない。その一方で森林の多面

的機能を発揮することが期待される都市の森林の姿を示す

計画ともなっていなかった。

こうした都市の森林のなかで、明治以降の都市整備にお

いて、山を都市の風景を構成する自然基盤と認識してきた

京都と神戸に着目する。

森林計画を比較すると京都の森林面積は市域の７割を

超え、林業地である智頭や日南と比較しても高い割合であ

る（表４）。平成 17 年（2005）に合併した林業地である

京北町を引いても６割を超える。六甲山系と北区の丹生山

系のある神戸市の森林面積は市域の 4 割程度である。京

都、神戸では人工林の割合が低いところが林業地である智

頭や日南（飫肥）と大きく異なる。京都・神戸の山はいず

れも都市の自然であり、林業地とは異なる人の手の入り方

によって生活とつながっている。

こうした都市域の森林地域は都市地域と重複しており、

森林整備計画より都市地域の制度が適用される。多くの場

合は、都市計画制度の市街化調整区域や風致地区が指定さ

れ、開発を抑制し調整するとともに、山麓の緑の保全や歴

史的風致の保全活用が図られる。

現在の都市計画法における風致地区は、緑の保全に重点

が置かれているが、旧都市計画法での考え方によれば、本

来的に風致とは、豊かな緑のある土地だけではなく、風景

地・景勝地、公園・社寺苑・水辺・林間・その他公開娯楽

地、史的・郷土的に意義のある土地、眺望地などを対象と

若い世代が担い手となり、複数の仕事を組み合せることで、

自伐型林業による暮らしが可能となってきている。

間伐を繰り返す林業は間伐材を生産しながら、長い時

間をかけて木の蓄積量を増やす。自伐型林業の山は皆伐型

とは異なり、択伐により小さな変化を繰り返す山の風景は

世代を超えて安定的である。林業は世代を超えて収穫する

生業であり、その持続可能性が求められる。そのための山

の姿を森林整備計画に描く必要があるが、森林の多面的機

能と林業としての育林や伐採の関係は十分示されておらず、

どのような山を目指すのか、その考え方が求められている。

３　都市文化における山

（1）都市の森林地域

土地利用基本計画で、森林地域と都市地域とが重複す

るところは、林業地であるよりも都市の生活文化と結びつ

く山であることが多い。政令指定都市であっても林野面積

（林地と草生地）の割合が 5 割を超えるところが 7 都市（20

都市のうち）ある（表３）。その多くは平成の合併で山地

が編入され奥山に林業地を有するところが多いが、都市生

表 3　政令指定都市の林野の割合

表４　京都・神戸の森林面積（森林整備計画より）

＊林野面積は 2020 農林業センサス、人口は 2020 国勢調査速報値

市域面積 ha 林野面積割合 人口密度 人 /ha 森林整備計画

静岡市 141183 75.7% 4.9 ○ R5

京都市 82783 73.6% 17.7 ○ R5

広島市 90668 67.5% 13.2 

浜松市 155806 65.1% 5.1 ○ H31

札幌市 112126 60.9% 17.6 ○ R5

相模原市 32891 57.1% 22.1 ○ H30

仙台市 78635 55.9% 13.9 ○ R3

岡山市 78995 44.2% 9.2 

神戸市 55702 39.7% 27.4 ○ R4

北九州市 49169 39.5% 19.1 ○ R4

福岡市 34345 32.2% 46.9 ○ R2

千葉市 27177 20.7% 35.9 ○ H30

熊本市 39032 16.2% 18.9 ○ R2

横浜市 43768 8.4% 86.3 ○ R5

新潟市 72644 7.5% 10.9 ○ R2

川崎市 14300 5.4% 107.6 ○ R5

名古屋市 32650 2.9% 71.4 

堺市 14983 2.6% 55.1 ○ R2

さいたま市 21744 1.3% 60.9 ○ R5

大阪市 22532 0.0% 122.2 

森林面積 京都市 神戸市 智頭町 日南市

市域面積に占める　（ha) 61,002 22,064 20,841 42,758

森林面積　　　　　（％）　　　 74% 40% 93% 80%

民有林面積　　　　（ha） 59,392 21,151 17,338 22,319

（森林面積に占める割合） （97％） (96.2%) (83.2%) (52.2%)

うち人工林割合 41.0% 7.6% 78.6% 69.4%
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求められる。京都市三山森林景観保全・再生ガイドライン

（平成 23 年・2011）や四季・彩りの森復活プロジェクト

が始まり、新たな人と山の関係が模索されている。

＜神戸の六甲山系＞

明治の神戸では、海から見える六甲山系はほとんどが禿

山であったことが知られる。山地は花崗岩類でできており、

風化が進み大雨のたびに災害が発生していた。災害対策と

貯水池への土砂流入の防止のため、砂防堰堤の築造と合わ

せて砂防植林が進められた。明治 35 年（1902）、神戸市

による再度山周辺での植林が始まり、マツやヤシャブシな

ど一般的な山腹植栽樹種だけでなく、ヒノキ、スギ、ケヤ

キ、カエデ、ハゼノキ、クヌギ、カシなど多様な樹種が植

栽された 11)。

昭和 13 年（1938）の阪神大水害以降、砂防工事が本格

化し、保安林指定による森林整備も進んだ。阪神・淡路大

震災後の六甲山系グリーンベルト事業では、植栽緑化がつ

くる森林を保全育成管理することで、アカマツ林が減るな

かでコナラ・アベマキ群集の広葉樹林の森を、六甲山系の

目指す山の姿としている。

近代以降の都市整備では、六甲山系の開発と保全の折り

合いが常に課題であり 12)、今も山の保全と観光および企

業保養地の再生との折り合いを模索している。昭和 12 年

（1937）に六甲山系に風致地区を指定できたことで、緑の

回復と山地の計画的開発抑制が図られた 13)。現在の緑豊

かな山を背景とする住宅地の風景は都市型の治山事業と開

発調整によるところが大きい。

いずれにしても都市の山は人の手が入ることで保全・育

成されてきた。それは都市の山地に風致や防災など公共性

を認めることであり、近代化過程において山での都市的開

発を抑制することであった。都市に近いからこそ、風致や

防災は生物多様性や水源涵養と連動しており、森林整備計

画で求められている森林の多面的機能、公益的機能の発揮

のための森林整備がおこなわれることになり、山の姿と森

林整備がつながりやすい。都市の森林は、山の環境の持続

可能性を問う。林業や山暮らしとは異なる森林のつくり方

がある。

するものと考えられる７)。都市山麓の森林は自然風致と歴

史的風致があいまった場所である。

（2）都市の山の風致

京都の山も、神戸の山も明治の初めは今ほど緑のある状

況ではなかった。それぞれに異なる自然と人の関わりが都

市の山の姿をつくってきた。

＜京都の三山＞

京都は「古来山紫水明の地」として知られ、「東、西及

び北の三方は翠巒を以て囲繞せられ鴨、桂の清流は其の懐

を南流す」「景勝の地にして其の山麓には陵墓及社寺旧蹟

多く存在す」とし、「其の特色をして永遠に保持するは京

都都市計画上最も重要なるもの」として風致地区を広く指

定している８)。こうした京都を特徴づける山も、17 世紀

半ば頃には、既にまとまった森林は社寺などの周辺に見ら

れるものの、三山のどこでもが森林という状況ではなかっ

たようである９)。明治中期には良い高木の森林は稀で、禿

山さえも珍しくなかったとされる 10)。残されていた社寺

の森林も明治 4 年（1871）の社寺上知令により荒廃が進

んだ。

上知の対象となった寺社が並ぶ景勝地である東山の山

麓は多くが国有林化され、画一的な禁伐管理で放置され林

相が変化し始める。「東山国有林風致計画」（昭和 11 年・

1936）に基づき新植・補植による森林の造成が図られたが、

照葉樹林への遷移が進み、シイ林が目立つようになってき

ている（図５）。

京都三山の風致保全のため、市街化調整区域、風致地区、

歴史的風土特別保存地区、自然風景保全地区が指定されて

いる。しかし今、持続可能な山紫水明の都市風景のために

は、再び人の手をかけることによる林相改善と森の再生が

図５　シイ林が目立つ清水山（東山）
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文化的景観の保存活用計画に書いていくことが考えられる。

林業地の価値の保全は、山暮らしの場としての総合的な山

のあり方として、森林の持続可能性を高めることではない

だろうか。

（2）山の景観の持続可能性

山の景観は、地形と森林の状態が一体となった表れであ

り、林業地では森林施業が形成する森林の姿が、都市山麓

では山の風致や防災などを求め林相改善や造林をおこなう

ことで形成された森林の姿が表れる。いずれも人の営みが

つくる景観であることには変わりない。

森林は山の景観として認識され、そこには暮らしと多様

な営みがある。森林整備計画では捉えきれない営みについ

ては、文化的景観の保存活用計画と連動させた景観計画で

対応することが考えられる。景観計画は 5 つの土地利用区

分（図２）を超えて適用することができ、それぞれの地域

区分の管理法とは独立して運用ができる計画制度である。

景観計画の景観基準と届出制度を使うことで、土地利用

管理や開発管理が可能である 14)。東川町（北海道）では

森林計画では把握できない 50 ㎡以上の小規模な樹林地の

伐採を届出対象とすることで、伐採による伏流水への影響

を管理しようとしている。また、小布施町（長野県）では

市街化調整区域の農地を計画的に開発する仕組みにおいて、

景観計画が開発の基準を示す。文化的景観の保存活用計画

にもとづき、景観計画を土地利用計画とすることで、山暮

らしにおける土地利用の変化や山の開発整備を調整するこ

とが考えられる。

スギ林業地であっても、文化的景観はスギ林の森林だ

けではなく、集落地や林業以外に使っている山麓も含めた

暮らしの場によって構成される。その森林は施業地である

と同時に多様な公益的機能を担う環境でもある。林業地で

あっても、その保全の対象を、地域の自然風土と人の営み

の相互作用による山の景観と捉えることで、都市の山とも

共有できる保全活用へのアプローチがあるのではないだろ

うか。  （小浦 久子）

４　文化的景観の森林保全

（1）林業の山の保全

重要文化的景観の８つの選定基準の１つに「用材林・防

災林などの森林の利用に関する景観地」があり、令和５年

（2023）３月時点で重要文化的景観に選定されている 72

件のうち、19 件にこの基準が適用されている。そのなか

で林業景観が主要な価値となっているのが「智頭の林業景

観」である。他は多くが用材や燃料の薪炭などを得る里山

の森林利用にこの基準を適用している。

林業地の文化的景観の保全は、第一義的には林業の持続

であろう。しかし、そこに暮らす人々にとっては、林業地

は生活風景を構成する山の一部であり、集落や畑などと一

体となった環境として捉えられている。市町村の森林整備

計画は、森林施業を管理することはできるが、例えば智頭

であればトチの実を収穫したり薬草を栽培したりする山や

自家用の畑などの土地利用など、山の暮らしの場を計画す

るものではない。

また、森林整備計画には、森林の多面的機能や公益性に

ついての整備方針は示されているが、計画対象は民有林で

あり、生物多様性のための森林環境や防災・水源涵養のた

めの森を整備する担い手は市町村ではない。経済活動であ

る森林施業と森林法が求める多面的機能を発揮する山の姿

の折り合いは森林整備計画では十分対応できているとは言

えない。

こうした複合的な森林の姿や山の暮らしの場としての

使い方など、林業の経済合理性とは異なる森林や山の価値

を林業地の文化的景観ではどのように位置づけ保全するこ

とができるだろうか。

森林整備計画は林業の施業管理はできても、集落地の

土地利用の変化や施業地以外の山のつかい方への対応はで

きない。森林整備計画が施業管理に軸足をおくとき、その

計画で求められている森林の多面的機能と林業との関係や、

森林地域から抜け落ちる山暮らしの土地利用のあり方を、
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３　森林の風景 ― 林業の山・都市の山麓

図６　智頭町の土地利用基本計画

図７　京都市の土地利用基本計画



142

森林の整備・利用の推進方策」及び「森林の公益的機能の
発揮を図る観点からの地域の活性化等に関する基本方向」
として山村の安定的な生活環境の維持と都市と山村の共生
を付記している。

7）風致地区決定標準（1933発都15号内務次官通達）内務省國土
局計畫課編纂『改訂增補都市計畫法令集』、都市研究會発
行1952：第六章第一・都市計画調査資料及計画標準ニ関ス
ル件（昭和8年発都15号）。

8）「第十回 都市計画京都地方委員会議事速記録」昭和4年11月
9）小椋純一(1986)「洛中洛外図の時代における京都周辺林−

「洛外図」の資料性の検討を中心にして」『国立歴史民俗
博物館研究報告』11。

10）小椋淳一（1991）「明治中期における京都近郊山地の植生
景観」『造園雑誌』55（5）。

11）本多静六が現地視察や樹種の選定、事業後の写真撮影など
を指導。山田裕司（2018）「六甲山における治山対策の歴
史と今後」『水利科学』62（4）。

12）沖村孝（2010）「都市化の進行と土砂災害 −神戸・六甲山
系の歴史」『砂防学会誌』63（4）。

13）齋藤武雄(1937)｢六甲山系の風致保存」『公園緑地』1(10)。 
14）小浦久子（2013)「景観と土地利用の相互性にもとづく景観

計画の開発管理型運用の可能性」『都市計画学会論文集』48
（3)。

註
1）土地利用現況把握調査（国交省）による。森林は国有林と民

有林を対象とする。
2）林野庁https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.

html。
3）「我が国の森林整備を巡る歴史」平成25年度森林・林業白書

（森林及び林業の動向）。
4）「市町村森林整備計画等の運用について」3林整計第296号、

令和３年。
5）森林の有する多面的機能とは、森林・林業基本法第2条で、

国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、
地球温暖化の防止、林産物の供給が位置付けられている。
合わせて、森林の適正な整備・保全には山村の生産活動の
持続の重要性が指摘されている。

6）京都市（北山）、智頭町（智頭）、日南市（飫肥）の市町
村森林整備計画を比較してみると、森林整備の基本方針の
「(1)目指すべき森林資源の姿」については、智頭町と日南
市はほぼ同じ文章となっている。京都市では、地域の課題
を踏まえが表現となり、歴史的風致や自然景観の維持が示
されている。智頭と日南の「(2)森林整備の基本的な考え方
及び森林施業の推進方策」では、地域の地形や市街地との
関係が多少反映されているものの、同じような表現にとど
まる。一方、京都市は法定の項目に加え「市民に開かれた
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１　林業景観の成立過程

１　林業景観の成立過程

林業という言葉でさえ、林業関係者でもきちんと理解して

いるわけではないと思います。その辺のところを、大学の

授業で使っていた教材を中心に、教科書的になるかと思い

ますが、お話したいと思います。

２　林業に関わる基礎的内容

林業景観を考える前に、森林や育成林業、人工林といっ

た、あたり前のように捉えられているものについて、簡単

に説明します。

（１）森林

まずご記憶いただきたいのは、森林はどこにでもあるわ

けではないということです。図１は世界の森林の分布を示

したものです。地上の１／３に森林があると言われていま

すから、水面も含めると地球表面の１／ 10 が森林だとい

うことです。ただし、こういう世界的な統計でいう森林は、

日本の森林とは大分イメージが違っていて、たとえば、国

連では面積の１割ぐらい木が生えていれば、疎林のような

ところでも森林とみなしています。日本のように非常に密

な森林が生育するところは、世界的に見るとどこでもある

わけではありません。当然、そこでなければ林業も成り立

たないわけです。

１　はじめに

大住と申します。私自身は、林学の中の森林生態学や造

林学を専門にしてきましたので、文化的景観という言葉は

聞いたことはありますが、中身はほとんど知りません。

そもそも、日本の林業とは何なのか、木を植えるとは

どういうことなのか、どうしてスギやヒノキなのか、そう

いうことは、実は私の世代は林学の中であまりきちんと教

わっていません。それらは当たり前のこととして、そこか

ら先の個別の技術を研究する時代になっていましたので、

私自身、先ほど惠谷さんのお話を伺い、よくこれだけ林学

以外の方が資料を集めて検討されたなと思った次第です。

私の業界の人たちでもそこまできちんと理解して、今、森

林科学を考えている人は少ないのではないかと思います。

私自身の研究は、広葉樹のナラの仲間やカバノキ科の仲

間の生活史が中心でして、林業は自分の仕事としてきちん

と扱ったことはありません。もちろん林野庁の林業試験場

に在籍していましたので、組織の仕事としてはそういうこ

とにも関わってきましたが、個人的には関心が薄かったの

で、私自身の認識も、少し前まではほぼ世の中の一般の認

識、つまり、林業というのは昔からあって、山村に行けば

林業技術があるのだと、そういうレベルでした。

ところが、10 年ほど前に鳥取大学に移り、その中で造

林学なども教えなくてはならなくなったので調べたわけで

す。それまで漠然と、昔から聞いていることが何となく合

点がいかないなという認識はありましたが、調べていくと、

やはり違うのではないかというところがたくさん出てきま

した。林業史や林業技術などをきちんと知っている先生方

は今 80 ～ 90 代以上だと思いますが、そういう方から見れ

ば、私が今からお話しすることは必ずしもあたっていない

部分もあるかもしれませんが、今日は、林学の世界にいる

人間として、ようやくそういうことに気づき、自分ではこ

うではないかと思っているところを紹介したいと思います。

本日のタイトルは「林業景観の成立過程」ですが、実質

的には育成林業の歴史についてお話します。そもそも育成 図 1　
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（２）採取林業と育成林業

次に、今日の重要な概念である「採取林業」と「育成林業」

についてお話ししたいと思います。森林資源をどう調達す

るかという議論では、「採取林業」と「育成林業」という

２つの言葉をよく使います（図２）。

「採取林業」とは、造林をしない、資源の造成をしない、

あるものを伐っていくという林業です。天然林を伐る林業

は、日本の林業の歴史でも一番中心的なスタイルでした。

採取林業は産業としては鉱業に近いわけです。資源はある

ものを持ってくる、持続性はとりあえず考えません。持続

性をなるべく考えるとすると、伐る量を減らすことぐらい

しかないわけです。

それに対して、「育成林業」は、次の世代の森林をつく

ります。これは植栽する場合もあるし、自然に落ちた種か

ら育てる天然更新を使うこともありますが、いずれにして

も、資源の持続性を考えてマネジメントしていくのが育成

林業です。持続性が高く、農業に近いわけです。

（３）人工林と天然林

次に、「人工林」と「天然林」という言葉についてもお

話したいと思います（図３）。

「天然林」とは、人が植えたものではない森林というこ

とです。そういう森林は自然にどうやって維持されている

か、たとえば、奥山のブナ林で考えてみます。ブナもいつ

かは枯れますが、枯れると、林冠に穴が空きます。図３の

右の写真の上のほうに穴が空いていますが、そういう状況

になり光が入って地面まで届くことによって、暗い林の中

に生えた芽生えが大きくなってくる。それがだんだん育っ

て、その穴を塞いで、次の世代の森林ができていくという

ような動きが起きます。こうやって自然の動きで維持して

いくのが天然林です。

それに対して、「人工林」は、森林がなくなった後、人

が苗を植える、あるいは種を蒔いて造成したものです。

今日の話とは直接関係しませんが、里山などではその間

に「天然生林」という分類があります。これもあまり一般

的には使われませんが、大事な概念です。伐採や火入れな

どの何らかの形で生物の集まりの形が壊れることを生態学

では「攪乱」と呼びます。伐採などで人が攪乱する、人か

ら見れば利用ですが、それがきっかけとなって次の森林が

生えてきます。この時、人工林のように人が植えたり種を

蒔いたりするわけではなくて自然に再生する、これが「天

然生林」です。里山の薪炭林はそれにあたり、伐った後、

伐り株からひこばえが出てきて再生します。よく天然生林

と天然林を一緒にして天然林と呼ぶことがありますが、実

は大きく違います。

これを模式図にすると図４のようになります。攪乱と更

新の仕方の組み合わせにより３種類に分けられます。上の

「天然林」は自然に攪乱が起きて、その後、自然に生えて

くるものです。専門用語では、次の世代の集団ができてい

くことを更新と呼びます。人が攪乱するけれど、その後は

自然の力で戻っていくのが中段の「天然生林」です。そして、

攪乱の後、人が植えたりするものが下段の「人工林」です。

よくある里山の薪炭林の一般的なイメージは、天然生林か、

そこにもう少し下刈りとか手が入ったりすると人工林にや

や近いというものだろうと思います。

図 3図 2
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（４）人工林≒針葉樹一斉林

次に、今日のお話は育成林業に関するものですが、その

育成林業の主流がなぜ針葉樹の一斉林なのかということを

考えます。

「一斉林」というのは同じ齢の木で構成された林のこと

です。たとえばスギやヒノキを人が植える場合は、同じ齢

の木が一斉に生えて、同じような大きさに成長して森林が

できていくわけです。これが最も一般的に見る人工林です。

では、なぜ育成林業の人工林は針葉樹なのか、スギや

ヒノキなのでしょうか。図５の模式図は、横軸が林齢で、

植えてからの経過年数です。縦軸が１ha あたりの材積で、

林業関係者は木材に換算した量でその森林の成長を測りま

すが、それを表わしたものです。あくまで模式ですが、青

線で示したスギは、10 年、20 年、30 年経つと、300 ㎥、

400 ㎥と非常に早く成長します。それに対して、広葉樹は、

樹種にもよりますが、一般的に幹材積の成長が非常に遅く

なります。ですから、産業として考えた場合、柱や板を

取るのに 100 年、150 年かかってしまう広葉樹よりも、50

年前後で収穫できるスギやヒノキやカラマツといった成長

が早い針葉樹が選択されるわけです。

もう１つの理由として、針葉樹の管理のしやすさがあり

ます。図６は、左が広葉樹の人工林の模式図、右側が針葉

樹の人工林の模式図です。双方とも同じ年に格子状に植え

てあるとします。四角の林分の周りは外側で光がよく当た

りますが、内側は隣の木に囲まれて光が当たりません。広

葉樹の場合、周りの木は非常に太くなるけれども、同じ年

齢なのに真ん中の木はなかなか太りません。周りの木が直

径 50 ㎝、60 ㎝なのに、真ん中の木は直径 10 ㎝にもなら

ないというような林がよく見られます。そうなりにくい広

葉樹もありますが、ケヤキなどは完全にこうなります。そ

れに対して、スギやヒノキはほぼ同じような太さに育ちま

す。もちろん差はつきますが、広葉樹に比べてつきにくい

のです。

このように、スギやヒノキは早く育って、しかも均質な

ものになる。これが、育つ場所によって材の大きさが違う

ということであれば、周りは材木として伐れるけど、真ん

中は全く手がつけられないということになります。ですか

ら、人工林が針葉樹であって一斉林であるというのは、ビ

ジネスとしては非常に大きな合理性があるわけです。

針葉樹林の管理を日本では、図７にある皆伐一斉造林と

いって、みんなまとめて伐って植えるという体系でやって

います。それに対して、今、ヨーロッパなどで採用されて

図 6図 4

図 5
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いるのは択伐（異齢林管理）というものです。これは、少

しずつ伐って、その空間に次の世代の若木を少しずつ大き

く伸ばしていくというやり方です。この方法は生物多様性

や多面的機能の面から、高く評価されています。こうした

方法は日本でも以前はありましたが、広がりませんでした。

なぜかというと、やはり管理が集約的になりコストが高く

なってしまうと考えられているからです。

次に、なぜ山に種を蒔くのではなくて苗木を植えるのか

というお話をします。植えるのが大変だったら種を蒔けば

いいじゃないか、自然の森はそれで動いているからできる

だろうという話をいただくことが多いのですが、これはな

かなか難しいのです。なぜかというと、種を秋に蒔いたも

のが春まで生き延びる、それから、春に芽生えたものが１

年間生き延びる、その間の死亡率が非常に高いからです（図

８）。種が地面に落ちた瞬間にカビなどが取りついて、一

斉に攻撃を受け、あっという間に死んでしまいます。特に

明るさが足りないとほとんど死んでしまいます。最初の２

～３年の非常に高い死亡率をクリアするために、その期間

を畑で育てて、そして山に移植してやると、確実に育って

いくわけです。やはりビジネスとして確実に資源をつくっ

ていこうと思うと、膨大な種を集めて蒔くよりも、苗木ま

で育てて植える方が合理的なのです。たとえば、スギやヒ

ノキであれば、２～３年ほど苗木を育て、山出しをして植

えれば、ほぼ８～９割近い活着率を得られます。

さらに、樹木は草本類と違って、年により種子の豊作

凶作があります（図９）。たとえば、ミズナラやブナだと、

５～６年に１回しか豊作になりません。コナラでも２～３

年に１回でしょう。来年種を蒔こうと思っても種を入手で

きるか分からない状況で、しかも、どんぐり類のようにそ

の種子の保存が難しいものも多いのです。ですから、種を

蒔いて森林をつくっていくのは難しいわけです。そうした

点から日本でも、スギやヒノキ、カラマツといった針葉樹

を皆伐し、一斉に苗木を植えて育てるという体系にほぼ収

れんした形で林業がおこなわれてきました。

３　植えて育てる育成林業

（１）木を植えれば育成林業なのか

次に、育成林業について少し整理してみましょう。

先ほど、木を収穫した後に、資源が持続するように、次

の世代をつくっていくのが育成林業というお話をしました

が、では、木を植えれば育成林業なのか、あるいは、それ

図 9図 8

図 7
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はいつ頃からどうして始まったのかということについて、

歴史的な流れをご紹介します。

木を植えること自体は昔からあります。『万葉集』にあ

る「いにしへの人の植ゑけむ杉が枝に霞たなびく春は来ぬ

らし」はよく挙げられますが、７～８世紀でも昔の人がス

ギを植えていたことが歌われているわけです。こうしたこ

とから、日本は古代から林業があったと解釈されることも

ありますが、それは違うと思います。現在の世界を見ても、

木を植えるということであれば、あらゆるところでいろい

ろな形でやっています。庭に植えることもあれば、屋敷の

周りに植えることもある。並木や垣根、畦畔木、記念樹な

どもあります。それから、神社にある神木とか依代、ある

いはランドマークといったように、様々なものを植えてき

ましたが、これはやはり林業とは違います。

木を植えるということには３つの段階があります（図

10）。まず、木を植える、次に、植林する（森を造る）、そ

して、持続的な木材生産を目的として森林を造成する、こ

ういう３段階を考えると、現在の林業のイメージである育

成林業として考えるべきなのは３つ目だと思います。木を

植えるのは古代からありますし、森林を造るということで

あれば、近世の海岸林や農用林がありますが、やはり木材

生産のために木を植えようというのをここでは林業の始ま

りとして限定して考えたいと思います。

（２）育成林業の成立時期

では、そういう木材生産を目的とした育成林業はいつ

始まったかということです。林政史年表などから主な林業

上の歴史的な記録を引っ張ってみました（図 11）。中世以

前に木を植えたという記録を見ると、赤字で示したように、

社寺への寄進として植えたものが中心です。これは、社寺

の建築の補修などを目的としたものと考えられています。

この時、どういう苗木を植えたのかというのは不明です。

ただ、当時、苗畑をつくる技術があったとは考えにくいの

で、多くは山引きといって、山に自然に生えている苗木を

抜いてきて植えたと思われます。造林というのは確かにこ

の時代からありますが、まだ本格的な資源管理や商業目的

ではなく、育成林業という段階ではないと思います。

ところが、近世になると育成林業と言っていいものが出

てきます（図 12）。古いのは奈良県の吉野です。吉野では

16 世紀の初めに植林が始まり、その後、奨励されました。

吉野では借地林制度といって、借りた土地に地代を払って

植えて、伐採した際は土地の持ち主と植えた人が儲けを分

けるという制度が形成されました。それはまさに商業的な

ビジネスとしての林業であると思いますが、こういうもの

が江戸時代になると多く出てきます。

図 12 の中で、アンダーラインを引いたのは、商業的な

ビジネスを目的にした育成林業と思われるものです。ただ、

その中で、前半のほうはオレンジ色の字で書いたものが多

いのですが、これは藩や幕府が奨励して、あるいは苗木を

配って植えさせた、いわば官主導のものです。江戸前期の

17 世紀は森林資源の枯渇や山や川の荒廃が起きて、治山

治水も含めて行政が造林に取り組み始めた頃です。

ところが、その下の緑字のものは、そうした官側が公

共事業として進めた造林ではなくて、むしろビジネスとし

て資源造成をしようとしたものです。吉野であっても本格

図 11図 10
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うが日本海側で、左のほうが京都盆地となっています。青

色の楕円で示したものはスギやヒノキ、コウヤマキで、氷

期の後の古い時代には、スギやヒノキが関西地方で非常に

多かったことが分かります。

花粉分析で検出した花粉の量を、自然に野外で落ちて

くる花粉の量と単純に比較することはできませんが、深泥

池でも、今から 1,000 ～ 2,000 年ほど前に落ちたスギやヒ

ノキの花粉量は、近年のそれとそれほど変わらない比率で

入ってきます。今、京都でも周囲の山にかなりスギやヒノ

キが植えられていますが、そこで落ちてくる花粉量と、ス

ギやヒノキの造林地はなかった 1,000 ～ 2,000 年前の花粉

量と、全樹木種の花粉量に対する比率として同じぐらい出

てくるということは、過去の関西の山にはスギやヒノキは

相当あったことを示唆します。

図 14 の近畿地方の木質遺物の出土割合を見ていくと、

たとえば、前５－４世紀頃は様々な樹種を使っていますが、

古墳時代から飛鳥、奈良、平安時代にかけて、ヒノキやスギ、

コウヤマキといった針葉樹が非常に多くなっているのが分

かります。当時は造林地があったわけではないので、スギ

やヒノキの天然林があったということになります。

古代社会がスギやヒノキを重用した理由　　なぜスギやヒ

ノキ、コウヤマキがその頃たくさん使われたのか。まず、

現在の生態学や植生学で完全に理解ができているわけでは

ありませんが、そういう樹種の大木が関西のそれほど深い

山ではないところに、そこそこあったのだろうということ

です。もう１つは、スギやヒノキ、コウヤマキは加工が容

易だったということです。特に割
かつれつ

裂性です。図 15 は滋賀

的な育成林業の情報が多く出てくるのは 1700 年代以降で

す。ですから、日本で育成林業が芽生えてきたのは、およ

そ 18 世紀初頭からだろうと思います。

（３）育成林業が成立した背景

育成林業がその時期にどうして成立したのかというこ

とについて、少し長い歴史の中で紹介したいと思います。

最終氷期以降の関西の森林　　最初に紹介するのは、最終

氷期以降の関西にはどういう森林があったかということで

す。図 13 は、京都府立大の佐々木先生、高原先生が関西

を対象に花粉分析の結果をまとめられたもので、それぞれ

の棒グラフの上のほうは新しい時代で、下のほうが古い時

代です。一番新しいところが現代、一番古いところは１万

年ほど前で、赤い点線を引いたあたりが大体 2,000 年前で

す。各時代の花粉の状況から、その地域を優占する樹種を

推定したものです。縦棒は１本ずつ場所が違って、右のほ

図 13

図 12

図 14
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県から出土したスギで、７世紀半ばのものです。製材の途

中で埋土したもので、写真に見えている楔
くさび

は復元ですが、

縦に楔を入れていたことが分かります。斧で伐って、楔で

縦に割って製材をしていくわけです。日本には室町時代ま

で縦挽き鋸が入ってこないので、当時は横挽き鋸しかあり

ませんでした。丸太を切断することはできても、縦に挽い

て板や柱を取ることができなかったので、楔で割って、そ

の後、槍
やりがんな

鉋や釿
ちょうな

で平面を出して板や柱にしていたのです。

ですから、縦に割れる木材、しかも通直で太いものが一番

よかった。それがスギやヒノキで、しかも関西には生えて

いたということです。

６世紀以降、宮殿や寺院など様々な巨大建築物が建てら

れますが、そういうものの構造材はほとんどヒノキかコウ

ヤマキです。法隆寺もそうです。当時一番すばらしい木材

がヒノキで、「マキ（真木）」と美称されていました。そう

した材を伐るために、杣や山作所という伐採キャンプ、少

し昔の営林署みたいなものが、関西では琵琶湖周辺から木

津川一帯に点々と置かれて、巨大な木を専門の人たちが伐

採していました。

資源の枯渇　　たとえば、現在の三重県伊賀市阿山町は、

東大寺の玉
たまたきのそま

瀧杣があった場所です。東大寺は国営寺院です

から、いわば国有林があったところです。ここは大径木の

ヒノキをたくさん出して、畿内でも最後までヒノキの供給

を続けていたところですが、今行ってみると、何というこ

とはない里山です。ナラ枯れが進み、竹が侵入して、全然

深い山ではないのですが、こういうところに巨大なヒノキ

があったわけです。しかし、こうした資源はあっという間

に枯渇します。たとえば、創建時の東大寺大仏殿の材は奈

良に近い木津川流域から調達しましたが、南都焼討後の建

久元年（1190）の再建の際には、もはや関西では木材が調

達できなくて、遠く周防まで探しに行ってようやく建てて

います。しかも、規模を縮小してです。

近世に全国に拡大した大量伐採　　こうした天然林の採取

林業は、江戸時代にも広くおこなわれたことが知られてい

ます。これはコンラッド・タットマンによる『日本人はど

のように森をつくってきたのか』（1998、築地書館）によ

くまとめられています。豊臣政権、徳川政権は木材を軍需

物資として重視したので、権力を掌握すると、あっという

間に重要な天然林があるところを天領として押さえました。

築城や都市の整備、社寺の再建が続く中で、北は渡島半島

から南は屋久島まで、莫大な木材が伐りだされて消費され

ます。それから、河川改修や海運の推進など、全国的な木

材流通の基本もこのときにできます。

17 世紀は大量伐採が一斉におこなわれますが、特に有

名なのは木曽です（図 16）。当時、関西の山には材となる

資源が枯渇していたので、木曽・飛騨、さらに四国や紀伊

半島もあったと思いますが、そういうところで天然のヒノ

キやスギを中心に針葉樹の伐採がおこなわれます。事業規

模は大変大きくて、藩や大商人の資本が入り、専門家集団

によって伐採します。当然それは山村の農民の人たちの自

給的な林業ではありません。整備された流通システムを使

い、川の筏、海の筏により都まで全国から材木を持ってく

るわけです。その過程で生産物の規格化もおこなわれて、

材木や榑
くれ

木
き

の品等・寸法を統一して、全国どこでも同じよ

図 15 図 16



152

の造林の推進につながっています。そうした背景で、初め

て幕府による森林政策の整備が始まります。

森林政策には大きく３つの柱があって、１つは諸国山川

掟などの法制度です。それから、森林警察制度です。いわ

ゆる山林奉行所などを置いて取り締まるようになりました。

そして、今で言うゾーニングです。計画制度というほどしっ

かりしたものではありませんが、ゾーニングをおこなって、

しばらくは伐採してはいけない山や、伐採してもいい山と

いったように、利用を規制し、放恣な伐採を止めていきま

した。

そして同時に始まったのが植林の奨励です。17 世紀に

資源の枯渇や山地の荒廃が起きた中で、伐採制限とともに、

植栽によって森林の回復をしようということが生まれてく

るわけです。たとえば、松平定綱による植継の提唱や、山

鹿素行の「時または節を以て山林の植伐をなすべし」とい

う指摘があります。勝手に伐ってはだめで、伐る量や植え

ることをきちんと考えて利用しなさいというような考え方

です。

（４）日本の育成林業の成立は遅いのか

図 12 で示したように、18 世紀に育成林業が民間でもあ

ちこちで一斉に始まるのは、そうした背景を受けたものだ

ろうと考えられます。日本において育成林業がある程度姿

をみせだしたのが 17 世紀から 18 世紀初めですが、農業に

比べればかなり遅い出現です。しかし、世界史的には非常

に早く、産業革命以前に針葉樹の育成林業がおこなわれた

のは、私が調べた限りでは、欧州の中部と極東の一部のみ

なのです。図 18 の下の図を見てください。日本が明治以

うな材で家が建てられるような整備もなされます。まだ採

取林業時代ですが、これが全国的な木材流通の基盤をつ

くっていったと考えられています。

採取林業の再破綻　　ただ、そういう流れの中で、17 世

紀の大量伐採であっという間に木はなくなってしまいます。

図 17 の右側の図はよく引用されるものですが、前出のコ

ンラッド・タットマンが、城や寺社といった記念建造物の

ための針葉樹大径材供給圏をまとめた図です。奈良時代頃

まで関西の中心部を伐採して、中世までに中四国や北陸東

海に広がります。想像ではありますが、当時、瀬戸内海側

には天然のヒノキ林が、日本海側には天然のスギ林が相当

あったと思われます。さらに江戸時代になると、北は渡島

半島から南は屋久島まで、どんどん伐採のフロンティアが

進んでいきます。明治以降はこれがさらに台湾のタイワン

ヒノキやアメリカ西海岸のローソンヒノキの伐採までいく

わけです。

結局、これは持続的な林業ではないので、何が起きた

のかというのが図 17 の左側の図です。これは安土桃山時

代から現在までの木曽ヒノキの伐採量の推移です。最初の

ピークが大体 17 世紀ですが、江戸時代の最初の１世紀で

大量に伐採されて、その後は急激に落ちます。資源が枯渇

したからです。その後、保護政策が始まりますが、明治に

なってまた伐採して再び枯渇していきます。採取林業では

持続的管理がいかに難しいかが分かると思います。

17 世紀の１世紀で日本中の天然の良質な針葉樹林がな

くなったといわれています。秋田のスギもそうですし、た

とえば、キタゴヨウといったような各地の使える針葉樹も

ほとんど伐られていきます。その結果が、17 世紀の天然

林針葉樹資源の枯渇です。奈良時代以降、日本の建築のス

タンダードとなって重視されてきた、ヒノキやスギという

最も使いやすい天然の木が、今度は全国規模であっという

間になくなってしまいました。

さらに、治山治水の問題も出てきます。これは奥山では

なく、いわゆる里山的なところで起きました。里山の過剰

利用で土壌が流亡してしまいます。それが河川の氾濫につ

ながり、農地の流失による税収の減少、流通の要であった

水運のための河川水路の維持費の急増も引き起こしました。

資源保全と造成の取組　　資源と治山治水の２つの問題か

ら、幕府や藩によって緑化する動きが出てくるわけです。

これは先ほど図 12 で赤字で示した、17 世紀になってから 図 17
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ケットとその牽引力がない限り、そう簡単に育成林業はで

きないでしょう。図 19 は 19 世紀の地理学者チューネンが、

地理学の古典『孤立国』で提唱した農業立地論の模式図で

す。赤い点が都市で、緑色の部分が林業地、それから、青

い線は川です。ここでも、投資やマーケット、運搬などの

点から、林業地は都市のすぐ近くか、そこに流れ込む川の

両側にあって、決して遠い山間部に発達するわけではない

と考えられています。ですから育成林業は、山間の自給的

で伝統的な生業ではなく、都市依存型の産業として考える

べきではないかと思います。

４　近代以降の育成林業の普及

（１）近代林政による育成林業の促進

育成林業は江戸時代までに何ヵ所かで始まりましたが、

この段階で林業地となっている地域は、どちらかというと

まだ点に近い存在です。それが広がってくるのは、明治以

降の育成林業を全国に広げていこうという行政の推進によ

るものです。

ドイツ林学を参照した標準化育成林業の作成　　その中心

になったのは、拡大造林という考え方です。これはドイツ

から出てきた考え方です。ドイツの伝統的な林業は広葉樹、

特にナラを育てるものでした。それを、18 世紀に領主た

ちが、もっと山を経済的に動かしたいということで、広葉

樹から成長量が早い針葉樹のドイツトウヒに切り替えてい

きます。その時、社会から反発が起きます。もともと、明

るい落葉広葉樹の文化なので、「真っ黒な森林は気持ちが

降に林業を学んだヨーロッパには、ドイツトウヒを中心と

した古い育成林業がありますが、それが展開し始めるのも

17 ～ 18 世紀と、日本とほぼ同じ頃です。

もう１つ、日本ではほとんど知られていませんが、中

国には非常に古い育成林業がありました。中国経済史の研

究者らが何十年も前から報告を出されています。少し前ま

では、中国には育成林業はないという漠然とした先入観が

ありましたが、日本の平安時代にあたる 12 世紀にすでに、

南宋の開封の町を中心に大きなマーケットができていて、

コウヨウザンを中心とした育成林業とその流通・市場シス

テムが成立していたことが明らかにされています。その大

変発達した林業は、焼畑とセットであることや、山に直接

挿し木をすることなど、九州などの育成林業に似ているの

で、中世に留学生のお坊さんたちが日本に持ち帰って伝播

した可能性もあります。

このように、用材生産のための育成林業が成立するの

は、実は世界史的には非常に稀なことであったということ

を強調しておきたいと思います。

（５）育成林業の難しさ

なぜ稀かというと、単純に言えば、まず資本が要るとい

うことでしょう。農村の日常の生活ではないような投資や

労働力の投下が育成林業には必要です。それから、山から

大きな木を伐って出すとなると、裏山から薪材を伐りだす

のとは異なる伐採、運材、製材などの技術が要ります。そ

して、そういうものを動かすためには専門の技術者集団が

居なければなりません。

山にいくら木があるからといって、都市の大きなマー

図 19図 18
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広がっていったわけです。

（２）人工林景観の普及

図 20 は 1900 年から 1980 年までの造林面積の推移を示

したグラフです。1900 年から 1920 年代のピークが特別経

営時代、それから、後半の大きな山が戦後拡大造林時代

です。戦後の拡大造林に先立って、戦後復旧造林といっ

て、戦争で荒れた山に昭和 20 年代から植林が始まります

が、この戦後復旧造林と戦後拡大造林、昭和 20 ～ 40 年代

に国内の人工林面積はほぼ倍増します。今の日本中の津々

浦々、山に行くと人工林があってスギやヒノキを植えてあ

る、あるいは寒冷地であればカラマツが植えてあるという

状況は、この時代に出現しました。

図 21 は少し古いデータですが、全国の人工林の齢級（林

齢を５年の幅でくくった単位）を見ると、大体 10 ～ 11、

つまり、50 ～ 60 年あたりに大きなピークがあります。若

い山も年を取った山も少ないということは、昭和 30 ～ 40

年代の戦後拡大造林で大面積に造林したときのピークがこ

こに反映されているわけです。

（３）人工林は林業景観か

そうした山々に広がる人工林景観は林業景観かという

ことを考えてみます。いわゆる伝統的な林業地帯を除くと、

ほとんどは戦後の拡大造林です。そのもっと前の特別経営

時代の拡大造林は既に伐られてしまってありません。戦後

拡大造林が大きく展開したのは、造林も保育も間伐も、そ

のための林道などの生産設備も、その多くが公共事業的に

進められたからです（図 22）。農業に比べてもかなり大き

な割合で補助金が入っています。ですから、多くの人工林

悪い」とか、今でいう「自然環境破壊だ」といった批判が

起きます。それに対して推進側は、「これから産業として

発展するためには、広葉樹を、もっと早く伸びて、均質で

大量に生産できるドイツトウヒに替えるべきだ」と反論し

ます。このように、より生産性の高い森林に切り替えてい

こうという考えを拡大造林思想といいますが、その考え方

が日本にも入ってきたわけです。

造林2回の波　　日本では、国政レベルでは２回大きな

拡大造林の動きが起きました。最初が、明治 32 年 (1899)

から大正 10 年（1921）にかけておこなわれた「国有林野

特別経営事業」です。当時たくさんあった旧草地などの未

立木地に造林していくという流れです。

それに対して２回目は、「戦後拡大造林」と呼ばれるも

ので、これは昭和 33 年（1958）から 20 年間ほど続きます。

この時の対象は、当時まで里山として使われていた広葉樹

林やアカマツ林で、それらを質の低い森林とみなして、ス

ギやヒノキのような成長量の早い、価値の高い林に切り替

えていきました。

これまでの話からお分かりになるように、18 世紀になっ

てようやく育成林業が発生したけれども、それは全国的な

ものではありませんでした。近代に拡大造林を推進した地

域の多くは、自給的に裏山にスギを植えて普請に使う程度

のことはあったにしても、大きな面積をまとめて造林し林

業経営をするという経験はなかったと思います。そこでお

手本にされたのがいわゆるドイツ林学と吉野林業で、それ

らを折衷し、少し割り引いて標準化する中で、現代につな

がる林業体系ができていきます。そういうものがどんどん

図 20 図 21
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１　林業景観の成立過程

人工林景観の拡大はいろいろな問題をつくりました。生

産力の拡大には貢献しました。針葉樹林化する、若齢林に

する、一斉林にする、これらはすべて森林の成長量を伸ば

しますし、それから、生産コストを引き下げるのに結びつ

きます。一方で、そのために、まず天然林、そして天然生

林の伐採をおこないました。図 23 の右下は、ブナの天然

林を伐ってカラマツを植えた写真ですが、30 ～ 40 年前は、

ブナの天然林なんて成長が止まった山なのだから、そのま

ま置いていたら駄目だというのが原則だったわけです。

もう１つ、公共事業化も進みます。公共事業化が進んで、

林業の中で補助金の割合が多くなってくる中で、山の管理

も補助制度のマニュアルに依存するようになっていきます。

拡大造林は木材資源量を充実させるという点では大きな貢

献をしましたが、それを地域ごとの立地や環境、社会、市

場、伝統などに対応する自立した森林管理に昇華させ、定

着させるのには失敗したということだと思います。

（５）育成林業と里山

育成林業と里山については、後半で小椋さんが里山に近

いところのお話をされるので、少しだけ紹介しておきます。

近代の拡大造林の対象地をやや乱暴にまとめてみると、

国有林や道有林では奥地の天然林と原野、北海道では山火

事跡の笹生地などです。それから、民有地の場合、明治か

ら大正の初回の拡大造林（特別経営時代）の対象地は、本

州では原野と呼ばれてきた草地です。そこは刈
かりしき

敷や秣
まぐさ

を

刈ったり、牧野であったり、あるいは過剰利用の荒廃地

だったり、そうした未立木地が対象地となりました。そし

て、民有地の戦後拡大造林地の中心は、低質とみなされた

は、その地域が、地域の意思で、地域の技術だけでつくっ

てきたものではないのです。

それから、造林から保育、収穫、販売までのサイクルに

は大体 50 ～ 60 年が必要ですが、戦後拡大造林地ではま

だそれが完結していない地域が多いと思います。近年、伐

採推進政策がとられ、ようやく伐採し始めていますが、伐

採するための道や車両もまた補助金で整備しています。こ

のように、戦後拡大造林した地域が林業として経営サイク

ルを回して、経験を積んで、この先、自立した形で林業が

できるという体制ができているかというと、それはうまく

いっていないのです。多くの所有者は、植えた頃は若かっ

たのですが、既に年を取ってしまっている。しかも、所有

者でも自分で１サイクル山を経営した経験ができた人はほ

とんどいない。さらに、過疎化もあって地域の経営意欲が

落ちてしまっている。最近、伐採をした後に再度植林する

面積が３割を切っています。伐るだけで、植えないという

ところが多いのです。それはコストの問題もありますが、

やはり、そもそも持続的に森林を経営していく、育成林業

をしていくという意識が、地域で定着していないというこ

とだと思います。

ですから、こういう状態の日本の森林を林業地帯と呼べ

るのかと思います。人工林はできた、造林地帯ではあるけ

れども、それを本当に産業として成立させるところがうま

くいかないでいるというのが現状です。今、日本中の山村

にある山々の人工林を「林業景観」と言うべきか、どうで

しょうか。「造林景観」という言い方はできると思いますが。

（４）人工林景観の光と影

図 22 図 23
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あまり間伐もしないで、30 ～ 40 年ほどの短い期間で伐採

するという林業地と、最初に 8,000 ～ 9,000 本ほど植えて、

その後、何回も間伐をしながら 100 年生くらいまで育てて

いく林業地の、大きく２分されるのが分かります。前者を

農家的経営、後者を林家的経営と言うことができます。

（１）農家的経営の育成林業

まず、農家的な経営から見てみます（図 25）。これは農

林複合経営です。森林を焼いた跡地に木を植えますが、成

長して木と木の樹冠が閉じるまではその間で作物をつくる

というもので、木場作とも言います。これは農家がやるの

で、小規模で、家族経営になります。日田や飫肥、木頭と

いった西日本に多いやり方です。

管理技術としては、伐採して、焼畑耕作をして、植栽

します。当然、その間に作物を収穫することが大事なので、

疎植にします。密に植えてしまうと作物が収穫できません。

スギでは直挿しといって、生えている木から枝を取ってき

てそのまま地面に挿すということもしました。それから、

短伐期です。おそらく、都市に向けた大型架構材や良質材

の生産を目指しているのではなくて、地域で使う、比較的

小径木で節も多いような並材を生産するために、30 ～ 40

年で伐って、担ぎ出しては売るという林業だったと思いま

す。飫肥のように船材として伐期を延ばして大径材生産を

した例もありますが、基本的には農家が小さな規模で植え、

短伐期で経営する。これが西日本の古くからある林業の典

型です。

農林複合経営のもう１つの側面もお話しておきます。そ

れは、木場作で作物をつくるだけではなく、草を刈ること

二次林です。これは薪炭林やアカマツ林ですが、その薪炭

林の多くは放棄された草地が明治以降に薪炭林になったも

のです。こうして見ると、民有地での育成林業化は、「里

山」的な農村に付随する土地を中心に進められ拡大したと

いうことが、大雑把には言えると思います。伝統的な育成

林業でも農家的な経営は焼畑と複合することが多いのです

が、こういう里山的なところが育成林業の中心になってき

たというのが大きな特徴だと思います。

それはどう関わってくるかというと、１つは土地所有の

問題です。入会、共有地としての里山は、刈敷や秣、薪炭

の生産にあてられた土地でした。それが、明治以降の近代

化の過程で不要になっていく中で、入会を解体して個人所

有に分割し、林業や果樹生産などの農山村の産業に供して

いこうという政策が取られます。また、共有林として持つ

場合は今でいう生産森林組合や、自治体・集落所有林など

の形になっていきます。それらがその後の育成林業地を目

指す中心になっていきました。ですから、今の民有林の造

林地の多くは、里山的な歴史を背負っているのです。

５　育成林業の地域性

伝統的な育成林業地には大きく分けて２つのグループ

があります。図 24 の右上の図は近代以前のスギ林の管理

密度を示したもので、横軸が林齢で、縦軸が１ha あたり

の本数です。苗木は多く植えるけど、だんだん齢を取っ

ていくにつれ、間伐をしたりして減っていくという絵で

す。これをみると、最初から 2,000 本以下で少なく植えて、

図 24 図 25
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１　林業景観の成立過程

経営のお手本とされました。

６　伝統的育成林業景観とは

最後に、林業景観と農業景観との大きな違いについてお

話します。これは本日のテーマに関連しますので、簡単に

私の意見を紹介したいと思います。

（１）大きな時差

林業は景観をつくる時間が非常に長いという特徴があ

ります。景観の中の植生という要素に限って言えば、植え

てから 50 年とか 100 年と非常に長い期間かかる。そうす

ると、現在の林業景観と言われているものは半世紀以上前

の林業・森林管理の産物ということになります。それに対

して農業景観は、植生としてみる限りは、概ね、この１～

数年の作付け、周辺設備や環境の整備が現在の景観に大き

く影響を与えているわけです。つまり、林業景観の植生の

部分は、昔の人の考え方の遺産として残っているというこ

とです。では、現在の林業の経営・管理はというと、先ほ

ど申し上げたように、公共事業化の中で伝統的な林業地帯

もほとんど画一化しています。ですから、今後、林業が続

いたとしても、伝統的な林業景観が自立的に維持再生され

る可能性は低いだろうと思います。

（２）生産物≒景観

次に、生産物が景観の中の非常に重要な要素であるとい

う林業景観の特徴です。農業もその側面はありますが、そ

れは短期間で成長して、四季の中で移ろいゆくものです。

それに対して樹木は空間的に大きな生産物で、それ自体が

も重要でした。刈敷といって、近代以前の農業の肥料は草

だったので、農民にとっては木よりもむしろ草のほうが大

事だったという時代もありました。そのためにどうしても

木は疎に植えて、草資源の生産の場として長く使いたいと

いうこともあったと思います。しかし、この辺のバランス

はまだよく分かっていません。

（２）林家的経営の育成林業

それに対して異質なのが吉野林業です（図 26）。吉野で

も最初は同じように木場作を中心にしていましたが、近世

の途中から変質していきます。どう変わったかというと、

とにかく隙間がないぐらい植えてしまう。草など生える場

所もないほど密植するので、下刈りもあまり要らない。そ

の代わり、100 年ほど置く長伐期なので、途中で何回も間

伐をしていかないといけない。間伐した材は、それはそれ

で売れるわけです。もはや農家の副業ではなく、専業の林

家です。経営規模は農家的経営より拡大し、専業の技術者、

作業員を雇用するようになります。山主は大阪や京都に住

みながら、山に番頭や山守という人がいて、実質、その人

たちが山の管理をする。そういうことによって、都市市場

に向けて、大径木で節の少ない非常に良質で高価な材をつ

くっていくわけです。特に大事な役割を果たしたのは樽材

です。樽は近世の工業施設の中で一番重要な設備の１つで、

そうした巨大な樽をつくるために吉野林業が発達したとも

言われています。この仕組みがどういうイノベーションが

起きて生まれたのか、まだ詳細は分かりません。

図 27 は明治になってからの林業の教科書ですが、吉野

の非常に発達した林業は、近世末から近代にかけて林家的

図 26 図 27
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長期にわたり大きな変化を見せずに景観構造の大きな要素

になっているわけです。吉野は 150 年生の木があるから

吉野であって、それが 30 年生の木では吉野的な景観には

ならないのです。そういう生産物なので、収穫（伐採）す

れば、景観も消滅・変化して、その後も長期間回復しませ

ん。林業は長期なので、社会の林業景観への理解は共時的

です。今ある姿に固定されやすく、今ある立木や森林が重

要になってしまう。しかし、立木は生産物なので収穫しな

ければ産業としては死んでしまうという矛盾を抱えます。

一方、農作物は大きさが小さい上に、短期間で栽培が繰

り返されるので、四季と共に移ろいゆく姿を通時的に、１

サイクルの流れを通して景観として捉えやすいと思います。

たとえば、田舎で稲を刈った後の田んぼも景観であり得る

わけです。そういうところがもう１つの違うところです。

（３）経営者・管理者が不明確

それから、林業は経営者・管理者が不明確ということ

もあります。先ほど申し上げたように、伝統的な林業地で

も既に、高齢化や世代交代により経営意識が低下していま

すし、過疎化や山の転売により在地経営者の不在も起きて

います。活動しているのは行政と公共事業従事者的な素材

生産業者のみになってきてしまっている。木材生産林業は、

過半を公共事業費、補助金に依っています。その資金制度

ごとに、経営管理・技術仕様に指示が伴い、それに沿って

実行されているわけです。

ですから、地域の伝統や文化を引き継いだり、個人の判

断を取り入れたりするような経営管理もおこなわれにくい

状況です。

（４）農家の複合経営か、組織化による専業化か

近代以降の林政が引っ張ってきた公共事業的な林業は、

基本的に、組織化、従事者の専業化、大規模化、委託化の

ほぼ一択で進んでいます。昔の山村が持っていた複合経営

の一要素としての林業のような、身の丈に合った林業モデ

ルではありません。

以前は、伝統的な育成林業地であれば、県や行政が入

りながらも、山の計画から経営、事業実施まで、旦那や番

頭、山守という人たちが取り仕切っていた。それから、作

業の実行には親方や山人がいたわけですね。一方、伝統的

ではない地域では、それに追いつこうとして、県や行政が

より力を入れる。林業の経験はなくてもこれから始めよう

と、新しく山林所有者になった人たちが林研（林業研究）

グループを組織したりして、一生懸命勉強していったわけ

です。ところが、今はどうなったかというと、旦那さんも

番頭さんも、林研グループもほぼ活動が止まってしまって

いる。結局、行政の補助制度を、経営者が抜けたまま請負

事業体がこなしているという形になっています。そういう

流れの中で、これからどのように育成林業というものの形

が動いていくのか、林業景観が変化していくのかというの

は見えにくい状況です。

（５）育成林業景観の価値

針葉樹人工林という育成林業景観が、普遍的な山地の景

観としてこれだけ広く成立しているというのは、世界的に

は稀だと思います。欧米の研究者が日本に来ても、造林地

の広さによく驚いています。ですから、国内的にはごくあ

たり前の存在と受け止められている人工林ですが、それが

どこでもあるという状況が珍しいのは確かでしょう。

一方で、近世発生の伝統的育成林業景観は、そもそも限

られた地域のもので、多くはありませんでした。ただ、世

界的にも最も古い林業景観の１つであるので、山地文化や

産業遺産として大変重要だと思います。しかし、その景観

を維持する基盤（林業システムや森林管理）が残っている

ところは少ない。ですから、言ってみれば、崩落が止まら

ない遺跡的な存在になりつつあるのだろうと思います。

伝統的な育成林業はもはや意味がないのかというと、そ

うではありません。たとえば、近代的な林業に対する鑑と

しての役割です。現在の森林管理（林業）が生産性や政策

主導で画一化する中で、地域において地域が森林を管理す

るということを考える素材になりますし、そういう点では、

景観としての姿だけではなくて、森林管理の考え方として

無形のものとしての重要さもあると思います。

（大住 克博）
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２　里山景観の変遷

２　里山景観の変遷

遠方には那
な ぎ

岐山
さん

（1255 ｍ）が見えているところです。

かつては草原が広がっているところが多くて、村で最

も高い大
だ い が せ ん

ヶ山（990 ｍ）という山でも、図３のように、70

年代後半でも草原が広がっていました。図４はその山の少

し下のほうから上のほうを撮ったものですが、草原の中に

小さな木が生えています。この頃、既に 10 年以上、野焼

きがおこなわれなくなり、徐々に木も目立つところが増え

ていた状況でした。

そうした草原は他にも多くありました。図５は黒岩高原

という所で、そこは大ヶ山より早くから火入れがおこなわ

れなくなっていました。この頃はすでに木が目立ってきて

いますが、それでもまだ随分きれいな草原が当時はありま

した。

その時代よりもさらに前、戦後間もない頃に米軍が撮

影した空中写真が図６です。昭和 23 年（1948）の 11 月

１　過去約 70 年間の里山景観の変遷

ただいまご紹介いただきました小椋と申します。本日は

山の景観の変遷についてお話しますが、タイトルを「里山

景観」としたのは、山も奥のほうまであるので、主に人の

影響のある人里近くの山を対象とするという意味からです。

ただ、それも地域によって様々ですので、今日はごく一部

の話になりますが、簡単にお話したいと思います。

（１）中国山地東部：津山市阿波の場合

まず、私の出身の岡山県北部、現在の津山市阿
あ ば

波という

地域の話から始めます。これまで京都にいることが多かっ

たのですが、最近は阿波の実家にいることが多くなってい

ます。阿波は岡山県の北端のほうにあって、今は津山市に

編入されていますが、かつては阿波村という村でした（図

１）。図２は 1970 年代後半の写真です。このような村里で、

図 3　大ヶ山（昭和 53 年） 図 4　大ヶ山（昭和 53 年） 図 5　黒岩高原（昭和 53 年）

図 1　津山市阿波の位置 図 2　岡山県北部（津山市阿波； 1970 年代； 遠方に那岐山）　　　
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に村の上空から撮っていて、大ヶ山や黒岩高原も見えます。

それ以外にも草原が相当あったことがこの写真からも分か

ります。樹木があっても非常に小さな樹木です。同じ年の

１月に米軍が撮影したものもあります（図７）。冬で雪が

積もっている時期で、白いところが多く見えます。白く写っ

ているところの内、真ん中辺りは農地ですが、山の部分は

草原やそれに類した土地で、かつては草原が相当あったこ

とが分かります。

それが、40年近く後の昭和61年（1986）の空中写真（図８）

では、随分減り、黒々とした人工林が増えています。戦後

拡大造林の影響で山の姿が変わってきていることがざっと

見えてきます。この写真はかなり詳細に読み取れるので、

もう少し細かく、上の黄色の四角の部分と、下の青色の部

分を拡大して見てみたいと思います。

大杉地区、黒岩高原　　図９は上の黄色で示した部分です。

阿波村にある８つの地区の内、その一番北側の大杉という

地区付近です。私の実家もこのあたりですが、昭和 23 年

頃は草原的なところが随分広がっていたことが分かります。

写真の右上の丸で囲った場所の草原は茅刈場でした。集落

からは大分離れていますが、最も良質の茅が取れるという

ことでこの辺が茅刈場になっていたようです。

その下の辺りは広く放牧地です。夏場に牛を放牧してい

たところで、黄色い矢印下の黒っぽいラインは、牛が逃げ

ないようにする柵です。さらにそれよりも下の辺りは放牧

地ではなく、採草がおこなわれたところのようで、草地的

な状況が広く見てとれます。山の上方などの一部には人工

林も見えますが、そうした場所はかなり少ないという状況

です。

それが、40 年近く経った昭和 61 年の図 10 を見ると、

かなり人工林が増えてきています。撮影日が５月上旬なの

で、落葉の木は黒々としていなくて、とくに黒っぽく見え

ているところは人工林です。白く見えているエリアの内、

黄色の円内が先ほどの茅刈場です。５月という紫外線の強

い時期には、このように草原が白く写ることがあります。

図 9　大杉地区の牧場など（昭和 23 年 11 月 22 日）図8　昭和61年５月10日撮影の空中写真（国土地理院撮影）

図 7　昭和 23 年 1 月 21 日撮影の空中写真（米軍撮影）図 6　昭和 23 年 11 月 22 日撮影の空中写真（米軍撮影）
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図 11 は令和３年（2021）の Google Earth の画像ですが、

そのきれいな草原だった茅刈場もかなり木が生えてきたり

しているということと、さらに針葉樹の植林が増えてきて、

ほとんどが人工林になっていることがよく分かります。

図 12 はその茅刈場跡に令和４年（2022）に行ったとき

の写真ですが、かつての面影が少し残っていました。５月

１日なので雪でススキが倒れてしまっていますが、木も少

し生えてきているという状況です。

そのすぐ北東側には黒岩高原もあります。かつては図

13 のような状況でしたが、平成 19 年（2007）には図 14

のように樹木が大分増えていました。近年はより草原的な

状況が失われてきています。

大ヶ山付近　　もう一方の大ヶ山付近ですが、図 15 は昭

和 23 年の空中写真です。左のほうが大ヶ山の山頂付近で、

そこは山裾の集落の茅刈場だったようで、非常にきれいな

草原になっています。その他にもかなり草原的なエリアが

多い状況が、かつての大ヶ山でした。

図 16 は平成 17 年（2005）の空中写真ですが、人工林

図 11　大杉地区の令和３年 4 月 21 日の状況（Google Earth）図 10　大杉地区の牧場など（昭和 61 年５月 10 日）

図 12  大杉地区の旧茅刈場付近（令和 4 年） 図 13　黒岩高原（昭和 53 年） 図 14　黒岩高原（平成 19 年）

図 16　大ヶ山山頂から東方付近（平成 17 年５月 17 日）図 15　大ヶ山山頂から東方付近（昭和 23 年 11 月 22 日）
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がかなり増えてきている状況が分かります。山頂付近の比

較的平らな辺りの一部と、写真中央に見える中腹の牧場の

ところだけ草原が残っていました。

そして、図 17 が令和３年ですが、同じような状況です。

かつては林道や作業道もよく見えたところが、見えにくく

なっていて、木が成長していることも分かります。この図

の大ヶ山の山頂付近の黄色い小さな四角の場所については、

後で少しお話したいと思います。

明治31年測図地形図にみる旧阿波村附近　　参考に、明

治 31 年（1898）測図の地形図を見てみたいと思います。

　先ほどの大杉地区の辺りは図 18 のような状況です。先

ほどの牧場の辺りは「荒地」という地図記号になっていま

す。明治の頃からそうした半自然草原は荒れたところと見

られていて、植林などをすべき場所だということで荒地の

記号で示されています。森林の記号は集落の近くに少しだ

け見られますが、針葉樹ではなく広葉樹の記号です。大部

分は荒地の記号で、草原が多いという状況です。

図 19 はそのすぐ南側の、大高下から竹ノ下という地区

付近です。そこではやや森林の区域が多く広がっています

が、やはりその周辺には荒地の記号が広く見られます。針

葉樹の記号は全くありません。ただ、このあたりでもかつ

ては木を結構出していたそうで、明治 29 年（1896）生ま

れの祖母からは、鉄砲という方法で川を使って木を出して

いたという話も聞きました。

こうした地図記号から、明治 31 年頃の阿波村の大まか

な植生図を作成してみたのが図 20 です。茶色い部分が荒

地という記号で、草原です。笹原も一部ありますが、笹原

も草原的なところで、そうしたところが非常に多いことが

図 20　明治 31 年頃の旧阿波村の植生図図 19　明治 31 年測図地形図の大高下から竹ノ下付近

図 18　明治 31 年測図地形図の大杉付近

図 17  大ヶ山付近の令和 3 年 4 月 21 日の状況（Google Earth）
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分かります。薄い水色が樹林地です。森林というと大きな

木を想像するかもしれませんが、そうしたものだけではな

くて、里の近くでは各家の燃料として使う比較的小さなも

のが多かったと思います。一番北側の樹林地のあたりは深
み

山
やま

と呼ばれているところで、かつて木地師がいたところで

す。その辺りは広く森林で、一時は智頭町の米原家が所有

していたという話もあるエリアです。

そのような状況で、非常に草原が多く、集落周辺や深

山には樹林地もありましたが樹種は広葉樹が中心と考えら

れます。その村の周辺を見ても大体同じような状況でした。

智頭側には若干、針葉樹が見られるところもありますが、

広葉樹の間に一部見られるという程度です。

氷ノ山後山那岐山国定公園の今　　余談ですが、この発表

をするにあたりいろいろなものを少し見ていました。阿波

村の辺り、大ヶ山や黒岩高原の一帯は氷ノ山後山那岐山国

定公園の一部です。どうして国定公園に指定されたかとい

うと、先ほどの草原が非常に重要だったということです。

国定公園の指定は昭和 44 年（1969）で、その指定境界を

見てみると、当時の草原と森林の境となっている所が多く

見られます。今はそこに草原がほぼ無くなってきています。

岡山県の HP にその国定公園の見どころとして大ヶ山も挙

げられていますが、写真も掲載されていませんし、説明に

「県内最古のスキー場」があると書いてありますが、温暖

化もあって今はスキー場は無くなっています。

また、さらに驚いたこともありました。全国植樹祭が令

和６年（2024）に岡山県で開催されますが、大ヶ山の中

腹に牧場として使われてごく一部残っていた草原に、植樹

祭のプレイベントで植樹をしてしまい、その草原が無くな

ろうとしているようです（図 21）。ただ、HP には小さく、

サクラやモミジ、コナラを植えたと記されていて、かつて

のようにスギやヒノキではないことは少し救いではありま

すが、草原を喪失してきたという流れです。

（２）中国山地西部：八幡高原の場合

次に、中国山地西部の八幡高原についてお話したいと思

います。

八幡高原は広島市内を流れる太田川の源流域で、標高

800 ｍ前後の高いところに村があります（図 22）。今は北

広島町の一部ですが、かつては八幡村という村でした。村

域の南側に昭和 32 年（1957）に樽床ダムという大きなダ

ムが建設されています。

数年前にそこに調査に行くと、図 23 のように、まだア

カマツが林立する林が多くありました。今は本州の低地で

はアカマツが随分無くなりましたが、ここでは結構元気に

育っているのが印象的でした。

その地域の高い山として臥
がりゅうざん

龍山（苅
か り お や ま

尾山）という山が

あります。その低地部は、アカマツも生育するような雑木

林で（図 24）、中腹にはブナ林もありました。そのブナは、

人がかつて薪炭などに使っていたことがよく分かる、「あ

がりこ」と呼ばれている樹形をしていました（図 25）。伐

採を繰り返してできた樹形のブナです。林床には当時はサ

サがしっかりありましたが、今は鹿が増えていたらどう

なっているか分かりません。

図 26 は掛
か け ず や ま

頭山という山ですが、先ほどの臥龍山と違っ

てこの付近は人工林が少し見られました（白円内付近）。

それでも、先ほどの阿波で人工林が非常に増加したのと比

べると、旧八幡村の辺りは非常に少ない傾向にあります。

図 22　八幡高原の位置（左上）と村域（右）図 21　全国植樹祭プレイベントの様子
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図 29 は 20 年ほど前に広島大学で作成された八幡高原

の植生図です。赤色はアカマツ林、緑色は落葉広葉樹林、

濃い緑色は人工林ですが、日本の他の地域、たとえば先ほ

どの津山市阿波に比べるとはるかに人工林が少ないです。

図 30 は地形図を基につくった昭和初頭の八幡高原の植

生図です。色の黒っぽいところが林地、薄いところが草原、

格子状のところが里地です。林地も大分多いですが、草地

もかなり多いことが分かります。それが、図 29 の植生図

を基にして同じ区分で作成してみると、図 31 のようになっ

その掛頭山に行くとこうした看板がありました（図 27）。

おそらく 20 ～ 30 年前に書かれたと思われるものでした

が、そこには「今から六、七十年位まえまでは、この山頂

から千
せんちょうばら

町原へは大草原であった」と書かれています。八幡

高原でも草原は減っていますが、それがかつては大草原

だったと。掛頭山の山頂付近まで行くと図 28 のような森

林があって、これはカシワです。カシワはかつて草原があっ

たところに出やすい木で、それがたくさんあったのが印象

的でした。

図 23　アカマツ林 図 24　臥龍山（苅尾山）下部 図 25　臥龍山（苅尾山）中腹

図 26　掛頭山 図 27　掛頭山の看板 図 28　掛頭山 山頂付近

図 30　昭和初頭頃の八幡高原における
森林と草原の分布図

昭和 10 年発行の地形図による

図 31　今世紀初頭頃の八幡高原におけ
る森林と草原の分布図

渡邉ら（2003）の植生図による

図 29　八幡高原の植生図
渡邉ら（2003）より
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図 33　統計からみた明治以降の草原面積の推移図 32　昭和 42 年 10 月 9 日撮影（国土地理院）

て、今では草地がほとんどありません。千町原と呼ばれる

辺りが自然公園として保全されていたり、スキー場がそう

なっていたりするくらいで、本当に減ってきています。か

つて草原が広がっていたことは、空中写真（図 32）から

もよく分かります。

八幡高原のかつての様子を、南側の樽床地区出身の３名

の方々（河野直氏・後藤斉氏・河野むつえ氏）にお聞きし

ました。草原を維持するための山焼きを、最近はかなり丁

寧におこなうことが多いのですが、お話の中で印象的だっ

たのは、かつては山の下のほうから火をつけて、わっと燃

やしていたと、そういうものだったということでした。そ

れでも、時々、燃えてはいけないところに火が入って対応

したという話もありましたが、そういう火は林業とも結構

関係していて、この地域で植林が少ないことと何か関係が

あるのかもしれません。

２　日本の半自然草原の減少

半自然草原とは、火入れ、放牧、採草といった継続的な

人間活動により維持された草原のことで、自然草原と区分

して、二次草原とも呼ばれています。これが随分減ってき

たのが明治以降の状況です。

この発表のために調べていると、森林総合研究所の HP

に、論文の紹介タイトルとして「消えゆく半自然草原の保

全が急務」と書かれたページがありました。森林総合研究

所は育成林業をいかに広げるかということに主眼があると

思っていましたが、随分時代が変わってきたようです。

その草原の減少ですが、統計からグラフはつくれます

が、それを基にすると随分変なグラフになるので、おかし

なところを見直しながら作成したものが図 33 です。これ

を見ると、明治以降、急激に草原が減ってきているのは明

らかです。左上がどこまで上がるのか分かりませんが、こ

の前は相当多かった可能性が高いです。

（１）全国土地利用データベースに見る明治～昭和末の

半自然草原の変化

草原の広がりは、全国土地利用データベース Web

版（LUIS Web） か ら も 分 か り ま す。LUIS (Land Use 

Information System) は北海道教育大学におられた氷見山

先生を中心に開発されたシステムで、日本全国の土地利用

の歴史的変化を表示するものです。LUIS のデータセット

は、北海道教育大学で作成された明治・大正期、昭和中期、

昭和末期のデータと、愛知大学で作成された近世末のデー

タから構成されていて、２㎞メッシュで日本の各時代の土

地利用が分かるようになっていて、誰でもネット上で見る

ことができるものです（図 34 ～ 42）。

図 34 はその１つです。半自然草原は「荒地」の地図記

号で表現される場合が多いので、荒地に注目します。赤色

の卓越利用は、それが非常に多いところです。存在利用は、

少しでもあれば存在ということです。赤色の卓越利用は、

昭和末期の段階で、九州では阿蘇周辺ではかなり多いこと

が分かります。ただ、図 35 の明治・大正期になると、半

自然草原がそれどころではなくとても多かったという状況

がよく分かるわけです。

図 36 は中国地方を中心にしたものですが、昭和末期は

卓越利用がほとんどありません。しかし、図 37 のように、

明治・大正期は随分あって、とくに中国地方では東の岡山

県北部から鳥取県と、西の山口県の辺りに多かったこと、

四国では南西側に多かったことなどが分かります。
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図 35　九州地方の明治・大正期頃の荒地の状況図 34　九州地方の昭和末期頃の荒地の状況

図 41　関東・中部地方の明治・大正期頃の荒地の状況図 40　関東・中部地方の昭和末期頃の荒地の状況

図 39　東北地方の明治・大正期頃の荒地の状況図 38　東北地方の昭和末期頃の荒地の状況

図 37　中・四国地方の明治・大正期頃の荒地の状況図 36　中・四国地方の昭和末期頃の荒地の状況
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料を基にすると、明治前期頃の様子がかなり見えてきます。

迅速図は、参謀本部測量課が明治 13 年（1880）３月か

ら同 19 年（1886）８月にかけて測図した関東一円にわた

る２万分の１地形図です。当初は「第一軍管地方２万分１

迅速測図」と呼ばれていましたが、今日では一般に迅速図

あるいは迅速測図と呼ばれています。もう一方の『偵察録』

は、迅速図を補完する目的でその測図と同時に作成された

記録です。

迅速図の原図は図 43 のように非常にカラフルな図で、

大変見やすいです。たとえば、この図の青色のところには

「草」と書いてあって、草地だと分かります。黄緑色のと

こには「松」や「楢」といった樹種が書いてあるので、そ

こにどういう樹木が多いかが分かります。図 43 は分かり

やすいほうの図ですが、描く人によって色使いなどが異な

るので、最初はよく分からないところがありましたが、『偵

察録』などを基にして全体を検討していきました。

その結果の例が図 44 です。これは迅速図を基にして表

した明治前期の房総半島における草原の分布です。そして、

明治後期になると図 45 の状況です。これは別の地形図を

基にしたものですが、変化がないところも一部にあります

が、かなり減ったところが多いことも分かります。図 46

で示した薄い灰色の部分が、明治前期から後期の間に減っ

た草原ですが、僅か 20 年ほどで相当変化しています。

同様に、筑波山地を見てみると、明治前期には図 47 の

ように半自然草原が多くありました。この図の点線は山地

の裾部を表わしていますが、山の中腹から上はほぼ草原

です。それが明治後期には図 48 に示すほどに減りました。

20 年間の変化が図 49 です。

ただ、このデータベースには課題もあります。たとえば、

この図 37 では、広島県や島根県の辺りは卓越利用が非常

に少なく表示されています。明治末から大正期の地形図を

基にするとこの図のようになるのでしょうが、この後にお

話する近世の文献の記述などからは、その頃には岡山や山

口などと同じような状況だった可能性が高いことが分かり

ます。

図 38 は東北を中心とした状況です。これも昭和末期頃

はごく僅かしか半自然草原がありませんが、ここも図 39

のように、明治・大正期の頃はかなり多いです。たとえば、

青森・秋田県境に近い白神山地辺りは真っ白になっていて、

その白神山地を挟んだ北側や南側は赤い卓越利用が多いこ

とが分かります。

図 40 は中部・関東地方です。ここも昭和末期には半自

然草原がほとんどありませんが、図 41 のように、かつて

は相当多かったということです。ただ、これも先ほどの広

島・島根の辺りと同様で、これより前はもっと多かった可

能性が高いです。

（２）迅速図及び『偵察録』をもとにした考察

上述のデータベースには近世末頃のデータもあり、場

所にもよりますが、近世末から明治末・大正期とさほど変

わらない状況になっています。しかし、たとえば関東東部、

房総丘陵から筑波山地の辺りを見てみると、このデータ

ベースの誤りが見えてきます。図 42 は近世末期と明治後

期の状況ですが、全国土地利用データベースではあまり変

化がなくて、房総半島にまとまった半自然草原が少しあり

ますが、全般的には多くないという図になっています。た

だ、明治前期につくられた迅速図や『偵察録』といった資

図 43　迅速図原図より（千葉県市原郡）
図 42　関東地方東部において近世末期と明治後期に「荒地」

（草原）が卓越／存在するところ
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図 51　楢椚林の伐期　（『偵察録』より）図 50　森林の用途　（『偵察録』より）

図 44　明治前期における草原の分布 図 45　明治後期における草原の分布 図 46　約 20 年間の変化

図 47　明治前期における草原の分布 図 48　明治後期における草原の分布 図 49　約 20 年間の変化
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合です。

正保郷帳に記された各山の面積はわからないのですが、

広島藩が享保 10 年（1725）に村ごとに作成を命じた「御

建山御留山野山腰林帳」には、林野の面積までも記されて

いて、それをもとに賀茂郡などの広島県南部地域を対象と

して江戸中期の山の植生を検討した研究があります（佐竹

2002）。広島大学の佐竹先生が研究されたところ、柴草山

や牛飼い場などとの注記が多い「野山」とされているとこ

ろが林野植生の過半を占めるところが多く、内陸部では地

域によっては林野の８割近くが「野山」であったと。先ほ

どの日本各地の状況とよく似た数字です。ただ、島嶼部や

沿岸部では、そもそも土地が荒れすぎているなどして「野

山」が比較的少ないところも見られました。

３　微粒炭分析から見る半自然草原の歴史

次に、そうした草原がかつて、いつ頃からあったのかに

ついてお話したいと思います。

そのことを考える上で、微粒炭分析という分析手法があ

ります。土壌や堆積物の中に存在する微小な炭化粒子を分

析するというものです。微粒炭は火災や野焼きなどによっ

て生じた炭化物が残ったものです。

（１）阿蘇の半自然草原

この手法で 2000 年代の初め頃に阿蘇から調査を始めま

した。阿蘇は野焼きが今でも盛んにおこなわれて、草原が

維持されています（図 52）。図 53 のように、２月終わり

から３月にかけて野焼きをやるわけです。今では、地元の

人に加えてボランティアを含めて野焼きをしています。私

も時々それに参加してきましたが、火をいかに止めるか、

野焼きをする所だけを燃やして周辺の森林には燃え移らな

いようにするかと、そうしたことが非常に重要です。図

54 では「火たたき棒」という火消し道具を持っています。

野焼きの前年の夏から秋にかけては、防火帯をつくる「輪

地切り」という作業があります。阿蘇の中で総延長 500 ㎞

ほどと言われていますが、相当長い防火帯を、草を刈って、

乾いたところを焼いてつくるという大変な作業です。

20 年あまり前に調査をしたのは、図 55 の赤い印の地点

です。阿蘇外輪山の大観峰という、阿蘇山を一望できる有

名な展望地の近くに工事現場があったので、その法面から

土壌を５㎝ごとに 170 ㎝ほどの深さまで採取させてもらっ

ですから、明治前期から後期にかけて大きく変化してい

る。事例として挙げたのは関東の一部ですが、このように

変化した地域は相当多い可能性があります。これは日本の

山に関する政策のなかで、火入れに対する規制や植林が進

められたことと関係していると思います。

図 50 は『偵察録』から当時の関東地方の森林の用途を

示したものです。『偵察録』は６千ページ以上に及びますが、

ほとんど書かれていない地域もあって、分からないところ

は空白にしています。分かるところでは薪炭利用がほとん

どで、一部、用材がありますが、確実に用材として多く使

われていたのは旧幕府領の一部といったところです。

また、『偵察録』にはナラ・クヌギ林の伐期が聞き取り

から書かれている地域もあります。短いところでは４～５

年という地域もあります。図 51 では、４～ 10 年となって

いるところを黒丸で示しましたが、こうした短伐期がかな

り多い。15 ～ 30 年という長いところもある程度あります

が、全体的に伐期が随分短く、樹高の低い林が多かったこ

とも分かります。『偵察録』には樹高が４～５ｍ、５～６

ｍ、マツやスギであれば 10 ｍ以上あると書かれているこ

ともありますが、いわゆる雑木林はかなり樹高の低い森林

であったことが分かります。

（３）江戸時代の草地需要と面積

様々な資料から、かつて草地が相当多かったことが分か

ります。それは、刈
かりしき

敷（肥料）や秣
まぐさ

（家畜の飼料）、ある

いは屋根材として多くの需要があり、広大な面積の草地が

必要だったということです。たとえば、『近世林業史の研

究』（所三男 1980）では、信濃国松本藩領の村々における

近世中期（享保～安永期）における村明細帳の記載をもと

に、苅敷・秣確保のために田畑の 10 ～ 12 倍の林野面積が

必要であったと推定しています。少なくとも、草を中心に

肥料・飼料としていく場合には田畑の５倍以上は必要だっ

たと考えられ、相当多くの草地が必要だったというわけで

す。

実際の面積としてはどれぐらいかというと、水本邦彦先

生の『草山の語る近世』（2003）がよく知られていて、正

保年間（1644 ～ 1648）に幕府の命により作成された郷帳

から、日本のいくつかの地域における当時の山の概観が考

えられています。そこに記された地域では、江戸初期の頃、

山の５～７割以上が草柴山であった可能性を見ることがで

きます。これは、草木混在系の山の半分を草柴山と見た場
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ります。Type ４としました。阿蘇の調査地ではこうした

ものも非常に多かったです。図 60 のように、全面的に溶

けているというよりも、ぶつぶつ状になっているものもあ

りました。これは Type ３としています。

その土壌の深さごとのタイプ別出現率をグラフにした

ものが図 61 です。左のほうが地表近く、右のほうに向かっ

て深くなります。赤いラインは表面が溶けたような状態の

Type ４を示していますが、これが非常に多いです。地表

近くでは Type １の直線状のものがかなり多いですが、深

くなると赤いラインの表面が溶けたようなものが多いこと

が分かります。主にこの Type １と Type ４がメジャーで

すが、この表面が溶けたような Type ４がどうやってでき

るかが大事なので検討しています。

10 年ほど前に、阿蘇の条件の異なる 20 ヵ所余りで土壌

て、その土壌の中に含まれている微粒炭を分析しました。

図 56 の白い棒は１ｍのメジャーです。地表から１ｍ

近いところに 15 ㎝ほどの赤っぽい火山灰層が見えますが、

これはアカホヤ火山灰という有名な火山灰です。薩摩半島

の南約 50 ㎞にある鬼界カルデラから約 7,300 年前に飛ん

できたもので、関西でも何㎝か積もったという大噴火に

伴ったものです。図 57 はその場所の地表の様子で、ここ

でも毎年春に野焼きがおこなわれます。

そこの土壌試料を分析すると、図 58 のような炭が出て

きます。炭は黒いので上から光を当てて 600 倍ほどの倍

率で見ると、このような植物の組織が見えてくる場合があ

ります。図 58 は線状のラインの植物組織で、これを Type

１としています。一方で、図 59 のように、植物の組織が

見えない、表面が溶けたようなものが見えるものもよくあ

図 52　阿蘇の草原 図 53　野焼き 図 54　火たたき棒

図 55　調査地の位置 図 56　調査地の土壌 図 57　地表の様子

図 58　Type １ 図 59　Type ４ 図 60　Type ３
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料で、炭素の年代測定をやってみたところ、今日は細かな

話までできませんが、そこの草原植生は１万年以上前から

頻繁に火が入ることにより維持されてきたものということ

が分かってきました（図 64）。

（２）津山市阿波の半自然草原

一方、かつて草原が広がっていた津山市の旧阿波村で

も、６地点で微粒炭分析をやってみました。南側がＡ～

Ｃ地点の３ヵ所、北側がＤ～Ｆ地点の３ヵ所です。そし

を採取しました。その土壌の中から出てくる微粒炭の表

面形態によってタイプを分けたものが図 62 です。植物組

織が直線的なものはここでは Type1a・1b、それが溶けた

ようなものは Type4a・4b としています。こうして分けて

みると、図 63 のようになります。棒グラフの赤い箇所が

4a・4b をまとめたものですが、場所によって随分多いと

ころと少ないところが出てきます。この図の左側の記号は、

凡例に示す主要種やその高さ、地形等を示しています。

もう一度図 63 を見てみると、Type4a・4b の多い上のほ

うは、地形が「＞」の記号で示している山の尾根辺りです。

風が強く吹くことが火力の強さに関係して、表面が溶けた

ような状態になる。電気炉で高い温度で燃焼させるとそう

いうものが出てくるので、そうした関係であろうと思って

います。一方、グラフの一番下のほうの「≫」記号は山頂

を示していますが、そのあたりは赤色の Type4a・4b が少

ないです。山頂はシバなどが多く草丈が低いので、草の量

が少ないですね。そのため、あまりしっかり燃えないとい

う関係であろうと思います。

それで、先ほどの大観峰近くの法面から採取した土壌試

図 63　20 地点の微粒炭のタイプ別割合

図 62　微粒炭の表面形態のタイプ例

図 61　微粒炭のタイプ別割合の変化

Type １

Type ４

図 64　微粒炭量の変化                        　
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図 70　3 タイプの出現率図 69　泥炭中の微粒炭の量

たりで、地表の近くは直線状のものが多いですが、深くな

ると赤いラインの表面が溶けたものが多くなります。これ

は図 61 の阿蘇と同じような出方です。一方、図 68 は山の

中腹のＣ地点のものですが、溶けた形態のものが少ないで

すね。それは先ほど阿蘇の事例にあったように、地形など

の条件によって微粒炭が生じる状況が異なるということだ

と思います。

大ヶ山の山頂付近、図 17 に四角で示した地点には湿地

があります。そこの泥炭の堆積物からは、微粒炭が他の地

点と比べて圧倒的に多く出てきます。この泥炭中の微粒炭

の量を調べてみたのが図 69 で、これを見ると、15 世紀前

半頃の後に微粒炭量が大きく増えています。また、微粒炭

の表面形態のタイプ別の出現率を出してみると、図 70 の

とおり、直線的なラインの植物の組織が見える Type １と

表面が溶けたような Type ４の割合が急激に変わるところ

も 15 世紀前半頃でした。つまり、大ヶ山山上の草原では、

中世の頃に野焼きで燃える植生の状態が大きく変わったと

考えられます。その要因として、その付近は昭和中頃まで

て、炭素の年代測定を１地点につき１～３ヵ所で実施しま

した（図 65・66）。微粒炭が多く出はじめるのが、Ａ地点

では土壌の下部に 4455BC とありますが、すなわち紀元前

4500 年頃前から。Ｂ地点では紀元前 6230 年頃と出てきま

した。北側の大杉地区周辺でも、微粒炭が出てくるところ

は、紀元前 5000 ～ 6000 年といった数字になります。

ここでも、阿蘇と同じように微粒炭の形態から分類をお

こないました。図 67 はＡ地点で、ここは大ヶ山の山頂あ

図 68　C 地点における微粒炭タイプ別変化図 67　A 地点における微粒炭タイプ別変化

図 66　阿波北側の調査結果図 65　阿波南側の調査結果

（％） （％）
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長く茅刈場として使われてきたことから、その頃から茅刈

がおこなわれるようになった可能性が考えられます。ある

いは、それまでの不定期な野焼きで強い火力があった状況

から、定期的な野焼きに変わった可能性も考えられます。

（３）京都市花背峠の半自然草原

京都市北部の花脊峠でも、微粒炭分析を４ヵ所で実施し

ました。草原由来と考えられる黒ボク土の生成にはいくつ

かの条件があり、非黒色土地帯でもかつては草原であった

所もあります。花脊峠付近は、いわゆる黒ボク土地帯では

ありませんが、一部に黒色の土壌が見られるところがある

ので、その黒色土壌の微粒炭分析をおこないました。花脊

峠で黒色土壌が分布するのは、谷状の水分が多いところで、

たとえば、図 71 のように見える場所があります。

そこで黒色の土壌が出てくる下層部の微粒炭は、紀元前

6591 年、今から 8600 年ほど前ということでした。そこか

ら出てくる微粒炭は、面白いことに、阿蘇と同じようなも

のが出てくるのです。植物組織が直線的なもの、それから、

溶けたようなものも出てきました。ここでも微粒炭のタイ

図 72　微粒炭のタイプ別出現率（H1 地点）

図 71　花脊峠での調査状況（H1 地点）

プ別の出現率を出してみたところ、図 72 のように、図 61

の阿蘇と似たような出方をしました。

当然、比較的最近、数百年前から草原となった場所もあ

ると思いますが、これらのことから数千年前から火入れを

伴って維持されてきた草原が日本各地には多くあったので

はないかなと考えられます。土壌も非常に複雑で、まだま

だ分からないことが多いですが、微粒炭の分析からそうい

うことが少し見えてきつつあります。　　　　（小椋 純一）
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「山の民」としての暮らしの記憶

惠谷　　先ほど小椋純一先生から草地の変遷のお話を頂き

ましたが、コメンテーターの菊地先生は、四万十川流域の

高知県梼原町で山の暮らしに関する興味深い調査をされて

います。その内容を少し冒頭でお話しいただきたいのです

が、菊地先生、よろしいでしょうか。

菊地　　令和３年（2021）に梼原町から我々の NPO に依

頼があり、文化的景観に関する集落の見直し調査を行いま

した。分析の視点が林業ではありませんが、その調査の一

部を紹介したいと思います。

重要文化的景観の「四万十川流域の文化的景観」は上流

から、津野町・梼原町・中土佐町・四万十町・四万十市と

いう５つの市と町が連携して取り組んでいます。その中で

梼原町の選定名称は「四万十川流域の文化的景観　上流域

の山村と棚田」となっていて、他市町と比べてこの町の名

称だけに「棚田」が入っています。それは、梼原には「神

在居の棚田」があるからなんです。神
かん

在
ざい

居
こ

では平成４年

（1992）に全国初の棚田オーナー制度がスタートして、日

本の棚田保全が始まった場所とされています。日本で最も

有名な棚田の１つである神在居の棚田があることで、タイ

トルが「上流域の山村と棚田」となっているのです。

では、梼原の営みの中心は棚田での耕作だったのかと

はじめに

惠谷　　パネルディスカッション「山の風景のこれから」

を開始いたします。まず、コメンテーターの菊地成朋先生

（九州大学名誉教授／建築学）と小浦久子先生（神戸芸術

工科大学教授／都市計画学）から、大住先生と小椋先生の

ご講演に関して簡単にコメントを頂戴したいと思います。

菊地　　九州大学の菊地です。今日のご講演は育成林や草

原の歴史観が変わる非常に刺激的なお話だったと思います。

育成林はどちらかというと、景観のマイナス要因として捉

えられてきたところがあると思います。しかし、今日のお

話のように、実際にはそんな単純なことではなくて、林業

の様態によって様々な現れ方をしているということ、また

一方で、里山についても、これまで一義的に捉え過ぎた嫌

いがあると感じています。

小浦　　私もお聞きしながら、林業景観と森林景観をどう

いうふうに考えるのかということを思いました。日本の風

景の中では必ず、身近な生活の背後に山が現れてきます。

ここ奈良でも、私の住んでいる神戸でも、必ず山がありま

す。そういうふうに考えると、山の風景と林業景観あるい

は森林景観が日本の暮らしの中でどのようにつながってい

くんだろうということを思いながら、お聞きしていました。

そうやって考えると、さきほど菊地先生がおっしゃったよ

うに、山の風景の中で造林によって全部同じ植生になって

いるということも含めて、少しネガティブな意識として

持っていたんです。そうした山の風景と言う前に、もう一

度、森林景観や林業景観というものを捉え直す必要がある

なと思ったのが１点目です。それから、山の風景というの

は一体どんな人々の営みがあらわれてきているものなんだ

ろうと考えて、造林もそう、育成林もそうですし、それか

ら草地として、これまで農業との関わりの中で使ってきた、

そういう使い方も１つの風景ですし、何かそういったもの

が長い年月の間で、人の営みの変化、人が山をどう使って

いくかということの変化とともに表現されてきたものとし

て、もう一度今を見直す必要があるのかなと思いました。 図１　パネルディスカッションの様子
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いうと、そうではないことが調べて分かりました。図２が

梼原町全体で、左側の図の色がついているエリアが重要文

化的景観の選定範囲です。右上の図が主要な河川を示した

もので、青色が四万十川支流の梼原川です。下流部で特に

蛇行が激しいのが分かるかと思います。この図の緑色に塗

られているエリアが国有林です。右下の空中写真を見ると、

国有林以外の場所も、もとは入会林だったろうと思います

が、土地利用としてはほとんどが山林で農地が少ないこと

が分かります。先ほどの神在居の棚田は左側の図の赤丸の

箇所です。

図３は令和３年の調査の際に神在居をドローンで撮影

したものです。手前が棚田で、上方に屋敷が並んでいて、

その周辺に畑があります。さらにその後方に山林があると

いう、そういう集落の領域構成が分かるかと思います。

梼原では分析図を平面図ではなくて、図４の左側のよう

な俯瞰図にしてみました。左上の図は水田を塗っています。

グレーが休耕田で、今はかなり増えているということが分

かります。屋敷はこの棚田の上のほうに、等高線に沿った

ような形で並んでいます。左下の図は水田以外の耕地を示

しています。多くは畑で、屋敷周辺が畑になっていて、そ

こには野菜のほかに、お茶やゼンマイ、果樹、ミツマタと

いった様々なものが植えられています。さらにその後方に

山林が広がっているという構成です。この山林は多くが育

成林で、近代になって植林されたものです。

では、その前の時代の生活はどんなものだったかという

と、四国の山間部は、焼畑農業が盛んだったことで知られ

ています。図４の右側の図は昭和 23 年（1948）に撮影さ

れた米軍の空中写真を基に、当時の土地利用を推定復元し

たものです。棚田は水色に塗った部分ですが、面積的な比

率はそれほど高くないことが分かるかと思います。その上

に畑と屋敷があります。この時代には、四国では焼畑がま

だ残っていたので、居住域から少し離れた上部の紫色のエ

リアに焼畑があります。さらに、その山の上のほうにかな

り広い採草地があったということが確認されます。これは

肥料用の採草地と、一部は屋根材用の茅場だったと考えら

れます。

このように、神在居は棚田だけではなくて、山の暮らし

の側面も色濃い集落だったということがわかります。恐ら

くそれは焼畑由来のものと考えられます。

焼畑というと、一般に使い捨て型の農業と思われがちで

すが、本来は資源を有効に使った循環型の農業だったとい

うことが、近年は言われるようになってきています。稲作

は１年周期ですが、焼畑は周期のスパンがもっと長いです。

図５はそのサイクルを表にまとめたものです。焼き畑は植

えるものも仕組みも地域や時代でかなり違っていますので、

図４　神在居の土地利用図３　空から見た神在居
図 3 ～ 11 は『令和３年度梼原町重要文化的景観集落見直し調査報告書』より

図２　梼原町の重要文化的景観選定エリア
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これはあくまで一例です。

まず、雑木を伐採して焼くことから始まって、１年目

はソバを蒔いて育てて収穫します。次の年にミツマタを植

えて、収穫するのは約３年後です。それ以降は毎年収穫で

きることが多いのですが、その間に、黍や芋や豆などを育

てます。そうしたサイクルが６～８年目まであって、それ

が終わったら放棄されます。放棄されて使い捨てかという

と、そうではなくて、20 ～ 40 年ほどで植生が回復すれば

また焼畑として使う、最初に戻ってまた循環していきます。

現在、梼原では焼畑はおこなわれていませんが、そうした

土地をきめ細やかに使った循環型の複合農業という慣習が、

実は、今でも残っていることが確認されました。

図６は梼原町影野地にある１軒の農家の現在の農業生

産スケジュールを表にしたものです。育てている作物の種

類を数えてみたら、穀類６種類、芋類９種類、豆類６種類、

葉物野菜 11 種類、野菜類 20 種類、山菜類７種類と、１軒

の家が非常に多くの作物を育てていました。それがまた景

観にも現れるということになります。

図７はまた別の事例ですが、1 軒の家の領域が１つにま

とまっていて分かりやすいので、この例で説明します。左

下の写真が沈下橋で、この橋を渡るとその先に領域がまと

まって展開しています。ここでも非常にきめ細やかな土地

利用がおこなわれていて、とてもきれいな景観を見せてい

ます。こういう営みの単位を我々は「循環型自給ユニット」

と呼ぶことにしました。これは植える作物が決して持続的

なわけではなくて、たとえば、紙の原料となるミツマタは

明治後期に普及しましたが、昭和 30 年代になると衰退し

て別の作物に植え替えられる。そういうふうに、時代や社

会状況に合わせて、植える作物自体は変わっていきますが、

仕組みは維持されます。

また、１軒の家の生産域がこれで完結しているかとい

うと、そうではありません。さきほどの図７に示したのは

図８の右下の部分でして、そこからかなり離れたところに

もこの家の領域があって、採草地として使われてきました。

この地域では今でも草を肥料に使っていて、居住域の近く

にはそうした採草地が現在でも残っています。図８は昭和

30 年頃の様子を表していますが、採草地には占有のもの

と共有のものがあったようです。

図９は、この家の営農形態の時代変化を表にまとめた

ものです。昭和 30 年代までは、循環型の複合農業が維持

されていたと言えると思います。植林も入っていました

が、複合的な土地利用の一部として採用されたという側面

図７　循環型自給ユニット図５　神在居の焼畑と採草地の年間サイクル

図６　現在の１年間の農作業サイクル（影野地の農家 R）
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があります。先ほど大住先生のお話の、戦後の復旧造林に

あたるかと思います。それが昭和 50 年代からスギ・ヒノ

キといった育成林に、山が全体的に置き換えられていきま

す。大住先生のお話の拡大造林期にあたるかと思いますが、

農業的土地利用が林業的土地利用に変わっていく時代と言

えるかもしれません。ただ、循環型複合農業が完全に無く

なったわけではなくて、ある種の文化として梼原ではそれ

が継承されていることが確認されました。

図 10 は川井という集落のものですが、先ほどの独立し

た領域構成とは違って、十数軒の家の集合体として集落が

構成されています。この図は構成要素別に図にしたもので、

左上から、建物群、その下が石垣などの環境物件、右上が

水田と水系、右下がそれ以外の土地利用と、要素に分けて

図にしています。見ていただくと、様々な要素が分散的に

共存していることが分かるかと思います。ここは神在居と

は違い、まとまった水田はなくて、畑と水田が小さいロッ

トで混在しているという、多品種複合農業がまさに景観に

現れています。図 11 はそのドローン写真です。梼原らし

い集落景観の１つだと思います。

このように梼原では、言ってみれば「山の民」としての

暮らしの記憶が残っていると言えると思います。それが景

観にも現れていますが、その現れ方は極めて多様で、どの

集落も同じではなくて、非常に個性的です。その辺をもう

少し詳しく説明したいところですが、時間が来たのでこれ

までにします。

惠谷　　菊地先生、ありがとうございます。菊地先生を中

心とするチームの梼原での調査は、今、目に見ているもの

のみに注目してしまうと見落としてしまう部分が多くある

ことに気づかされますし、大住先生、小椋先生のご講演で

の指摘に通じるものがあると思います。そもそも、育成林

が古い歴史をもつものだという概念のまま、こうした地域

の調査に関わると、なかなか見えてこない部分ではないか

と思います。

図 10　川井集落の図解 図 11　空からみた川井集落

図９　農作業場所と栽培品目（後別当の農家 N）図８　昭和 30 年（1955）頃の農家 N の農作業場所



178

育成林の歴史は長いというイメージ

惠谷　　今回の研究集会のテーマを決めることになった最

初の疑問について、先生方にお尋ねしたいと思います。そ

れは、育成林の歴史は長いというイメージを、林業を専門

としない私たちは持ってきました。もちろん、吉野林業や

京都の北山林業といった特殊な事例は別として、現在、多

くの山をスギやヒノキ、北海道でいうとカラマツ、そうし

た針葉樹が占めていて、そうしたものを目にする中で意識

化されている部分も大きいように感じています。このイ

メージに対して、先生方はご著書などでそうではないと伝

えておられますが、なかなかそれが伝わっていないように

思います。この点について先生方はどう考えておられるの

かお尋ねしたいのですが、まず、大住先生はいかがでしょ

うか。

大住　　複雑な問題だと思います。１つはそういう情報が

きちんと整理されていなくて、ここの林業は８世紀、９世

紀からあるといったエピソードのような話があると、そう

いうものに依拠してストーリーが創られてしまっているこ

とがあると思います。

私自身は林業史が専門ではなくて、学生に授業をするた

めに取り組んだことなので、本当にこれが正確かどうか分

からないです。それでも感じるのは、木材生産林業は非常

に都市型の林業であるということです。林業は山村の山奥

で自給的にやっているという、私でさえそういうイメージ

を持っていましたが、そういうものではなくて、経済と密

接に結びついていて、だからこそ世界史の中で近代以前に

は３ヵ所ほどしか育成林業が成立しなかったわけです。そ

の認識から変えていかないといけないのかなと思います。

それからもう１つは、日本中で育成林が成り立つように

していくのが近代の林業政策だという明治以降の考え方の

基本があるので、山であれば林業をおこなって当然という

一種のスローガンというか、ドグマみたいなものが何とな

くできてしまったということです。決して一般的な育成林

業地を軽んじるわけではないのですが、先ほど申し上げた

ように、初めて植林をして、それからまだ１回転してない

地域がほとんどなわけですよね。それに対して、たとえば

農業であれば、その場で 500 年、場所によっては 1000 年

も水田が続いていますし、農家の人も一生の間に 50 回く

らい同じ水田で稲を管理するという中で、やはり地域や個

人の中に技術が蓄積されていると思いますが、林業はそれ

が無い。ですから、伝統的林業地は別として、山村にはど

こでも育成林業の技術があって、それを守る文化があって

というのは幻想であって、それをこれからつくっていかな

いといけない状態だということです。一方で、国の政策な

どはドグマが中心になってしまっているので、話のずれが

たくさんできているような気がします。

惠谷　　本日の先生のお話にあったように、育成林業は都

市的というのは非常に腑に落ちるところがあると思いなが

らお聞きしていました。

私が関わっている高知県の四万十川流域でも鳥取県の

智頭町でも、近代に国有林事業が大規模に展開されたので

すが、関わりだした当初、その国有林事業は地域の育成林

業の歴史の延長にあるという理解でした。山には昔からた

くさんの人が居て育成林をやっているというものです。し

かし、調べていくと違和感が出てきて、つまり、既存の集

落との関わりがよく分からない。国有林事業によって山の

中に多くの人が住んで、肥大化したものの、伐りつくして

植えつくした後、その人たちはいなくなっています。徐々

に、この近代の育成林業は本当に地に足ついた暮らしなの

か、特に国有林に限ってみると、実は地域とは切り離され

て存在したものなのではないかという疑問が湧いてきまし

た。そして、そうした林業地を含むエリアを文化的景観と

して捉えたときに、本当に持続的なものとして、価値とし

て捉えられるのだろうかと。悩みながら関わってきたので、

公共事業として近代の育成林業が展開されてきたというご

指摘は、納得できるものでした。

小椋先生は、育成林の歴史は長いというイメージに対し

てどのように感じておられるでしょうか。

小椋　　その辺りを詳しく考えてきたものではないので断

片的なことしか言えませんが、先ほどお話した私の実家の

ある津山市阿波では、最近は随分、植林地が増えています。

個人で植林したところもありますが、先ほどお話した智頭

町の方が関わった場所などでは、その後、木原造林株式会

社という組織が林業をやっています。今でもその会社が所

有していると思いますが、その植林地も伝統的なものとい

うわけではなくて、明治以降にできたにわかな植林地であ

るということです。最も、たとえば、京都周辺であれば北

山や鞍馬、あるいは比叡山などでも古くからの植林地はあ

りますが、そうした一部を除けば、歴史あるところは本当
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の今須択伐林は、林型は今も残っているけれど、その管理

は止まっています。そのまま大きくはなってはいますが、

これが昔の生きているときの姿かというと、もはや違うも

のになっていることが多いんですよね。ですから、それを

どう保全するかということは、非常に難しい問題だろうと

思います。

一方で私自身が思うのは、造林地の半分以上を戦後の拡

大造林地で出発する地域は、まだ林業として成り立ってな

いところが多いと思うので、今後の林業の形をこれから考

えたらいいと思っています。伝統的な流れから大規模で組

織的な林業がいいよというのを目指すのか、生産の流れだ

けではなくてストックとしての林業も含めた複合的なもの

を目指すのか、択伐を活かすことを目指すのか。どれかを

選べということではなくて、選択肢としてそういうものが

重要になってくるとは思います。

惠谷　　よく、木材の利用拡大を図るために、建物を建て

るときには木を使用しましょうと掲げられますが、木を使

えば日本の文化に寄与しているというところで議論がス

トップしています。もう一歩踏み込んで、そうした木材生

産の背景、つまり、施業の仕方にどのような地域的な特徴

があるのかとか、それを育んでいる地域の暮らしとか、そ

うしたことも理解しながら木材が選べるようになると少し

違ってくるのではないでしょうか。デジタル化が進んで情

報を容易に発信したり取得したりできるようになった現代

だからこそできることがあるように、お聞きしながら思い

ました。

菊地先生、いかがでしょうか。

菊地　　私は建築が専門なので、木材を使う側からすると、

これまではどこの材か分からないで、製品としてしか柱や

板を見ていなかった面があります。それが、徐々に住宅も

余る時代になって、今は意味のほうを考える風潮があると

思うんです。自分が建てている家の材の生産地はどこでど

う育って、どう伐り出されてきたものなのかなということ

に、特に若い世代は関心を持つようになっています。それ

に対応する技術としては、いわゆるトレーサビリティー、

木材だとなかなか難しいようですが、タグをつけて出所を

明らかにするという技術があります。これからの建築は木

を工業製品と同じように考えるのではなくて、その木材が

どこでどう育ったのかを考えることが、環境を考えること

にもつながると思っていて、そういうときにどういう産業

に僅かしかないということだと思います。

惠谷　　ありがとうございます。もちろん、各地の現在の

林業を否定するためにこの場を設けたわけではなくて、も

う少し冷静に見ていく中で、それぞれの地域の良さがもっ

と鮮明になっていくのではないかという考えのもとという

ことを、まず申し上げておきたいと思います。

ある種、都市的というか公共事業的におこなわれてきた

近代以降の育成林業に対して、大住先生からは「農林複合

経営」、菊地先生からは「循環型自給ユニット」というキー

ワードを頂きました。前者は価値を分かりやすく語ること

ができる一方、後者は語ることが難しい側面もあります。

それでも、多品種・複合的な農林業を従来からおこなって

きた地域はもっと評価できるのではないかと思うのですが、

小浦先生、菊地先生、いかがでしょうか。

小浦　　先ほど大住先生から、林業ってとても都市的だと

いうお話がありましたが、木材は生産地で消費されるので

はなく消費地が別にあるんですよね。ですから、林業は流

通のシステムそのもの、あるいは管理機能そのものを持っ

た、そういう大きなものだということです。それに対して、

今話題になっているような複合的な土地利用による集落の

暮らしというのは異なるので、これは少し違うものとして

議論したほうがいいと思います。

林業を、先ほどから出ているように、育成林の歴史とい

う中で見るならば、周期が長い中でまだ一巡もできていな

いということは、すごく大きなことですよね。私たちが見

ている山の風景は、伐採期になっても経済的に切れない状

況の中で、大きく変わらない状況がずっと続いている。で

すから、何となく、長いこと育成林業をやっているという

気分になっているということがよく分かりました。大住先

生の講演で最後に、近世発生の伝統的育成林景観と、それ

から、まだ１回も収穫してない近代の育成林景観、この２

つは違うという話があって、むしろ私はこの伝統的育成林

景観の中に地域性や場所の読み方のようなものがあるよう

に思いました。その風景について先生に聞いてみたいので

すが、いかがでしょうか。

大住　　今日は頭の中で考えてきたことを発言したの

で間違っているところもあるかと思いますが、ただ、この

地域の何とか林業の山ですよというのは各地に行っても、

本当に僅かしかない状況なのは確かです。見本林のように

して残しているものしかない。それも、たとえば、岐阜県
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デザインをするかということではないでしょうか。

惠谷　　その産業デザインをしていくときに、文化的景観

は後押しになる仕組みとなりますよね。

日本列島における山と人の関わりの特徴

惠谷　　林業を取り巻く難しい状況はありますが、一方で、

今日も大住先生から、針葉林を育成するという林業を近代

産業革命以前からやってきたのは、中国と日本とヨーロッ

パの一部だけで、農業と違ってめったに発生しない産業と

言えるということ、日本列島にこうした育成林の山がある

ということ自体が世界的には稀有だというお話がありまし

た。日本における育成林を含んだ山の風景の価値について、

いかがでしょうか。

菊地　　景観は目に見えるビジュアルなものなので、対象

を物的環境の問題のように考えがちなのですが、文化的景

観の特徴は、それをつくり出しているのは生活や生業と

いった人々の営みであるといっているところです。文化財

保護法の文化的景観の定義にもそう書かれているわけです

が、それは文化財行政としては非常に画期的なことであり、

政策的なやりづらさでもあると思います。私はコンセプト

には共感していて、これからを考えるときの方向性として

とてもいいと思っていますが、それを社会的にどう実効性

を持たせるかが難しい。その辺、小浦先生いかがでしょうか。

小浦　　私たちは百年前と同じ暮らしをしているわけでは

ないし、百年前と同じ技術でものを作っているわけでもな

いので、そのスピード感は工業と農業と林業で違うかもし

れませんが、どんどん進化しイノベーションしながら続い

ているわけです。変わること自体が営みであるときに、変

わりつつも、何がそこの文化的景観あるいは山の風景の価

値としてあるのかというところが論点ではないでしょうか。

それってある意味、地域性みたいなものじゃないかと思っ

ていて、草地から人工林になっても、元の地形や水系、気

候といったものが大きく変わるわけではないので、場所の

力みたいなものは一定の持続力があって、それを林業や農

業といった一次産業は割と直接的に受けるように思います。

ところが、近代の林業ってそういうことにあまり関係なく

造林しているように見えていて、そうした場所の力だった

り、場所の特性みたいなものがもう少し見えるようになる

方向性を知りたいなと、この山の話に関わりながら思いま

した。

私が山の価値を考えはじめたきっかけは、京都の三山

（西山、北山、東山）を都市の風景としてどう捉えるかと

いうことでした。それが、京都中川の北山林業景観や京都

市域の文化的景観の調査にもつながっていったのですが、

そこではどちらかというと、山をどう見ているかとか、木

をどう使っているかとか、その相互性が１つの価値として

維持できるのであれば、使い方や暮らし方が変わってもい

いのではないかという議論があったように思います。

それが、この育成林業の議論になると、近代の拡大造林

で日本中がモノカルチャーになっていくという話が出てき

て、そこの中にどれだけの場所の力というか、地形や水系、

あるいは流通システムの中の場所性かもしれないけれども、

何かそういったものの中に価値が見いだせるのではないか

と思ったのですが、いかがでしょうか。

大住　　お話を伺っていると、林業景観の話って、まさに

林業そのものの問題なんですよね。まず、拡大造林につい

て言いますと、拡大造林はすべて批判されるべきという

ものではなくて、初期の考え方は昭和 30 年代という時代

の中で、今と比べて科学性もすばらしく持っていましたし、

様々なことを非常に検討した上でやっています。地形や土

壌の生産力といった様々なことを確認しながら、植えるも

のをきちんと決めて取り組んでいました。ただ、国有林を

中心に、国家的な事業としてのバブルだったわけです。山

村にもその関係の事業体が増える一方で、どんどん木材価

格が下がっていってしまう。そして、バブルが崩壊する中

で、当初の緻密で科学的な合理性を持った計画では組織は

もうもたなくなってしまい、そこで無理が入ってしまった

のだと思います。農業もそうですが、規模の拡大で進める

べきところは多くあると思いますが、その一方で、もう少

し、フローではなくてストックを中心にした林業をおこな

う地域とか、個別の方法を持っている人たちの考え方を取

り入れるといったことも必要だったのかなと思います。

一番大きな原因は木材価格です。この 50 年で、賃金に

対して相対的に、木材価格は 10 分の１になってしまって

いる状況なのです。林業では主なコストが発生するのは造

林をおこなった 50 年前のことなので、これでは市場でコ

ストが価格に反映されるという機能は働かないということ

です。ですから、きちんとコストをかけた管理とか、生産

物に対してお金が返ってくる循環の構築を考えていこうと
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が、そのときのスキームが良かったかどうかの検証がすぐ

にはできなくて、その結果、地拵えから収穫までのワンサ

イクルすらうまく回ってないということが生じているんで

すよね。ですから、文化的景観を林業にどう活かすかは難

しい感じがしますが、逆にそれを逆手に取ってて、長いス

パンで考えないと駄目だと主張するということもできるか

と思っています。

文化財や文化的景観の特徴は、過去を見て未来を考える

という、経験主義的なところがあるので、今後、我々がど

う生きていくべきかというときに、今日、先生方からお話

いただいた、山を長期のスパンで考える示唆は非常に価値

があると思いました。

変化への対応

惠谷　　ありがとうございます。長期のスパンで山を見る

という意味では、小椋先生が京都の三山をフィールドに長

く研究されていますが、そういう中で山の変化について考

えておられることはあるでしょうか。

小椋　　数十年前までは人の暮らしが割と変わらない形で

続いていましたが、現代に入って非常に大きく変わってき

たことを、今後どう考えるかが大事になってくると思いま

す。かつては山の奥の奥まで人が住んで様々な活動をして

いましたが、私の実家のほうもそうですが、どんどん人が

減ってきて、放置状態の植林地が増えてきています。農地

は個人が手放しても農業法人が引き継ぐということが出て

きていますが、林業もそういう形になっていくのかどうか、

今後のことが大変心配な状況です。

惠谷　　確かに、緩やかに変化していた時代であれば、そ

の変化への調整をしながら暮らしを引き継いでいくことが

できたものが、第二次世界大戦後の変化は劇的で、調整で

きる幅を超えてしまっている中で、林業の課題が起こって

いるのですよね。

フロアからのご質問にも答えてきたいと思います。「重

要文化的景観への選定は、その地域の新たな価値を見いだ

すことであるものの、凍結的に守っていくイメージがある。

景観の保全とその景観をつくり出す地域の生活生業の持続

はどのように両立していけばよいのか。伝統的建造物群保

存地区（以下、伝建地区）とはどう違うのか」という質問

がきています。小浦先生からも、山と人との関わり方や場

か、また、伝統的な林業を参照しながらよりよい森林管理

をつくっていこうとか、そういう方向になかなかモチベー

ションが出てこない。今あるものを売って、とにかく補助

金と合わせて生産量との採算を合わせるしかない、造林コ

ストは考えないという状況が続いていることは、非常に大

きな問題です。山の持続をしっかりと考えて、お金を取れ

るようなシステムが要ると思います。また、補助金の制約

は大きいので、もう少し個人の裁量に任せられる工夫も要

るのではないかなと思います。

もう１つだけ言うと、今の住宅建築は大手のハウスメー

カーが中心になってしまっています。地域性のある林業

は、地元の大工さんがいて、工務店があって、施主と一緒

に山を見て木を選ぶという中で成立してきたものが多いの

で、今のように量があって、乾燥率が一定であれば、節が

あろうと何だろうと値段は一緒という状態が続いてしまう

と、地域性のある森林管理を続けることはなかなか難しい。

そういうところが林業が抱えている問題なんです。

惠谷　　大住先生のお話をお聞きしながら、地域性のある

林業への転換であったり、地域の裁量権が付与された補助

金であったり、現状では難しいことは重々承知しています

が、重要文化的景観の選定地という特別な地域だからとい

うことで、何かその一歩が踏み出せるのではないかと思い

ながらお聞きしていました。

一方で、組織的な育成林業は特殊性があるので、文化

的景観として価値が語りやすいと思います。それは林業に

限らず、目立つ生業があるほうが独特で、地域の特性が分

かりやすいです。それに対して、農林複合型とか、地域の

中で循環するとかといった内容は、ある意味ありふれてい

るというか、もちろんそこにすごさがあるのですが、その

普通が文化財的には語りにくかったりするように思います。

特別なもの、独特なものを価値とする文化財分野の姿勢を、

うまく乗り越えていきたいなと。

菊地先生、いかがでしょうか。

菊地　　農業と林業はどちらも同じ一次産業といっても、

両者は産業形態が異なるわけですが、中でも、収穫までの

スパンが圧倒的に違う点は大きいとお話を聞いて思いまし

た。日本で農業政策が必ずしも上手くやられてきたとは思

いませんが、米であれば１年ごとの収穫なので、サイクル

のなかで見直しができます。一方、林業は拡大造林が起こっ

て、それは産業構造的に仕方のなかったことだと思います
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として調整する仕組みが必要ではないでしょうか。そして、

それをどう保存活用計画に書くかを考えることが大事だと

思います。

惠谷　　文化的景観は意味の部分が大事であって、そのた

めに、いかに良い変化を起こしていけるか、その調整に関

係者がいかに向き合いながら、次の時代の在り方と折り合

わせていくか、ですよね。

土地利用としての森林の姿の描き方

惠谷　　育成林を含んだ山の風景をこれからどう考えれば

いいのでしょうか。まず、プランニングを専門としておら

れる小浦先生から、土地利用基本計画と森林地域の関係に

ついて話題提供いただきたいと思います。

小浦　　林業に関して様々な資料を読みながら、また、先

ほどからの先生方のお話をお聞きしながら気になったの

は、図 12 の３点でした。先ほども言いましたが、林業っ

てすごく都市的な営みで、消費地が生産地を越えてあって、

流通システムと管理機能が必要で、山持ちさんと山で仕事

をする人といったように所有と労務者が分かれていること

が、林業の特徴だと思いました。それをどう風景として読

み、どのように風景の価値として次につないでいくのかは、

意外と難しいなと思っています。

また、林業は地域環境とこれからどのように折り合って

いくのかということも気になりました。再生周期が非常に

長い中で、現在、生物多様性や木材生産以外の山の機能が

意識されるようになってきた中で、地域集落くらいの小さ

な単位での地域のエコシステムとの関係をどう考えていく

所の力を次につないでいくことが大事なのであって、視覚

的な要素に強く縛られるものではないといったお話があり

ました。私も文化的景観は凍結的なものではないと理解し

ていますが、文化財という枠組みの中で、そう理解されが

ちなところがあるように思います。

菊地　　私は伝建地区にも関わっていますが、伝建と文化

的景観はかなり違います。何が違うかというと、伝建地区

で守るべきものは建造物で、具体的な対象があるわけです。

建造物を群として評価するという新しい視点が入っている

わけですが、基本的には、従来の文化財保護の延長線上に

あると言えます。一方、文化的景観は、景観を生活や生業

の表現とみなすということなので、保護対象は景観地です

が、守るべきものは、見た目ではなくて意味のほうという

ことで、これはとても新しくて高度な概念だと思います。

今、我々が直面している世の中の変化に対して示唆的で

ある一方、それを施策に落としていくことがなかなか難し

い。守るべきものは見た目そのものではなくて、見た目が

意味しているもの。ですから、その解釈によって価値が変

わるということだと思います。モノを守りますというほう

が見通しは立つので、そこは今後の課題です。

小浦　　文化財の類型の中でいえば、文化的景観も景観地

と位置づけられているように、物としての対象として捉え

るという気持ちは表れていますが、実際には、その場所を

そのまま凍結的に保存することは、人が住み続けていく上

であり得ないですよね。歴史的な都市であっても、100 年

前と今では暮らし方が変わっているわけです。だから、あ

る特定のものをそのまま維持するという守り方ではなくて、

変わり方を調整していくという方法が必要です。固定的に

良し悪しを判断できないところが多くあるので、変化に対

して調整していく仕組みが保存活用計画の中に内包される

ことによって、文化的景観という文化財の保全が考えられ

ると思っています。こうやればこうできるという１対１対

応だけではなくて、動きのある中で、これはいい変化だけ

ど、これはまずいよねということをそれぞれの時代の中で

調整して、いい変化を起こしていくことが必要ではないで

しょうか。菊地先生が指摘された意味の保存において、そ

の表現形をどう調整するかということだと思うんです。林

業や農業といった様々な小さな土地利用の集合体として風

景が生まれていて、その小さなものが動いていくときに、

その関係性や意味を、人がその場所でおこなう行為の結果 図 12　気になった論点
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地域の計画ができる、変化の調整ができる唯一の仕組みだ

と思っています。

さきほどの５つの地域区分が具体的にどうなっている

のかを、京都市を事例にみてみます。図 14 で、薄い緑色

のエリアが森林地域の指定がある民有林で、濃いところが

国有林です。薄い茶色が農業地域で、林地や森林地域の集

落地も農業地域として指定されています。つまり、農業の

管理が入るということです。そして、特に都市の場合は、

図 14 のように、大部分が都市地域と重なるわけです。で

すから、北山林業の中心である中川地区のように、都市地

域と農業地域と森林地域が重なることがあって、そうした

位置づけの中で議論が進むことになります。中川の風景は、

畑のように区画がモザイク状に広がっていて、山の上には

アカマツが残っているというものです（図 15）。

京都は山々に囲まれた盆地にあって、街の人にとって森

林はこの山々なのです。その中でも社寺が持っていた山々

は明治初期の上知令で国有林になって、森林化が進んでき

のか。確かにモノとしての木はあるのですが、それをどう

伐りだして、どう再生するかということを地域のエコシス

テムとして、土地利用としての森林の姿の描き方を考えて

いくのかなと思いました。

それから、山の風景は一体どのような営みの現れなのか

を、みんなで考えていくべきではないでしょうか。ご存じ

のとおり日本は国土の 2/3 が森林で、その森林の多くは生

活の中では山として認識されていると思います。日本には

国土利用計画法という法律があって、その法律によって日

本中の土地利用は、図 13 のように、都市地域、農業地域、

森林地域、自然公園地域、自然保全地域の５つに分かれて

います。そのエリアはきれいに分かれているわけではなく

て重複していて、それなのに、それぞれは個別の法律で管

理されているのです。担当する部局はほかのエリアや法律

のことは気にしないでばらばらという状況の中で、文化的

景観と景観計画では総合的に捉えられます。ですから、こ

の２つがこの縦割りをすべて越えて、ひとつのものとして

図 14　京都市の土地利用基本計画図 13　日本の国土

図 15　京都市中川地区の山 図 16　清水寺背後の山
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の森林整備計画の中に森林整備の基本方針があります。そ

こには、森林資源の維持造成を基本としながらも、地域の

自然や社会の特性に応じた公益的機能の要請を踏まえて、

望ましい森林資源の姿を描き、森林整備をおこなうこと、

と書いてあります。その目指すべき姿は森林の機能に応じ

て示すとされていて、その森林機能には、図 21 のように、

水源かん養、山地災害防止・土壌の保全、快適環境、保健

レクリエーション、生物多様性の保全、木材の生産と並ん

でいます。しかし、実際の市町村の森林整備計画を見てみ

るとそうなっていなくて、たとえば、智頭町と日南市はほ

とんど同じ文章でした。一方、京都市は歴史的風致や自然

景観の維持を意識して書かれていました。ですから、森林

資源の姿というものはうまく書けていなくて、その次に、

森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策が書か

れますが、そこでは比較的、地域性や機能ごとの重点の置

き方に差が出てきています。京都市ではこうした法的な文

章にはとらわれず、市民に開かれた森林の整備・利用、そ

ました。小椋先生のご専門なので受け売りですが、そうし

た風景が今、現れてきていて、これもある種の山の風景だ

と思っています。清水寺では所有林として残された背後の

山林に、20 年ほど前からヤマザクラなどを植えて、森づ

くりを進めています（図 16）。

一方、智頭町を見てみると、都市地域が入っていて驚い

たのですが、それは智頭宿の部分です（図 17）。先ほど惠

谷さんからお話のあった芦津集落の奥には国有林が広がっ

ています。図 18 は芦津辺りの風景で、皆伐で山肌が見え

ていたりして、林業がおこなわれている風景が見られます。

京都市と智頭町と日南市を比べると、人工林の割合は智

頭が一番大きいです（図 19）。民有林の割合でいくと、意

外と京都は大きくて、こうした中で林業の位置づけが決

まってきます。今回、森林法を初めて紐解いてみましたが、

この法律の下にある全国森林計画の中で国有林と民有林の

取り扱いが決まっています（図 20）。民有林は都道府県の

地域森林計画と市町村の森林整備計画に書かれていて、こ

図 17　智頭町の土地利用基本計画 図 18　智頭町の山

図 19　森林面積の構成 図 20　林業という土地利用
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的景観でつないでいくというのは、１つの仕組みとしては

考えられるかもしれません。

惠谷　　お話をお聞きしながら、特別な場所として特定す

ることが最初の一歩になるかもしれないと感じました。こ

の森林整備計画の実態は、専門外の私たちには分かりにく

い部分があったのですが、林業をご専門とする大住先生は

実態をご存知かと思いますが、いかがでしょうか。

大住　　制度があるということくらいしか認識していませ

んが、少しコメントしたいと思います。

今、小浦先生がおっしゃったことは、日本の林業の根源

的な問題でして、特別なところだけではなくてすべてがそ

うあるべきだと思います。その結果として、昔と一緒とい

うことではなく、社会と密着をした新たな森林の姿ができ

てくると思っています。それがなぜできないのかというの

が根源的な問題で、これ以上は林業政策批判になってしま

いますが、非常に大きな問題だと思います。

小浦　　第一歩として、文化的景観における林業景観、あ

るいは山村景観を手がかりに、大住先生がご指摘された、

地域らしさとか伝統性みたいなものを語り始めるというこ

とができるといいのかなと思いました。

山の風景のこれから

惠谷　　別のご質問をいただいているのでお答えしていき

たいと思います。「伝建地区や歴史的風土保存区域に指定

されている地域では、その背後の自然環境が保全対象と

なっているけれど、そうした地域は指定されたときの状況

を変えずに維持する理念が強いように思います。そのため、

林地も伐採しないという考え方につながりやすいように思

いますが、育成林業の場合、伐採しないのと、定期的に手

を入れるのと、どちらが健康的な樹林地なのでしょうか。

それは土砂流出の観点も含めてご意見ください」というこ

とです。

今日は会場に京都市の歴史的風土の保存の担当をされ

ていた中島吾郎さんがお越しになっているので、よろしけ

れば京都市のお話を伺いたいのですが、いかがでしょうか。

中島　　京都市役所の中島です。本日は先生方のお話から

学ぶことが多く、参加してよかったです。

私は現在は建築指導部に在籍していますが、今年（令和

４年）の３月まで風致保全課に在籍していましたので、古

れから、森林の公益的機能の発揮を図る観点から地域の活

性化、山村の安定的な生活環境の維持といった集落的なと

ころまで書いていることは特徴的だと思いました。いずれ

にしても、この土地利用上の市町村森林整備計画を読む限

り、森林資源と森林施業から、今、山の姿を示すことが十

分にできているのかということが気になりました。

この森林整備計画は民有林すべてに対して必要なので、

政令指定都市のような民有林地が数％の地方自治体も作っ

ています。ですから、全く施業していると思えないところ

でも、伐採期が書いてあって、よく分からない計画になっ

ている印象を受けました。この森林整備計画がうまく機能

して、この計画の中に山のあるべき姿を書くことができる

と、施業とリンクした形での土地利用ができるような気は

しました。地域性に応じた施業のあり方が生み出す「山の

風景」や、地域の生活環境やエコシステムとしての目指す

べき「山のすがた」が書けないし、見えないということが、

今の縦割りの状況なのかなと感じます。だからこそ、文化

図 22　森林整備計画と山のすがた

図 21　市町村森林整備計画より
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的景観において山の価値などを考える上で糧になると思っ

ています。

ひとつ質問ですが、これから林業の新しい在り方を考え

ていく必要がある時に、重要文化的景観のいくつかの地区

でも、自伐型林業という話が出てきます。それは、林業が

盛んな地域で過疎が進んでいたり、それ以外の産業が育ち

にくいといったことから、林業の６次化や移住定住の側面

も含めて、地域おこしから山づくりを捉え直そうというよ

うな位置づけがあるからのように思います。この他にも今

後ヒントになるような林業の新しい取組の芽生えがあれば、

ぜひお伺いしたいです。

大住　　今後、どういう林業をつくり出していったらいい

のかを考えるにあたっては、おそらく、地域社会にとって

の正当性とか、歴史性の反映とか、あるいは科学的な合理

性とか、そういう点が関わってくるはずです。そこに経済

的な問題が調整されていかないといけないので、それぞれ

の選択になっていくだろうと思います。今の林業の形は、

補助金による公共事業化的な力が強過ぎて、皆それに縛ら

れてしまって、大変失礼な言い方になりますが、ある意味、

思考停止のまま動いているような現場がたくさんあります。

それではいけないという問題意識を持っている人がたくさ

んいるのも確かですが、なかなかその時の新しいモデルが

ないわけです。

自伐型林業については、一概には言えません。自伐に

すれば全て解決するのかという問題でもないということで

す。森林管理する立場から見れば、持続的で社会的な合理

性を持った森林経営ができれば、自伐型林業であろうと組

織型林業であろうと良いわけです。もちろん、それは大き

な組織で動いているところよりは、個人が自分の山で自伐

でやっているところの方が、調和が成り立ちやすいだろう

なという予測はあります。ただ、それは経営形態だけで決

まる問題ではなくて、もっと根本的に、その森林を自分の

ものと思って考えるかどうかという問題だろうと思います。

それから、昔からの森林の形として参考になるのは、数

ha 規模の保護林を除けば、吉野や智頭といった地域の長

伐期・大径木の人工林が１つあります。もう１つは、択伐

林です。ヨーロッパや北アメリカではもう一度択伐に戻ろ

うとしていますが、日本では今も続いている択伐林はほぼ

ありません。ただその中で、今年（令和５年）、静岡県富

士宮市で林業をされている渡邊定元先生が、農林水産祭で

都保存法の森の手入れの仕方について、京都市の取組の中

から少し報告いたします。

京都は、東山、西山、北山という三山に三方を囲まれ

ている盆地となっているので、特に市街地の景観にとっ

て、背景となる三山は重要な場所になっています。そのた

め、三山の山並みや山裾の環境は、風致地区条例や古都保

存法で規制されるという立てつけになっています。その中

でも特に重要なところについては、歴史的風土特別保存地

区に指定されて保存されているわけですが、そこでは厳し

い規制を課されています。そのため、法律上、土地の所有

者からの希望があった場合、府県や政令市が買入れるもの

とされています。京都市内には約 2,800ha の歴史的風土特

別保存地区のエリアが都市計画決定されていますが、その

うちの 10 分の１の土地を京都市が管理しています。当然、

買入れた土地は京都市が適切に管理するという義務が生じ

ますが、京都市職員ではなかなか維持管理ができないので、

業者さんに委託しています。併せて、市街地に接する場所

では台風などで倒木も起こって迷惑がかかってしまうので、

樹木医さんに定期的に入っていただいて、危険木の伐採等

はおこなっているところです。それと、やはり単に維持管

理ではなく、市街地の背景としてより良くするようにとい

うことで、京都市三山森林景観保全・再生ガイドラインと

いうものを作成しながら進めています。ただし、やはり経

費の観点等から、現状としては日常の維持管理で精いっぱ

いであるのは事実です。

ということで、全く伐採できないということではなく、

適切に維持管理をしていくことが大事だと思っています。

また、先ほどから「営み」といったキーワードもありまし

たが、やはり地域にとっての山ということが重要だと思っ

ているので、京都市では地元団体と無償の管理協定を結ん

で、その中でより地域に沿った森林にしていく努力もおこ

なっています。

惠谷　　ありがとうございます。京都市の三山では、地元

のほかに、大学や NPO などとも連携しながら、風致保全

として森の手入れをおこなっていますよね。

フロアに文化庁文化的景観部門の永井ふみ調査官にも

お越しいただいているので、今日のご感想やご質問をいた

だきたいのですが、いかがでしょうか。

永井　　本日は林業について非常に勉強になりました。林

業の歴史を紐解くという経験がなかったので、今後、文化
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天皇杯を受賞されました。渡邊先生は林野庁の官僚から東

大の教授になられて、退職後に地元に戻って林業経営体を

設立されました。それから 30 年ほど、スギ・ヒノキの人

工林で日本型の択伐モデルを完成させようとされている方

が天皇杯を取られたのです。その林は 1,000ha ほどあって、

本州では数少ない択伐林化を目指している事例と言えます。

北海道はもう少し天然林相手なので、そうした様々なこと

を考えた森林管理があると思いますが、本州ではコスト面

からなかなか新しい施業の取り組みはできていません。

さらに付け加えると、そういう森林が形として残って

いるだけではだめで、森林を形作った仕組みが大事だとい

うのは私も申し上げたんですが、ただ、形を否定するもの

でもないのも確かです。なぜかというと、森林管理が全国

的に統一化される中で、もう少し違うことをやってみた

い、かつてやっていたことに取り組んでみたいと考える場

合が出てくるわけです。たとえば、里山でもう一度、薪炭

林利用ができないかという話が出るのですが、それは議論

になる前に、コストが合わないからこうなったのだから今

さら駄目だよとなってしまう。本当に駄目かどうかは実は

チェックしていないんです。薪炭林でも択伐でもそうです

し、もしかすると草地もそういう点があるかもしれません。

だから、本当に駄目かどうか分からないまま、時代の流れ

だから駄目だとみんなレッテルを貼ってしまうのですが、

それは生物と一緒で、今は劣性な遺伝子も意味があるかも

しれません。そういう意味で文化的景観として形でもいい

から残していくのは意味があると思います。また、口で言

うよりも実際に施業を見せて説明するのがあるかないかで、

説得力が全然違ってくるんですよね。

小椋　　薪炭利用についてですが、実家に大きな薪のボイ

ラーを置いた関係で、春頃からせっせと薪づくりをしてい

ました。薪を割るのも運搬も大変ではありますが、非常に

楽しくやっています。山の資源は膨大にあって、それをい

かに利用するかが大事な時に、そういう楽しさを知って取

り組む人が増えればいいなと、前々から思っています。

それから、自伐型というお話が出ましたが、私も実家の

ほうの山の木を、最近、２～３本を柱用に伐ってみました。

直径 20cm あまりで、50 年生前後の比較的細いものでし

たが、その木の重さに驚きました。自分で運ぶのは難しく

て、機械がないと駄目です。山の仕事は楽しい面もありま

すが危ないところも多くて、そうした困難もあるなと実感

したところです。

惠谷　　ありがとうございました。

最後に、これまでのお話を受けて、コメンテーターの

お二人の先生から本日のご感想をいただいてもよろしいで

しょうか。

菊地　　感想というより連想に近いのですが、１つは、林

業に限らず、景観は営みが如実に見た目に現れたものなの

で、そこにある種の可能性があると思いました。

さきほど建築の立場からの話をしましたが、大学で教え

てきた中で、ここ最近は学生の意識が変わったなと感じま

した。建築を専攻する学生の林業に対する関心が高くなっ

てきたんです。中には林業に絡むような仕事に就いた卒業

生もいるし、大学院を出て企業に勤めるのではなくて、大

工から始めるという学生も出てきました。これからの世代

の関心が、従来の高度経済成長期とは違うと感じています。

その時に、我々がつくり出している社会がそれに応えられ

図 23　登壇者一同 図 24　菊地先生と小浦先生
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るものになっているかというと、そうなっていなくて、先

ほど大住先生が言われたように、政策のほうは思考停止気

味なのです。手段だった補助金が目的化しがちで、その結

果、誰も望んでないのに不合理な状態が生まれるというこ

とだと思います。

たとえば、先ほどお話ししたように、使っている木材の

来歴に関心を持つようになってきていますが、政策にそれ

を活かすとすると、今は県産材とかになるわけです。県産

材を使うと補助金が出るようになる。本来の目的からする

と、なぜ県産材だけよくて、隣の県では駄目なのかわかり

ませんよね。制度が本来の目的を考えずに進んでしまうと

ころがあって、それぞれの自治体の林業の支援ということ

にだんだんなってくる。本来はその前に地場産材を使うと

いうことに対する意味づけをきちんと考えるということがま

ず必要で、そうすると建築行為も変わるし、それと呼応した

林業の在り方みたいなのが出てきて、それが景観にも現れて

くるということが起こり得るかもしれないと思います。

それは最初から大きな資本に対抗するようなものには

ならないけれども、小さなまとまりの中で何かそういうも

のが生まれる可能性があって、そこから少し変わっていっ

たりすると面白くて、そのとき意味を捉えるコンセプトと

して文化的景観はあり得るのではないかという気がします。

小浦　　私も形を残す意味はあって、それには、その形が

生み出されてきた背景を語ることがセットであることが非

常に大事だと思っています。その形だけでも残しておかな

いと、誰も記憶として語れなくなる。記録はあっても、や

はり語るのは記憶からだと思うので、それにつながるもの

が必要だなと思いました。

これまでは、それぞれの地域の暮らしの中で次に伝え得

るようなサイクルだったものが、今はそのサイクルが途切

れてしまっている。だからこそ、菊地先生もご指摘されま

したが、今の若い人たちは、そのサイクルを探すことに関

心を持ち始めていると思います。今ある社会システムでは

正当には乗り越えられないけれども、まずはインフォーマ

ルに乗り越えていったらいいのではないでしょうか。今の

まちづくりの中では、最初は新しいことをインフォーマル

でやってみて、その後、制度化される、フォーマルになっ

ていくような動きがあります。そうした方法を農業でも林

業でも、他の様々ななりわいで先駆的にやってみるには

フィールドが必要で、そういう時にエリアを提示できる文

化的景観は強みになると思うのです。

惠谷　　本日のお話から、多くの地域では実は育成林業の

歴史は短くて、それ以前は、用材や薪炭、木の実やキノコ

といった林産物だけではなくて、秣や刈敷といったように

農業や畜産との関わりの中で山があったことに気づきまし

た。育成林業によって山は山村の暮らしとは切り離された

ものという印象をもっていましたが、「山の民」の世界で

は一体のものとしてあったわけです。近代以降の育成林業

がうまくいかないなかで、育成林業そのものというよりも、

こうしたことを振り返りながら、これからの山との関わり

方を新たにつくっていけばいいのだと気づきました。もち

ろんそんな単純なことではないと分かっていますが、近代

以降の育成林業の実態を知らないまま呪縛にとらわれてい

たところがあるので、勇気をいただきました。

改めてご登壇いただいた先生方に御礼申し上げます。
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